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まえがき
結核が、家族の暮らしを一変させました。
それは、アストリッドさんが 12歳のときのことでした。

父親が結核にかかった後遺症で身体にまひが残ったため、9人の子どもを養うことができなくなっ
たのです。母親のファニーさんはやむを得ず、働き口を求めて、アストリッドさんときょうだい
たちを連れ、コンゴ民主共和国南部ルアラバ州の銅鉱山へ向かいました。そこは、きわめて危険
な現場でした。

アストリッドさんは、わずか 12歳で、1日 12時間にも及ぶ長時間労働に従事していました。日
当はわずか 2米ドルにすぎません。銅くずを集めて洗い、有毒な粉じんを吸い、けがの危険にさ
らされながら働いていました。さらに、アストリッドさんのような女の子にとっては、性的虐待
の危険に直面することもあります。彼女は、まだ子どもであるにもかかわらず、常に恐怖を抱え
ながら働き続けていました。

アストリッドさんとその家族の話は、経済的な打撃がいかに家族を貧困に追い込み、子どもの権
利を奪ってしまうかを示しています。彼女の痛ましい経験は、残念ながらめずらしいことではあ
りません。今日、約 4億 1,200 万人の子どもが極度の貧困状態にあり、さらに 4億 1,700 万人
が教育、保健、住まい、栄養、衛生、清潔な水という生活上欠かせない要素のうち、少なくとも
2つを決定的に奪われた状態にあります。家族が危機に直面すると、影響は全員におよびますが、
なかでもその結果を生涯にわたって背負わされるのは子どもたちです。

2025 年版「世界子供白書」が明らかにするのは、子どもの貧困削減に向けた進歩が脅かされて
いるという、先送りのできない差し迫った現実です。2008年の世界金融危機（リーマン・ショッ
ク）、新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）といった過去の危機は、私た
ちの歩みを何年も後退させました。そして、こうした危機のたびに、最も脆弱な子どもたちが最
も深刻な影響を受けてきました。

今日、同時に進行している以下に挙げる 3つの深刻な危機。
これらが何十年にもわたる改善の歩みを覆し、子どもたちにふさわしい未来を築く能力や手段を
弱体化させています。

まず、紛争が各地に広がり続けています。戦闘に巻き込まれる子どもの数は、30年前の 2倍に
増えました。子どもが暴力によって家を追われれば、貧困がついて回ります。学校は破壊され、
人々は避難を余儀なくされ、貧困率は上昇します。

次に、気候変動は激しさを増しています。すでに 10億人の子どもが、干ばつや洪水といった気
候変動の影響によるリスクが極めて高い国々に暮らしています。その負担が最も重くのしかかる
のは、すでに貧困に苦しんでいる地域社会です。

そして、開発援助の前例のない急激な削減です。資金減少が、子どものための社会サービスを根
底から揺るがしています。権威ある医学誌『ランセット』によれば、このままでは 2030 年まで
に、少なくとも 450 万人の 5歳未満の子どもが命を落とすおそれがあります。また、来年中に
600万人の子どもが学校に通えなくなります。

多くの低所得国では、対外債務の返済が子どもへの投資を圧迫し、返済額が保健・教育への支出
を上回っています。各国は、債務の返済か、子どもの生存と健全な成長の確保か、という選択を
迫られています。



子どもの貧困をなくすために　私たちが共有する使命 3

しかもこれらの危機は、互いに火に油を注ぎあっている状態です。気候災害は避難を生み、避難
が紛争を助長し、援助削減のようなショックが各国をさらに債務の深みへと陥れるのです。

若者たちはこの現実をはっきりと認識しています。本報告書のために行われた若者による未来予
測ワークショップで、ガーナ出身の 20歳の女性はこう記しました。

「経済的に公正な社会では、結納金のために子どもが自らの未来を犠牲にするようなことがあって
はなりません。どうか覚えておいてください―あなたの人生は、だれかの取引の道具ではない
と」

大事なことは、子どもの貧困は避けられないものではないということです。本報告書が示すよう
に、各国が子どもの貧困の解消を国家的な優先課題とし、資源と行動を伴わせれば、子どもの生
活と人生の軌道そのものを、より良い方向へ変えていくことができます。

この四半世紀における前進は、それが実現可能であることを証明しています。2000 年以来、子
どもの深刻な剥奪の割合は 3分の 1減少し、極度の金銭的貧困状態にある子どもの数は、5億
700万人から 4億 1,200 万人へと減りました。

しかし、こうした改善は脆く、すぐに逆戻りしてしまいます。これまでの成果を守るために残さ
れた時間は今、急速になくなりつつあります。

ユニセフの支援を受けて、アストリッドさんは鉱山を離れることができました。ソーシャルワー
カーが彼女の家族の状況を把握し、現金給付プログラムにつなげたのです。母親はその資金で苗
木の栽培を始め、アストリッドさんときょうだいたちは学校に戻り、新しい技能を身に着けるた
めの研修プログラムにも参加し始めました。

しかし、世界には今も何億人もの子どもが毎日同じような脅威に直面しています。
子どもの貧困と闘うこの機運を、決して失わせてはなりません。

キャサリン・ラッセル

ユニセフ事務局長
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貧困は子ども時代をむしばみ、私たち
の未来を損なう
貧困は子どもの命を奪い、健康と発達を損ない、学びを妨げる。その影響は子ども時代を超え

て、はるか先まで及ぶ。貧困の中でおとなになった人々は、就労のチャンスが限られ、寿命が短
く、うつ病や不安障害の発生率が高い。

貧困は社会にも害を及ぼす。子どもたちが持って生まれた能力を発揮して成長することが阻まれ
るため、将来の経済的繁栄が損なわれる。持てる者と持たざる者を分断することで、人々を結びつ
ける社会の絆が弱まる。そして、コミュニティから希望を奪うことで、暴力や過激主義がまん延す
る環境を生み出してしまう 1。

世界の軍事費が過去最高の 2兆 7,200 億米ドルに達する中 2、何百万もの子どもたちが、教育、
清潔な水、適切な住居といった基本的なものを欠いたまま、依然として貧困の中で生き続けてい
る。

これは、物の不足や資源の問題ではない。優先順位の問題である。

進歩は可能だ
貧困の中で暮らす子どもはなお膨大な数に上る一方、世界は大きな進歩を遂げた。2000年以降、

深刻な剥奪状態に置かれた子どもの割合は、5人中 3人から、2023年には 5人中 2人へと、3分
の 1減少した（図 1参照）3。

注：この図は、0～17歳の子どものうち、1つ以上の項目が深刻な剥奪状態にある者の割合を示す。上位中所得国において、推計の基礎となる世帯調査データは、子ど
も人口の50％未満しか網羅していない。
出典：セーブ・ザ・チルドレンによる多次元貧困率推計（2023年）およびユニセフによる2024～2030年予測。
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図1：所得グループ別子どもの深刻な剥奪の割合（2000～2030年の推移と予測）
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こうした改善が見られた理由は明らかだ。政府、市民社会そして国際社会が戦略的かつ断固たる
行動を取ったからである。子どもの貧困の解消を国の優先課題に位置付け、子どもの権利を最優先
に据えた。子どものニーズを経済計画に取り入れ、家庭への現金給付を実施し、基本的な公共サー
ビスの利用体制を拡充。さらに親や養育者のディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕
事）を推進した 4。

こうした取り組みが成功したことは、さらなる進歩の実現も可能なことを証明している。

しかし改善の勢いは鈍化している。新型コロナウイルス感染症のパンデミックが進歩を停滞さ
せ、その後の回復も低調なままだ5。また、サハラ以南のアフリカでは、こうした後退は他地域より
早い時期に始まっており、2014 年以降、子どもの貧困の削減ではほとんど、あるいは全く進歩が
見られない国々もある 6。

この減速傾向を逆転させるための協調した行動が必要だ。それがなければ、さらに何百万人もの
子どもたちを剥奪状態に追い込む危険がある 7。長年積み上げてきた債務の返済に各国が苦しむ中、
子どもたちの将来が、彼ら・彼女らが生まれる前に起きたこうした債務問題で損なわれる、いわば
「負債に縛られた世代」を生み出す危険も生じている 8。

より良い未来のため、
今こそ行動が必要
ユニセフは、昨年発表した「世界子供白書 2024」で、人口動態の変化、気候危機、そして先端
技術の 3つの強力なメガトレンドが、2050年の子どもたちの世界を今日とは大きく異なるものに
することを示した。こうした長期的な潮流に加え、武力紛争の増加や債務負担の拡大といった差し
迫った危機が、状況をさらに複雑にしている。

こうした変化に私たちがどう応えるかが、子どもの貧困の削減をどこまで前進させられるかを左
右する。先送りは、もはや許されないところにきている。

気候変動と紛争が、今後さらに多くの家庭を貧困へと追い込むおそれがある。すでに 5人中 4人
の子どもが、毎年少なくとも1つの極端な気候災害に直面している 9。2024年には、ほぼ5人に1
人の子どもが紛争地域に暮らしていた。これは、1990年代半ばの約 2倍だ 10。

多くの開発途上国では経済成長が鈍化し、子どものための貧困対策プログラムや公共サービスの
拡充が難しくなってきている。近年援助国の間に広がる、開発援助資金の前例のない規模での削減
は、2030年までに少なくとも450万人の 5歳未満児の死亡をもたらす可能性がある。子どもの死
は、家族の悲劇であるとともに、人の潜在的可能性の重大な損失である11。さらに、援助の削減は子
どもたちの学ぶ機会をも縮小させる。2026年中に教育分野の援助はほぼ 4分の 1減少すると予測
されており、これによりさらに600万人の子どもが、学校に通えなくなるリスクにさらされる 12。

デジタル技術の利用環境の格差も、教育・保健医療・経済的機会の利用を左右する度合いを強め
ている 13。デジタル技術は今や基本的サービスへのアクセスに不可欠な「ゲートウェイ」（玄関口）
となりつつある。これなしでは子どもは基本的サービスにたどり着けず、自らの権利を実現するこ
ともできない 14。その結果、既存の格差がさらに拡大してしまう。

そして、債務問題だ。今や、世界の開発途上国のうち 45カ国が、保健分野より債務の利払いに
多くの支出を費やしている状況。また 22カ国では、教育より債務の利払いへの支出の方が大き
い15。しかし、子どもへの投資が不足すれば、悪循環が生じる。つまり、経済が弱体化し、その結果
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として、各国の債務返済能力がさらに損なわれるのだ。

そして私たちが思う以上に、若者たちは、今何が起きているのかを知っている。彼らは “語られ
る言葉 ”と “ 現実 ” との隔たりを身をもって感じている。

「経済は回復していると言われたけれど、私たちに実感はなかった。学校は開いていると言われ
たけれど、私たちの学校は水没していた。子どもは回復力があると言われたけれど、私たちは疲
れ切っていた。私たちは未来だと言われた。けれど、私たちは問いたい。それはいったい、誰の
未来？」
Nahjae Nunes　2023年ユニセフ・ユース・フォーサイト・フェローシップ参加者

子どもの貧困の現状
貧困は子どもの基本的権利を侵害する。何億人もの子どもが剥奪に苦しむ世界では、教育・住居・

衛生の権利をはじめとする子どもの権利条約に定められた権利が、十分に実現されていない。

金銭的貧困―極度の貧困がもたらす危機
今日、世界の子どものほぼ 5人に 1人に相当する 4億 1,200 万人を超える子どもが、1日 3米

ドル未満という極度の貧困の中で暮らしている16。子どもはおとなよりも極度の貧困状態にある可能
性が 2倍以上高く 17、これは子どもを育てる家庭の金銭的負担が大きいことを反映している。さら
に、子どもは心身が発達途上にあるため、貧困の影響を受けやすく、その結果は生涯にわたるウェ
ルビーイングの損失につながりかねない 18。

極度の貧困状態にある子どもたちはサハラ以南のアフリカに集中し、その傾向はさらに強まって
いる。この地域に暮らす子どもの数は世界の 4分の 1未満であるにもかかわらず、この地域で極度
の貧困状態にある子どもの数は世界の4分の 3以上を占めている 19。サハラ以南のアフリカと南ア
ジアを合わせると世界の子どもの約半数となるが、両地域の極度の貧困状態にある子どもは世界中
の 10人中 9人近くを占めている 20。

ただ、子どもの貧困は世界の最貧地域に限られるものではない。上位中所得国に適用されるより
高い貧困ライン（1日 8.30 米ドル）に準じた場合、世界の子どもの約 3人に 2人に相当する 14
億人が金銭的貧困状態にあるとされる 21。

深刻な剥奪―貧困の複数の要素
貧困は、金銭的な指標だけではその実態の一部しか捉えられない。低所得・中所得国では、5人

に 1人以上（4億 1,700 万人）の子どもが、教育、保健医療、住居、栄養、衛生、安全な水のう
ち2つ以上の分野で深刻な剥奪状態にある（図2参照）22。また、子どもの深刻な剥奪率が最も高い
国々はサハラ以南のアフリカに集中しており、南アジア、東アジア・太平洋地域でも高い率を示し
ている。

今世紀に入ってから、各国は子どもの貧困の削減に向けて進歩を遂げてきた。低所得・中所得国
では 2000 年以降、少なくとも 1つの分野で深刻な剥奪に基づく貧困率が 3分の 1減少したと推
計されている 23。

しかし、近年は裕福な国々で進歩が止まっている。高所得国では、子どもの深刻な剥奪を測定す
る際に異なる指標が用いられており、概念自体は変わらないものの、低所得・中所得国のデータと
直接比較できない。ただ、欧州連合（EU）で、子どもの深刻な剥奪は 2015 年から 2024 年にか

世界では 5人に
1人の子どもが
1日 3ドル未満の
極度の貧困にある
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けて減少したものの、改善が見られたのは同期間の前半のみであったことには注意が必要だ。EU
では現在、600万人を超える子どもが深刻な剥奪の状態にある。

より高いリスクにさらされる子どもたち
世界では、最も幼い年齢層の子どもたちが最も高い割合で貧困を経験している。2024 年には、
0歳から 4歳の子どもの 22.3％が極度の金銭的貧困状態にあった。この割合は 15歳から 17歳の
子どもの 14.9％と比較して明らかに高い 24。

脆弱な状況や紛争の影響を受ける地域に暮らす子どもの半数が、極度の貧困状態にある。これに
対し、そうした状況にない地域の子どもの極度の貧困の割合は11.4％である25。また、世帯主の学
歴も要因の一つとなる。世帯主が教育を受けていない場合、子どもの極度の貧困の割合は 32.9％
に達する。その一方で、世帯主が高等教育を修了している場合、その割合はわずか5.8％である 26。

入手可能なデータによれば、極度の金銭的貧困に直面する子どもの約 79％が農村部で暮らして
いる。一方、都市のスラムや非正規市街地では、貧困率は都市部の平均をはるかに上回っている27。
また、障がいのある子どもは、そうでない子どもに比べて貧困下で暮らす可能性が著しく高い28。こ
れは、家計規模に比して不釣り合いなほど高い保健医療費負担が生じやすく、さらに介護のために
親が外で働けない状況が重なるためである。

避難民や難民となった子どもたちの数は、実際より少なく数えられがちではあるものの、移動中
も到着後も貧困に陥るリスクが高い。コロンビア、レバノン、ウガンダでの調査は、家を追われた
人々の貧困率の高さを示している29。先住民族の子どもたちの貧困率も著しく高い。「先住民族およ
び種族民に関する条約」を批准する 24カ国中 23カ国では、先住民族の 18.7％が極度の金銭的貧
困状態にあり、全体の 9.3％と比べて大きな開きが見られる 30。

出典：セーブ・ザ・チルドレンとユニセフによる複数指標クラスター調査（MICS）および人口保健調査（DHS）データの共同分析。
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2つ以上の剥奪に
直面している。
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子どもの貧困を減らす
実証済みの方法
子どもの貧困を大幅に削減した国々の事例から、組み合わせて実行すれば持続的な効果を得られ

る 5つの中核的政策分野が明らかになっている。

1. 子どもの貧困の根絶を国家の優先課題とする。法律や政策、予算に、子どもの貧困削減を組み
込むことで、ただの「願望」からより具体的な「拘束力のある義務」へと転換する。

2. 財政余力を確保し、マクロ経済支援政策を創出する。子どもの貧困対策を進めるには、経済・
財政政策の設計や運営の中に、子どもへの影響を見据えた視点を組み込むことが重要である。
中央銀行は金利変動が家庭に与える影響を評価すべきであり、子ども関連支出を確保し、イン
フレ連動の自動調整メカニズムを備える法的枠組みが整備されるべきである。子どもに配慮し
た予算編成と透明性メカニズムは説明責任の担保にも寄与する。予算の透明性が高い国ほど、
保健医療や子どものウェルビーイングのための支出が多い傾向にある。

3. 包括的な社会的保護施策を拡充する。家族手当・児童手当は、普遍的なものも、特定対象に限
定したものも、子どもの貧困率の低下や栄養状態と健康状態の改善、就学率と修了率の向上に
明確に寄与してきた31。ブラジル、メキシコ、南アフリカなどでは特定対象に限定した現金給付
が効果を発揮。ポーランドの普遍的児童手当は子どもの貧困率の大幅な削減を推進した32。それ
でもなお、世界では約18億人の子どもが、いかなる形態の社会的保護の対象にもなっていな
い33。

4. 質の高い公共サービスの利用機会を拡大する。子どもたちの学び、発達、ウェルビーイングを
支えるには、教育、保健医療、水、衛生、栄養、情報、遊び、住まいといったサービスが安定
して利用できる環境が欠かせない。インドネシアの「学校運営支援プログラム」は、就学率と
在籍率を向上させるとともに、家庭の経済的負担を軽減した34。バングラデシュの包括的母子栄
養サービスは、同国の発育阻害率を着実に低下させている35。「欧州子ども保障」制度は、社会
的に不利な立場にある子どもたちに対し、無償の就学前教育や保健医療、少なくとも1日1食以
上の健康的な学校給食、適切な住まいを保障している。

5. ディーセントワーク（働きがいのある人間らしい仕事）を推進する。子どものウェルビーイン
グは、養育者の経済的安定と密接に関連している。世界の失業率が低水準にあるにもかかわら
ず、2023年には世界の労働者人口の58％以上が非正規雇用にあった36。アフリカでは、労働者
人口の29％が貧困状態にあり、これは世界平均の4倍以上に相当する37。ディーセントワークを
確保するための具体的な手段には、最低賃金の法制化とその施行、企業に対する奨励策（イン
センティブ）を通じた雇用の正規化の促進、非正規労働者への社会保障の適用拡大などが挙げ
られる。加えて、有給の育児休暇や手頃な価格の保育サービスを通じて、働き手の養育責任を
支える政策も不可欠である。

これら 5つの柱を実施するために必要なことは、まず、子どもの貧困の根絶が地球規模で共有さ
れた責任であることを認識すること。次に、法律や政策などの変革に対する社会の支持を引き出す
こと。実効性のある法律や政策に必要なデータの収集と細分化を改善すること。法律や政策を作り
実行する際に子どもの声に耳を傾けること。そして、将来に備えるため先を見据える能力を構築す
ることである。
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進歩を脅かす3つの危機
子どもの貧困を減らすための有効な解決策は、すでに実証されている。にもかかわらず、気候危
機、紛争の拡大、そして資金不足という 3つの差し迫った危機が、こうした取り組みの前進を脅か
している。中長期的には前向きな変化をもたらす可能性もある構造的な世界的潮流が存在する一方
で、これらの深刻な危機が、今この瞬間にも子どもたちの生計を破壊し、家族を住み慣れた場所か
ら追い出し、教育を妨げ、飢えや栄養不良を引き起こしている。

気候・環境危機
5 人に 4人の子どもが少なくとも毎年 1回、極端な熱波、洪水、干ばつなどによる気候災害に遭
遇している。こうした災害により、2023 年には約 900 万人の子どもが住む場所を追われた 38。
2050 年の予測では、極端な熱波にさらされる子どもの数は約 8倍、極端な河川洪水と極端な山火
事の発生はそれぞれ 3倍と約 2倍に増加すると見込まれている 39。

貧困と気候災害は相まって深刻化する。貧困下に暮らす子どもは極端な気候による災害にさらさ
れる可能性が高く、こうした災害が家庭をさらに貧困に陥らせるからだ。2024 年には、少なくと
も 7人に 1人の子ども（2億 4,200 万人）が気候災害によって学校生活を中断され、学習機会を
失うという経験をした40。調査によれば、気候変動の影響で2030年までに少なくとも3,200万人、
最大で 1億 3,200 万人が極度の貧困に陥る可能性があり、最も深刻な影響を受けるのはサハラ以
南のアフリカと南アジアに暮らす人々である 41。

つまり、気候変動の最も重い負担が集中しているのは、その責任が最も少なく、適応能力が最も
低い国々なのだ 42。

気候対応型ソリューション
次に挙げる気候変動対策が講じられれば、2050 年までに最大 1億 7,500 万人が極度の貧困か
ら脱却できる可能性がある 43。

 ● 不安定な状況や紛争下にある国や地域で、気候ショック対応型の社会的保護施策を拡充する。
バングラデシュの予測型現金給付プログラムは、洪水が危険水準に達する前に脆弱な世帯へ生
活資金を提供することで、家族の資産を守り、不安の軽減につなげることを可能にしている44。
全国民を対象にする同様の社会的保護制度があれば、気候トリガー（気候の不可逆的な変化の
引き金となる現象）にも即時に対応させ、社会的保護を拡充することが可能だ。

 ● 家を追われた子どもたちを支える。気候変動を理由にした人々の移動が増加する中、各国政府
は、生まれ育った土地を離れざるをえなくなった子どもたちが、法的身分証明を確保し、教
育、保健医療、社会的保護などの基本的なサービスを享受し続けられるよう、制度を強化しな
ければならない。ブラジル、モロッコ、トルコなどの国々は、移民や難民の子どもたちが、そ
の法的地位にかかわらず社会サービスを利用できることを保障する政策を有している45。

 ● 地域主導の解決策を促進する。例えば南スーダンのマバン郡では、同じ地域に住む人々が協議
を通じて、その地域独自の洪水対応戦略を策定した46。災害リスクを迅速に検知・予測する早期
警報システムや、子どもたちが主導して万が一に備える取り組みが含まれる。子どもたちは避
難計画や安全な学習スペースを考案。この取り組みを通じて、子どもたちは、実践的な備えに
加え精神面でも、万が一への備えを育んだ。

深刻な危機が今、
子どもたちに害を
及ぼしている。生
活を破壊し、家族
をばらばらにし、
教育を妨げ、飢餓
と栄養不良を引き
起こしている。

2024 年には、少
なくとも 7人に
1人の子どもが気
候ショックによる
休校で学習の遅れ
を経験している。
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 ● 気候変動に強いインフラとサービスの強化。各国政府は早期警報システムや迅速な対応体制の
整備、ならびに気候適応型の学校や保健施設への投資を行うべきである。例えばバルセロナ、
マドリード、パリなどの欧州の都市では、樹木や庭、日陰エリアを活用して校庭を「周囲より
涼しいスポット（クールアイランド）」に変え、都市のヒートアイランド現象への対策を実施
している47。

紛争の拡大
世界では武力紛争が歴史的な増加を見せている。2024年と 2025年は、第 2次世界大戦以来で

最も多くの国が武力紛争に関与した年となった 48。2024年には、世界の子どもの約19％が紛争地
域に暮らしており、これは 1990年代半ばのほぼ 2倍の割合である 49。

2024年、国連は紛争下における子どもへの重大な権利侵害を 4万 1,370 件確認した。2023年
から25％急増したことになる50。2024年には7,900件を超える人道支援の妨害が確認されており、
子どもたちは虐待、搾取、疾病、飢きんの深刻な危険にさらされている 51。

経済的貧困と武力紛争の間にはよく知られた関連性がある52。脆弱で紛争影響下にある国々の子ど
もの極度の経済的貧困率は、2014年から 2024 年の間に 46％から 50.2％に上昇した。一方、そ
の他の国々では19.9％から11.4％に低下した53。これは脆弱で紛争影響下にある国々では子どもの
半数が極度の貧困状態にあるのに対し、その他のすべての国々では、およそ 9人に 1人の子どもが
貧困状態にあるにすぎないことを意味している。

紛争は経済の安定を損ない、インフラを破壊し、水・教育・エネルギーなどの公共サービスを途
絶させることで貧困を引き起こす54。教育の中断は子どもの学びと成長の権利を侵害し、個人の可能
性と社会全体の繁栄の両方を蝕む。紛争が繰り返されたり、長期化したりしている国では、経済的
損失が累積し、貧困削減を停滞させる「紛争債務」が生じる 55。

紛争下の子どもを守るために
柔軟な人道的現金給付の実施と教育の継続、心理社会的支援を組み合わせることが効果的だ。紛

争下の、またその影響を受けている国の政府は、次のことに取り組む必要がある。

 ● 人道支援のアクセスを確保し、子どもの権利を守る。政府と武装勢力は国際人道法を遵守し、
支援の提供を阻む障壁を取り除き、紛争地域に住む子どもたちに影響するあらゆる決定を行う
際に、子どもの最善の利益を守らなければならない。

 ● 不安定で紛争の影響を受けた状況では、社会的保護施策に投資する。脆弱な家庭には、無条件
の現金給付を提供し、食料・住居・物資などの現物支援で補完する。デジタル基盤が整備され
ている地域では、それを活用して支援を効率的に提供するとともに、支援対象者をメンタルヘ
ルスケアやケースマネジメントをはじめとする必須の社会サービスにつなぐ。また支援を持続
的に行えるよう、社会的保護制度を強化する。

 ● 危機対応の中でも教育を優先する。教育を緊急対応の中核的要素に位置づけ、一時的な学習ス
ペースや補習授業、停電時の遠隔学習を可能にする太陽光発電タブレットなどのデジタルツー
ルへの投資など、オンラインも活用したハイブリッド型の学習モデルを確立する。

 ● 必要不可欠な社会サービスを復旧させる。子どもたちが社会サービスを利用する際に必要な法
的身分証明書を確実に取得できるよう、保健・教育・戸籍登録システムを迅速に立て直す。多
くの紛争地で専門家の手により、支援を届けるために必要な安全なデジタルプラットフォーム
が構築されている。各地に設置された安心して学べる空間では、教育者たちが、紛争でトラウ
マを負った子どもたちに配慮した特別なアプローチを用いている。

2024年には、世界
の子どもの19％
が紛争地域に暮ら
していた。この割
合は 1990 年代半
ばのほぼ 2倍であ
る。
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 ● 地域の担い手の能力を強化する。多くの場合、最も早い段階で対応に当たるのは、地域の人々
の信頼を得ている市民社会組織やコミュニティリーダー、若者のグループである。こうした
人々に研修機会や資金、資材を提供するとともに、活動の調整や連携のための仕組みを支援
し、移動式の学校なども活用しながら、地域を基盤とした取り組みを広げていく。

資金危機と子どもへの投資不足
非常に多くの政府が、「限られた財源の中でいかに子どもへ十分な投資を行うか」という不可能
にも思える課題に直面している。大半の低所得国では、税収は国内総生産（GDP）の 7～ 15％に
とどまっているが、全国民に普遍的に医療・教育・社会的保護サービスを提供するために必要な資
金は、GDPの25～30％に上るとされている56。さらに、気候変動への適応には、低所得国の場合、
年間でGDPの約 3～ 3.5％に相当する資金が必要であり、これが財政をさらに圧迫している 57。

だが、国際社会はこの資金不足を補えていない。各国の政府開発援助（ODA）は実質ベースで
頭打ちとなり、最貧国に振り向けられる援助額の割合は、この 10年で 3分の 1から 4分の 1未
満へと縮小している58。また、開発途上国への対外直接投資（FDI）は、2000年代初頭をピークに、
急激に減少している。最貧国への FDI フローは、開発途上国向け全体の 5％未満、世界全体の 2％
未満にとどまっている 59。

民間投資が他へ流れ、開発や人道分野の援助額は伸び悩み、低所得国の歳入が人々の基本的ニー
ズの半分を賄うのがやっとという中、低所得国の各国政府は今まさに危機に直面している。多くの
低所得国では、対外債務の元利払いが政府歳入のおよそ 5分の 1を占め、保健医療と教育への歳出
を合計した額を上回ることも少なくない 60。アフリカでは、1人当たりの利払い（70米ドル）が、
保健医療（44米ドル）や教育（63米ドル）への支出を上回っている 61。

持続可能な変化のための構造的解決策
これまで行われてきた債務免除、援助の増額、緊縮財政、新たな資金源からの借入といった解決
策は、効果が不十分、または、むしろ危機を深めてきた。これらに代わって必要なのは、各国政府
が子どもへの力強く持続可能な投資を行えるよう、返済を最優先する義務としてではなく、社会的
投資を広げるための機会として債務を再編し、位置づけ直すことである。肝要なのは、子どもの貧
困の削減とウェルビーイングの向上を軸に、各種のインセンティブを整合させることにあるのだ。
そのような施策の要素としては、次のようなものが考えられる。

 ● 債務救済を子どもへの投資に結びつける。債務各国は債権者と協力して債務返済額を削減し、
税収を改善する。削減分と増収分は、子どもの栄養、教育、保健医療、暴力や搾取からの保護
への投資に充てる。

 ● 技術支援を迅速に提供する。国際社会は、債務各国がデジタル技術で税務システムを改良し、
歳入徴収を強化することを支援する。成果は2～ 3年で出ると見込まれる。増収分は、債権者
への返済と子どもへの投資に使われるが、その大半は子どもへの投資につながる社会的分野へ
の投資に充てられる。

 ● 持続可能な前進の道筋を構築する。債務各国は、歳入能力と子どもの発達の成果の双方で目標
に掲げたベンチマークを満たした時点で、この枠組みを修了する。

この手法は、すべての関係者に利益をもたらす。債務国政府は目に見える形で社会的な進歩を達
成し、債権者は予測可能なリターンを得ることができる。そして、より多くの子どもたちが、貧困
の負の連鎖から抜け出せるようになる。

多くの低所得国で
は、対外債務の元
利払いが政府歳入
のおよそ 5分の 1
を占め、保健医療
と教育への歳出を
合算した額を上回
ることも少なくな
い。
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問われているのは、私たちの意志
21 世紀に子どもの貧困を終わらせることは、私たちの力の及ぶところにある。私たちは、実績

と知見の両方から、厳しい経済状況であっても迅速に大きな進展を生み出せることを知っている。
どんな政策や投資が進歩を加速させるかを知っている。将来の課題に備え、今から基盤を整える先
見性と経験も有している。

そしてなにより、これが私たちすべてにとっての共通の責務であることも、よくわかっている。
経済危機にも、気候危機にも、紛争にも、国境はない。豊かさに満ちた世界にあって、あまりにも
多くの子どもたちが、貧困によって権利を奪われ、未来を危険にさらされている現状がある。貧困
が私たちの社会的結束や経済的繁栄を防げるとき、私たち全員がその損失を被るのだ。

ではなぜ、さらなる成果を上げられないのか？

1980 年に発行された最初の「世界子供白書」において、当時のユニセフ事務局長ジェームス・
P・グラントは、子どもの貧困に立ち向かうために世界がすでに持っている資源と知識を検証した
うえで、それらは目標を達成するのに十分だと結論づけた。

それはつまり、今日と同じく、やるべきことも、そのための手段も、すでに分かっていたという
ことである。

グラントは次のように述べている。

「この目標を達成できる能力があるかどうかが問われているのではない。
問われているのは、それを成し遂げるための知恵と意志が、私たちにあるかどうかだ」

1980 年以来、子どもの貧困削減において世界が実際に成し遂げてきた進歩は、その意志がかつ
ては確かに存在したことを示している。

危機が重なり合う今日においても、子どもの貧困を終わらせるための意志は、再び見出すことが
できるし、また見出さなければならないと私たちは信じている。
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統 計 表

子どものウェルビーイングに関する正確なデータは、政策

を策定し、すべての子どもが成長できる世界を実現するた

めの強力なツールである。本書の統計表は、世界の子ども

の生存、発達、保護に関する重要な統計値を提供しており、

子どもと女性の権利に関する国際的な目標の達成に向けた

ユニセフの取り組みの進捗状況を見ることができる。
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データについての一般的留意事項

データの出典

以下の統計表に示したデータは、ユニセフ（国連児童基

金）の世界各国のデータベースから取得したものであり、

各項目の定義やデータの出典に加えて、必要に応じて脚注

が添えられている。指標値の算出にあたっては、複数指数

クラスター調査（MICS）や人口保健調査（DHS）など、

関係機関による推計値と国別世帯調査を用いた。さまざま

な行政機関やその他国連機関によるデータも使用されてい

る。データの出典に関するさらに詳細な情報は各表の末尾

に記載した。

それぞれの統計表に記載の人口指標や人口に関連する多く

の指標値は、2024年版「世界人口予測（World Population 

Prospects）」と2018年改訂版「世界都市化予測（World　

Urbanization Prospects）」（国連経済社会局〔DESA〕人口

部発行）から得た最新の人口推計と将来推計に基づくもので

ある。近年になって人災または天災を被った国は、データの

質が低下しやすい。その可能性が特に高いのは、国の基本イ

ンフラの破壊や大規模な人口移動が生じた国である。ユニセ

フは、自身が行う国際的な世帯調査イニシアティブである

MICSを通して、子どもや女性が置かれた状況を追跡するた

めのデータを各国が収集し分析することを支援している。

1990年半ば以来124を超える国と地域において400件強

の調査が実施されてきた。MICSは、世界各地の政策とプロ

グラムを形成する主要なデータソースであり、持続可能な開

発目標（SDGs）指標の進捗を計測するための主要なデータ

ソースとして機能し続ける。さらに詳細な情報は<https://

mics.unicef.org/>を参照のこと。

地域分類別および世界全体の合計値

別途記載のない限り、各指標の地域分類別および世界全

体の合計値は、世界人口予測 2024 年版のデータを用いて

人口による重み付けをした平均値に基づき算出された。こ

れは各指標に対象となる年齢層や性別があり、これに従っ

たものである（例：出生数合計は非加重人口平均に、貧血

のある 15～ 49歳の女性の指標は加重平均に基づく）。別

途指摘のない限り、地域分類別および世界全体の推計値は、

人口に対して少なくとも 50％のデータ収集率がある指標に

対してのみ報告されている。

データの細分化

新型コロナウイルス感染症による危機は、女性と子ども

のパンデミック下での健康面および社会経済面での影響を

理解するための細分化されたデータの重要性を強調し、長

期にわたる構造的な格差と差別を悪化させた。危機を乗り

越え、質が高く、比較可能で、タイムリーな細分化データ、

および複数の次元における細分化データは、さまざまなタ

イプの支援の中でも優先グループを特定し、誰ひとり取り

残さないという持続可能な開発のための 2030 アジェンダ

の任務を遂行するために不可欠である。

細分化データの集約・分析には、世帯調査、人口動態調

査、行政記録など、さまざまなデータソースを活用してい

る。紙面の都合上、統計表にこれらのデータを完全には示

すことはできないが、性別、年齢、居住地、富の状況など、

主要な側面に沿って細分化されたデータを示すよう努めた。

ジェンダー平等と女性と女の子のエンパワーメントに対す

るユニセフの中核的なコミットメントを考慮し、入手可能

な場合、統計表では男女別データの提示を優先している。

ただし、特定の指標について大多数の国で男の子と女の子

の間に統計的に有意な差が見られない場合はこの限りでな

い。その場合は、男女別データを＜ https://data.unicef.

org/ ＞からオンラインで入手できる。個々の指標の細分化

については、統計表の下の脚注を参照のこと。

データの比較可能性

各統計は、国別や経年別にも比較可能となるよう最大限

の努力が払われている。しかしながら、国レベルのデータ

は、データ収集の方法、推計値の算出方法、対象となる人

口数などが異なる可能性がある。また、ここに掲載された

データは、年々進化する手法、時系列データの見直し（例

えば、予防接種、妊産婦死亡率）、そして地域分類の変更

などの影響を受けている。さらに、年単位でのデータ比較

が可能な指標が得られていないこともある。このため、過

去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータ比較は

推奨されていない。

実施方法に関する追加情報

後続ページに記載された各統計表に記載されているデー
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タには、2024 年 1月から 10 月にかけて集約され更新さ

れた情報が総じて反映されている。各指標はそれぞれ特定

の期間に紐付けられており、これらは各表の下部にある

「データの主な出典」内に記載されている。「最終更新」の

タイムスタンプは、データが集約され更新された時期を示

す。それぞれの個別の題目についての集約と更新は国単位

での協議または他機関との連携プロセスの一部として実施

された。

各指標と統計全体の作成についての実施方法の詳細は＜

https://data.unicef.org/ ＞を参照のこと。本表に掲載され

ている数値は<https://www.unicef.org/reports/stateof-

worlds-children> ＜ https://data.unicef.org/ ＞ の 2 つ

のウェブサイトで閲覧できる。最新版のデータのほか、本

書出版後の更新情報や正誤表についても、上記のウェブサ

イトを参照のこと。
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地域等の分類

19 種類ある各統計表の末尾に掲げられた合計値は、以下の分類に基づく国・地域のデータを用いて算出されている。

東アジアと太平洋諸国

オーストラリア、ブルネイ、カンボジア、中国、クック
諸島、朝鮮民主主義人民共和国、フィジー、インドネシア、
日本、キリバス、ラオス、マレーシア、マーシャル諸島、
ミクロネシア連邦、モンゴル、ミャンマー、ナウル、
ニュージーランド、ニウエ、パラオ、パプアニューギニア、
フィリピン、韓国、サモア、シンガポール、ソロモン諸島、
タイ、東ティモール、トケラウ、トンガ、ツバル、バヌア
ツ、ベトナム

ヨーロッパと中央アジア

東ヨーロッパと中央アジア、西ヨーロッパ

東ヨーロッパと中央アジア

アルバニア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラ
ルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロ
アチア、ジョージア、カザフスタン、キルギス、モンテ
ネグロ、北マケドニア、モルドバ、ルーマニア、ロシア
連邦、セルビア、タジキスタン、トルコ、トルクメニス
タン、ウクライナ、ウズベキスタン

西ヨーロッパ

アンドラ、オーストリア、ベルギー、キプロス、チェ
コ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、
ドイツ、ギリシャ、バチカン、ハンガリー、アイスラン
ド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュ
タイン、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、モナコ、
オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、サン
マリノ、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェー
デン、スイス、英国

ラテンアメリカとカリブ海諸国

アンギラ、アンティグア・バーブーダ、アルゼンチン、
バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、英
領バージン諸島、チリ、コロンビア、コスタリカ、キュー
バ、ドミニカ、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバ
ドル、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホン
ジュラス、ジャマイカ、メキシコ、モントセラト、ニカラ
グア、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントクリスト
ファー・ネービス、セントルシア、セントビンセント・グ
レナディーン、スリナム、トリニダード・トバゴ、ターク
ス・カイコス諸島、ウルグアイ、ベネズエラ

中東と北アフリカ

アルジェリア、バーレーン、エジプト、イラン、イラク、
イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、
モロッコ、オマーン、カタール、サウジアラビア、パレス
チナ、シリア、チュニジア、アラブ首長国連邦、イエメン

北アメリカ

カナダ、米国

南アジア

アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、インド、
モルディブ、ネパール、パキスタン、スリランカ

サハラ以南のアフリカ

東部・南部アフリカ、西部・中部アフリカ

東部・南部アフリカ

アンゴラ、ボツワナ、ブルンジ、コモロ、ジブチ、エ
リトリア、エスワティニ、エチオピア、ケニア、レソト、
マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、
ナミビア、ルワンダ、セーシェル、ソマリア、南アフリ
カ、南スーダン、スーダン、ウガンダ、タンザニア、ザ
ンビア、ジンバブエ

西部・中部アフリカ

ベナン、ブルキナファソ、カーボベルデ、カメルーン、
中央アフリカ共和国、チャド、コンゴ、コートジボワー
ル、コンゴ民主共和国、赤道ギニア、ガボン、ガンビア、
ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、リベリア、マリ、モー
リタニア、ニジェール、ナイジェリア、サントメ・プリ
ンシペ、セネガル、シエラレオネ、トーゴ

後発開発途上国／地域

UNOHRLLS（国連後発開発途上国・内陸開発途上国・小
島嶼開発途上国担当上級代表）が後発開発途上であると分
類した国と地域
アフガニスタン、アンゴラ、バングラデシュ、ベナン、

ブルキナファソ、ブルンジ、カンボジア、中央アフリカ共
和国、チャド、コモロ、コンゴ民主共和国、ジブチ、エリ
トリア、エチオピア、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、
ハイチ、キリバス、ラオス、レソト、リベリア、マダガス
カル、マラウイ、マリ、モーリタニア、モザンビーク、
ミャンマー、ネパール、ニジェール、ルワンダ、サントメ・
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プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソロモン諸島、ソ
マリア、南スーダン、スーダン、東ティモール、トーゴ、

ツバル、ウガンダ、タンザニア、イエメン、ザンビア
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子どもの死亡率に関する推計値

5 歳未満児死亡率は、子どもの健康とウェルビーイングの改善度合いの測定のための、主要な指標として用いられる。以下は、ユニセフ地域等

分類による 5歳未満児死亡率と死亡者数。

5歳未満児死亡率（出生1,000人当たりの死亡数）

5歳未満児死亡数（1,000人）

ユニセフ地域等分類 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2023

東アジア・太平洋諸国 72 62 57 50 40 29 22 17 15 14

ヨーロッパ・中央アジア 43 37 31 28 21 16 12 10 8 8

　東ヨーロッパ・中央アジア 65 54 47 45 35 25 18 14 12 12

　西ヨーロッパ 16 13 10 8 6 5 4 4 4 4

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 85 68 55 43 33 26 23 18 17 16

中東・北アフリカ 126 88 69 55 44 35 28 24 21 20

北アメリカ 15 12 11 9 8 8 7 7 6 6

南アジア 174 152 130 112 93 77 63 50 39 35

サハラ以南のアフリカ 201 198 179 170 150 124 101 88 75 68

　東部・南部アフリカ 187 191 163 154 133 106 81 67 54 50

　西部・中部アフリカ 217 205 196 187 167 141 120 107 94 86

後発開発途上国 213 205 176 158 134 108 88 75 62 57

世界 118 106 94 88 77 63 52 44 39 37

ユニセフ地域等分類 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2023

東アジア・太平洋諸国 2,571 2,373 2,378 1,715 1,256 880 695 547 392 316

ヨーロッパ・中央アジア 570 493 398 308 216 161 131 108 85 78

　東ヨーロッパ・中央アジア 472 420 340 267 185 135 108 88 67 62

　西ヨーロッパ 97 73 58 41 31 26 23 20 18 16

ラテンアメリカ・カリブ海諸国 952 795 647 506 380 285 245 194 165 149

中東・北アフリカ 934 734 587 437 342 289 262 257 209 197

北アメリカ 59 52 49 40 35 34 32 29 26 26

南アジア 5,788 5,532 4,968 4,379 3,747 3,052 2,433 1,842 1,410 1,245

サハラ以南のアフリカ 3,496 3,916 3,952 4,156 4,087 3,763 3,431 3,234 2,917 2,766

　東部・南部アフリカ 1,681 1,978 1,874 1,930 1,838 1,612 1,350 1,190 1,036 989

　西部・中部アフリカ 1,815 1,938 2,078 2,226 2,249 2,151 2,080 2,044 1,881 1,777

後発開発途上国 3,772 4,040 3,740 3,661 3,398 2,944 2,567 2,327 2,105 2,014

世界 14,369 13,895 12,980 11,540 10,063 8,464 7,229 6,211 5,204 4,777
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2023 年の国別 5歳未満児死亡数と 5歳未満児死亡率

表は 2023年の 5歳未満児死亡者数を四捨五入していない順に並べたもの。下限と上限は 90％不確実性区間の下限と上限を示す。

5歳未満児死亡率
（出生1,000人当たりの

死亡数）

国・地域

5歳未満児
年間死亡数

2023 中央値 最小値 最大値
ナイジェリア 768 105 73 154

インド 644 28 24 32

パキスタン 397 58 48 72

コンゴ民主共和国 306 73 42 126

エチオピア 187 46 34 63

ニジェール 120 115 88 148

バングラデシュ 106 31 29 32

インドネシア 93 21 15 28

タンザニア 89 39 30 49

アンゴラ 86 64 27 132

マリ 84 91 69 121

スーダン 83 50 33 76

アフガニスタン 81 56 42 73

チャド 79 101 68 149

ソマリア 79 104 48 226

モザンビーク 76 62 50 76

コートジボワール 66 67 55 82

ウガンダ 65 39 25 59

マダガスカル 63 65 52 83

カメルーン 63 67 50 90

中国 62 6 6 7

ケニア 59 40 33 48

ブルキナファソ 55 77 50 120

イエメン 53 39 31 50

フィリピン 50 27 21 36

ギニア 45 95 73 124

エジプト 42 18 11 28

南アフリカ 41 35 31 39

ブラジル 38 14 13 16

ベナン 36 78 60 102

ミャンマー 35 39 24 61

ガーナ 33 37 30 46

南スーダン 31 99 29 256

ザンビア 30 45 35 57

ベトナム 29 20 17 24

イラク 26 23 16 32

メキシコ 26 12 10 15

マラウイ 25 38 22 65

シエラレオネ 24 94 74 122

米国 24 6 6 7

ブルンジ 22 49 29 84

ジンバブエ 22 44 27 71

アルジェリア 20 22 20 24

中央アフリカ共和国 20 92 69 123

セネガル 20 39 31 48

トーゴ 17 58 42 81

ルワンダ 16 40 31 52

ネパール 15 26 21 33

トルコ 14 13 11 15

ハイチ 14 55 36 84

イラン 14 12 6 21

5歳未満児死亡率
（出生1,000人当たりの

死亡数）

国・地域

5歳未満児
年間死亡数

2023 中央値 最小値 最大値
ウズベキスタン 12 13 12 15

リベリア 12 73 52 102

モロッコ 10 17 11 25

ベネズエラ 10 24 16 37

パプアニューギニア 10 40 26 63

シリア 10 21 10 31

ペルー 9 16 12 21

コロンビア 8 12 8 19

カンボジア 8 23 11 49

グアテマラ 8 21 15 31

コンゴ 8 41 22 76

タジキスタン 7 27 20 37

トルクメニスタン 6 40 24 65

モーリタニア 6 38 27 53

ドミニカ共和国 6 31 22 45

ラオス 6 39 26 58

朝鮮民主主義人民共和国 6 18 14 23

ロシア連邦 6 4 4 5

ボリビア 6 23 15 35

タイ 6 9 8 12

アルゼンチン 5 10 8 11

ギニアビサウ 4 69 39 120

カザフスタン 4 10 9 10

リビア 4 31 17 55

パレスチナ 4 26 18 38

赤道ギニア 4 71 38 130

ホンジュラス 4 16 11 22

エクアドル 4 13 12 14

ガンビア 4 44 32 60

マレーシア 4 8 7 9

エリトリア 3 35 19 66

レソト 3 59 43 78

サウジアラビア 3 6 4 9

ヨルダン 3 13 10 18

ナミビア 3 41 33 55

英国 3 4 4 5

フランス 3 4 4 4

ドイツ 3 4 4 4

キルギス 3 17 16 18

アゼルバイジャン 2 19 12 28

ボツワナ 2 40 15 104

パラグアイ 2 17 8 36

ガボン 2 33 24 48

チュニジア 2 13 12 14

スリランカ 2 6 5 7

日本 2 2 2 2

ウクライナ 2 8 7 9

カナダ 2 5 5 5

ニカラグア 2 13 11 15

レバノン 2 18 16 20

東ティモール 2 50 35 74
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5歳未満児死亡率
（出生1,000人当たりの

死亡数）

国・地域

5歳未満児
年間死亡数

2023 中央値 最小値 最大値
ポーランド 1 4 4 5

エスワティニ 1 45 30 68

チリ 1 7 7 7

ルーマニア 1 7 6 7

ジブチ 1 50 27 94

オーストラリア 1 4 4 4

イタリア 1 3 3 3

スペイン 1 3 3 3

エルサルバドル 1 10 6 18

コモロ 1 40 30 53

パナマ 1 13 13 14

モンゴル 1 14 13 14

オマーン 1 10 9 12

キューバ 1 8 7 10

韓国 1 3 3 3

オランダ 1 4 4 4

ジャマイカ 1 19 18 21

イスラエル 1 3 3 4

コスタリカ 1 10 10 11

アラブ首長国連邦 0 5 4 6

フィジー 0 29 25 35

モルドバ 0 15 11 20

ソロモン諸島 0 21 14 31

ガイアナ 0 26 14 47

クウェート 0 9 8 9

ジョージア 0 9 8 11

ベルギー 0 4 3 4

ブルガリア 0 6 6 7

アルメニア 0 10 8 13

ハンガリー 0 4 4 4

スイス 0 4 4 4

スロバキア 0 6 6 6

セルビア 0 5 5 6

トリニダード・トバゴ 0 19 12 30

ギリシャ 0 4 3 4

ニュージーランド 0 5 4 5

アルバニア 0 9 8 11

ポルトガル 0 3 3 3

スウェーデン 0 2 2 3

オーストリア 0 3 3 3

チェコ 0 3 2 3

ブータン 0 23 13 42

ウルグアイ 0 7 6 7

アイルランド 0 4 3 4

デンマーク 0 3 3 4

キリバス 0 55 34 86

モーリシャス 0 15 14 17

ベラルーシ 0 2 2 3

スリナム 0 16 10 28

カタール 0 6 6 7

バーレーン 0 9 8 9

ボスニア・ヘルツェゴビナ 0 6 6 7

バヌアツ 0 17 12 24

クロアチア 0 5 4 5

ノルウェー 0 2 2 3

フィンランド 0 2 2 3

シンガポール 0 2 2 2

ベリーズ 0 13 11 14

サントメ・プリンシペ 0 14 8 26

サモア 0 16 10 24

5歳未満児死亡率
（出生1,000人当たりの

死亡数）

国・地域

5歳未満児
年間死亡数

2023 中央値 最小値 最大値
カーボベルデ 0 12 10 13

リトアニア 0 3 3 4

ブルネイ 0 9 8 11

北マケドニア 0 3 3 4

ミクロネシア連邦 0 23 10 51

バハマ 0 13 10 16

キプロス 0 4 3 5

ラトビア 0 3 2 4

スロベニア 0 2 2 3

モルディブ 0 6 5 7

セントルシア 0 16 13 18

バルバドス 0 10 6 16

ドミニカ 0 35 31 41

マーシャル諸島 0 28 16 49

グレナダ 0 18 14 23

エストニア 0 2 2 2

セーシェル 0 14 11 18

トンガ 0 10 6 15

マルタ 0 5 4 7

モンテネグロ 0 3 2 3

ルクセンブルク 0 2 2 3

セントビンセント・グレナディーン 0 11 8 14

アイスランド 0 3 2 3

アンティグア・バーブーダ 0 9 7 13

セントクリストファー・ネービス 0 16 10 25

ツバル 0 20 11 36

パラオ 0 22 13 37

英領バージン諸島 0 13 7 23

クック諸島 0 14 9 22

タークス・カイコス諸島 0 6 2 16

ナウル 0 9 5 16

アンドラ 0 3 1 10

アンギラ 0 6 3 12

モナコ 0 3 2 5

ニウエ 0 24 10 57

サンマリノ 0 1 1 3

モントセラト 0 6 3 17
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キプロス

いくつかの国連の子どもの死亡率推計に関する機関間グ
ループ（UN IGME）指標は、2024 年版国連人口予測
（WPP）の人口と出生数を用いて計算されている。キプロス
のWPPの数値は、キプロス全土を対象としている。しか
し、キプロス保健省の保健モニタリング・ユニットから送ら
れた基礎データは、政府管轄地域のみを捉えている。一方、
欧州連合（EU）の統計局によると、2023 年の出生数は
10,295 人であり、2023年 1月 1日の人口は 920,701人
であった。5歳未満の人口は 49,326 人、青少年期人口は
99,207 人、生殖可能年齢の女性人口は 235,268 人であっ
た。

朝鮮民主主義人民共和国

国連 IGMEの推計値は、朝鮮民主主義人民共和国の公式
統計ではない。

インド

UN IGMEの推計値はインドの公式統計ではない。ORGI
の標本登録システム（SRS）がインドのすべての死亡率推
計の公式データソースである。

コソボ

UN IGME の推定値におけるコソボへの言及はすべて、
国連安全保障理事会決議 1244（1999 年）の文脈で理解
されるべきである。

ニカラグア

UN IGME の推計値はニカラグアの公式統計ではない。
UN IGME が利用できる新生児死亡率、乳児死亡率、5歳
未満児死亡率の最新の国内公式推計値は、2022 年の人口
動態登録システムによるもので、出生 1,000 人当たりの死
亡率はそれぞれ 8.1 人、11.7 人、13.3 人である。ニカラ
グア政府からの要請を受け、またUN IGMEの目的に従っ
て、UN IGME は、子どもの死亡率の推計に関連する同国
のあらゆるデータ評価を継続する。

カタール

新生児死亡率、乳児死亡率、5歳未満児死亡率に関する
カタールの最新の公式推計値は、人口動態登録システムに
よるもので、2021 年の男女合わせた死亡率はそれぞれ出
生 1,000 人当たり 3.6 人、5.0 人、6.4 人であった。

ウクライナ

ウクライナ国家統計局（SSSU）は、2022 年以降の出生
と死亡、および 2023 年 1月 1日以降の人口数に関する公
平な統計情報の作成を中止した。そのため、2022年のデー
タは入手できない。

ウズベキスタン

ウズベキスタンの新生児死亡率、乳児死亡率、5歳未満
児死亡率に関する最新の公式推計値は、人口動態登録シス
テムによるもので、2022 年の男女合わせた死亡率は出生
1,000 人当たりそれぞれ 4.5 人、8.7 人、11.4 人であった。
男女別の 2022 年の乳児死亡率と 5歳未満児死亡率の最新
の公式推計値は、男性が出生 1,000 人当たり 9.6 人と
12.4 人、女性が出生 1,000 人当たり 7.7 人と 10.2 人で
あった。
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各統計表に関する注記

表1　人口指標（P.36）
人口指標表では、総人口、年齢別人口、さらに年間人口
増加率などを含めた各人口に関する情報について、最も重
要と考えられるいくつかの指標を選択して使用している。
年間出生数は、人口規模とその時点での出生数の両方の関
数である。合計特殊出生率は出生率水準の国際的な比較を
可能とする。合計特殊出生率 2.1 は「人口置換水準」と呼
ばれ、長期的に人口が一定規模で維持されるであろう水準
である。出生時の平均余命は、健康状態と人口増加の測定
指標の一つであり、世界のほとんどすべての国で伸び続け
ている。従属人口指数とは、生産年齢人口（15～ 64 歳）
に対する非生産年齢人口（すなわち経済的に「従属してい
る」人口）の割合であり、子どもの従属人口指数（生産年
齢人口に対する 15歳未満の割合）と老年の従属人口指数
（生産年齢人口に対する 65歳以上の割合）に分けることが
できる。総従属人口指数は、人口動態の変化に伴う年齢構
成の変化を反映して、通常、時間の経過とともにU字形に
なる。これは、子どもの従属人口指数と老年の従属人口指
数の相反する傾向の組み合わせとして理解できる。例えば、
出生率が低下すると人口に占める子どもの割合が減少し、
その結果、子どもの従属人口指数が低下する。平均余命が
延びると（死亡率が下がると）、老年の割合が増え、その
結果、老年の従属人口指数が増加することになる。

都市人口の割合と都市人口の年間増加率は、都市化プロ
セスの状態と動態を示す。純移動率とは、移入者数と移出
者数の差を指す。移入者が移出者より多い国・地域はプラ
ス、移出者が移入者より多い場合はマイナスとなる。人口
指標のすべての値は、2024 年版世界人口予測に基づく。
都市人口指標は、「世界都市人口予測 2018年改訂版」に基
づく。

地域別集計は、202の報告国に含まれない国であっても、
それぞれの地域に関連するすべての国と地域に基づいて集
計されている。したがって、例えば、報告された世界全体
の 18歳未満の人口は、報告された各国の 18歳未満の人口
の合計値よりも大きくなる。

表 2　子どもの死亡率に関する指標（P.41）
ユニセフは、子どもの死亡率に関する一連の推計値を「世
界子供白書」にて毎年発表している。これらの数値は、本書
の制作段階で入手可能な最良の推計値であり、国連の「子

どもの死亡率推計に関する機関間グループ」（UN IGME）
の成果に基づくものである。同グループには、ユニセフ、世
界保健機関（WHO）、世界銀行グループ、および国連経済
社会局（DESA）人口部が参加している。UN IGMEは、新
たに入手可能となったさまざまなデータ要素を仔細に検討
し、死亡率の推計値を毎年更新している。この検討作業に
よって、以前報告された推計値の改訂が必要となることが多
い。したがって、過去に発行された一連の「世界子供白書」
で報告されている推計値を、死亡率の経年変化の傾向を分
析する目的で使用すべきではない。最新のUN IGME推計
値に基づく各国の死亡率の指標は表 2に示されているほか
<data.unicef.org/child-mortality/under-five> と
<www.childmortality.org>に、その調査実施方法も含め
て掲載されている。

表 3　母親と新生児の健康指標（P.46）
母親と新生児の健康指標表は、人口統計値とカバー率指

標の組み合わせを含んでいる。人口統計指標は、女性の平
均余命、妊産婦の死亡に関する推計値（妊産婦死亡数、妊
産婦死亡率、妊産婦の生涯の死亡リスクを含む）によって
構成される。

平均余命の指標は、国連経済社会局人口部によるもので
ある。妊産婦の死亡に関する値は、国連の「妊産婦の死亡
率推計に関する機関間グループ」（MMEIG）が作成した推
計値である。同グループには、WHO、ユニセフ、国連人
口基金（UNFPA）、世界銀行グループ、および国連経済社
会局人口部が参加している。国連MMEIG は、新たに入手
可能となったさまざまなデータ要素を仔細に検討し、死亡
率の推計値を毎年更新している。この検討作業によって、
以前報告された推計値の改訂が必要となることが多い。し
たがって、過去に発行された一連の「世界子供白書」で報
告されている推計値を、妊産婦の死亡率の経年変化の傾向
を分析する目的で使用すべきではない。

カバー率指標には、家族計画、出産前ケア、出産時ケア、
および母親の産後健診と新生児の生後健診の指標が含まれ
ている。これらの指標のデータは、人口保健調査（DHS）、
複数指数クラスター調査（MICS）、その他のリプロダク
ティブ・ヘルス調査などの国別世帯調査プログラムから得
られたものである。地域分類別および世界全体の推計値は、
加重平均法によって算出されている。重み付けに使用され
た変数は、指標によって異なり、各国に適用されている。
これらの変数は対象となる人口集団（分母）の各指標に適
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用され、最新版の「世界人口予測」から導かれたものであ
る。各国の最も新しいデータ要素（2018 ～ 2024 年）の
み、または各国のモデル化された年率推計値のみを地域お
よび世界の集計値の算出に使用している。

ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）指数の構成
要素である、リプロダクティブ・ヘルス、妊産婦、新生児、
子どもの保健に関する支援カバー率の副次的指標が新たに
追加された。これは、リプロダクティブ・ヘルス、妊産婦、
新生児、子どもの各保健分野での支援に関連する 8つの追
跡指標に基づく、必須サービスの平均カバー率と定義され
る。指標は、含まれる指標の加重平均として計算され、0
から 100までの尺度で報告される。

表 4　子どもの保健指標（P.51）
子どもの保健指標の表には、5歳未満児に世帯レベルで
提供された効果的な支援／介入策のカバー率に関する情報
を把握するための一連の指標が含まれている。これらの指
標には、予防接種指標（以下で解説）、ならびに肺炎、下
痢、およびマラリア（幼い子どもの死亡原因トップ 3）の
予防または治療のための支援／介入策に関する指標など、
幅広いものが含まれる。子どものこれらの疾病に対する予
防策や治療行為に関する指標データの主な出典は、DHSや
MICS、マラリア指標調査（MIS）といった、代表的な人口
集団を対象とした国別世帯調査である。地域分類別および
世界全体の推計値は、加重平均法によって算出されている。
重み付けに使用された変数は、指標によって異なり、各国
に適用されている。これらの変数は各指標の対象となる人
口集団（分母）と一致し、最新版の世界人口予測から導か
れたものである。地域分類別および世界全体の推計値の算
出にあたっては、各国の最も新しいデータ要素（2018 ～
2024）あるいは年率換算のモデル推定値のみが使用されて
いる。世帯に関する情報を把握する複数の指標には総人口
が用いられた。

予防接種

子どもの保健指標の表は、WHOとユニセフによる国別
の予防接種実施率（カバー率）の推計値を提示している。
2000 年以来、これらの推計値は毎年 7月に更新されてい
るが、毎年その更新前に協議プロセスを設けており、各国
に情報を含む報告書の草案を提示してコメントと精査実施
を求めている。これらの推計値の算出プロセスには新たに
知見や経験に基づくデータが組み込まれているため、改訂

された推計値は過去に発表されているすべてのデータを置
き換えるものである。過年度版の予防接種実施率とは比較
できない。こうしたプロセスに関するさらに仔細な解説は
<data.unicef.org/child-health/immunization> を参照の
こと。調査対象となった予防接種実施率の地域分類別の平
均値は、次のように計算されている。BCGに関しては、国
の定期予防接種計画にBCGが組み込まれている国のみ、地
域分類別の平均値に含まれている。ジフテリア・破傷風・百
日咳（DTP）、ポリオ、はしか、B型肝炎、インフルエンザ
菌b型（Hib）、肺炎球菌（PCV）、ロタウイルスのワクチ
ンに関しては、すべての国が地域分類別の平均値に含まれ
ている。こうしたワクチンがWHOにより世界的に推奨さ
れているからである。出生時の破傷風からの保護（PAB）
に関しては、妊産婦および新生児に関して破傷風が流行し
ている国のみが地域分類別の平均値に含まれている。

表 5　青少年の保健指標（P.56）
この表は、青少年の死亡率、健康、ウェルビーイングに
関連する一連の主要指標によるものである。死亡率の指標
には、10～ 19歳の青少年死亡率、死亡者数、死亡率の年
間減少率が含まれている。この表のリプロダクティブ・ヘ
ルスの指標は、（10 ～ 14 歳、15 ～ 19 歳の各年齢層の）
青少年の出産率、早期出産（20～ 24歳の女性が 18歳以
前に出産した場合を指す）、15～ 19歳の青少年期に近代
的な方法で家族計画を実施した割合と、性的関係、避妊具
の使用、リプロダクティブ・ヘルスケアに関して、十分な情
報を得た上で自分自身で意思決定した割合が示されている。
15～ 19歳の青少年における妊産婦の健康指標は、出産前
ケア（4回以上の訪問）および専門技術者が付き添う出産、
施設内分娩、帝王切開による出生数についてが示されてい
る。非感染性疾患（NCDs）のリスク要因については、15
～ 19 歳のアルコールの摂取、13 ～ 15 歳の喫煙、11～
17歳の就学期の子どもの身体活動の不足がある。ヒトパピ
ローマウィルス（HPV）ワクチンの接種は男の子と女の子
の双方に効果があるが、ここでは、国の計画に沿ってHPV
ワクチンの最終接種を受けた女の子の割合が示されている。
WHO／ユニセフは、HPVワクチン接種に関する2つの主
要なカバー率指標を作成している。1つはHPVワクチン接
種プログラムの実績カバー率で、各暦年における国のスケ
ジュールとプログラムの資格基準に従った接種率（プログ
ラムの対象者は14歳まで）を記述している。2つ目は、15
歳までのHPVワクチン接種率を記述したもので、報告年に
15 歳になる人口のうち、9～ 14 歳のいずれかの時期に
HPVワクチンを接種している人の割合を表すものである。
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データは常に国レベルで報告され、必ずしも地方レベルで
の差異を示さない場合がある。いずれの指標も、初回接種
（HPV1）、すべての推奨されるスケジュール（HPVc）、性
別ごとに算出される。現在市販されているワクチンは、年
齢によって接種スケジュールが異なる。一般的に推奨され
ているのは9～ 14歳および15～ 20歳の女性に1回また
は2回の接種、21歳以上の女性に2回の接種スケジュール
である。2回目の接種を実施する場合は、最低 6カ月の間
隔をあけて接種することになっている。免疫不全およびHIV
感染者の場合は（年齢や抗レトロウィルス療法の実施状況
にかかわらず）、少なくとも2回接種、可能であれば 3回
接種のスケジュールが推奨されている。分母を設定するた
めに、本方法論はデフォルトとしてDESA人口部の国別推
計値を使用している。国によって異なる資格基準の設定や
変更に対応するため、資格基準を分母に組み込む際に正規
化プロセスを用いている。これには、人口コホートにおけ
る学年に関する資格基準と、時間の経過に伴う複数の集団
の資格基準への対処が含まれる。詳細については、以下を
参照のこと。Laia Bruni et al. in Preventive Medicine, 
<doi.org/10.1016/j.ypmed.2020.106399>

この表には先頃、2つの指標が新たに追加された。DESA
人口部から入手した 10～ 14歳の女の子の出産率と、世帯
調査から入手した性的関係、避妊具の使用、リプロダク
ティブ・ヘルスケアに関して、十分な情報を得た上で自分
自身で意思決定する 15～ 19歳の若い女性の割合である。
後者の指標は、選択された 3つの分野すべてにおいて、自
分自身で意思決定をしている 15～ 19歳の若い女性（婚姻
またはパートナーシップ関係にある）の割合と定義される。
すなわち、（1）自分自身の健康管理について、単独または
夫やパートナーと共同で決定し、（2）避妊具の使用・不使
用について、単独または夫やパートナーと共同で決定し、
（3）夫・パートナーとのセックスにノーと言うことができ
る、である。この 3つの基準をすべて満たしたとき、思春
期の女の子や女性は、リプロダクティブ・ヘルスに関する
意思決定において自律性を持ち、リプロダクティブ・ライ
ツを行使する力を得たとみなされる。

表 6～ 7　HIV／エイズ 指標（P.61・P.65）
2025 年に、国連合同エイズ計画（UNAIDS）は、世界
全体、地域分類別、国別でのHIV ／エイズの 2024 年版の
各推計値を発表した。これは最も新しい疫学的な推計値に
加えて、抗レトロウィルス療法（ART）、母子感染予防
（PMTCT）、および乳児の早期HIV 診断の実施率データが

反映されたものである。この推計値は、最新の科学研究ガ
イドラインや世界保健機関（WHO）のプログラムのガイ
ドラインに基づいており、HIV 母子感染の推計件数、年齢
別およびHIV 血清反応別の女性の妊娠件数、HIV に感染し
た子どもの純生存率などの推計値の精度向上につながった。
この改良された手法に基づき、UNAIDS は HIV 感染率、
HIV 感染者数、治療を必要とする人数、エイズ関連死亡数、
新たなHIV 感染件数、その他HIV 流行の重要指標などにつ
いて、過去にさかのぼり新しい推計値を算出した。

子どものHIV 対策についての主な指標は、2つの表に分
割されている。表 6 HIV ／エイズ 疫学に関する指標と、表
7 HIV ／エイズ 支援策に関する指標である。

表 6　HIV／エイズ 疫学に関する指標（P.61）
表 6は、HIV 流行の動態を測定するために用いる重要指

標を含む。15歳未満（0～ 14歳）のHIV 感染者はすべて
母子感染により感染しているものと考えられるため、デー
タは 15歳を区切りとして細分類されている。HIV に感染
している 15～ 19歳の子ども・若者は、居住国の状況にも
よるが、性行為や注射薬物使用によって新たにHIV に感染
した事例を含んでいる。HIV 流行の動態とプログラムによ
るHIV 対策においては、青少年期の子どもの間に性別によ
る著しい差があることが明らかであるため、性別による
データの細分類化を行いこれをすべてのHIV ／エイズ 疫学
に関する指標に含めた。国・地域間の比較をより容易にす
るために、新規HIV 感染数の指標は、非感染者 1,000 人当
たりの新規HIV 感染数に置き換えられた。同様に、エイズ
関連死亡数は、人口 10万人当たりのエイズ関連死亡数に
置き換えられている。これらの 2つの指標は、新規HIV 感
染数とエイズ関連死亡数の相対的な測定指標を提供するも
のであり、HIV 対策の影響範囲をより正確に示している。

表 7　HIV／エイズ 支援策に関する指標（P.65）
表 7は、子どものHIV 対策に不可欠な支援／介入策に関

する指標を含む。これらの実施率に関する指標は、最新の
HIV ／エイズ対策方針と実施過程の進展度をよりよく反映
するために、過去に出版された一連の「世界子供白書」か
ら改訂されている。例として、乳児の早期HIV 診断の指標
は、HIV 感染のリスクがある乳児のうちHIV 検査を生後 2
カ月以内に受けた割合に関する情報から収集している。す
べての実施率に関する指標は、特定の人口集団を対象とし
た調査や対策プログラムサービスの統計から入手可能な、
信頼性の高い最新のデータから計算されている。
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実施率に関する各指標は、対象となる人口集団に対し加
重平均を用いて地域別または世界全体で集計されている。
データがまばらな場合があるため、いずれかの人口集団を
対象とした調査より得られた指標があったとして、これは
当該地域のデータが青少年期の人口集団の少なくとも 50％
を表している場合にのみ集計される。

表 8～ 9　栄養指標（P.69・P.74）
表 8は、出生時、就学前の子ども、学齢期の子ども、お
よび生殖可能年齢の女性における栄養不良の推計値に加え
て、出生体重測定および微量栄養素のための介入策の実施
率を含む。表 9は、乳児および幼児のための食事に関する
指標を含む。

出生時の低体重、就学前の子どもにおける発育阻害およ
び過体重、ならびに学齢期の子どもの痩身と過体重、そし
て母親の低体重および貧血に関する推計値はモデル化され
ているため、過去に実施された調査にて報告された推計値、
行政が集約管理する推計値とは異なる可能性がある。その
他すべての指標については、未加工・処理前のデータが入
手された時点で、国レベルでの推計が標準的な分析方法に
準拠するように再分析が行われたため、実施された調査に
て報告された推計値とは異なる可能性がある。

地域別推計値は最新の人口データと地域区分に基づいて
おり、過去に公表された推計値と異なる場合がある。

低出生体重
2023 年時点で更新された手法に基づいて推計値が算出
された。したがって、国別、地域分類別、世界全体の推計
値について、2024 年以前に出版された一連の「世界子供
白書」に記載されていた数値との比較は推奨されない。

出生時の体重計測
この指標は、データソースに出生時体重が含まれる出生
の割合を表す。詳細は <https://data.unicef.org/topic/
nutrition/low-birthweight> を参照のこと。

発育阻害と過体重
ユニセフ、WHO、世界銀行は、世帯調査による発育阻
害と過体重の推定値の国別データセットの調和を図ってき
た。2021 年以来、これらのデータは国別にモデル化され
た推計値の作成に使用されており、国ごとの有病率の調査
推計値が直接使用されることはない。この手法は「子ども

の栄養不良に関する報告書 2021 年版」に記載されている
最新のアプローチに基づいている。方法論に関するテクニ
カルノートはこちらを参照のこと。<https://data.unicef.
org/resources/jme-standard-methodology/>。発育阻
害と過体重の地域別および世界全体の数値は、国別にモデ
ル化された推計値の人口加重平均値である。

消耗症と重度の消耗症
世帯調査に基づく推計値が、各国の有病率の報告に用い

られている。ユニセフ、WHO、世界銀行は、「M.de Onis 
et al （2004）‘, Methodology for Estimating Regional 
and Global Trends of Child Malnutrition’,（International 
Journal of Epidemiology, 33, pp.1260- 1270.）」に記載
されているモデルを用いて、地域平均および世界平均を算
出するために使用されている、世帯調査による消耗症および
重度の消耗症の推計値の国別データセットの更新を図ってき
た。発育阻害、過体重、消耗症、重度の消耗症については、
隔年で新しい推計値が発表されるが、これは以前のすべて
の推計値よりも優先するため、比較すべきではない。

ビタミンA補給率
子どもが 4～ 6カ月の間隔を空けて高用量ビタミンAを
年 2回補給することが重要であることを強調するため、本
書ではビタミンA補給について完全な補給の実施率のみを
報告している。この指標を測定するための直接的な方法が
ない場合には、当該年の前期（1～ 6月）と後期（7～ 12
月）の補給率推計値のうち、より低い実施割合を完全補給
率として採用した。各期ごとの推計値は次のサイトで見る
ことができる：<https://data.unicef.org/topic/nutrition/
vitamin-adefi ciency/>。推計値は、国家規模で対策プログ
ラムを実施する優先国として指定された64カ国についての
み参照できる。

学齢期の子どもにおける栄養不良
この項目にある複数の指標は、すべての年齢の子どもの栄
養不良を撲滅することの重要性が反映されている。学齢期の
子どもにおける栄養不良の国別推計値は、非感染性疾患
（NCD）リスク要因研究コラボレーション（NCD-RisC）お
よび「‘Worldwide Trends in Underweight and Obesity 
from 1990 to 2022: A pooled analysis of 3,663 
population-representative studies with 222 million 
children, adolescents, and adults’ , The Lancet, vol. 
403, issue 10431, 2024, pp. 1,027-1,050.」に基づくも
のである。
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低体重（18歳以上の女性）
母親の栄養不良を改善することが、子どもの栄養不良を
解消するために重要である。低体重の女性の国別推計値は、
NCDリスク要因研究コラボレーション（NCD-RisC）およ
び「‘Worldwide Trends in Underweight and Obesity 
from 1990 to 2022: A pooled analysis of 3,663 
population-representative studies with 222 million 
children, adolescents and adults’ , The Lancet, vol. 
403, issue 10431, 2024, pp. 1,027-1,050」に基づくも
のである。

貧血（15～ 49歳の女性）
この指標は、子どもの栄養不良を解消するための母親の
栄養不良対策の重要性を示している。貧血の国別推計値は、
世界保健機関（WHO）の「WHO世界貧血推計値」（2025
年）に基づいている。貧血の有病率（％）は妊娠可能年齢
の女性が対象である。Global Health Observatory（GHO）
data. Geneva: World Health Organization （www.who.
int/data/gho）を参照のこと。

ヨード添加塩
本書に記載されたこの指標の定義は 2016 年に変更され
ている。以前は、ヨード添加塩が適切に世帯にて消費され
ているかを調査したものだった。2016 年以降本報告書で
示される指標は、種類を問わずヨードが添加された食塩に
ついてのものであるため、国別、地域別、および世界全体
の消費についての推計値は、過去に発行された一連の「世
界子供白書」に記載された値と比較することはできない。

乳児・幼児への食事提供
最新版の指標ガイダンスに記載されているように、最近
定義が変更されたものや新たに追加されたものを含め、合
計 10の指標が示されている。<https://data.unicef.org/
resources/indicatorsfor-assessing-infant-andyoung-
child-feeding-practices>を参照のこと。

・ 母乳育児の継続（12 ～ 23 カ月）は、従来の 1年目
（12～ 15 カ月）と 2年目（20～ 23 カ月）の母乳育
児の継続という 2つの指標に代わるもの。

・ 最低限の食事多様性（MDD）（6～ 23カ月）は、前日
に、定義された 8つの食品群のうち少なくとも 5つの
食品を摂取した生後 6～ 23 カ月の子どもの割合と定
義された（過去の定義では、前日に、定義された 7つ

の食品群のうち少なくとも 4つの食品を摂取したこと
が反映されていた）。

・ 最低限の食事頻度（MMF）（6～ 23カ月）では、母乳
で育てられていない子どもの指標定義が変更された。

・ 最低限の食事水準（MAD）（6～ 23 カ月）は、MDD
およびMMFの定義の変更に合わせて改訂されている。

・ 野菜または果物の摂取量ゼロ（6～ 23カ月）は、新し
い指標。

さらに、この表は、子どもの食事の貧困を評価するために
ユニセフが定義した2つの新しい指標を反映している。よ
り詳細な情報は、以下のサイトに掲載している。<https://
data.unicef.org/resources/child-food-poverty>。

表 10　乳幼児期の子どもの発育指標（P.78）
子どもにとって、8年にわたって続く乳幼児期は、認知

能力、社会性、感情と身体の発育にとって重要な時期であ
る。脳を適切に発達させるには、意欲喚起が可能な環境、
十分な栄養素、注意深い養育者との対人関係が必要である。
乳幼児期の子どもの発育指標表は、子どもの発達状況、家
庭におけるケアの水準、自宅の学習教材の有無、乳幼児向
けのケアや教育の有無に関する比較可能な国別の代表デー
タともに、複数の指標に関するデータを示している。この
表における情報は、栄養や保護指標などの乳幼児期の子ど
もの発育に不可欠な他の分野のデータと合わせて解釈され
ることが最も適切と考えられる。

おとなによる学習意欲の早期喚起とレスポンシブ・ケア
人口保健調査（DHS）から得られたこの指標に関する

データは、比較可能性実現のために、複数指数クラスター
調査（MICS）の手法に基づいて再計算されたものである。
したがって、再計算されたデータは、DHSが行った国別報
告書に記載の推計値とは異なる。

家庭にある学習教材（玩具）
この指標の定義は、MICS の第 3～ 4ラウンド（MICS3

とMICS4）の間で変更が加えられた。MICS4 およびこれ
に後続するMICS ラウンドとの比較可能性を考慮し、
MICS3 のデータはMICS4 の指標定義に基づき再計算され
た。したがって、ここで示されているのは再計算された
データであり、MICS3 の国別報告書で過去に報告された推
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計値とは異なる。

表 11　教育指標（P.83）
この表は、子どもの教育に関する一連の指標を次のよう
な側面から示す。公平なアクセス、教育の修了率、学習成
果である。この表ではまず、非就学児率（SDGs4.1.4）で
測定される、公平なアクセスに関する情報を提供している。
この表の推計値は、ユネスコ統計研究所（UIS）のデータ
ベースを用いて算出したものである。非就学児率は、教育
への公平なアクセスを確保するための政策を立案するため
に、一定の教育レベルの公式年齢範囲内にある人口のうち、
学校に通っていない子どもの割合を示している。

2019 年 9月、UIS は初等教育レベルの学校に通ってい
ない子どものデータを把握する方法を変更した。就学前教
育を受けている初等教育年齢の子どもは、学校に通ってい
る子どもとみなされるようになった。

修了率（SDGs4.1.2）は、各教育段階において、最終学
年で想定される年齢よりも 3～ 5歳高い年齢で修了した子
どもまたは若者の数を測定したものである。教育機関の各
段階を修了する理論上の年齢グループよりも若干年長の年
齢グループを選択することによって、各教育段階を修了し
た子どもと青少年の割合をより堅実に測定している。この
表に示された推計値は、UIS のデータベースからモデリン
グして得られたものである。

この表には、学習貧困状態にある子どもの割合など、公
平な学習成果をモニターするための指標も含まれている。
この指標は、SDGs の 2つの指標、すなわち、初等教育就
学年齢の子どもの非就学率（SDGs 4.1.4）と、初等教育終
了時に読解の最低習熟度を達成している子どもの割合
（SDGs 4.1.1b）を用いて算出されている。最低習熟度と
は、学習評価を通じて測定される、ある領域（例：読解）
における基本的な知識の基準である。学習貧困とは、10歳
までに簡単な文章を読んで理解できないことを意味する。
この指標は、世界銀行とUIS が共同で開発したもので、ユ
ニセフ戦略計画の一部である。この指標は、学校教育と学
習の剥奪を組み合わせたものである。推計は世界銀行の
データベースから行った。読解力と計算力の基礎的スキル
を持つ子どもの割合は、基礎的学習スキル（FLS）モ
ジュールを実施した国の第 6回複数指標クラスター調査
（MICS）のデータから推計した。この指標は、7～ 14 歳
の子どものうち、基礎的な読解力と計算力を持つ子どもの

割合を測定するものである。基礎的な読解力は、読解の正
確さと読解力を評価するものである。基礎的な計算力は、
数の読み、数の判別、足し算、パターン認識について評価
する。研究者は、MICS ウェブサイトまたは Integrated 
Public Use Microdata Series（IPUMS）MICS ウェブサ
イトから、基礎学習に関連するマイクロデータにアクセス
できる。

この表に含まれる指標の詳細情報は、UIS「SDG4 と教
育 2030 のフォローアップとレビューのためのグローバル
指標とテーマ別指標のメタデータ」（2017年 7月）を参照
のこと。

表 12　子どもの保護指標（P.88）
子どもの保護とは、あらゆる状況における、子どもに対

する暴力、搾取、虐待の防止とこれらへの対応を指す。子
どもが対象となる保護義務違反にはさまざまなものがある
が、比較可能なデータが存在しないため、本来報告される
べき事例のすべてが報告されているわけではない。このた
め、子どもの保護に関する本表では、比較可能かつ国別の
代表的なデータが入手可能であるいくつかの問題に関する
データを示した。

出生登録
出生登録の定義は、複数指数クラスター調査（MICS）の

第 3ラウンド（MICS3）と第 4ラウンド（MICS4）の間
で変更が加えられた。後続するMICS ラウンドとの比較可
能性を考慮し、出生登録に関するMICS3 のデータは
MICS4 の指標定義に基づき再計算された。したがって、こ
こで示されているのは再計算されたデータであり、MICS3
の国別報告書で過去に報告された推計値とは異なる可能性
がある。

世界および地域別の推計には、ユニセフの2024年報告書
「The Right Start in Life: Global levels and trends in 
birth registration」で概説されている方法論が適用されてい
る。<https://data.unicef.org/resources/the-right-start-
in-life-2024-update>を参照のこと。

児童労働　
この表には、SDGs 指標 8.7.1 の報告で用いられている

児童労働に関する 2つの指標について国別データが提示さ
れている。1つ目の指標は、一般的な生産境界に基づき、
経済活動と無給での家の雑務（いわゆる家事）への従事の
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双方を含めて児童労働を測定している。2つ目の指標は、
国民経済計算（SNA）の生産境界に基づき、経済活動への
従事のみを対象として児童労働を測定している。

SDGs グローバルデータベースに集計され、世界子供白
書で再掲載された国別推計値は、上記の定義と基準に従っ
て、ユニセフと国際労働機関（ILO）によって再分析され
たものである。そのため、国別の数値は、各国の調査報告
書に掲載されている値とは異なる場合がある。再計算され
た国別値については、各国の統計当局によって確認済みで
ある。また、世界子供白書に示されている世界および地域
の平均値は、2020 ～ 2024 年の基準期間内に実施された
調査を対象とし、危険な産業や職種に従事する子どもも含
めて算出されている。これらの共同推計値は、SDGs 指標
8.7.1 の共同管理機関であるユニセフと ILO によって、4
年ごとに作成されている。

手法の詳細については、ユニセフと ILOが合同で作成した
2025 年報告書「Child Labour: Global estimates 2024, 
trends and the road forward」に記載されている。<https://
data.unicef.org/resources/child-labour-global -
estimates-2024>を参照のこと。

児童婚
この表は、18歳以前に初めて結婚したまたはそれに相当
する関係に入った個人の割合を示す。この慣習は女の子の
間でより広く確認されるが、児童婚は性別を問わず子ども
の権利を侵害するものである。このため、児童婚の割合に
ついては、性別を問うことなく男の子と女の子ともに記載
した。15歳未満で結婚した女性の割合を示した児童婚に関
する二次指標は、「世界子供白書 2021」で紹介されていた
が、他のトピックに関するデータを掲載するスペースを確
保するため、近年は削除している。なお、この指標は引き
続きユニセフが把握しており、関連データは <data.
unicef.org>で見ることができる。

女性器切除（FGM）
0 ～ 14 歳の女子に対する女性器切除（FGM）の実施率
のデータは技術的な理由から再計算されたため、データの
出典である複数指標クラスター調査（MICS）および人口保
健調査（DHS）の国別報告書とは数値が異なることがある。
2019 年版の「世界子供白書」から、対象となる人口集団
のうち FGMの慣習廃止を希望している（慣習を支持して
いるのではない）割合を「態度」という項目にて示すこと

になった。この指標は、「世界子供白書 2021」では男女と
もに紹介されていたが、他のトピックに関するデータを掲
載するスペースを確保するため、近年の版から男性のデー
タを削除している。なお、この指標は引き続きユニセフが
把握しており、関連データは<data.unicef.org> で見るこ
とができる。

地域分類別の FGM実施率と慣習廃止を希望する割合の
推計値については、FGMが実施されている国のみを対象と
し、国別の代表的な人口集団について入手可能なデータに
基づいている。当該地域分類内には FGMを実施していな
い国もあるため、データは FGMが行われている特定の国
に住む人々の状況を反映したものとなっている。

子どもに対する暴力的なしつけ

この指標の対象となる年齢グループはMICS5 を開始す
るにあたって 1～ 14歳の子どもへと改訂された。MICS3
とMICS4 の推計値は、2～ 14 歳を対象としているため、
直接比較できなくなった。

入所中の子ども、拘留・拘置されている子ども　
本指標の数値は、その国のデータシステムの強度と、こ

うしたデータを収集する機関や組織間の調整の程度に依存
する基礎データに基づいている。行政記録に基づく国の基
礎データの利用可能性、一貫性、網羅性には全体として限
界があるため、本指標に関するデータは、その国のデータ
システムが、これらの子どもの数を集計し、利用可能なも
のにできるかどうか、またその程度を、おおよそではある
が示していると解釈するのが最も適切である。したがって、
報告された数値が高いほど、母集団が多いことを示すので
はなく、そのような子どもたちを特定し、監視するための
より包括的なシステムや、そのようなデータを体系的に収
集する能力が高いことを実際に反映していると考えられる。
地域別の推計値は、同じ地域内の国によって、子どもの数
や記録・報告システムの能力に大きな差があることを考慮
して解釈されるべきである。

世界および地域別の拘留・拘置されている子どもの割合は、
ユニセフの2025年グローバル報告書「Children Deprived 
of Liberty in the Administration of Justice: Global and 
regional estimates and trends」で示されている手法に基づ
いて算出されている。<https://data.unicef.org/resources/
children-deprived-of-liberty-in-the-administration-of-
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justice-report>を参照のこと。

子どもへの性暴力
世界および地域別の平均値については、精度と比較可能性

を高めるため、統計的な補正と体系的な調整がされており、
その手法はユニセフの2024 年グローバル報告書「When 
Numbers Demand Action: Confronting the global scale 
of sexual violence against children」に詳述されている。
<https://data.unicef.org/resources/when-numbers-
demand-action>を参照のこと。

表 13　社会的養護と公平性指標（P.93）
この表では、子どもの生活環境に影響を与える社会的養
護の範囲と所得格差の大きさの両方に関する情報を提供す
る。社会的養護指標は、現金給付を受け取る新生児を抱え
る母親、社会的養護の対象となっている子どもの割合、社
会的養護給付／支援の配分（所得において第 1五分位、第
5五分位、および第 1と第 2五分位を合わせた下位 40％
の世帯）を含む。上記の最初の 2つの指標は社会的養護の
対象範囲を捉えたものだが、3つ目の指標にはその実施率
と五分位すべてに対する配分率が反映されている。この表
は、それぞれの家庭（特に子ども）が居住国内で利用する
ことができる社会的セーフティーネットの概要を示すもの
である。

格差指標には、世帯所得分布（第1五分位、第5五分位、
第 1と第 2五分位を合わせた下位 40％）、ジニ係数、パ
ルマ比率、大多数の所得比率、国民 1人当たりの名目GDP
などがある。最初の指標は、対象となる国の国内総所得に
ついて、各五分位の所得が占める割合を指す。この指標が
国当たりの所得分布の構造を示す一方で、ジニ係数はその
社会における不平等の程度を可視化し「完全に平等な所得
分布」からの乖離度合いを示すものである。これとは対照
的に、パルマ指数は対象となる人口集団における最富裕層
10％と最貧困層 40％の所得格差に焦点を当てている。こ
の指数は、所得分布の中央ではなく、両端に位置する層の
動きや、極端な不平等の変化をより敏感に捉える。所得の
不平等の変化は、主に最富裕層 10％の所得と最貧困層
40％の所得の変化によって引き起こされるため、パルマ指
数は所得不平等に関して、所得の分配の変化に関する洞察
を提供する。大多数の所得比率は、所得ランキングの上位
80％（大多数）の所得比率を測定するものである。国民 1
人当たりのGDP は、対象となる国の平均的な生活水準を
示す指標として、上記の指標や指数を補完する。

社会的養護と公平性指標は、1年に一度の頻度ではなく、
世界銀行の世界開発指標（WDI）「社会的養護の世界地図：
レジリエンス（回復力）と公平性に関する指標」、および
国際労働機関（ILO）「社会的養護に関するグローバル報告
書」より抽出されている。

表 14　WASH（水と衛生）指標（P.98）
本表は、各世帯、教育施設、医療または保健施設におけ

る基礎的飲用水、水と衛生（WASH）サービスの普及率に
関する一連の指標を含む。本書に記載された水と衛生指標
の推計値は、世界保健機関（WHO）とユニセフによる水
道、衛生設備（トイレ）および衛生習慣に関する共同モニ
タリングプログラム（JMP）から得られたものである。
JMPの指標の定義、データソース、ならびに国別、地域分
類別および世界全体の推計値の算出に用いられた手法につ
いての詳細な情報は<www.washdata.org> にて閲覧で
きる。新しい推計値は 2年ごとに発表され、過去に発表さ
れているすべての推計値を置き換えるため、比較すべきで
はない。

表 15　青少年指標（P.103）
青少年指標表は、青少年の生活のさまざまな領域（保護、

教育と学習、就労への移行）における、健康とウェルビー
イングに関する一連の指標を示す。青少年の健康と幸福度
は広範なものであり、少数の指標によって網羅的に把握で
きないが、表 15で示している数値は例示的なサンプルと
しての役割を果たすことを目指し、本書の他の統計表を通
じて示した青少年に関連するさまざまな指標を補完するこ
とを企図している。本表の指標は「国の青少年に関する目
標 の た め の 追 跡 調 査（ACT: Adolescent Country 
Tracker）」から得られたものである。今回、青少年の保健
指標に関しては、表 5にまとめている。

ニート（NEET）、失業
青少年が実際に就労へと移行しうるかどうかを測るため

のデータは、就学や就労をせず、職業訓練を受けていない
人（ニート）の基準にて示されており、15～ 19歳の青少
年の失業率については国際労働機関（ILO）から得られたも
のである。これらの指標の解釈に関するメタデータと注釈
は<ilo.org/ilostat>に記載の「メタデータ」セクションに
て閲覧することが可能。労働統計の測定基準は現在改訂中
であり、現在のデータと以前のデータとの比較に影響を与
えるため、これらのデータの解釈には若干の注意が必要で
ある。本書に掲載されているデータは、第 13回国際労働
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統計家会議に基づく系列データから引用されている。詳細
は、これらの系列データを管理する ILO が作成した本ト
ピックに関するテクニカルノートを参照のこと。<https://
www.ilo.org/publications/quick-guide-understanding-
impact-new-statistical-standards-ilostat>

表 16　障がいのある子ども指標（P.108）
この表は、子どもの保護、乳幼児期の子どもの発達、教
育、栄養、社会的養護と公平性、WASH（水と衛生）など、
さまざまな領域にわたる子どものウェルビーイングに関する
指標について、障がいのある子どもと障がいのない子ども
のデータを示している。幸福の測定は幅広く、少数の指標
で網羅的に捉えることはできないが、表16のデータは、こ
れら2つの集団の間に格差が存在するかどうかを説明する
ためのものである。この表のデータの中には、以下に説明
するように、情報を収集するために使用したツールに注意
点があるため、慎重に解釈しなければならないものもある。
一部の国の数値は、標準的な定義に従って指標を再計算し
ているため、過去に公表された数値と異なる場合がある。

発育不全と過体重

障がいのある子どもの成長に関するデータの収集には課
題がある。調査における体格測定は、通常、訓練を受けた
測定者が、標準化されたデジタルスケールや測定板を使用
するなど、統一された条件の下で実施される。ある種の障
がいがある子どもたちは、一般的な発達をする子どもたち
とは同じように成長しないことがある。そのため、家庭調
査で使用される標準的なツールでは、彼らの健康と発達を
適切に測定できない場合がある。さらに、特定の種類の障
がいがある子どもの体重を測定することで、測定誤差が大
きくなる可能性がある。また、世界保健機関（WHO）の
「子どもの成長基準」は、身体に障がいのない子どもを基準
に算出されていることに留意する必要がある。そのため、
子どもの身長と体重のデータを収集できたとしても、標準
的な栄養指標（発育阻害や過体重の測定に使用）は、特定
の障がいがある子どもの成長を評価するのに不適切な場合
があり、結果の解釈がより難しくなっている。

乳幼児期の子どもの発達と非就学
子どもの学習経験に影響を与えるすべての要因について
包括的な説明を提供するには、データ上の限界があること
は考慮に入れる必要がある。ここで使用されている指標は、
教育への参加率を測定するものであるが、教育を受ける上

で障がいのある子どもたちが経験することや、彼らが直面
する障壁を完全に把握することはできない。

また、一般的な教育を受けている子どもと、障がいに特
化した教育環境にある子どもを区別できないことも、デー
タの限界である。多くの国では、障がいのある子どもたち
のための学校制度が高度に分離されているため、この点は
重要である。例えば、特別支援学校での学習進度は、一般
校での学習進度と大きく異なる場合があり、その子にとっ
て何が「レベル相応」なのか、対応が根本的に変わってし
まう。このような違いを把握することができれば、障がい
のある子どもとない子どもの間で報告されている格差は、
さらに大きくなる可能性がある。

基礎的な学習能力
基礎的な読解力と計算力に関するデータは、3つの読解

タスクと 4つの計算タスクを完了できた子どもに対しての
み作成される。完了できなかったケースには、タスクを開
始したが終了できなかった子ども、評価を受けることを拒
否した子ども（または母親が評価を受けることを許可しな
かった子ども）、または病気や障がいのために評価に参加
できなかった子どもが含まれる。一部の子どもにとっては、
アクセシビリティの低さが参加の障壁となる可能性がある
といえる（例えば、目の見えない子どもの場合、参加する
ために支援技術や合理的配慮が必要で、それらが提供され
ないケースなど）。したがって、障がいのある子どもとな
い子どもの基礎的な学習スキルの違いを示す結果は、特定
の困難を持つ子どもは、このような評価に参加する可能性
が低いことを理解した上で解釈されるべきである。

基本的な衛生施設
この指標は、他の世帯と共有せず、自分の住居や自分の

庭・敷地内にある改善された衛生設備のある世帯に住む 2
～ 17 歳の子どもの割合に関する情報を提供するものであ
る。サービスレベルや施設のタイプに使用される定義は、
ユニセフとWHOの共同モニタリングプログラム（JMP）
によって定められている。

衛生サービスを評価・測定する際には、世帯が利用でき
る施設の種類だけでなく、アクセスが容易かどうか、他の
世帯と共有しているかどうかも考慮することが重要である。
障がいのある子どもたちは、サービスが利用できる状態で
あっても、しばしばアクセスに対する固有かつ過度の障壁
に直面するため、利用可能性とアクセスとの区別は特に重
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要である。しかし、サービスに関する指標では、使用され
ている施設の種類と、それが家庭内にあるのか、他の世帯
と共有されているのか、家庭から離れた場所にあるのかが
重要な評価項目となっている。そのため、障がいのある子
どものいる世帯が衛生サービスを利用できることを示せて
も、それが子ども自身にとって使いやすい施設であり、全
面的なアクセシビリティを備えているかどうかは、現在の
データでは評価することができない。障がいのある子ども
のための衛生施設のアクセシビリティを測定するための国
際基準を開発するために、さらなる作業が必要である。さ
らに、このデータからは、障がいのある子どもが身を置く
可能性のある家庭以外の環境（学校、入所施設、医療施設、
その他の公共施設など）についての知見は得られない。

社会的移転
社会保護には、社会的移転以外の多くの介入が含まれる
が、現金以外の介入については、国際的に比較可能なデー
タがほぼ存在しないのが現状である。また、ほとんどの国
において、社会的移転が何らかの形で障がいに関連してい
るのか、あるいは他の要因に基づいて世帯に提供されたの
かを知ることはできない。

表 17　女性の経済的活動を促す指標（P.113）
この表は、持続可能な開発目標（SDGs）の目標 5「ジェ
ンダー平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメ
ントを図る」で明示されている女性の経済的な活動への参
画の本質的な重要性とともに、それが子どもたちのウェル
ビーイングにも重要であることを考慮し、女性の経済的な
活動への参画を測定する指標を示している。

社会制度とジェンダー指標（SIGI）

定性的かつ定量的なデータに基づき、法律、明文化され
ていない法律、態度、慣行に関する情報を包含する。差別
的な法律、態度、慣行は、女性と女の子の人生に影響を与
え、人間的、社会的、生産的資産を蓄積するその能力を制
限し、健康と幸福に影響を及ぼす選択について主張したり
実行したりすることを妨げる。経済協力開発機構（OECD）
が作成した社会制度におけるジェンダー差別の包括的測定
指標である SIGI は、差別的な社会制度に関する質的・量的
データを、家族内の差別、身体的一体性の制約、生産的・
財政的資源へのアクセスの制限、市民的自由の制限という
4つの分野で組み合わせたものである。

雇用と経済的利益のジェンダー平等を促進、実施および監
視するための法制度
平等の実現と性差別の撤廃は、国際的な法整備と政策決

定の枠組みにおける中核的な原則である。かかる国際的な
枠組みには、「女子差別撤廃条約（CEDAW）」や北京宣言
に基づく行動指針が含まれている。差別的な法律を撤廃し、
雇用と経済的利益におけるジェンダー平等を促進する法制
度を整備することは、女性の有給労働を増やし適正な労働
環境を広く実現させ、ひいては経済的な活動へのさらなる女
性参画を促すための前提条件である。「法制度」という単語
は、ジェンダー平等を促進、実施および監視するための法
律、仕組み、政策や計画を含む広い意味合いで定義される。
この指標（SDGs5.1.1）のデータは、各国の国家統計局、
女性活躍のための機関のいずれかまたは両方に加えて、
ジェンダー平等に関する法律家や研究者によって完成され
た各国の法制度に対する評価より得られたものである。

母親と父親の育児休暇給付

親に対する育児休暇の給付は、子どもの健康とウェル
ビーイング、女性の経済的な活動への参画を支援するため
に不可欠であり、乳児の生存と健全な発育および女性の労
働力参加と収入増加を促すことができる。国際労働機関
（ILO）の第 183号条約では、この条約の適用対象である女
性には 14週間の有給出産休暇を支給することを規定して
いる。父親の育児休暇に関する ILOの基準は存在しないが、
父親に対して育児休暇を支給すれば、働く父親が子どもの
世話や家庭の家事分担により深く関与することを可能にす
るだろう。しかし、たとえ育児休暇の法的な権利が存在す
る国であっても、パートタイム雇用者や非公式経済セク
ターで働く者のように、すべての労働者がこれを利用でき
るわけではないことに留意することも重要である。

教育修了レベル
初等教育が生涯学習の基盤を子どもに準備する一方、中

等教育は経済力のあるおとなになるために必要な知識と技
能を子どもに提供する。初等教育しか受けていない女の子
と比較して、中等教育を受けている女の子は、子ども時代
に結婚したり、青少年期に妊娠したりする可能性がより低
い。また、初等教育を受けている女性は、教育をまったく
受けていない女性よりもその収入はわずかに高いだけであ
るが、中等教育を受けている女性は、学校に通っていない
女性よりも平均して 2倍程度の収入を得ている。世界銀行
の「Wodon et al, ‘Missed Opportunities: The High 
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Cost of Not Educating Girls’ , The Cost of Not 
Educating Girls Notes Series（ワシントン、2018）」を
参照のこと。

労働力化率、失業率

労働市場への平等なアクセスは、女性の経済的な活動へ
の参画を促すために極めて重要である。労働力化率は、一
定の定められた基準となる期間における労働力人口の数を、
同一の基準期間内における生産年齢人口（通常15歳以上）
に対する割合で表したものである。失業率は、労働力人口
に対する失業者（通常15歳以上）の割合を表している。失
業率には、就労を希望し、就労が可能であり、積極的に求
職活動を行っているにもかかわらず職に就けない人々のた
めに雇用を創出することができない脆弱な経済状態が反映
されている。男女別に見た失業率に関する情報からは、多
くの場合、女性の方が労働市場への参入がより困難である
ことが浮き彫りになっている。この事実は各国のジェンダー
規範が直接的または間接的に関与している可能性がある。

携帯電話の所有
携帯電話を所有する個人は、さまざまな情報、金融サー
ビス、雇用の機会、ソーシャルネットワークなどへのアク
セスを得ることができる。携帯電話の所有は SDGs の目標
5でも示されているように、女性の経済的な活動への参画
を促すための重要な資産である。SDGs 指標 5.b.1 の規定
に基づき、携帯電話を所有する個人とは、その個人が 1つ
以上の利用可能な SIMカードを含む個人用の携帯電話端末
を 1台所有していることを指す。ここには雇用主から支給
される携帯電話で、個人用途に用いることができるもの
（個人通話やインターネットの利用）も含まれる。利用可能
な SIMカード（単数または複数）のみを所有する個人で、
携帯電話端末を所有していない個人は除外される。個人用
途に用いることができる携帯電話端末を 1台所有している
が、これが利用者の本人名義ではない場合も携帯電話の所
有者に含まれる。利用可能な SIMカードとは、過去 3カ月
間に使用された SIMカードを指す。

金融包摂（ファイナンシャル・インクルージョン）
貯蓄、保険、支払い、クレジット利用、送金などの金融
サービスに対する女性の利用しやすさを測定することは、
女性の経済的な活動への参画の実態を理解する上で不可欠
である。金融サービスを利用できることで、家庭における
女性の交渉力を高めることもできるため、子どもの健康や

ウエルビーイングにも利益をもたらす可能性がある。SDGs
指標 8.10.2 に規定されているように、金融機関に口座を
持っている者とは、その回答者が銀行に 1つ口座を持って
いるか、または信用組合、マイクロファイナンス機関、組
合、郵便局（口座開設できる場合）などの他種類の金融関
連機関に 1つ口座を持っているか、またはデビットカード
を本人名義で持っていると答えた者が対象である。また、
過去 12カ月以内に金融機関等の自分の口座に給与、国の
支給金、または農作物の売上金の振り込みなどが行われた
と回答した者も含まれる。同様に、過去 12カ月以内に公
共料金または学費などを金融機関等の口座から支払ったり、
過去12カ月以内に給与または国の支給金がいずれかのカー
ドに送金された者もこれに含まれる。モバイルマネー口座
を持っている者とは、過去12カ月以内にGSMアソシエー
ション（GSMA）の銀行口座不要のモバイル金融プログラ
ム（MMU）サービスを個人として利用し、請求額を支
払った、またはお金を授受したと答えた者が対象である。
さらに、過去 12カ月以内に携帯電話を通じて給与、国の
支給金、または農作物の売上金の振り込みなどが行われた
と回答した者も含まれる。

時間の使い方
この表は、女性と男性が無報酬の家事・介護労働に費や

す時間の不一致を測定するもので、労働力参加と全体的な
幸福度に影響を与える。この指標で示されたデータは、1
日の時間の割合で表されており、無報酬の家事・介護労働
に費やされた時間の割合は、関連人口全体の無報酬の家事・
介護労働に費やされた 1日の平均時間数を 24時間で割っ
て算出されている。自家用生産労働は、財かサービスかに
よって区別できるが、この指標では、サービスの自家用生
産労働、言い換えれば、家計が自家用に行う無報酬の家事
サービスや無報酬の介護サービスに関する活動のみを考慮
する。例えば、食事の準備、食器洗い、住居の掃除や手入
れ、洗濯、買い物、育児をはじめ、病人や高齢者、障がい
のある世帯員や家族の世話などが含まれる。時間使用統計
の国際比較は、多くの方法論上の考慮すべき事項によって
制限されるため、各国間の比較には注意が必要である。

表 18　移住に関する指標（P.118）
移住や強制移動が子どもたちの健康やウェルビーイング

に大きな影響を与えること、そしてこれらのトピックがこ
の数年間で注目されてきたことから、2021 年にこの表が
追加された。こうした注目の結果、2018 年の国連総会で
承認された「安全で秩序ある正規移住のためのグローバル・
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コンパクト」と「難民に関するグローバル・コンパクト」
が採択された。

国際的な移住に関するデータは、国連経済社会局
（DESA）人口部が発行する「国際移民ストック 2024」に
基づいている。このデータは、基準年の中間時点で出生国
以外に居住している人の数を示している（一部の国では、
データの入手状況に応じて、出生国の代わりに市民権を使
用している）。難民や難民申請者もこの人口に含まれる。
18歳未満の子どもの数は不明である。国際移民ストックの
定義および推計方法の詳細については、国連経済社会局人
口部発行の「International Migrant Stock（2024）」を参
照のこと。

難民（難民および難民と同様の状況にいる人の両方を含
む）および難民申請者に関するデータは、国連難民高等弁
務官事務所（UNHCR）が毎年発行しているグローバル・
トレンド報告書の付属表に基づいている（https://www.
unhcr.org/globaltrends2020/）。「難民」という言葉は
1951 年の条約で定義され、1967 年の議定書で修正され
ている。難民の子どものデータはUNHCR と共同で推計し
たもので、多くの国で年齢が完全にカバーされていないこ
とを考慮している。推定値の不確実性が高い国の値は表示
されていないが、地域の年齢別集計には含まれている。

国内避難民（IDP）に関するデータは、国内避難モニタリ
ングセンター（IDMC）が管理する世界国内避難民データ
ベース（GIDD）に基づいており、基準年度末の国内避難民
の数と基準年度中の新たな国内避難民の数を参照している
（https://www.internal-displacement.org/database）。
国内避難民の数は、国内で避難生活を送る人の数を集計し
たストックデータであるのに対し、新たな国内避難民の数
は、その年に起きた独立した避難生活の事象についての人
数を集計したものであり、同じ人がその後に（別の事象で）
避難生活を送ることも含まれる。このため、新たな避難民
の数と避難民の数を同一視することはできない。年齢別の
データがないため、国内避難民の子どもの数、および子ど
もに関連する新たな国内避難の数は、国内人口の年齢構成
を用いて推計している。これには、国内避難が年齢や性別
に関係なくランダムに起こるという暗黙の前提がある。こ
れに反して、ケーススタディによれば、女性や子どもが避
難民の中に多く含まれている傾向があり、結果として、国
内避難民に関する子ども関連のデータは過小評価されてい
る可能性が高い。これらの問題を考慮し、国内避難民に関

する年齢別データは、有効数字2桁目を四捨五入している。
地域別集計の算出には、四捨五入されていない数字が使用
されている。

表 19　経済指標（P.123）
経済指標表は、子どものウェルビーイングと発達に影響

を及ぼす状況のマクロ経済的な概要を示す。本表に含まれ
る指標は、2つの事柄を解説する目的を持つ。1つ目は、
政府歳入と政府開発援助（ODA）の流入によって把握され
る、福祉プログラム実施のための財源を提供するための政
府の財政的余力を示すこと。2つ目は、保健、教育、社会
的養護、経済協力機構（OECD）の開発援助委員会
（DAC）加盟国においては海外援助などの主要セクターに
対する政府歳出の割当配分を示すことである。政府歳出は、
各国の国内総生産（GDP）と公共事業予算全体に対する割
合として示されている。

こうした区分により、社会政策における各セクターの相
対的な重要性と規模を浮き彫りにする。同様の区分はODA
の流入と流出（単位は 100万米ドル）と、各国の国民総所
得（GNI）に対する流入と流出の割合にも適用される。経
済指標のデータは、世界銀行の世界開発指標（WDI）よ
り、1年に一度の頻度で抽出されている。ただし、OECD
より得られたODAを除く。データの対象が網羅的ではな
いため、政府歳出に対する社会的養護の政府予算の割合は、
社会的養護に対する政府歳出の対GDP 比の割合と、政府
歳入の対GDP 比の割合との比率を取り、他の指標から計
算を行った。
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表１ 人口指標

国・地域

人口（1,000人）
2024

年間の人口
増加率（％） 年間

出生数
（1,000人）
2024

合計
特殊出生率
（女性1人
当たりの
出生数）
2024

出生時の平均余命
（年）

従属人口指数（％）
2024

都市人口の
割合
（％）
2024

都市人口の
年間平均
増加率（％）

純移動率
（人口1,000人
当たり）
2024全体 子ども 老年

全体 18歳未満 5歳未満 2000 2024（A） 1970 2000 2024 2000-
2020

2020-
2030（A）

アフガニスタン 42,647 21,215 6,778 -1.2 2.8 1,493 4.8 37 55 66 83 78 4 27 4.1 3.5 -1.0
アルバニア 2,792 568 142 -0.7 -0.7 28 1.3 65 75 80 51 25 26 65 1.4 0.8 -8.8
アルジェリア 46,814 16,518 4,633 1.4 1.4 882 2.7 43 71 76 59 48 10 76 2.6 1.8 -0.7
アンドラ 82 12 3 -0.2 1.3 1 1.1 74 82 84 39 16 22 88 0.5 0.4 12.1
アンゴラ 37,886 19,315 6,350 3.3 3.0 1,408 5.0 40 47 65 89 84 5 69 4.8 3.4 -0.1
アンギラ 15 3 1 3.1 1.0 0 1.4 65 75 79 41 23 18 100 1.6 0.3 7.4
アンティグア・
バーブーダ 94 21 5 1.7 0.5 1 1.6 69 75 78 42 25 17 24 -0.3 0.6 0.1

アルゼンチン 45,696 12,028 2,603 1.1 0.3 507 1.5 66 74 78 52 33 19 93 1.1 0.6 0.1
アルメニア 2,974 688 176 -1.3 -0.7 36 1.7 63 71 76 49 29 20 64 -0.7 0.2 -10.1
オーストラリア 26,713 5,756 1,536 1.2 1.0 305 1.6 71 80 84 55 28 28 87 1.5 1.0 5.2
オーストリア 9,121 1,557 415 0.2 -0.1 76 1.3 70 78 82 53 22 32 60 0.4 0.6 1.0
アゼルバイジャン 10,337 2,724 655 1.0 0.6 121 1.7 57 65 75 44 31 12 58 1.5 1.0 1.1
バハマ 401 89 22 1.3 0.5 4 1.4 66 72 75 42 25 17 84 1.1 0.7 2.5
バーレーン 1,607 354 95 2.2 2.4 19 1.8 64 75 81 29 24 5 90 3.5 0.7 14.1
バングラデシュ 173,562 58,807 16,694 1.8 1.2 3,469 2.1 43 62 75 53 43 10 41 3.5 2.5 -2.7
バルバドス 282 60 16 -0.4 0.1 3 1.7 69 75 76 51 26 25 32 -0.1 0.5 -0.2
ベラルーシ 9,057 1,785 374 -0.5 -0.6 64 1.2 72 68 75 51 25 27 81 0.3 0.0 -0.3
ベルギー 11,739 2,292 566 0.2 0.2 101 1.4 71 78 82 58 25 32 98 0.6 0.3 3.1
ベリーズ 417 134 35 3.2 1.4 8 2.0 63 69 74 46 39 7 47 2.4 1.7 1.2
ベナン 14,463 6,960 2,201 3.1 2.4 483 4.5 43 57 61 81 75 6 51 3.9 3.4 -0.5
ブータン 792 205 49 2.4 0.6 10 1.4 41 62 73 38 29 9 45 3.7 1.8 -0.4
ボリビア 12,413 4,413 1,253 1.7 1.4 261 2.5 47 62 69 55 46 9 72 2.2 1.7 -0.2
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 3,164 509 127 0.5 -0.7 24 1.5 65 75 78 54 20 34 51 -0.4 0.2 -1.4

ボツワナ 2,521 956 297 2.1 1.6 61 2.7 56 52 69 57 50 6 73 3.2 2.1 -2.3
ブラジル 211,999 50,506 13,096 1.3 0.4 2,572 1.6 57 70 76 44 28 16 88 1.2 0.7 -1.1
英領バージン諸島 39 7 2 2.6 0.7 0 1.0 66 75 77 32 19 13 50 2.8 1.4 5.4
ブルネイ 463 115 31 2.1 0.8 6 1.7 64 74 76 38 29 9 79 1.8 1.0 0.0
ブルガリア 6,758 1,187 307 -0.9 -0.6 61 1.7 71 72 76 57 23 35 77 -0.3 -0.6 0.1
ブルキナファソ 23,549 11,520 3,360 3.0 2.2 738 4.1 40 51 61 80 75 5 33 5.4 4.0 -1.1
ブルンジ 14,048 7,301 2,187 2.1 2.5 467 4.8 43 48 64 90 85 5 15 5.6 4.6 -1.9
カーボベルデ 525 163 36 1.5 0.5 6 1.5 57 68 76 48 38 10 68 2.2 1.4 -2.3
カンボジア 17,639 6,254 1,800 1.6 1.2 358 2.5 39 59 71 56 47 10 26 2.7 2.5 -1.9
カメルーン 29,124 14,014 4,444 2.6 2.6 971 4.3 48 53 64 79 74 5 60 3.8 3.1 -0.5
カナダ 39,742 7,310 1,882 1.0 1.0 361 1.3 73 79 83 54 23 30 82 1.1 0.9 9.3
中央アフリカ
共和国 5,331 3,013 989 2.8 3.4 246 6.0 45 47 58 105 100 4 44 2.2 3.7 -2.9

チャド 20,299 10,719 3,688 3.3 4.2 878 6.0 41 48 55 93 89 4 25 3.7 4.0 10.1
チリ 19,765 4,085 938 1.2 0.5 172 1.1 63 77 81 45 25 21 88 1.2 0.4 3.0
中国 1,419,321 278,206 51,958 0.8 -0.2 8,822 1.0 57 72 78 44 23 21 66 3.1 1.2 -0.2
コロンビア 52,886 13,068 3,549 1.6 1.0 701 1.6 61 71 78 43 29 14 83 1.7 0.9 2.7
コモロ 867 376 115 2.0 1.9 24 3.8 45 59 67 71 64 8 30 2.2 2.5 -2.4
コンゴ 6,333 2,984 897 5.0 2.4 193 4.1 54 55 66 77 71 5 70 3.5 2.6 -0.4
クック諸島 14 4 1 -4.0 -3.5 0 2.0 64 70 75 61 39 22 76 1.0 0.4 -36.8
コスタリカ 5,130 1,183 271 1.9 0.5 51 1.3 67 77 81 45 27 18 83 2.7 1.1 0.2
コートジボワール 31,934 15,192 4,637 2.7 2.4 1,008 4.2 44 51 62 77 72 5 54 3.1 3.1 0.2
クロアチア 3,875 664 166 -1.4 -0.7 31 1.5 69 74 79 59 22 37 59 -0.1 0.0 -1.3
キューバ 10,980 2,029 488 0.3 -0.4 95 1.4 68 76 78 47 22 24 78 0.2 -0.1 -2.0
キプロス 1,358 258 74 1.7 0.9 14 1.4 68 78 82 44 23 21 67 1.1 0.7 6.0
チェコ 10,736 2,011 518 -0.1 -1.0 90 1.5 69 75 80 57 24 33 75 0.1 0.2 -8.0
朝鮮民主主義
人民共和国 26,499 6,005 1,704 0.7 0.3 341 1.8 62 61 74 46 28 18 64 0.7 0.7 -0.1

コンゴ民主共和国 109,276 57,418 19,793 3.2 3.2 4,468 6.0 43 52 62 96 90 6 48 4.3 4.0 -0.2
デンマーク 5,977 1,148 306 0.4 0.5 59 1.5 73 77 82 58 25 33 89 0.6 0.6 4.3
ジブチ 1,169 409 115 3.0 1.3 24 2.6 48 57 66 52 44 7 79 1.9 1.4 0.0
ドミニカ 66 14 4 -0.6 -0.4 1 1.5 66 72 71 45 26 19 72 0.7 0.8 -3.0
ドミニカ共和国 11,428 3,627 993 1.6 0.8 201 2.2 58 70 74 53 41 12 85 2.6 1.3 -3.0
エクアドル 18,135 5,389 1,375 1.7 0.9 269 1.8 59 72 78 49 36 12 65 1.9 1.3 -1.1
エジプト 116,538 43,904 11,781 2.1 1.6 2,437 2.7 49 67 72 59 51 8 43 1.9 1.8 1.1
エルサルバドル 6,338 1,909 492 0.5 0.4 99 1.8 51 68 72 49 37 12 76 1.3 1.1 -3.6
赤道ギニア 1,893 818 256 6.5 2.4 57 4.1 31 53 64 69 63 6 75 5.9 2.5 2.1
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表１ 人口指標

国・地域

人口（1,000人）
2024

年間の人口
増加率（％） 年間

出生数
（1,000人）
2024

合計
特殊出生率
（女性1人
当たりの
出生数）
2024

出生時の平均余命
（年）

従属人口指数（％）
2024

都市人口の
割合
（％）
2024

都市人口の
年間平均
増加率（％）

純移動率
（人口1,000人
当たり）
2024全体 子ども 老年

全体 18歳未満 5歳未満 2000 2024（A） 1970 2000 2024 2000-
2020

2020-
2030（A）

エリトリア 3,536 1,606 468 1.2 1.9 102 3.7 41 56 69 73 66 7 44 4.0 3.0 -3.6
エストニア 1,361 260 63 -0.6 -1.0 11 1.4 70 71 79 59 25 34 70 -0.2 0.0 -5.7
エスワティニ 1,243 493 141 1.0 1.0 29 2.7 51 48 64 60 53 7 25 0.9 1.8 -5.4
エチオピア 132,060 60,470 19,391 3.0 2.6 4,156 3.9 42 51 68 73 68 6 24 4.5 4.1 0.2
フィジー 929 302 82 1.0 0.5 17 2.3 62 66 67 51 41 10 59 1.3 1.3 -3.5
フィンランド 5,617 1,013 234 0.2 0.2 44 1.3 70 78 82 63 24 39 86 0.5 0.2 4.8
フランス 66,549 13,456 3,355 0.7 0.2 636 1.6 72 79 83 63 27 36 82 0.8 0.4 1.4
ガボン 2,539 1,073 332 2.6 2.1 69 3.6 53 62 69 68 61 7 91 3.4 2.0 0.4
ガンビア 2,760 1,300 388 2.7 2.3 82 3.9 40 57 66 76 71 5 65 4.1 3.0 -1.1
ジョージア 3,808 938 233 -3.0 0.0 43 1.8 65 70 75 57 33 25 61 0.0 0.4 0.5
ドイツ 84,552 14,074 3,830 0.1 -0.3 717 1.4 71 78 82 59 22 37 78 0.3 0.1 0.4
ガーナ 34,427 14,472 4,250 2.6 1.9 892 3.3 48 58 66 65 59 6 60 3.6 2.6 -0.4
ギリシャ 10,048 1,650 376 0.5 -1.8 71 1.3 73 78 82 59 21 38 81 0.2 -0.1 -12.2
グレナダ 117 28 7 0.7 0.1 1 1.5 67 73 75 46 28 18 37 0.8 1.0 -1.6
グアテマラ 18,406 6,950 1,858 2.3 1.5 380 2.3 49 67 73 57 50 8 54 2.5 2.1 -0.4
ギニア 14,755 7,023 2,220 1.8 2.3 492 4.1 39 52 61 80 74 6 39 3.0 3.1 -0.8
ギニアビサウ 2,201 1,002 300 2.1 2.2 65 3.8 37 51 64 72 67 6 46 3.3 2.7 -0.8
ガイアナ 831 287 82 0.0 0.6 17 2.4 60 64 70 56 45 11 27 -0.1 1.1 -6.5
ハイチ 11,773 4,378 1,230 1.9 1.1 258 2.6 47 58 65 56 49 7 60 3.7 2.2 -2.7
バチカン 0 0 0 -1.2 1.8 0 1.0 71 79 83 99 12 87 - - - 35.4
ホンジュラス 10,826 3,953 1,143 2.7 1.7 234 2.5 54 68 73 54 47 7 61 3.2 2.2 -0.4
ハンガリー 9,676 1,696 455 -0.2 -0.3 85 1.5 69 72 77 55 22 32 73 0.3 0.3 1.7
アイスランド 393 85 23 1.5 1.4 4 1.5 74 80 83 50 27 23 94 1.3 0.6 9.0
インド 1,450,936 433,276 113,658 1.9 0.9 23,187 2.0 49 63 72 47 36 10 37 2.4 2.0 -0.4
インドネシア 283,488 83,903 22,223 1.4 0.8 4,468 2.1 53 66 71 47 36 11 59 2.6 1.6 -0.1
イラン 91,568 24,451 6,014 1.6 1.0 1,151 1.7 50 70 78 44 32 12 78 2.2 1.1 2.1
イラク 46,042 19,791 5,610 3.3 2.1 1,178 3.2 61 65 72 67 61 6 72 2.8 2.3 -0.4
アイルランド 5,255 1,195 287 1.4 1.1 53 1.6 71 77 83 53 28 24 65 1.6 1.0 7.4
イスラエル 9,387 3,029 871 2.6 1.4 172 2.8 71 79 83 67 46 21 93 1.8 1.4 1.1
イタリア 59,343 8,787 2,027 0.1 -0.3 385 1.2 72 80 84 58 19 39 72 0.5 0.1 1.6
ジャマイカ 2,839 662 163 0.7 0.0 33 1.4 67 71 72 37 26 11 58 0.8 0.6 -3.7
日本 123,753 17,523 4,013 0.2 -0.5 751 1.2 72 81 85 70 19 51 92 0.7 -0.4 1.2
ヨルダン 11,553 4,250 1,154 2.0 0.4 236 2.6 60 72 78 54 47 7 92 4.4 1.0 -13.5
カザフスタン 20,593 7,066 2,113 0.5 1.2 402 3.0 60 64 75 61 47 14 58 1.2 1.3 -0.4
ケニア 56,433 24,798 7,110 3.0 1.9 1,522 3.2 54 56 64 66 61 5 30 4.1 3.4 -0.4
キリバス 135 55 16 1.7 1.5 3 3.1 54 65 67 64 57 7 58 2.9 2.5 -3.5
コソボ 1,685 434 100 0.7 -0.7 20 1.5 54 71 78 44 30 15 - - - -13.2
クウェート 4,935 1,077 265 2.8 2.0 48 1.5 68 76 81 27 23 4 100 3.9 0.4 12.5
キルギス 7,186 2,707 768 1.0 1.5 150 2.8 58 65 72 61 52 9 38 1.5 2.3 0.5
ラオス 7,770 2,793 792 1.7 1.3 163 2.4 44 58 69 54 46 7 39 3.8 2.7 -1.3
ラトビア 1,872 352 82 -1.2 -0.8 14 1.3 70 70 76 59 25 35 69 -1.1 -0.8 -1.2
レバノン 5,806 1,841 454 1.7 0.7 93 2.2 66 74 78 57 41 16 90 1.4 -1.5 -3.0
レソト 2,337 955 263 -0.1 1.1 56 2.7 52 49 58 62 56 6 31 2.5 2.4 -2.2
リベリア 5,613 2,615 782 2.8 2.1 172 3.9 40 52 62 75 69 6 54 3.5 2.8 -1.4
リビア 7,381 2,435 632 1.8 1.0 122 2.3 56 71 71 48 41 7 82 1.5 1.3 0.5
リヒテン
シュタイン 40 7 2 1.1 0.7 0 1.5 73 79 84 54 22 32 15 0.5 1.2 5.2

リトアニア 2,859 505 122 -0.6 -0.5 22 1.2 71 72 76 54 23 31 69 -1.1 -0.5 0.9
ルクセンブルク 673 127 35 1.4 1.1 7 1.4 69 77 82 45 23 23 92 2.2 1.1 8.4
マダガスカル 31,965 14,648 4,656 3.1 2.4 1,014 3.9 48 58 64 74 68 6 41 4.3 3.6 -0.1
マラウイ 21,655 10,406 3,130 2.4 2.6 674 3.6 37 46 68 76 72 5 19 3.4 3.9 -0.1
マレーシア 35,558 9,391 2,223 2.4 1.2 440 1.5 63 73 77 42 31 11 79 2.8 1.4 4.9
モルディブ 528 124 30 1.7 0.4 6 1.6 45 71 81 32 26 6 42 4.7 0.9 -4.6
マリ 24,479 13,026 4,248 3.0 2.9 968 5.5 33 51 61 94 90 5 47 5.1 4.1 -1.9
マルタ 540 84 22 0.7 1.2 4 1.1 70 78 83 50 20 30 95 1.3 0.5 11.7
マーシャル諸島 38 16 4 0.9 -3.4 1 2.9 59 63 67 64 57 8 79 -0.5 0.6 -47.0
モーリタニア 5,169 2,557 814 2.8 2.8 176 4.6 51 61 69 85 79 6 58 4.2 3.5 -0.4
モーリシャス 1,271 237 60 0.8 -0.2 12 1.2 64 72 75 40 21 19 41 0.1 0.3 -2.2
メキシコ 130,861 38,765 10,221 1.5 0.8 2,024 1.9 59 73 75 49 36 12 82 1.6 0.9 -0.8
ミクロネシア連邦 113 43 12 0.4 0.5 3 2.7 60 64 67 61 51 10 24 0.1 1.6 -9.8
モナコ 39 6 2 0.0 -0.8 0 2.1 73 82 86 99 27 72 100 0.6 -0.3 2.9
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表１ 人口指標

国・地域

人口（1,000人）
2024

年間の人口
増加率（％） 年間

出生数
（1,000人）
2024

合計
特殊出生率
（女性1人
当たりの
出生数）
2024

出生時の平均余命
（年）

従属人口指数（％）
2024

都市人口の
割合
（％）
2024

都市人口の
年間平均
増加率（％）

純移動率
（人口1,000人
当たり）
2024全体 子ども 老年

全体 18歳未満 5歳未満 2000 2024（A） 1970 2000 2024 2000-
2020

2020-
2030（A）

モンゴル 3,476 1,295 341 0.9 1.2 63 2.6 52 63 72 60 51 8 69 2.3 1.4 0.0
モンテネグロ 638 140 37 0.0 -0.3 7 1.8 70 74 77 56 28 28 69 0.6 0.3 -2.6
モントセラト 4 1 0 -12.6 -0.7 0 1.4 65 73 76 56 25 30 9 6.4 0.3 -1.5
モロッコ 38,081 11,717 3,146 1.4 0.9 625 2.2 49 67 75 51 39 12 66 2.0 1.5 -1.2
モザンビーク 34,632 17,753 5,785 2.2 2.9 1,282 4.7 42 49 64 90 84 5 39 3.8 3.8 -1.1
ミャンマー 54,500 15,874 4,399 1.1 0.7 897 2.1 50 60 67 46 36 11 32 1.4 1.6 -0.7
ナミビア 3,030 1,295 406 2.3 2.1 78 3.2 55 53 68 69 62 6 56 3.8 2.8 1.4
ナウル 12 5 1 -0.3 0.7 0 3.3 58 60 62 68 64 5 100 0.8 0.7 -10.1
ネパール 29,651 10,186 2,763 1.7 -0.2 562 2.0 43 63 71 54 44 10 22 2.9 3.0 -13.5
オランダ 18,229 3,334 892 0.8 0.7 172 1.4 74 78 82 55 23 32 93 1.3 0.5 6.7
ニュージーランド 5,214 1,147 298 0.6 0.8 59 1.7 71 79 82 55 28 27 87 1.3 0.9 3.6
ニカラグア 6,916 2,383 655 1.3 1.3 132 2.2 54 66 75 52 44 8 60 1.6 1.7 -1.2
ニジェール 27,032 14,509 4,783 3.5 3.3 1,120 5.9 36 49 61 97 92 5 17 3.6 4.4 -0.1
ナイジェリア 232,679 111,561 33,829 2.7 2.1 7,560 4.4 40 47 55 79 73 5 55 4.4 3.3 -0.2
ニウエ 2 1 0 -3.2 0.4 0 2.5 64 67 70 64 38 27 49 1.3 1.2 5.3
北マケドニア 1,823 369 91 0.4 -0.5 17 1.5 65 73 78 53 26 28 60 0.2 0.5 -3.1
ノルウェー 5,577 1,106 275 0.6 1.0 53 1.4 74 79 83 54 25 29 84 1.3 0.9 8.0
オマーン 5,282 1,494 427 1.3 4.4 89 2.5 47 74 80 38 34 4 89 4.0 1.6 29.2
パキスタン 251,269 108,682 31,988 2.9 1.5 6,888 3.5 53 62 68 69 62 7 38 2.4 2.5 -5.6
パラオ 18 4 1 1.0 -0.1 0 1.9 58 64 69 42 26 16 83 0.2 0.4 -0.8
パナマ 4,516 1,345 356 2.0 1.2 72 2.1 64 73 80 52 38 14 70 2.2 1.6 1.5
パプアニュー
ギニア 10,577 4,177 1,233 3.4 1.8 257 3.1 52 62 66 59 53 5 14 2.8 2.8 -0.1

パラグアイ 6,929 2,337 676 1.8 1.2 137 2.4 63 70 74 54 44 10 63 1.8 1.5 -1.8
ペルー 34,218 9,940 2,685 1.5 1.1 539 2.0 48 70 78 50 36 14 79 1.4 1.1 0.5
フィリピン 115,844 39,172 9,174 2.3 0.8 1,841 1.9 61 68 70 50 42 8 49 1.9 2.0 -1.4
ポーランド 38,539 6,960 1,682 0.0 -0.9 310 1.3 70 74 79 54 23 31 60 -0.1 0.3 -6.2
ポルトガル 10,425 1,639 426 0.7 -0.1 86 1.5 67 77 83 60 20 39 68 0.9 0.5 2.0
カタール 3,048 532 155 5.1 2.4 29 1.7 65 75 83 20 18 2 99 7.1 0.3 15.1
韓国 51,718 6,849 1,283 0.6 -0.1 241 0.7 62 76 84 43 15 27 81 0.6 0.0 1.5
モルドバ 3,035 716 170 -1.0 -1.2 32 1.7 62 67 71 56 31 25 44 -1.7 0.8 -8.9
ルーマニア 19,015 3,648 930 -0.5 -0.6 181 1.7 68 71 76 56 24 31 55 -0.5 0.2 -1.5
ロシア連邦 144,820 29,946 6,904 -0.3 -0.5 1,270 1.5 69 65 73 53 26 26 76 0.1 0.0 -1.2
ルワンダ 14,257 6,285 1,894 0.8 2.1 400 3.6 47 48 68 70 64 7 18 3.0 3.1 -1.1
セント
クリストファー・
ネービス

47 10 3 1.5 0.2 1 1.5 61 69 72 42 26 16 31 -0.1 0.6 -0.1

セントルシア 180 39 10 1.1 0.2 2 1.4 64 71 73 37 24 13 19 -1.3 0.9 0.0
セント
ビンセント・
グレナディーン

101 26 6 0.1 -0.7 1 1.8 64 70 71 50 32 18 55 0.4 0.7 -7.3

サモア 218 98 28 0.8 0.6 5 3.8 60 71 72 80 69 11 17 -0.2 1.0 -12.6
サンマリノ 34 5 1 1.3 -0.2 0 1.2 74 81 86 53 19 34 98 1.3 -0.1 1.1
サントメ・
プリンシペ 236 106 31 1.1 2.0 7 3.6 56 61 70 72 65 7 77 3.6 2.4 -2.6

サウジアラビア 33,963 9,569 2,648 5.3 1.8 560 2.3 53 73 79 37 33 4 85 2.7 1.3 3.6
セネガル 18,502 8,325 2,494 2.4 2.3 540 3.8 41 58 69 72 66 6 50 3.4 3.2 -0.6
セルビア 6,736 1,164 309 -0.6 -0.7 59 1.5 70 72 77 59 23 36 57 0.0 -0.2 -1.2
セーシェル 130 31 9 1.6 1.9 2 2.1 64 71 73 40 28 12 59 1.9 1.1 13.4
シエラレオネ 8,642 3,871 1,173 4.4 2.1 260 3.7 39 45 62 70 65 6 45 3.7 2.8 -1.3
シンガポール 5,832 860 232 2.2 0.7 49 1.0 68 78 84 34 16 18 100 1.8 0.5 3.4
スロバキア 5,507 1,039 274 0.0 -0.5 51 1.6 70 73 78 52 24 28 54 -0.1 0.5 -3.8
スロベニア 2,119 378 94 0.1 -0.1 18 1.6 69 76 82 57 23 34 56 0.7 0.5 1.6
ソロモン諸島 819 354 105 2.0 2.4 22 3.5 56 67 71 68 62 6 26 4.4 3.5 2.0
ソマリア 19,009 10,120 3,500 4.1 3.4 805 6.0 46 51 59 97 92 5 49 4.6 3.8 1.4
南アフリカ 64,007 19,828 5,907 0.8 1.2 1,183 2.2 56 58 66 48 38 10 69 1.9 1.5 2.6
南スーダン 11,943 5,585 1,544 4.5 2.1 349 3.8 26 48 58 72 67 5 22 3.6 3.2 1.3
スペイン 47,911 7,738 1,728 0.5 0.0 333 1.2 72 79 84 52 20 32 82 1.0 0.2 2.3
スリランカ 23,104 6,178 1,621 1.8 0.6 320 2.0 64 71 78 52 33 18 19 0.8 1.3 -1.2
パレスチナ 5,495 2,440 716 3.1 1.6 145 3.2 55 70 69 72 65 7 78 2.5 2.4 -4.2
スーダン 50,449 23,757 7,639 2.5 1.6 1,665 4.3 52 59 67 78 72 6 37 2.9 3.3 -10.8
スリナム 634 196 53 2.1 0.8 11 2.2 59 64 74 50 39 12 67 1.1 1.0 -1.8
スウェーデン 10,607 2,178 548 0.2 0.5 97 1.4 75 80 83 61 27 33 89 1.0 0.8 4.7
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注
－ データなし
A   中位出生率推計に基づく。
地域分類、国分類、全世界の各合計値は、ここに掲載されているよりも多
くの国・地域のデータに基づいている。
したがって、各国の値を合計しても、該当する地域分類、国分類、全世界の
合計値とは一致しない。

指標の定義
人口（1,000人）－総人口
年間の人口増加率－1年間における人口の平均指数関数的増加率。計算式
ln（Pt/P0）/tで算出される（ここでP0 は期間開始時の人口、Ptは期間終
了時の人口、 tは期間を示す）。結果はパーセント表示。
年間出生数－基準年の年間出生数。データは1,000単位で表示される。
合計特殊出生率－ある女性群（仮説コホート）を対象とし、出産可能年齢
の終わりまでに生む子どもの数の平均値を指す。年齢ごとの出生率と死
亡率が適用され、女性1人当たりの出生数で表される。

出生時の平均余命－出生時の人口集団における標準的な死亡リスクを適
用した場合に新生児が生存する年数。
従属人口指数－合計従属人口指数は、15～64歳の人口に対する0～14
歳と65歳以上の合計人口の比率のこと。年少従属人口指数は、15～64
歳の人口に対する0～14歳の人口の比率のこと。老年従属人口指数は、
15～64歳の人口に対する65歳以上の人口の比率のこと。すべての比率
は、生産年齢人口（15～64歳）100人当たりの従属人口で表される。
都市人口の割合－合計人口に対する都市人口の割合。
都市人口の年間増加率－一定期間における都市人口の平均的な年間指数
関数的増加率をパーセントで表したもの。

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か <https://data.unicef.org/regionalclassifi cations> を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
性別データは、国連経済社会局人口部（2024年）、世界人口予測2024年で入手可能。

表１ 人口指標

国・地域

人口（1,000人）
2024

年間の人口
増加率（％） 年間

出生数
（1,000人）
2024

合計
特殊出生率
（女性1人
当たりの
出生数）
2024

出生時の平均余命
（年）

従属人口指数（％）
2024

都市人口の
割合
（％）
2024

都市人口の
年間平均
増加率（％）

純移動率
（人口1,000人
当たり）
2024全体 子ども 老年

全体 18歳未満 5歳未満 2000 2024（A） 1970 2000 2024 2000-
2020

2020-
2030（A）

スイス 8,922 1,597 431 0.5 0.5 83 1.4 73 80 84 54 23 31 74 0.9 0.7 4.5
シリア 24,673 8,980 2,455 2.5 4.0 571 2.7 61 71 73 51 44 7 58 1.5 4.3 22.2
タジキスタン 10,591 4,428 1,331 2.0 1.9 268 3.0 57 64 72 67 61 6 29 2.2 2.7 -2.0
タイ 71,668 13,098 3,031 1.1 -0.1 582 1.2 56 71 77 43 21 22 54 2.9 1.2 0.3
東ティモール 1,401 565 152 8.3 1.3 30 2.6 37 58 68 64 55 9 33 3.1 2.3 -1.8
トーゴ 9,515 4,390 1,357 2.7 2.2 293 4.1 47 55 63 75 69 6 45 3.7 3.2 -1.5
トケラウ 3 1 0 1.2 4.3 0 2.6 62 72 77 52 40 12 0 - - 28.8
トンガ 104 44 12 0.6 -0.4 2 3.1 63 70 73 73 61 12 23 0.1 1.0 -20.6
トリニダード・
トバゴ 1,508 325 83 0.4 0.3 16 1.5 65 69 74 43 25 18 54 0.4 0.4 0.9

チュニジア 12,277 3,499 867 1.1 0.6 164 1.8 54 73 77 51 36 14 71 1.4 1.1 -1.2
トルコ 87,474 22,582 5,530 1.3 0.2 1,061 1.6 57 72 77 46 31 15 78 2.1 1.0 -3.2
トルクメニスタン 7,494 2,709 793 2.0 1.7 157 2.7 56 65 70 56 49 7 55 2.1 2.0 2.0
タークス・
カイコス諸島 47 9 3 4.2 0.7 0 1.5 63 74 78 38 22 15 94 4.6 1.0 3.8

ツバル 10 4 1 0.5 -1.7 0 3.2 55 64 67 66 55 11 67 2.2 1.5 -29.1
ウガンダ 50,015 25,351 8,067 3.1 2.7 1,722 4.2 50 50 68 84 80 4 27 5.4 4.5 -2.4
ウクライナ 37,860 6,547 1,261 -0.9 2.2 207 1.0 71 68 75 49 21 28 70 -0.3 -1.0 30.3
アラブ首長国連邦 11,027 2,062 581 6.5 3.4 108 1.2 61 76 83 22 20 2 88 5.4 0.9 25.3
英国 69,138 14,392 3,548 0.4 0.6 684 1.6 72 78 81 58 27 31 85 0.9 0.5 6.0
タンザニア 68,560 33,742 11,020 2.8 2.9 2,386 4.5 46 53 67 84 78 6 38 4.9 4.3 -0.4
米国 345,427 73,533 18,549 1.0 0.5 3,654 1.6 71 77 79 54 27 28 84 1.0 0.7 3.7
ウルグアイ 3,387 759 170 0.3 -0.1 33 1.4 69 75 78 52 28 24 96 0.4 0.1 -0.4
ウズベキスタン 36,362 13,069 4,451 1.2 1.9 929 3.5 60 65 73 59 49 9 51 1.8 1.5 -0.2
バヌアツ 328 145 44 2.5 2.3 9 3.6 55 69 72 74 67 7 26 3.1 2.7 -0.1
ベネズエラ 28,406 8,911 2,089 1.9 0.4 433 2.1 65 72 73 54 39 15 89 0.8 1.1 -3.7
ベトナム 100,988 27,997 7,058 1.1 0.6 1,356 1.9 55 73 75 48 34 13 40 3.0 2.1 -0.6
イエメン 40,583 19,264 6,443 3.1 2.9 1,394 4.5 41 63 69 77 73 4 40 4.4 3.4 -0.3
ザンビア 21,315 10,325 3,204 2.9 2.8 698 4.0 53 47 67 77 73 3 47 4.3 3.5 0.3
ジンバブエ 16,634 7,970 2,333 0.6 1.9 497 3.7 58 46 63 80 74 6 33 1.1 2.4 -3.6

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 2,365,160 522,055 113,789 0.9 0.1 21,091 1.4 58 72 77 - - - 63 2.6 1.2 0.0

ヨーロッパ・
中央アジア 932,913 195,531 49,665 0.2 0.1 9,432 1.6 68 72 79 - - - 73 0.6 0.4 1.4

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 428,077 104,587 26,967 0.0 0.3 5,150 1.9 65 67 75 - - - 68 0.6 0.4 1.3

　西ヨーロッパ 504,836 90,943 22,699 0.3 -0.1 4,282 1.4 71 78 82 - - - 78 0.6 0.3 1.5
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 658,629 179,868 46,636 1.4 0.7 9,268 1.8 58 71 76 - - - 82 1.4 0.9 -0.6

中東・北アフリカ 516,060 177,207 48,948 2.2 1.7 10,024 2.6 51 69 75 - - - 67 2.5 1.6 2.4
北アメリカ 385,169 80,842 20,431 1.0 0.6 4,016 1.6 71 77 80 - - - 83 1.0 0.7 4.3
南アジア 1,972,489 638,674 173,582 1.9 1.0 35,935 2.2 48 63 72 - - - 37 2.5 2.2 -1.5
サハラ以南の
アフリカ 1,292,248 612,646 192,893 2.7 2.4 42,359 4.3 44 51 62 - - - 43 3.9 3.4 -0.5

　東部・南部
　アフリカ 660,972 304,015 95,590 2.5 2.4 20,616 3.9 47 52 66 - - - 37 3.6 3.3 -1.0

　西部・中部
　アフリカ 631,276 308,632 97,303 2.9 2.5 21,743 4.7 41 50 59 - - - 50 4.1 3.4 -0.1

後発開発途上国
（LDC） 1,187,778 536,404 169,092 - - - - - - - - - - 37 3.9 3.4 -

世界 8,161,973 2,412,922 647,340 1.4 0.9 132,406 2.2 56 66 73 - - - 58 2.0 1.4 0.0
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純移動率－いずれかの期間中の移入者数から移出者数を引いて、当該期
間の受入国の人口数（人年法で計算）で割った数値。人口1,000人当たり
の純移入または純移出数で表される

データの主な出典
すべての人口指標データ－国連経済社会局人口部（2024年）。世界人口予
測2024年版。

都市部データ－国連世界都市人口予測2018年改訂版（世界人口予測
2022年改訂版に基づき調整されている）。
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表２ 子どもの死亡率に関する指標

国・地域

5歳未満児死亡率
5歳未満児
死亡率の
年間減少率

5歳未満児
死亡率
2023

乳児
死亡率 新生児死亡率 5～ 14歳の

死亡率 死産率 死産率の
年間減少率

5歳未満児
の年間
死亡数

新生児
死亡数

5歳未満児
の全死亡数
における
新生児
死亡数の
割合

5～ 14歳児
の死亡数 死産数

1990 2000 2023 2010-2023 Male Female 1990 2023 1990 2000 2023 1990 2023 2000 2023 2000-
2023 2023 2023 2023 2023 2023

アフガニスタン 181 132 56 3.3 59 52 145 50 76 62 34 29 5 45 28 2.1 80,507 50,351 63 5,868 42,352
アルバニア 41 27 9 0.3 10 9 27 8 13 12 7 6 2 7 4 2.7 273 198 73 58 115
アルジェリア 52 42 22 1.6 24 20 40 20 24 23 15 9 3 18 9 3.1 20,295 13,897 68 2,830 8,050
アンドラ 13 8 3 4.0 3 2 9 2 6 4 1 3 1 3 2 1.7 1 1 100 0 1
アンゴラ 223 203 64 4.0 69 59 122 38 53 50 26 55 15 29 20 1.6 85,579 35,347 41 15,088 27,987
アンギラ 19 12 6 3.1 6 6 16 5 10 6 3 3 1 7 5 2.0 1 0 0 0 1
アンティグア・
バーブーダ 14 15 9 2.0 10 8 11 7 8 11 5 3 2 10 7 1.5 10 6 60 3 8

アルゼンチン 29 19 10 2.5 10 9 25 8 15 11 5 3 2 8 5 1.9 4,920 2,519 51 1,502 2,578
アルメニア 49 31 10 4.7 11 9 46 9 23 16 5 3 2 19 9 3.1 348 183 53 84 330
オーストラリア 9 6 4 0.7 4 3 8 3 5 4 2 2 1 4 3 1.5 1,113 703 63 269 787
オーストリア 10 5 3 2.1 3 3 8 3 5 3 2 2 1 3 2 1.0 251 154 61 68 173
アゼルバイジャン 95 74 19 5.1 20 17 76 13 30 34 13 5 3 20 10 3.0 2,443 1,602 66 503 1,275
バハマ 23 16 13 1.2 14 12 20 11 13 8 9 4 2 12 10 0.8 55 40 73 13 45
バーレーン 23 12 9 -1.4 9 8 20 7 15 5 4 4 2 8 5 2.1 171 86 50 38 104
バングラデシュ 146 85 31 3.0 33 28 96 24 65 43 18 24 5 41 20 3.0 105,531 62,615 59 14,671 72,567
バルバドス 18 14 10 3.0 11 9 16 9 12 9 7 3 2 6 4 1.5 32 22 69 5 14
ベラルーシ 15 13 2 6.4 3 2 12 2 10 5 1 4 1 5 2 3.8 177 50 28 109 137
ベルギー 10 6 4 1.6 4 3 8 3 5 3 2 2 1 3 3 0.4 393 214 54 95 316
ベリーズ 39 24 13 2.6 14 11 31 11 19 12 9 5 3 10 7 1.7 92 69 75 19 51
ベナン 172 136 78 2.8 83 72 98 46 45 39 28 41 18 29 19 1.9 36,395 13,377 37 7,007 9,061
ブータン 128 78 23 3.6 25 21 96 19 42 32 13 16 7 18 8 3.2 229 126 55 86 85
ボリビア 122 76 23 4.0 25 21 90 20 41 30 12 12 4 16 8 2.9 5,993 3,185 53 884 2,168
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 18 10 6 1.4 7 6 16 5 11 7 5 3 1 4 3 1.8 151 111 74 35 64

ボツワナ 50 81 40 2.9 44 35 39 38 21 11 21 19 6 13 14 -0.3 2,415 1,280 53 286 865
ブラジル 63 34 14 1.3 16 13 52 12 25 18 8 4 3 10 6 1.9 38,010 19,804 52 7,202 16,272
英領バージン諸島 23 17 13 2.4 13 13 19 12 12 9 7 4 3 9 7 1.2 4 2 50 0 2
ブルネイ 13 10 9 0.8 10 9 10 8 6 5 5 4 2 5 4 0.7 59 31 53 13 27
ブルガリア 18 18 6 3.7 7 6 15 5 8 8 3 4 2 8 5 1.9 382 162 42 112 308
ブルキナファソ 198 178 77 3.4 82 73 103 45 46 40 24 37 8 34 19 2.6 55,356 17,816 32 5,063 14,017
ブルンジ 170 154 49 4.0 53 45 93 31 39 37 20 58 18 35 18 2.9 22,339 9,030 40 7,238 8,462
カーボベルデ 56 36 12 6.3 13 10 42 11 19 18 8 5 2 13 8 2.2 75 54 72 19 53
カンボジア 116 106 23 4.0 25 20 88 20 40 35 12 32 4 33 13 3.9 8,329 4,278 51 1,370 4,865
カメルーン 137 144 67 3.5 72 62 81 41 40 36 25 31 19 27 18 1.6 63,046 24,122 38 14,520 17,870
カナダ 8 6 5 0.7 5 5 7 4 4 4 3 2 1 3 3 0.6 1,808 1,209 67 415 1,016
中央アフリカ
共和国 177 166 92 2.7 98 86 109 60 51 43 31 29 21 39 32 0.8 20,141 7,326 36 3,449 7,972

チャド 212 184 101 3.1 107 95 116 59 52 44 31 48 21 43 28 1.7 78,937 25,682 33 11,658 23,977
チリ 19 11 7 1.2 8 7 16 6 9 6 5 3 1 4 3 2.0 1,320 818 62 327 486
中国 54 37 6 6.8 7 6 43 4 30 21 3 7 2 15 5 5.1 62,190 25,199 41 30,722 41,750
コロンビア 36 25 12 3.2 13 11 30 11 18 14 7 5 3 10 7 1.6 8,500 4,615 54 1,976 4,680
コモロ 121 80 40 2.5 42 37 93 36 49 35 23 16 5 31 21 1.8 961 549 57 109 522
コンゴ 91 114 41 3.3 44 37 57 28 28 31 18 30 6 21 14 1.7 7,520 3,344 44 1,012 2,778
クック諸島 24 19 14 -0.2 14 13 20 12 13 10 7 5 3 10 7 2.0 3 1 33 0 1
コスタリカ 17 13 10 -1.9 11 10 14 9 9 8 7 3 2 5 4 0.6 553 374 68 112 235
コートジボワール 153 141 67 3.1 74 60 101 47 48 41 28 28 16 29 23 1.0 65,790 28,104 43 13,224 23,077
クロアチア 13 8 5 0.9 5 4 11 4 8 6 3 3 1 5 3 2.6 149 88 59 49 89
キューバ 13 9 8 -3.8 9 7 11 7 7 4 4 4 2 11 9 0.9 806 398 49 263 871
キプロス 11 7 4 -2.5 4 3 10 3 6 4 2 2 1 4 3 1.7 52 28 54 13 42
チェコ 12 5 3 2.7 3 2 10 2 7 3 1 2 1 3 3 0.6 249 120 48 98 231
朝鮮民主主義
人民共和国 41 100 18 2.1 20 16 32 15 21 37 10 8 4 16 8 2.9 6,196 3,295 53 1,310 2,828

コンゴ民主共和国 185 159 73 3.3 79 68 102 44 42 38 25 37 18 40 26 1.9 306,481 110,646 36 55,218 116,021
デンマーク 9 6 3 2.2 4 3 7 3 4 3 2 2 1 3 2 1.8 200 101 51 39 114
ジブチ 116 99 50 3.2 55 46 88 44 49 43 28 26 12 41 30 1.4 1,198 674 56 264 734
ドミニカ 19 19 35 -2.4 38 33 15 33 11 13 31 4 2 11 13 -0.5 26 23 88 1 9
ドミニカ共和国 59 40 31 1.3 34 29 48 28 24 23 22 7 3 15 10 1.7 6,396 4,417 69 600 2,076
エクアドル 54 30 13 2.0 15 11 43 11 22 14 7 7 3 17 9 2.6 3,581 1,919 54 1,056 2,554
エジプト 86 47 18 3.5 19 16 67 16 33 22 9 11 4 17 8 3.0 41,799 22,248 53 8,925 20,448
エルサルバドル 59 32 10 4.2 11 9 47 9 23 15 4 6 4 20 8 3.9 1,041 439 42 404 815
赤道ギニア 179 156 71 3.5 76 65 119 49 50 46 27 35 14 23 18 1.2 3,801 1,490 39 638 992
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表２ 子どもの死亡率に関する指標

国・地域

5歳未満児死亡率
5歳未満児
死亡率の
年間減少率

5歳未満児
死亡率
2023

乳児
死亡率 新生児死亡率 5～ 14歳の

死亡率 死産率 死産率の
年間減少率

5歳未満児
の年間
死亡数

新生児
死亡数

5歳未満児
の全死亡数
における
新生児
死亡数の
割合

5～ 14歳児
の死亡数 死産数

1990 2000 2023 2010-2023 Male Female 1990 2023 1990 2000 2023 1990 2023 2000 2023 2000-
2023 2023 2023 2023 2023 2023

エリトリア 154 85 35 3.3 40 31 80 26 35 27 16 42 6 23 15 1.8 3,439 1,623 47 569 1,528
エストニア 18 11 2 5.1 2 2 14 2 10 5 1 5 1 5 2 4.0 25 11 44 16 21
エスワティニ 68 109 45 3.3 49 40 57 44 22 26 24 11 12 16 14 0.8 1,333 725 54 320 410
エチオピア 202 140 46 4.2 52 40 127 36 60 48 27 72 7 47 30 2.0 187,237 112,319 60 21,334 125,714
フィジー 29 23 29 -4.1 32 26 21 24 13 10 15 12 5 11 7 1.7 488 248 51 86 123
フィンランド 7 4 2 1.0 2 2 6 2 4 2 1 2 1 3 2 1.3 102 58 57 45 87
フランス 9 5 4 -0.5 5 4 7 3 4 3 3 2 1 5 3 2.0 2,899 1,759 61 605 1,976
ガボン 85 74 33 3.6 37 29 59 26 28 27 17 18 11 18 13 1.5 2,273 1,152 51 626 901
ガンビア 166 113 44 3.7 49 39 99 34 50 40 24 32 9 25 18 1.2 3,556 1,943 55 653 1,546
ジョージア 47 36 9 1.7 10 8 38 8 25 23 5 3 2 15 5 4.8 409 233 57 87 220
ドイツ 9 5 4 0.9 4 3 7 3 3 3 2 2 1 3 3 0.0 2,675 1,642 61 656 2,137
ガーナ 127 100 37 4.4 41 33 73 28 42 36 21 24 10 29 19 1.8 32,579 18,856 58 8,212 17,584
ギリシャ 10 6 4 1.7 4 3 9 3 7 4 2 2 1 5 3 1.8 282 167 59 69 220
グレナダ 22 16 18 -0.5 20 17 18 17 12 8 12 4 4 10 9 0.2 25 17 68 8 13
グアテマラ 80 52 21 3.5 24 19 61 18 28 21 10 13 3 20 12 2.2 8,055 3,771 47 1,343 4,701
ギニア 233 165 95 2.3 102 88 134 62 62 46 30 43 17 29 23 1.0 45,350 14,778 33 6,476 11,338
ギニアビサウ 222 174 69 3.5 75 63 123 43 63 55 33 44 12 52 29 2.5 4,404 2,111 48 661 1,941
ガイアナ 61 47 26 3.1 29 22 53 24 31 27 16 5 3 17 12 1.5 434 262 60 55 210
ハイチ 145 103 55 3.0 60 50 98 40 39 30 23 27 9 25 18 1.5 14,233 6,027 42 2,278 4,681
バチカン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 58 37 16 3.5 17 14 44 13 22 18 9 9 5 14 8 2.4 3,605 2,063 57 1,015 1,886
ハンガリー 17 10 4 3.6 4 3 15 3 11 6 2 3 1 4 4 0.8 336 180 54 88 302
アイスランド 6 4 3 0.2 3 2 5 2 3 2 1 2 0 3 2 1.3 11 6 55 2 9
インド 127 92 28 5.6 28 28 84 24 57 45 17 21 4 30 12 4.0 643,970 401,499 62 89,268 277,471
インドネシア 84 52 21 3.6 23 18 64 17 31 23 11 13 4 15 8 2.6 92,839 47,186 51 21,364 37,644
イラン 58 36 12 3.5 12 11 49 11 25 20 7 14 3 11 5 3.2 13,987 8,689 62 4,648 6,397
イラク 80 44 23 3.3 25 20 55 21 27 24 13 23 5 15 11 1.3 25,947 14,901 57 5,313 12,712
アイルランド 9 7 4 -0.5 4 4 8 3 5 4 3 2 1 5 2 3.3 205 134 65 43 126
イスラエル 12 7 3 1.8 4 3 10 3 6 4 2 2 1 4 3 1.7 588 300 51 139 490
イタリア 10 6 3 3.0 3 3 8 2 6 3 2 2 1 3 3 0.4 1,089 625 57 398 986
ジャマイカ 28 21 19 -0.4 22 17 25 18 19 16 15 4 3 18 14 1.2 643 480 75 130 459
日本 6 5 2 1.9 2 2 5 2 3 2 1 2 1 3 2 1.9 1,858 604 33 785 1,243
ヨルダン 35 26 13 2.8 14 12 31 12 20 15 8 5 1 13 7 2.4 3,108 1,782 57 166 1,716
カザフスタン 52 42 10 2.6 11 8 45 8 23 24 4 6 3 14 4 5.2 4,019 1,758 44 1,008 1,765
ケニア 101 96 40 2.2 44 36 67 35 27 27 22 16 5 21 16 1.2 59,036 32,251 55 6,311 24,798
キリバス 91 66 55 0.8 60 50 69 40 34 27 22 15 10 12 9 1.5 188 77 41 31 30
コソボ - - - 5.6 - - - - - - - - - - - 3.9 - - 74 - -
クウェート 17 13 9 0.5 10 8 15 8 10 7 5 5 2 7 5 1.1 428 238 56 111 258
キルギス 65 51 17 3.4 19 15 57 15 24 21 11 6 3 11 6 2.4 2,572 1,633 63 434 950
ラオス 154 108 39 3.9 43 34 113 35 47 38 20 40 6 27 14 2.7 6,350 3,265 51 958 2,373
ラトビア 17 14 3 6.7 3 3 13 3 8 7 2 5 1 6 3 2.8 46 21 46 21 45
レバノン 32 20 18 -4.5 20 17 28 16 20 12 11 6 4 12 9 1.0 1,723 1,038 60 428 890
レソト 85 109 59 3.0 65 53 74 55 39 37 29 16 8 36 23 2.0 3,260 1,601 49 446 1,292
リベリア 268 192 73 2.7 79 66 170 53 61 49 30 31 16 37 24 1.8 12,129 5,038 42 2,262 4,210
リビア 42 28 31 -10.5 32 30 32 16 21 15 6 7 24 12 7 2.2 3,974 711 18 3,332 871
リヒテン
シュタイン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

リトアニア 15 11 3 4.9 4 3 12 3 8 5 2 4 1 5 3 2.7 75 42 56 34 55
ルクセンブルク 9 5 2 1.2 3 2 7 2 4 2 2 2 0 4 3 0.4 16 11 69 4 23
マダガスカル 155 105 65 0.2 70 59 91 44 39 31 24 36 18 22 18 0.8 63,429 23,855 38 14,269 18,792
マラウイ 243 173 38 4.9 43 34 133 29 50 39 19 37 11 21 16 1.3 24,893 12,460 50 6,370 10,641
マレーシア 17 10 8 0.1 9 7 13 7 8 5 4 5 1 5 5 -0.1 3,523 1,776 50 792 2,116
モルディブ 86 39 6 6.8 6 5 72 5 42 22 4 9 1 13 5 4.2 34 22 65 12 30
マリ 231 188 91 3.0 96 86 124 58 67 51 32 39 19 38 23 2.2 83,597 30,771 37 13,720 22,144
マルタ 11 8 5 2.3 6 5 10 5 8 5 4 1 1 4 3 1.4 23 15 65 4 12
マーシャル諸島 48 42 28 2.9 31 25 37 24 19 19 13 9 6 15 10 1.8 25 11 44 6 8
モーリタニア 115 98 38 3.2 42 34 73 31 44 39 21 20 7 28 17 2.2 6,402 3,710 58 952 2,964
モーリシャス 23 19 15 -0.4 17 14 20 14 15 12 9 3 2 13 9 1.5 183 106 58 24 106
メキシコ 45 28 12 3.3 14 11 38 11 22 14 8 5 3 9 6 1.7 25,584 15,479 61 5,747 13,029
ミクロネシア連邦 49 39 23 3.2 26 20 42 21 24 20 12 9 5 16 11 1.6 58 31 53 12 29
モナコ 8 5 3 3.1 3 2 6 2 4 3 1 2 1 3 1 4.0 1 1 100 0 0
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表２ 子どもの死亡率に関する指標

国・地域

5歳未満児死亡率
5歳未満児
死亡率の
年間減少率

5歳未満児
死亡率
2023

乳児
死亡率 新生児死亡率 5～ 14歳の

死亡率 死産率 死産率の
年間減少率

5歳未満児
の年間
死亡数

新生児
死亡数

5歳未満児
の全死亡数
における
新生児
死亡数の
割合

5～ 14歳児
の死亡数 死産数

1990 2000 2023 2010-2023 Male Female 1990 2023 1990 2000 2023 1990 2023 2000 2023 2000-
2023 2023 2023 2023 2023 2023

モンゴル 106 63 14 4.4 15 12 73 11 29 23 7 11 3 13 4 4.6 915 484 53 249 285
モンテネグロ 16 14 3 5.8 3 2 15 2 11 8 1 3 1 5 4 1.3 18 7 39 8 27
モントセラト 20 14 6 3.3 6 7 19 6 11 7 3 4 2 17 9 2.8 0 0 0 0 0
モロッコ 81 52 17 4.3 18 15 65 15 37 28 10 9 3 22 12 2.4 10,483 6,413 61 1,893 7,832
モザンビーク 233 163 62 2.5 66 57 147 45 60 44 25 60 8 27 18 1.7 75,675 32,015 42 8,086 23,459
ミャンマー 115 89 39 3.5 43 35 91 34 48 38 21 29 4 18 13 1.4 35,008 18,611 53 3,453 11,739
ナミビア 74 78 41 3.8 45 37 56 38 29 21 24 14 7 18 16 0.4 3,085 1,848 60 488 1,264
ナウル 67 41 9 8.5 10 8 59 8 32 24 5 12 2 11 5 3.0 3 1 33 0 2
ネパール 139 79 26 4.6 28 24 101 23 58 40 17 26 4 33 14 3.9 15,282 9,523 62 2,526 7,861
オランダ 8 6 4 0.4 4 4 7 3 5 4 3 2 1 5 2 3.8 675 437 65 146 362
ニュージーランド 11 7 5 2.2 5 4 9 4 4 4 3 3 1 4 3 1.3 276 160 58 67 164
ニカラグア 67 39 13 4.1 15 12 51 11 23 17 7 7 3 15 10 1.9 1,780 1,112 62 418 1,267
ニジェール 332 228 115 1.2 118 111 147 67 55 44 34 63 30 30 21 1.4 119,782 36,965 31 23,624 24,013
ナイジェリア 210 182 105 2.3 110 99 106 60 50 46 34 38 18 31 24 1.1 768,479 252,871 33 114,204 183,749
ニウエ 26 33 24 3.1 27 22 22 23 14 18 13 5 5 13 9 1.5 1 0 0 0 0
北マケドニア 37 16 3 15.5 3 3 33 3 18 9 1 3 1 11 4 4.8 59 24 41 27 61
ノルウェー 9 5 2 1.7 3 2 7 2 4 3 1 2 1 4 2 2.6 122 68 56 44 104
オマーン 39 16 10 0.9 11 9 31 8 18 7 5 8 2 7 5 1.7 851 399 47 203 434
パキスタン 140 108 58 3.2 63 54 113 50 64 57 38 14 7 42 28 1.9 397,325 258,588 65 43,619 195,007
パラオ 35 26 22 -0.5 25 20 30 19 19 14 12 7 5 11 8 1.1 4 2 50 0 2
パナマ 30 26 13 3.2 14 12 24 11 16 12 7 5 3 8 7 0.8 952 472 50 245 477
パプアニュー
ギニア 85 72 40 3.1 44 37 65 32 32 30 21 14 8 25 19 1.2 10,262 5,236 51 1,788 5,002

パラグアイ 46 34 17 3.3 19 15 38 15 22 18 9 5 2 18 9 2.9 2,332 1,242 53 282 1,245
ペルー 80 38 16 1.3 17 14 60 14 28 16 8 9 3 13 6 3.1 8,536 4,188 49 1,553 3,523
フィリピン 56 37 27 0.4 30 24 39 22 19 17 14 9 4 15 12 1.1 49,616 25,699 52 10,135 21,734
ポーランド 17 9 4 1.5 5 4 15 4 11 6 2 3 1 4 2 2.6 1,393 749 54 458 750
ポルトガル 15 7 3 1.7 3 3 12 3 7 3 2 4 1 4 2 2.7 269 138 51 81 188
カタール 21 12 6 3.3 6 6 17 5 11 7 4 4 1 7 3 3.7 175 110 63 44 83
韓国 16 8 3 3.0 3 2 12 2 7 3 1 4 1 3 2 2.7 694 278 40 363 400
モルドバ 33 31 15 0.7 16 13 29 13 18 20 11 5 2 15 8 2.8 482 355 74 95 254
ルーマニア 31 22 7 4.1 7 6 25 5 16 10 3 5 1 6 3 2.4 1,230 613 50 294 638
ロシア連邦 22 19 4 7.6 5 4 17 4 11 9 2 5 2 7 3 3.2 6,036 2,230 37 2,911 4,120
ルワンダ 151 185 40 2.2 44 36 86 30 41 43 18 60 5 26 16 2.1 15,705 7,168 46 1,609 6,505
セント
クリストファー・
ネービス

30 24 16 2.2 18 15 25 14 19 15 10 5 3 10 8 1.2 9 6 67 1 4

セントルシア 21 18 16 1.4 17 14 17 14 12 11 10 4 2 15 10 1.5 32 20 63 6 21
セント
ビンセント・
グレナディーン

24 22 11 5.8 12 10 20 10 13 13 6 4 4 11 10 0.2 13 7 54 7 13

サモア 30 21 16 2.1 17 14 23 13 13 9 6 5 2 11 8 1.2 88 34 39 12 47
サンマリノ 13 5 1 4.4 2 1 11 1 7 3 1 3 0 4 2 2.4 0 0 0 0 0
サントメ・
プリンシペ 108 82 14 6.3 15 13 65 9 26 22 7 21 3 15 9 2.1 89 44 49 18 60

サウジアラビア 44 22 6 4.8 6 6 41 5 22 12 3 8 2 8 4 2.9 3,201 1,614 50 818 2,211
セネガル 137 129 39 3.9 43 34 73 30 40 38 22 33 9 28 18 1.9 19,997 11,862 59 3,919 9,764
セルビア 28 13 5 2.4 6 5 25 4 18 8 3 3 1 5 5 0.6 319 190 60 83 274
セーシェル 16 14 14 0.3 15 13 13 13 11 9 9 4 2 9 7 0.8 25 15 60 4 13
シエラレオネ 259 224 94 4.7 100 88 135 56 52 48 29 43 23 36 20 2.6 23,993 7,569 32 4,946 5,340
シンガポール 8 4 2 3.4 2 2 6 2 4 2 1 2 1 3 2 2.1 96 43 45 38 87
スロバキア 15 10 6 0.3 7 5 13 5 9 5 3 3 1 4 3 0.6 323 159 49 72 182
スロベニア 10 5 2 2.0 2 2 9 2 6 3 1 2 1 4 3 1.6 41 23 56 14 45
ソロモン諸島 38 31 21 2.4 22 19 28 17 15 13 8 7 4 15 11 1.4 437 179 41 86 240
ソマリア 180 172 104 3.1 110 98 107 68 46 45 35 39 23 41 35 0.8 78,874 27,511 35 12,396 28,523
南アフリカ 58 71 35 1.2 37 32 53 24 21 14 12 7 6 21 19 0.4 40,976 13,830 34 6,016 22,638
南スーダン 303 183 99 10.9 104 93 157 73 65 56 40 157 22 39 28 1.5 31,441 13,196 42 6,778 9,335
スペイン 9 5 3 0.8 3 3 7 3 5 3 2 2 1 3 2 2.2 1,059 572 54 368 664
スリランカ 23 16 6 4.5 7 5 18 5 14 10 4 7 1 11 6 2.5 1,989 1,331 67 461 1,932
パレスチナ 45 30 26 -4.6 27 25 39 14 23 17 9 5 28 14 9 2.0 3,856 1,274 33 3,869 1,349
スーダン 132 103 50 3.1 55 45 84 39 43 37 25 26 7 27 22 1.1 82,559 41,690 50 8,909 36,973
スリナム 45 31 16 2.9 18 14 37 15 21 17 10 4 3 12 10 0.8 176 108 61 37 113
スウェーデン 7 4 2 1.8 3 2 6 2 4 2 1 1 1 4 2 1.8 256 138 54 86 243
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表２ 子どもの死亡率に関する指標

国・地域

5歳未満児死亡率
5歳未満児
死亡率の
年間減少率

5歳未満児
死亡率
2023

乳児
死亡率 新生児死亡率 5～ 14歳の

死亡率 死産率 死産率の
年間減少率

5歳未満児
の年間
死亡数

新生児
死亡数

5歳未満児
の全死亡数
における
新生児
死亡数の
割合

5～ 14歳児
の死亡数 死産数

1990 2000 2023 2010-2023 Male Female 1990 2023 1990 2000 2023 1990 2023 2000 2023 2000-
2023 2023 2023 2023 2023 2023

スイス 8 6 4 1.0 4 4 7 3 4 3 3 2 1 3 2 0.8 328 236 72 62 193
シリア 37 23 21 7.3 23 18 32 19 17 12 10 9 7 14 12 0.8 10,134 5,209 51 3,314 6,160
タジキスタン 99 80 27 1.3 31 24 76 23 31 28 13 6 2 16 8 3.1 7,457 3,434 46 463 2,187
タイ 37 22 9 3.2 10 8 31 8 21 12 5 7 4 7 4 2.3 5,526 3,077 56 3,284 2,341
東ティモール 225 111 50 2.4 54 46 164 36 58 39 22 45 9 27 15 2.5 1,526 679 44 298 460
トーゴ 147 120 58 3.2 63 54 85 36 44 37 23 33 10 29 20 1.7 16,559 6,685 40 2,504 5,799
トケラウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
トンガ 22 17 10 2.3 11 9 18 8 10 7 4 3 2 10 7 1.5 24 10 42 5 17
トリニダード・
トバゴ 33 29 19 2.1 21 17 30 17 22 20 13 4 2 12 9 1.2 311 207 67 44 148

チュニジア 55 29 13 4.3 14 12 37 11 27 17 8 7 3 15 9 2.0 2,221 1,403 63 602 1,555
トルコ 74 37 13 0.5 13 12 61 9 32 19 5 8 6 12 4 4.4 14,251 5,207 37 8,686 4,735
トルクメニスタン 79 70 40 0.9 45 35 69 31 27 30 23 6 4 11 7 1.6 6,483 3,659 56 568 1,201
タークス・
カイコス諸島 19 11 6 2.5 6 5 14 4 10 6 3 3 1 10 6 2.2 3 1 33 0 3

ツバル 54 43 20 3.4 22 18 45 17 29 25 9 10 4 15 9 2.4 5 2 40 0 2
ウガンダ 183 146 39 4.5 43 35 107 28 39 32 18 28 12 24 15 2.3 65,043 30,558 47 16,474 25,286
ウクライナ 19 18 8 2.0 9 7 18 8 12 11 5 4 2 7 5 1.7 1,823 1,000 55 780 1,028
アラブ首長国連邦 15 11 5 5.3 5 5 12 4 8 6 2 3 1 8 4 3.3 496 258 52 150 409
英国 9 7 4 0.0 5 4 8 4 4 4 3 2 1 4 2 2.6 3,073 1,846 60 558 1,711
タンザニア 167 128 39 4.3 43 35 105 30 40 33 21 27 12 27 19 1.4 89,057 48,216 54 22,086 46,196
米国 11 8 6 0.5 7 6 9 5 6 5 3 2 1 3 3 0.9 23,989 12,320 51 6,171 9,830
ウルグアイ 24 17 7 3.6 7 6 21 6 12 8 4 3 2 7 4 2.4 226 137 61 71 141
ウズベキスタン 70 61 13 5.0 15 12 60 13 31 28 8 7 5 13 7 2.7 12,382 7,184 58 3,357 6,690
バヌアツ 36 27 17 1.3 18 16 28 14 20 14 9 7 4 14 11 1.0 150 78 52 30 104
ベネズエラ 30 22 24 -2.9 26 22 24 21 13 11 15 4 3 12 10 0.5 10,365 6,414 62 1,722 4,459
ベトナム 52 30 20 1.1 24 16 37 14 24 15 10 10 3 12 7 2.7 28,553 14,239 50 4,322 9,091
イエメン 125 93 39 2.8 43 36 97 35 43 37 21 17 8 28 21 1.3 53,148 29,609 56 8,148 29,458
ザンビア 181 153 45 4.0 49 41 102 31 36 34 22 26 9 22 14 2.0 29,963 15,062 50 5,193 9,765
ジンバブエ 80 98 44 3.8 49 39 53 41 24 25 22 13 11 23 19 0.7 21,755 11,110 51 4,856 9,833

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 57 40 14 1.9 16 13 45 12 28 20 7 9 3 14 7 3.2 316,403 155,517 49 81,848 145,541

ヨーロッパ・
中央アジア 31 21 8 2.2 9 7 26 7 14 10 4 4 2 7 4 2.6 78,123 39,717 51 23,990 37,881

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 47 35 12 2.2 13 10 39 9 20 17 6 6 3 10 5 3.1 61,653 30,061 49 19,803 26,563

　西ヨーロッパ 10 6 4 0.9 4 3 9 3 5 3 2 2 1 4 3 1.7 16,470 9,656 59 4,187 11,318
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 55 33 16 1.9 17 14 44 14 23 16 9 6 3 11 7 1.8 148,654 80,663 54 29,329 69,258

中東・北アフリカ 69 44 20 2.4 22 18 54 18 28 22 11 12 4 16 10 2.0 196,585 110,179 56 44,971 101,427
北アメリカ 11 8 6 0.5 7 6 9 5 6 5 3 2 1 3 3 0.9 25,797 13,529 52 6,586 10,846
南アジア 130 93 35 4.4 36 34 90 30 59 46 22 20 4 33 16 3.0 1,244,867 784,055 63 156,511 597,305
サハラ以南の
アフリカ 179 150 68 3.2 73 63 102 44 45 40 26 37 14 31 22 1.5 2,766,191 1,100,355 40 460,108 948,812

　東部・南部
　アフリカ 163 133 50 3.8 54 45 101 37 43 37 23 38 10 30 21 1.6 989,460 474,039 48 165,523 441,641

　西部・中部
　アフリカ 196 167 86 2.8 91 80 104 52 48 43 29 37 17 33 23 1.5 1,776,731 626,316 35 294,585 507,171

後発開発途上国
（LDC） 176 134 57 3.4 61 52 108 40 52 42 25 37 11 34 22 1.9 2,014,364 894,413 44 329,035 818,509

世界 94 77 37 2.2 39 34 64 27 37 31 17 15 6 23 14 2.0 4,776,620 2,284,015 48 803,345 1,911,070

注
－ データなし

指標の定義
5歳未満児死亡率－出生から5歳に達する日までに死亡する確率。 出生
数1,000人当たりで表される。

5歳未満児死亡率の年間減少率 －ARR=100*（ln（U5MRt2/U5MRt1）/
（t1-t2））で定義される5歳未満児死亡率（U5MR）の年間減少率で、
t1=2015年、t2=2023年とする。
乳児死亡率－出生から1歳に達する日までに死亡する確率。出生数1,000
人当たりで表される。
新生児死亡率－生後28日以内に死亡する確率。出生数1,000人当たりで
表される。
死亡率（5～14歳）－5～14歳で死亡する確率。5歳児1,000人当たりで
表される。
5歳未満児死亡数－5歳未満児の死亡数

新生児死亡数－生後28日以内の死亡数
5歳未満児の全死亡数における新生児死亡数の割合－5歳未満児の死亡数
のうち、生後28日以内の死亡数の割合
5～14歳児の死亡数－5歳から14歳までの死亡数
死産率－死産率（SBR）は、妊娠28週以上で生命の兆候がない状態で生ま
れた、総出生数1,000人当たりの赤ちゃんの数と定義されている。
死産率の年間減少率 －ARR=100*（ln（SBRt2/SBRt1）/（t1-t2）） で定義
される死産率（SBR）の年間減少率で、t1=2000年、t2=2023年とする。
死産－死産の数

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か <https://data.unicef.org/regionalclassifi cations> を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。



子どもの貧困をなくすために　私たちが共有する使命 45

データの主な出典
「子どもの死亡率推計に関する機関間グループ（UN IGME）」（ユニセフ、
世界保健機関、国連経済社会局（DESA）人口部および世界銀行グループ）。
最終更新：2025年
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表3 母親と新生児の健康指標

国・地域

平均余命：
女性（歳）
2023

ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ

2021
リプロダクティブ・
ヘルス、妊産婦、
新生児、子どもの
保健に関する
支援カバー率の
副次的指標

近代的手法で
家族計画を

実施した割合（％）
2017‒2023（R）

出産前ケア（％）
2018‒2024（R）

出産時ケア（％）
2018‒2024（R）

生後・産後健診（％）
2018‒2024（R）

妊産婦死亡率
2023（C）

1回以上の
訪問

4回以上の
訪問

専門技能者が
付き添う出産

施設での
出産 帝王切開 新生児 母親 妊産婦

死亡数
妊産婦
死亡率

妊産婦の
生涯の

死亡リスク
（X分の1）

アフガニスタン 68 47 42 x 76 33 68 66 6 34 36 7,646 521 40
アルバニア 82 48 6 88 78 100 99 31 86 88 2 7 10,999
アルジェリア 78 68 66 95 70 99 99 25 92 88 566 62 633
アンドラ 86 89 - - - 100 x - - - - 0 11 10,866
アンゴラ 67 45 30 x 82 x 61 x 50 x 46 x 4 x 21 x 23 x 2,531 183 106
アンギラ 83 - - - - 100 - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ 80 86 - 100 x 100 x 99 - - - - 0 35 2,108

アルゼンチン 80 86 80 95 90 99 100 47 98 97 167 33 2,189
アルメニア 80 77 40 x 100 x 96 x 100 x 99 x 18 x 98 x 97 x 7 19 3,556
オーストラリア 86 91 - 98 x 92 x 99 99 x 31 x - - 7 2 28,182
オーストリア 84 91 - - - 98 99 x 24 x - - 5 6 13,905
アゼルバイジャン 77 51 22 x 99 91 100 100 47 - 88 22 18 3,910
バハマ 78 80 - 98 x 85 x 99 - - - - 3 76 1,075
バーレーン 82 84 - 100 x 100 x 98 98 x - - - 3 17 3,315
バングラデシュ 77 59 74 88 38 70 65 45 56 55 4,018 115 381
バルバドス 79 83 70 x 93 x 88 x 98 100 x 21 x 98 x 97 x 1 35 1,993
ベラルーシ 79 90 66 100 100 100 100 31 100 99 1 1 96,213
ベルギー 84 94 - - - - - 18 x - - 4 4 21,405
ベリーズ 77 78 65 x 97 x 93 x 95 96 x 34 x 96 x 96 x 5 67 733
ベナン 62 43 37 78 53 81 91 6 77 76 2,478 518 44
ブータン 75 83 85 x 98 x 87 99 79 12 x 30 x 41 x 5 47 1,459
ボリビア 71 72 50 x 96 x 86 x 72 80 33 - 56 x 381 146 271
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 81 64 22 x 87 x 84 x 100 100 x 14 x - - 2 6 14,753

ボツワナ 72 54 82 x 94 x 73 x 100 100 x - - - 95 155 225
ブラジル 79 73 89 x 97 x 94 98 99 56 - - 1,741 67 1,037
英領バージン諸島 80 - - - - - - - - - - - -
ブルネイ 78 89 - 99 x 93 x 100 100 x - - - 2 36 1,695
ブルガリア 79 83 - - - 94 100 47 - - 4 6 13,799
ブルキナファソ 63 60 64 98 72 96 94 7 78 79 1,762 242 102
ブルンジ 66 59 40 x 99 x 49 x 75 84 x 4 x 49 x 51 x 1,807 392 57
カーボベルデ 79 76 73 x 99 86 97 97 24 91 87 3 40 1,650
カンボジア 73 74 60 99 86 99 98 18 77 84 497 137 295
カメルーン 66 48 45 89 65 69 67 4 60 59 2,472 258 89
カナダ 85 94 - 100 x 99 x 98 98 x 26 x - - 42 12 6,911
中央アフリカ
共和国 60 38 28 52 41 40 58 2 59 57 1,652 692 24

チャド 57 29 18 55 x 31 x 47 27 1 27 26 6,123 748 24
チリ 83 91 - - - 100 100 x 50 x - - 17 10 9,268
中国 81 92 97 x 99 93 100 x 100 41 x - - 1,446 16 7,580
コロンビア 81 80 87 x 97 x 90 x 98 97 x 43 x - - 419 59 1,085
コモロ 69 50 17 95 64 97 95 18 91 91 44 179 151
コンゴ 68 52 43 x 94 x 79 x 94 x 92 x 5 x 86 x 80 x 457 241 104
クック諸島 79 84 - 100 x - 100 x 100 x - - - 0 0 550,710
コスタリカ 84 89 81 98 94 99 98 28 97 92 13 24 3,404
コートジボワール 64 51 52 95 56 84 81 9 72 74 3,579 359 67
クロアチア 82 83 - 98 97 100 - 24 - - 1 3 27,841
キューバ 81 89 87 99 79 100 100 31 100 100 33 35 2,473
キプロス 84 84 - 99 x - 100 97 x - - - 2 14 5,525
チェコ 83 93 86 x - - 100 x 100 x 20 x - - 3 3 31,604
朝鮮民主主義
人民共和国 76 73 90 100 x 94 x 100 x 92 x 13 x 99 x 98 x 229 67 933

コンゴ民主共和国 64 43 33 82 43 85 82 5 57 50 18,661 427 41
デンマーク 84 94 - - - 96 - 21 x - - 2 4 20,033
ジブチ 69 52 - 88 x 23 x 87 x 87 x 11 x - - 39 162 265
ドミニカ 75 79 - 100 x - 100 - - - - 0 36 2,052
ドミニカ共和国 77 86 77 98 93 99 98 63 94 90 253 124 369
エクアドル 80 79 83 84 x 89 96 96 48 - - 150 55 1,022
エジプト 74 81 80 x 97 90 97 95 72 77 79 408 17 2,223
エルサルバドル 77 80 73 96 x 90 x 98 98 x 32 x 95 93 39 39 1,455
赤道ギニア 66 49 21 x 91 x 67 x 68 x 67 x 7 x - - 95 174 140
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表3 母親と新生児の健康指標

国・地域

平均余命：
女性（歳）
2023

ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ

2021
リプロダクティブ・
ヘルス、妊産婦、
新生児、子どもの
保健に関する
支援カバー率の
副次的指標

近代的手法で
家族計画を

実施した割合（％）
2017‒2023（R）

出産前ケア（％）
2018‒2024（R）

出産時ケア（％）
2018‒2024（R）

生後・産後健診（％）
2018‒2024（R）

妊産婦死亡率
2023（C）

1回以上の
訪問

4回以上の
訪問

専門技能者が
付き添う出産

施設での
出産 帝王切開 新生児 母親 妊産婦

死亡数
妊産婦
死亡率

妊産婦の
生涯の

死亡リスク
（X分の1）

エリトリア 71 52 21 x 89 x 57 x 34 x 34 x 3 x - 5 x 289 291 94
エストニア 83 90 74 x - 97 x 99 99 - - - 1 5 17,634
エスワティニ 67 73 74 99 74 93 93 17 90 88 x 35 118 304
エチオピア 71 48 61 74 43 50 48 5 35 34 8,004 195 126
フィジー 70 79 51 98 89 100 100 20 99 94 5 30 1,546
フィンランド 85 93 - 100 x - 100 100 x 16 x - - 3 8 11,064
フランス 86 95 96 x 100 x 99 x 98 98 x 21 x - - 47 7 9,984
ガボン 71 64 37 97 78 95 95 9 78 73 160 233 120
ガンビア 68 64 41 98 79 84 84 4 83 88 291 354 72
ジョージア 79 71 51 98 x 84 100 99 41 - - 9 20 3,332
ドイツ 84 92 - 100 x 99 x 96 99 x 29 x - - 26 4 21,635
ガーナ 68 69 49 98 88 88 86 21 87 87 2,083 234 133
ギリシャ 85 86 - - - 100 - - - - 4 5 20,207
グレナダ 79 75 - 100 x - 100 - - - - 1 48 1,450
グアテマラ 75 71 66 x 91 x 86 x 70 x 65 x 26 x 8 x 78 x 354 94 436
ギニア 62 50 38 86 58 55 53 3 43 49 2,409 494 47
ギニアビサウ 67 60 60 97 81 54 50 3 57 53 327 505 53
ガイアナ 74 79 47 89 85 98 98 22 95 94 13 75 554
ハイチ 69 49 45 x 91 x 67 x 42 x 39 x 5 x 38 x 31 x 846 328 118
バチカン - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 76 79 79 96 88 94 92 25 94 92 109 47 830
ハンガリー 80 90 - - - 100 x - 31 x - - 10 12 7,233
アイスランド 85 92 - - - 97 - 17 x - - 0 3 22,431
インド 74 68 74 85 58 89 89 22 82 61 18,688 80 645
インドネシア 73 78 77 98 x 77 x 97 79 x 17 x 76 x 87 x 6,298 141 377
イラン 80 86 69 x 94 x 93 x 99 96 x 50 x - - 186 16 4,179
イラク 74 61 54 88 68 96 87 33 78 83 765 66 465
アイルランド 85 92 - 100 x - 100 100 x 25 x - - 2 4 20,079
イスラエル 85 89 - - - 100 - - - - 4 2 15,889
イタリア 86 86 - 99 x 68 x 99 100 x 40 x - - 25 6 16,327
ジャマイカ 74 86 79 99 84 100 100 21 - - 43 130 600
日本 88 85 - - - 100 100 x - - - 23 3 35,149
ヨルダン 80 70 54 97 93 100 99 43 87 83 73 31 1,263
カザフスタン 79 86 73 99 x 95 x 100 99 x 15 x 99 x 98 x 39 10 3,955
ケニア 66 74 79 98 66 89 88 17 83 78 5,682 379 82
キリバス 68 71 53 89 67 92 86 9 91 86 3 80 403
コソボ 80 - 13 100 94 - 99 31 98 91 - - -
クウェート 82 81 - 100 x - 99 99 x - - - 4 8 9,387
キルギス 75 76 65 98 94 100 100 11 8 9 63 42 881
ラオス 72 60 72 90 72 80 78 7 64 64 183 112 356
ラトビア 81 88 - 92 x - 98 98 x - - - 3 19 4,958
レバノン 80 71 - 96 x - 98 x 100 x - - - 14 15 3,293
レソト 60 75 83 93 82 89 91 24 82 84 266 478 78
リベリア 64 62 48 98 84 84 80 5 76 80 1,068 628 40
リビア 73 66 24 x 93 x 66 x 100 x 100 x - - - 74 60 856
リヒテン
シュタイン 85 - - - - - - - - - - - -

リトアニア 81 86 - 100 x - 100 - - - - 2 8 12,355
ルクセンブルク 84 95 - - 97 x 100 x 100 x 29 x - - 1 12 6,508
マダガスカル 66 58 65 89 60 46 39 3 45 55 4,460 445 55
マラウイ 71 72 77 97 51 96 97 8 88 84 1,490 225 113
マレーシア 80 83 50 99 x 98 100 98 26 - - 115 26 2,546
モルディブ 83 66 29 x 99 x 82 x 100 x 95 x 40 x 82 x 80 x 2 32 1,938
マリ 62 47 41 69 51 66 81 3 54 69 3,495 367 49
マルタ 85 89 - 100 x - 100 100 x 31 - - 0 8 11,062
マーシャル諸島 70 73 81 x 81 x 77 x 92 x 85 x 9 x - - 1 155 241
モーリタニア 71 41 27 85 39 70 70 5 40 43 659 381 58
モーリシャス 78 75 42 x - - 100 98 x - - - 8 66 1,362
メキシコ 78 81 83 99 x 94 x 88 97 x 41 x 95 x 95 x 858 42 1,324
ミクロネシア連邦 71 72 - 80 x - 100 x 87 x 11 x - - 3 129 283
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表3 母親と新生児の健康指標

国・地域

平均余命：
女性（歳）
2023

ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ

2021
リプロダクティブ・
ヘルス、妊産婦、
新生児、子どもの
保健に関する
支援カバー率の
副次的指標

近代的手法で
家族計画を

実施した割合（％）
2017‒2023（R）

出産前ケア（％）
2018‒2024（R）

出産時ケア（％）
2018‒2024（R）

生後・産後健診（％）
2018‒2024（R）

妊産婦死亡率
2023（C）

1回以上の
訪問

4回以上の
訪問

専門技能者が
付き添う出産

施設での
出産 帝王切開 新生児 母親 妊産婦

死亡数
妊産婦
死亡率

妊産婦の
生涯の

死亡リスク
（X分の1）

モナコ 89 95 - - - - - - - - 0 5 10,688
モンゴル 77 82 64 99 94 100 100 28 99 97 26 41 1,018
モンテネグロ 80 65 33 97 94 99 99 24 96 86 0 6 11,578
モントセラト 79 - - - - 100 - - - - - - -
モロッコ 78 75 72 89 54 87 86 21 - - 439 70 700
モザンビーク 67 56 52 87 49 68 65 5 41 36 1,037 82 244
ミャンマー 70 56 75 x 81 x 59 x 60 x 37 x 17 x 36 x 71 x 1,669 185 281
ナミビア 72 75 80 x 97 x 63 x 88 x 87 x 14 x 20 x 69 x 107 139 225
ナウル 64 66 43 x 86 51 98 99 13 - - 1 273 117
ネパール 72 78 55 94 81 80 79 18 70 70 816 142 332
オランダ 84 93 - - - - - 14 x - - 7 4 18,117
ニュージーランド 84 87 - - - 96 97 x 23 x - - 4 7 9,363
ニカラグア 78 76 90 x 95 x 88 x 94 x 71 x 30 x - - 80 60 n 741
ニジェール 62 52 38 84 37 44 45 1 34 34 3,839 350 47
ナイジェリア 55 46 42 63 52 51 43 4 42 43 74,559 993 25
ニウエ 73 69 - 100 x - 100 x - - - - - - -
北マケドニア 80 67 30 97 96 100 99 38 99 94 1 3 29,386
ノルウェー 85 95 - - - 99 99 x 16 x - - 1 1 60,475
オマーン 82 63 40 x 99 x 74 100 99 x 19 x 98 x 95 x 11 13 3,068
パキスタン 70 63 49 91 52 68 70 23 64 69 10,669 155 177
パラオ 72 77 - 90 x 81 x 99 100 x - - - 0 89 753
パナマ 83 80 65 x 99 x 88 x 93 96 x 32 x 93 x 92 x 26 37 1,369
パプアニュー
ギニア 69 47 49 x 76 49 56 55 3 45 46 482 189 178

パラグアイ 77 80 79 x 99 x 81 91 98 51 96 x 94 x 80 58 708
ペルー 80 72 67 98 95 95 94 38 96 x 98 278 51 1,038
フィリピン 73 66 58 86 83 90 88 20 77 75 1,541 84 636
ポーランド 83 82 - - - 100 100 x 21 x - - 5 2 58,680
ポルトガル 85 92 - 100 x - 97 99 x 31 x - - 13 15 5,724
カタール 84 83 69 x 91 x 85 x 100 99 x 20 x - - 1 4 14,171
韓国 87 94 74 - 97 x 100 100 x 32 x - - 9 4 43,501
モルドバ 76 80 60 99 x 95 x 100 99 x 16 x - - 6 19 3,829
ルーマニア 80 81 47 x 72 70 98 95 x 34 x - - 21 12 6,564
ロシア連邦 79 87 72 x - - 100 99 x 13 x - - 122 9 9,237
ルワンダ 70 67 72 98 47 94 93 15 75 70 908 229 125
セント
クリストファー・
ネービス

76 83 - 100 x - 100 - - - - 0 74 1,028

セントルシア 77 79 72 x 97 x 90 x 100 100 x 19 x 100 x 90 x 1 44 1,789
セント
ビンセント・
グレナディーン

75 81 - 100 x 100 x 99 - - - - 1 56 1,142

サモア 74 64 27 94 70 89 89 8 85 83 6 101 277
サンマリノ 87 88 - - - - - - - - 0 8 15,473
サントメ・
プリンシペ 74 80 58 98 84 x 97 95 10 92 84 5 75 368

サウジアラビア 81 75 54 95 80 100 99 - 78 71 40 7 5,797
セネガル 71 59 56 97 68 94 92 12 78 83 1,263 237 112
セルビア 80 75 38 99 97 100 100 32 - - 6 11 7,628
セーシェル 77 79 - - - 100 - - - - 1 42 1,290
シエラレオネ 64 72 53 98 79 87 83 4 83 86 915 354 74
シンガポール 86 91 - - - 100 100 - - - 3 6 17,170
スロバキア 82 90 - 97 x - 97 - 24 x - - 2 4 17,767
スロベニア 85 89 - 100 x - 100 x 100 x - - - 1 3 23,989
ソロモン諸島 72 70 38 x 89 x 69 x 86 x 85 x 6 x 16 x 69 x 26 123 236
ソマリア 62 17 2 31 24 32 21 2 10 11 4,438 563 30
南アフリカ 70 76 80 x 94 x 76 x 97 x 96 x 26 x 86 x 84 x 1,395 118 409
南スーダン 61 29 6 x 62 x 31 40 12 x 1 x 7 8 2,271 692 42
スペイン 86 91 - - - 100 - 26 x - - 9 3 38,118
スリランカ 81 76 74 x 99 x 93 x 100 x 100 x 32 x - 99 x 59 18 3,132
パレスチナ 74 - 61 99 95 100 99 26 92 89 24 16 1,864
スーダン 70 51 30 x 79 x 51 x 78 x 28 x 9 x 28 x 27 x 4,301 256 91
スリナム 77 73 58 85 68 100 93 16 94 91 9 84 566



子どもの貧困をなくすために　私たちが共有する使命 49

表3 母親と新生児の健康指標

国・地域

平均余命：
女性（歳）
2023

ユニバーサル・
ヘルス・カバレッジ

2021
リプロダクティブ・
ヘルス、妊産婦、
新生児、子どもの
保健に関する
支援カバー率の
副次的指標

近代的手法で
家族計画を

実施した割合（％）
2017‒2023（R）

出産前ケア（％）
2018‒2024（R）

出産時ケア（％）
2018‒2024（R）

生後・産後健診（％）
2018‒2024（R）

妊産婦死亡率
2023（C）

1回以上の
訪問

4回以上の
訪問

専門技能者が
付き添う出産

施設での
出産 帝王切開 新生児 母親 妊産婦

死亡数
妊産婦
死亡率

妊産婦の
生涯の

死亡リスク
（X分の1）

スウェーデン 85 94 87 100 x - - - - - - 4 4 18,753
スイス 86 93 - - - - - 30 x - - 5 5 14,045
シリア 75 62 53 x 88 x 64 x 96 x 78 x 26 x - - 106 20 1,899
タジキスタン 74 69 52 81 62 98 95 5 x 90 x 92 x 38 14 2,202
タイ 81 89 87 99 88 100 100 41 - - 204 34 2,895
東ティモール 70 70 46 x 84 x 83 57 x 49 x 4 x 31 x 35 x 59 192 190
トーゴ 63 52 40 78 x 55 x 69 x 80 x 9 x 80 x 81 x 1,011 349 73
トケラウ 79 - - - - - - - - - - - -
トンガ 77 77 50 98 89 98 98 14 98 95 2 67 527
トリニダード・
トバゴ 77 82 45 93 94 99 99 30 96 x 92 x 9 54 1,437

チュニジア 79 87 69 91 79 98 98 44 95 90 60 36 1,667
トルコ 80 70 60 96 90 97 99 52 68 79 157 15 4,620
トルクメニスタン 73 78 80 100 98 100 100 8 100 x 100 x 7 5 8,411
タークス・
カイコス諸島 80 - 61 97 93 100 97 55 99 95 - - -

ツバル 71 65 46 94 60 100 99 20 97 89 0 170 185
ウガンダ 71 68 62 99 68 88 86 14 62 58 2,917 170 127
ウクライナ 79 82 68 x 99 x 87 x 100 x 99 x 12 x 99 x 96 x 32 15 9,109
アラブ首長国連邦 84 84 - 100 x - 100 100 x - - - 3 3 29,127
英国 83 91 87 x - - - - 26 x - - 57 8 8,751
タンザニア 70 63 54 90 65 85 81 11 54 51 6,472 276 78
米国 82 89 78 - 97 x 99 - 31 x - - 608 17 4,161
ウルグアイ 82 92 - 97 x 98 100 100 x 30 x - - 5 15 5,165
ウズベキスタン 76 84 81 98 90 99 99 21 100 100 250 26 1,131
バヌアツ 74 61 51 x 89 65 91 91 6 92 88 9 100 270
ベネズエラ 77 73 - 98 x 84 x 99 99 x 52 x - - 968 227 234
ベトナム 79 80 72 97 88 98 96 34 89 88 661 48 1,270
イエメン 72 41 41 x 70 32 61 47 11 36 38 1,642 118 182
ザンビア 69 74 66 98 82 94 93 5 72 70 586 85 277
ジンバブエ 65 71 85 x 93 72 86 86 9 91 82 1,777 358 78

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 80 86 86 97 90 97 97 - - - 14,000 66 1,352

ヨーロッパ・
中央アジア 82 86 78 - 93 99 - - - - 1,100 11 6,455

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 79 80 - 95 90 99 99 34 - 91 830 16 4,053

　西ヨーロッパ 84 91 - - - 99 - - - - 250 6 14,283
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 79 77 83 - 92 95 97 49 - 91 7,200 77 786

中東・北アフリカ 77 74 70 89 75 94 85 41 72 74 4,600 46 884
北アメリカ 82 89 81 - 98 99 - - - - 650 16 4,322
南アジア 73 66 74 86 63 88 82 23 74 63 43,000 120 382
サハラ以南の
アフリカ 64 54 56 81 59 75 65 6 53 52 187,000 447 55

　東部・南部
　アフリカ 68 59 - 85 61 77 68 9 52 48 51,000 251 102

　西部・中部
　アフリカ 60 49 - 77 57 72 63 5 53 56 135,000 629 36

後発開発途上国
（LDC） 69 59 62 84 57 76 69 12 52 54 114,000 313 83

世界 76 75 77 86 71 87 79 20 65 64 260,000 197 272

注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間のものを
参照している。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算
には含まれていない。
R   データが列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次
のものを参照している。

C   妊産婦死亡率の推定は、2023年の国連の妊産婦死亡率推計に関する
機関間グループの推計値による。国連の妊産婦死亡率推計に関する機関間
ループ（WHO、ユニセフ、UNFPA、世界銀行および国連経済社会局（DESA）
人口部）は、国際的に比較可能な妊産婦死亡率のデータセットを定期的に作
成している。このデータセットはデータがない国の推計値も含み、妊産婦死
亡の不十分な報告や誤分類といったすでに広く知られる諸問題に対応する
ためのものである。実施方法が常に変化していることにより、これらの値は
以前に報告された妊産婦死亡率の「調整値」と比較できないことに注意する

こと。2000年以前の年次データからの推計値は表示されていない。
n   ニカラグアは今後提供されるデータを報告しており、もしこのデータ
が現在の推計値に影響を与える場合には、本報告書はその都度更新され
る。ニカラグアは引き続き保健情報システムを強化しており、母体死亡の
意図的探索と再分類（Búsqueda intencionada y reclasifi cación de 
muertes maternas：BIRMM）を導入している。これは、将来的に同国の
推計値を改善するために、母体死亡に関する専門的な調査として分類で
きる可能性がある。

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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指標の定義
出生時の平均余命－出生時の人口集団における標準的な死亡リスクを適
用した場合に新生女児が生存する年数。
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）指数の構成要素である、リプロ
ダクティブ・ヘルス、妊産婦、新生児、子どもの保健に関する支援カバー率
の副次的指標－リプロダクティブ・ヘルス、妊産婦、新生児、子どもの各保
健分野での支援に関連する8つの追跡指標に基づく、必須サービスの平均
カバー率。指標は、含まれる指標の加重平均として計算され、0から100
までの尺度で報告される。
近代的手法で家族計画を実施した割合－家族計画を必要とする女の子お
よび女性（15～19歳および15～49歳）のうち近代的手法で家族計画を実
施できている人の割合。
出産前ケア（1回以上の訪問）－医療技能者（通常は医師、看護師または助
産師）が少なくとも1回以上ケアを実施した妊娠中の女の子および女性
（15～49歳）の割合。
出産前ケア（4回以上の訪問）－いずれかの医療サービス提供者が少なく
とも4回以上ケアを実施した妊娠中の女の子および女性（15～19歳およ
び15～49歳）の割合。
専門技能者が付き添う出産－15～49歳の女の子および女性について、医
療技能者（通常は医師、看護師または助産師）が付き添う出産の割合。
施設での出産－いずれかの医療または保健施設で出産した女の子および
女性（15～49歳）の割合。
帝王切開－帝王切開による出産の割合。緊急的な助産ケアが適切な水準
で実施されている場合、帝王切開の割合として期待される値は10～15の
範囲内である。
新生児健診－過去2年間のうち直近で生まれた新生児が生後2日以内に健

診を受けた割合。MICSにおける「健診」とは、出産直後または出産後の訪
問時に、施設内または自宅において実施されたものを意味する。
母親の産後健診－過去2年間のうち直近の出産において女の子および女
性（15～49歳）が出産後2日以内に健診を受けた割合。MICSにおける「健
診」とは、出産直後または出産後の訪問時に、施設内または自宅において
実施されたものを意味する。
妊産婦死亡数－妊娠関連の原因で死亡した女性の数（モデル推定値）。
妊産婦死亡率－出生10万件当たりの女性の死亡数で、当該時期に妊娠関
連の原因により死亡した事例が対象（モデル推定値）。
妊産婦の生涯の死亡リスク－妊産婦の生涯の死亡リスクでは、女性の生
殖可能期間全体で累積する妊娠の可能性と、その妊娠の結果による死亡
の可能性の両方を考慮する（モデル推定値）。

データの主な出典
出生時の平均余命－国連経済社会局人口部、世界人口予測2024年改訂
版。最終更新：2024年7月。
ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）指数の構成要素である、リプロ
ダクティブ・ヘルス、妊産婦、新生児、子どもの保健に関する支援カバー率
の副次的指標－人口保健調査（DHS）、MICS、およびその他の国別家庭調
査に基づくWHO国際健康観察。最終更新：2023年5月。
近代的手法で家族計画を実施した割合－国連経済社会局人口部、国連人
口基金（UNFPA）。DHS、複数指数クラスター調査（MICS）、リプロダク
ティブ・ヘルス調査（RHS）、その他の国別調査および各保健医療情報シス
テム（HIS）に基づく。最終更新：2024年8月。
出産前ケア（1回以上の訪問）－DHS、MICSおよびその他の国別家庭調

査。最終更新：2025年10月。
出産前ケア（4回以上の訪問）－DHS、MICSおよびその他の国別家庭調
査。2024年のモデル化データを用いて算出した地域集計値。最終更新：
2025年10月。
専門技能者が付き添う出産－ユニセフ／ WHOSBA共同データベース。
DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査ならびに行政データに基づく。
2024年のモデル化データを用いて算出した地域集計値。最終更新：2025
年10月。
施設での出産－DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新：
2025年10月。
帝王切開－DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更新：2025年
10月。
新生児健診および母親の産後健診－DHS、MICSおよびその他の国別家
庭調査。母親の産後健康診査に関する地域別集計値は、2024年のモデル
化データを用いて算出。最終更新：2025年10月。
妊産婦死亡数－国連の妊産婦死亡率推計に関する機関間グループ
（WHO、ユニセフ、UNFPA、世界銀行および国連経済社会局人口部）。最
終更新：2025年4月。
妊産婦死亡率－国連の妊産婦死亡率推計に関する機関間グループ
（WHO、ユニセフ、UNFPA、世界銀行および国連経済社会局人口部）。最
終更新：2025年4月。
妊産婦の生涯の死亡リスク－国連の妊産婦死亡率推計に関する機関間グ
ループ（WHO、ユニセフ、UNFPA、世界銀行および国連経済社会局人口
部）。最終更新：2025年4月。

表3 母親と新生児の健康指標
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表4 子どもの保健指標

国・地域

ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率（％）
2024（J）

2018‒2024（R）

肺炎 下痢 マラリア

BCG DTP1 DTP3 Polio3 MCV1 MCV2 
（F） HepB3 Hib3 Rota PCV3

破傷風に
対する出生時
の保護（PAB）
（G）

急性呼吸器
感染症（ARI）の
症状がある
子どものケア
（％）

経口補水塩
（ORS）による
治療（％）

熱がある
子どものケア
（％）

ITNの中で
眠る子ども
（％）

ITNを1張
以上所有する
家庭（％）

アフガニスタン 68 66 59 59 55 44 59 59 56 57 62 45 33 49 5 x 26 x
アルバニア 99 99 97 97 81 92 97 97 98 81 98 82 35 60 - -
アルジェリア 98 98 92 89 94 90 92 92 - 90 97 47 27 - - -
アンドラ - 98 98 98 98 97 97 98 - 96 - - - - - -
アンゴラ 68 70 64 56 53 31 64 64 36 62 60 49 x 43 x 51 x 22 x 31 x
アンギラ - - - - - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ - 99 99 99 97 82 99 99 - - - - - - - -

アルゼンチン 81 80 75 74 82 46 75 75 73 79 - 94 15 71 - -
アルメニア 98 97 94 94 96 95 94 94 94 94 - 92 x 37 x 71 x - -
オーストラリア - 93 93 94 91 92 95 93 68 95 - - - - - -
オーストリア - 95 85 85 90 84 85 85 61 - - - - - - -
アゼルバイジャン 96 65 51 67 71 88 51 51 - 52 - 33 x 43 63 1 x -
バハマ - 98 90 90 86 60 90 90 88 90 100 - - - - -
バーレーン - 97 96 98 99 99 96 96 94 99 100 - - - - -
バングラデシュ 99 99 97 97 96 93 97 97 - 97 98 46 74 33 - -
バルバドス - 94 94 94 88 76 94 94 - 94 - - - - - -
ベラルーシ 98 98 98 98 98 98 98 98 - - - 93 53 84 - -
ベルギー - 98 97 98 96 82 97 97 86 94 - - - - - -
ベリーズ 85 89 88 88 84 83 88 88 - 39 95 67 x 55 x 71 x - -
ベナン 99 76 63 63 44 - 63 63 64 64 80 35 15 53 50 58
ブータン 99 98 98 99 97 96 98 98 - 98 95 65 52 61 - 84
ボリビア 68 65 59 59 67 61 59 59 62 59 90 81 x 40 x - - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 97 91 79 79 69 71 82 79 - - - 87 x 36 x - - -

ボツワナ 98 98 95 96 97 77 95 94 74 95 93 14 x 43 x 75 x 31 x 53 x
ブラジル 95 91 91 82 93 68 90 91 87 86 94 50 x - - - -
英領バージン諸島 - - - - - - - - - - - - - - - -
ブルネイ 99 99 99 99 99 99 99 99 - - 97 - - - - -
ブルガリア 97 96 94 94 94 91 94 94 50 91 - - - - - -
ブルキナファソ 98 95 91 91 88 65 91 91 87 91 93 77 34 75 67 83
ブルンジ 89 89 89 89 86 80 89 89 89 88 85 59 x 36 x 70 x 40 x 46 x
カーボベルデ 99 93 93 94 95 86 93 93 - - 96 53 56 77 - -
カンボジア 90 90 83 84 83 64 83 83 - 83 95 88 29 80 4 x 5 x
カメルーン 93 82 77 76 71 49 77 77 73 76 83 30 18 56 58 72
カナダ - 92 92 92 92 79 83 90 87 85 - - - - - -
中央アフリカ
共和国 61 52 42 48 41 - 42 42 - 42 60 35 23 32 51 61

チャド 92 84 68 67 66 46 68 68 - - 73 18 17 32 54 66
チリ 99 98 95 95 93 73 95 95 - 93 - - - - - -
中国 99 97 97 97 95 95 96 - - - - - - - - -
コロンビア 85 89 89 89 93 86 89 89 86 91 98 71 x 54 x 54 x - 3 x
コモロ 84 80 75 62 70 70 75 75 - - 83 37 35 34 42 59 x
コンゴ 67 82 78 76 72 47 78 78 58 76 80 28 x 27 x 51 x 61 x 66 x
クック諸島 98 98 75 75 99 79 75 75 85 52 - - - - - -
コスタリカ 99 99 99 99 93 87 99 99 96 99 - 80 56 74 - -
コートジボワール 88 80 77 74 75 48 77 77 75 75 80 63 17 59 59 72
クロアチア 96 98 92 92 90 89 91 92 - 89 - - - - - -
キューバ 99 99 99 99 99 99 99 99 - - - 90 35 85 - -
キプロス - 98 94 94 99 97 94 94 - 82 - - - - - -
チェコ - 97 86 86 89 89 86 86 - - - - - - - -
朝鮮民主主義
人民共和国 99 99 99 0 99 99 99 99 - - 98 86 x 74 x - - -

コンゴ民主共和国 77 82 65 65 55 51 65 65 63 63 78 34 24 46 51 63
デンマーク - 97 96 96 94 93 - 96 - 96 - - - - - -
ジブチ 77 82 77 77 75 48 77 77 84 76 99 94 x 94 x - 20 x 32 x
ドミニカ 95 96 90 90 80 75 90 90 - - - - - - - -
ドミニカ共和国 99 97 87 88 89 78 86 86 83 87 99 85 53 79 - -
エクアドル 76 74 70 59 74 60 70 70 73 71 90 71 45 - - -
エジプト 98 99 97 97 97 96 97 97 - - 88 65 40 57 - -
エルサルバドル 99 98 95 95 96 90 95 95 97 96 92 61 70 x - - -



52 世界子供白書 2025要約版

表4 子どもの保健指標

国・地域

ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率（％）
2024（J）

2018‒2024（R）

肺炎 下痢 マラリア

BCG DTP1 DTP3 Polio3 MCV1 MCV2 
（F） HepB3 Hib3 Rota PCV3

破傷風に
対する出生時
の保護（PAB）
（G）

急性呼吸器
感染症（ARI）の
症状がある
子どものケア
（％）

経口補水塩
（ORS）による
治療（％）

熱がある
子どものケア
（％）

ITNの中で
眠る子ども
（％）

ITNを1張
以上所有する
家庭（％）

赤道ギニア 77 75 68 67 53 31 68 68 - - 60 54 x 40 x 62 x 23 x 38 x
エリトリア 97 97 95 95 93 85 95 95 96 95 99 45 x 43 x - 20 x 71 x
エストニア 87 82 81 81 83 74 81 81 75 - - - - - - -
エスワティニ 86 91 84 70 85 86 84 84 99 78 93 60 x 68 41 2 x 10 x
エチオピア 84 81 73 73 72 59 73 73 73 73 80 30 x 30 x 35 x 45 x 64 x
フィジー 93 95 94 93 91 75 93 94 94 92 98 - 54 68 - -
フィンランド - 97 91 91 94 92 - 91 85 87 - - - - - -
フランス - 99 96 96 95 93 96 96 - 96 - - - - - -
ガボン 78 62 61 60 57 - 61 61 - - 79 67 20 76 19 21
ガンビア 79 82 80 80 83 83 80 80 80 80 96 64 44 64 44 77
ジョージア 96 95 86 86 90 81 90 86 74 82 - 74 x 42 67 - -
ドイツ - 97 89 88 96 92 85 88 68 75 - - - - - -
ガーナ 92 99 95 91 90 79 95 95 82 96 90 43 40 57 49 67
ギリシャ - 98 95 95 91 71 92 99 20 90 - - - - - -
グレナダ - 93 93 93 83 67 86 93 - - - - - - - -
グアテマラ 83 86 81 81 90 78 81 81 80 89 90 52 x 49 x 50 x - -
ギニア 75 77 63 55 60 45 63 63 - - 75 69 55 61 38 63
ギニアビサウ 71 74 68 68 65 45 68 68 70 74 83 48 30 52 94 97
ガイアナ 99 99 98 99 99 97 98 98 94 98 96 84 40 59 11 9
ハイチ 68 76 60 47 77 54 60 60 49 45 78 35 x 39 x 40 x 18 x 31 x
バチカン - - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 73 75 75 75 79 77 75 75 75 75 99 70 53 61 - -
ハンガリー 99 99 99 99 99 99 - 99 - 99 - - - - - -
アイスランド - 98 94 94 97 98 - 94 - 93 - - - - - -
インド 91 96 94 93 97 92 94 94 92 95 93 56 61 80 4 8
インドネシア 88 83 78 87 85 82 78 69 71 70 83 75 x 36 x 90 x 3 x 3 x
イラン 99 98 98 99 99 99 98 98 2 0 97 53 x 61 x - - -
イラク 95 97 90 91 91 82 90 90 64 65 80 44 25 75 - -
アイルランド - 93 92 92 90 90 92 92 88 84 - - - - - -
イスラエル - 99 98 98 98 92 96 98 80 94 - - - - - -
イタリア - 94 94 94 95 84 94 95 70 90 - - - - - -
ジャマイカ 97 99 99 98 94 93 99 99 - - 93 82 x 44 - - -
日本 97 99 99 98 95 96 95 96 94 91 - - - - - -
ヨルダン 90 97 96 94 99 96 96 96 93 - 91 79 42 82 - -
カザフスタン 94 99 98 98 93 92 98 98 - 90 - 81 x 62 x - - -
ケニア 87 91 91 85 88 76 91 91 82 89 85 73 48 70 51 54
キリバス 94 96 94 91 79 47 94 94 90 93 93 87 61 27 x 69 86
コソボ - - - - - - - - - - - 73 x 39 x 71 x - -
クウェート 99 99 99 99 98 94 99 99 88 96 99 - - - - -
キルギス 92 90 85 92 96 93 84 84 85 86 - 60 x 33 55 - -
ラオス 88 76 67 70 69 66 67 67 - 63 87 66 68 63 21 26
ラトビア 99 98 97 97 98 88 99 97 86 92 - - - - - -
レバノン - 86 49 47 67 59 46 51 45 67 - 74 x 44 x - - -
レソト 82 86 86 86 90 74 86 86 72 86 83 59 36 54 - -
リベリア 82 91 83 72 82 60 83 83 82 80 90 58 54 63 50 72
リビア 85 90 86 86 89 80 86 86 82 89 - 83 x - - - -
リヒテン
シュタイン - - - - - - - - - - - - - - - -

リトアニア 93 92 89 89 86 85 87 89 77 87 - - - - - -
ルクセンブルク - 99 99 99 99 94 98 99 89 97 - - - - - -
マダガスカル 64 70 60 62 46 46 60 60 60 64 73 52 20 45 56 69
マラウイ 99 94 91 90 89 69 91 91 89 92 93 71 51 64 68 74
マレーシア 90 93 93 93 96 93 93 93 - 90 96 92 x 18 - - -
モルディブ 99 99 99 99 99 99 99 99 - - 99 74 x 75 x 86 x - -
マリ 91 91 82 72 72 60 82 82 75 83 83 35 10 51 67 89
マルタ - 99 97 97 88 86 97 97 - 97 - - - - - -
マーシャル諸島 81 98 85 84 88 61 89 72 44 62 - - 38 x 63 x - -
モーリタニア 95 95 86 85 93 59 86 86 86 85 77 43 20 31 12 32
モーリシャス 98 97 93 95 98 96 93 93 95 95 97 - - - - -
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表4 子どもの保健指標

国・地域

ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率（％）
2024（J）

2018‒2024（R）

肺炎 下痢 マラリア

BCG DTP1 DTP3 Polio3 MCV1 MCV2 
（F） HepB3 Hib3 Rota PCV3

破傷風に
対する出生時
の保護（PAB）
（G）

急性呼吸器
感染症（ARI）の
症状がある
子どものケア
（％）

経口補水塩
（ORS）による
治療（％）

熱がある
子どものケア
（％）

ITNの中で
眠る子ども
（％）

ITNを1張
以上所有する
家庭（％）

メキシコ 89 83 78 78 80 69 78 78 80 76 98 73 x 61 x - - -
ミクロネシア連邦 70 96 76 76 81 60 85 71 29 74 - - - - - -
モナコ - 99 99 99 88 80 99 99 - - - - - - - -
モンゴル 99 97 96 96 96 95 96 96 - 96 - 91 62 - - -
モンテネグロ 85 92 81 81 23 68 61 81 - - - 89 x 16 x 74 x - -
モントセラト - - - - - - - - - - - - - - - -
モロッコ 98 98 96 96 98 98 96 96 92 77 93 70 33 - - -
モザンビーク 93 90 70 78 65 44 70 70 60 55 80 73 50 64 43 57
ミャンマー 79 76 71 71 71 68 71 71 67 71 86 59 x 62 x 65 x 19 x 27 x
ナミビア 94 79 74 75 79 66 74 75 75 76 88 68 x 72 x 63 x 6 x 24 x
ナウル 99 99 99 97 98 99 97 97 97 97 - 44 34 44 - -
ネパール 99 98 97 97 97 93 97 97 96 96 93 58 38 78 - -
オランダ - 91 91 91 89 81 89 89 - 88 - - - - - -
ニュージーランド - 94 89 89 89 87 89 89 84 60 - - - - - -
ニカラグア - - - - - - - - - - - 67 x 95 x - - -
ニジェール 93 95 86 86 81 77 86 86 90 86 80 60 41 67 34 96
ナイジェリア 69 71 67 69 57 35 67 67 57 28 69 41 47 60 43 59
ニウエ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 - - - - - -
北マケドニア 93 93 89 89 73 79 91 91 71 72 - 93 x 62 x - - -
ノルウェー - 99 97 97 96 94 96 97 95 95 - - - - - -
オマーン 99 99 99 99 99 99 99 99 - 99 99 56 x 59 x - - -
パキスタン 96 94 87 87 86 82 87 87 90 87 85 71 37 81 0 4
パラオ - 99 97 97 96 88 99 99 60 93 - - - - - -
パナマ 99 91 72 72 93 82 72 72 88 83 - 82 x 52 x - - -
パプアニュー
ギニア 52 49 42 42 44 26 42 42 - 41 63 63 30 50 52 69

パラグアイ 79 82 80 80 90 69 80 80 80 91 95 89 x 28 x 86 x - -
ペルー 82 83 80 80 89 76 80 80 82 82 97 59 36 55 - -
フィリピン 86 82 71 88 80 71 71 71 - 59 90 70 49 55 x - -
ポーランド 91 99 94 86 92 82 87 94 87 89 - - - - - -
ポルトガル - 99 99 99 99 96 99 99 - 98 - - - - - -
カタール 99 99 96 98 99 99 96 96 95 96 - - - - - -
韓国 97 98 97 97 97 96 97 97 94 97 - - - - - -
モルドバ 94 87 86 89 84 93 88 87 64 85 - 79 x 42 x - - -
ルーマニア 94 79 79 79 78 62 79 79 - 78 - - - - - -
ロシア連邦 96 97 97 97 97 93 97 96 - 94 - - - - - -
ルワンダ 99 99 98 98 97 93 98 98 98 98 95 65 28 62 56 66
セント
クリストファー・
ネービス

97 97 97 97 95 97 97 97 - - - - - - - -

セントルシア 87 99 99 87 83 67 99 99 - - - - - - - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

99 99 99 99 99 99 99 99 - - - - - - - -

サモア 99 99 85 85 85 60 85 85 83 75 - 72 59 63 - -
サンマリノ - 88 88 88 85 81 88 87 - 81 - - - - - -
サントメ・
プリンシペ 80 87 87 85 87 87 87 87 87 86 97 82 42 62 63 78

サウジアラビア 97 97 97 97 96 96 97 97 97 96 - - - - - -
セネガル 92 96 91 91 87 79 91 91 91 91 93 54 33 43 37 61
セルビア 98 95 95 95 84 91 93 95 - 85 - 90 x 36 x - - -
セーシェル 99 99 94 94 97 88 94 94 99 94 100 - - - - -
シエラレオネ 97 92 91 91 90 73 91 91 88 93 90 76 85 75 59 68
シンガポール 95 98 97 97 97 93 96 97 - 91 - - - - - -
スロバキア - 96 96 96 94 94 96 96 - 96 - - - - - -
スロベニア - 90 90 90 95 89 90 90 - 56 - - - - - -
ソロモン諸島 83 91 87 85 78 66 87 87 79 88 93 79 x 37 x 62 x 70 x 86 x
ソマリア 74 78 70 71 64 32 70 70 - - 50 23 16 x 37 11 x 19 x
南アフリカ 74 76 74 74 76 82 74 74 73 81 85 66 x 51 x 68 x - -
南スーダン 72 76 73 72 72 - 73 73 - - 63 75 57 57 x 42 x 63 x
スペイン - 98 94 94 97 92 94 94 70 92 - - - - - -
スリランカ 98 98 97 97 99 98 97 97 - - 97 52 x 54 x 92 x 4 x 6 x
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表4 子どもの保健指標

国・地域

ワクチンで予防できる病気の予防接種の実施率（％）
2024（J）

2018‒2024（R）

肺炎 下痢 マラリア

BCG DTP1 DTP3 Polio3 MCV1 MCV2 
（F） HepB3 Hib3 Rota PCV3

破傷風に
対する出生時
の保護（PAB）
（G）

急性呼吸器
感染症（ARI）の
症状がある
子どものケア
（％）

経口補水塩
（ORS）による
治療（％）

熱がある
子どものケア
（％）

ITNの中で
眠る子ども
（％）

ITNを1張
以上所有する
家庭（％）

パレスチナ 87 88 88 89 89 89 91 88 83 87 - 77 35 - - -
スーダン 49 48 39 40 46 36 39 39 37 40 75 48 x 20 x - 30 x 25 x
スリナム - 75 69 72 73 52 69 69 - - 93 89 46 52 43 x 61 x
スウェーデン - 97 96 95 93 92 95 95 85 94 - - - - - -
スイス - 97 96 96 96 93 86 95 11 91 - - - - - -
シリア 84 81 73 75 81 75 73 73 - - 88 77 x 50 x - - -
タジキスタン 99 98 97 97 98 97 97 97 98 96 - 69 x 63 52 1 x 2 x
タイ 99 96 92 93 93 87 92 83 75 - 96 80 x 73 x 76 x - -
東ティモール 90 89 83 83 72 72 83 83 76 81 83 70 x 70 x 58 x 55 x 64 x
トーゴ 96 95 90 89 81 69 90 90 91 89 83 39 x 14 x 54 x 61 x 71 x
トケラウ - - - - - - - - - - - - - - - -
トンガ 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 - - - 82 - -
トリニダード・
トバゴ - 92 92 92 96 89 92 92 - 91 - 74 x 22 - - -

チュニジア 98 97 97 96 96 97 97 97 - 97 98 99 56 78 - -
トルコ 96 99 99 99 95 94 99 99 - 95 97 45 x - - - -
トルクメニスタン 98 99 98 98 99 99 99 98 98 99 - 51 x 47 x 59 x - -
タークス・
カイコス諸島 - - - - - - - - - - - - - 75 - -

ツバル 99 99 94 94 97 91 94 94 94 97 - - 46 76 - -
ウガンダ 92 95 91 89 90 50 91 91 86 91 83 71 x 36 86 66 100
ウクライナ 93 95 88 88 91 83 88 93 - - - 92 x 59 x - - -
アラブ首長国連邦 96 96 96 95 98 92 93 96 90 94 - - - - - -
英国 - 92 92 92 89 85 92 92 89 89 - - - - - -
タンザニア 89 87 83 80 84 74 83 83 81 82 92 52 x 39 78 59 67
米国 - 98 94 93 92 95 93 92 77 84 - - - - - -
ウルグアイ 99 97 94 94 97 95 94 94 - 96 - 91 x - - - -
ウズベキスタン 99 90 90 87 99 99 88 90 99 94 - 68 x 67 71 - -
バヌアツ 85 88 71 65 61 53 71 71 77 74 82 76 28 46 39 59
ベネズエラ 66 67 62 62 71 51 62 62 0 0 69 72 x 38 x - - -
ベトナム 96 99 97 73 98 95 97 97 - - 96 73 58 - 9 x 10 x
イエメン 50 53 42 42 41 40 42 42 42 41 73 35 18 42 - -
ザンビア 90 94 91 90 88 77 91 91 58 91 85 75 61 80 66 78
ジンバブエ 96 93 91 91 90 78 91 91 85 91 90 48 33 50 x 15 37

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 93 91 88 89 90 88 88 45 26 34 88 h - - - - -

ヨーロッパ・
中央アジア 94 95 93 93 94 90 90 93 41 86 - - - - - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 96 95 93 93 94 92 93 93 31 86 - 76 52 - - -

　西ヨーロッパ 69 96 93 92 94 88 87 93 53 85 - - - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 87 85 82 79 86 69 82 82 74 76 93 72 45 - - -

中東・北アフリカ 89 91 86 86 87 85 86 86 33 40 89 64 36 59 - -
北アメリカ - 97 94 93 92 94 92 92 78 84 - - - - - -
南アジア 92 95 92 91 93 88 92 92 80 91 91 59 55 74 4 7
サハラ以南の
アフリカ 81 81 74 73 69 53 74 74 64 62 79 49 36 60 51 67

　東部・南部
　アフリカ 81 82 76 75 74 58 76 76 66 71 81 55 38 68 - -

　西部・中部
　アフリカ 80 81 72 72 65 48 72 72 62 54 77 44 33 55 48 66

後発開発途上国
（LDC） 82 82 74 74 71 58 74 74 56 69 82 51 40 53 - -

世界 88 89 85 84 84 76 84 78 59 67 87 h 59 44 67 - -

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。特定の子どもの
保健指標に関する性差別データは、<https://data.unicef.org/topic/child-health/>を参照。過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間のものを
参照している。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算
には含まれていない。2000年以前の年次データからの推計値は表示さ
れていない。
F   一般的に、はしかワクチンの2回目（MCV2）の投与は、生まれてから2
年目に行うことが推奨されている。しかし多くの国では、MCV2は生後2
年経過後に計画されている。地域別および世界全体の合計値の計算では、
対象人口に対する世界人口予測2024年改訂版の生後2年目の推計値を使
用した。
G   WHOおよびユニセフは、妊娠していた女性が破傷風トキソイド（TT）
ワクチンの接種を2回以上受けているため、出生時にはすでに破傷風から
保護されていると考えられる子どもの割合を計算するために、複雑なプ
ロセスを使用している。これには、行政データ、（定期的で補足的な）調査、
血清抗体調査、ならびにその他のワクチンに関する情報が活用されてい
る。
J   地域別および世界全体のワクチンカバー率に関する計算では、国の計
画においてワクチンを導入しなかったか、またはカバー率を報告しな
かった国について、その国内カバー率を0％と見なしている。2024年改
訂版世界人口予測の2歳児人口の推計値は、地域別および世界別の集計値
を算出するために用いられた。
R   データは、列の見出しで指定された期間に入手可能な最新の年を参照
している。
h   中国を除く。

指標の定義
BCG－カルメット・ゲラン桿菌（結核のワクチン）の接種を受けた子ども
の割合。
三種混合（DTP1）－ジフテリア、百日咳および破傷風ワクチンの初回接種
を受け、生存している乳児の割合。
三種混合（DTP3）－ジフテリア、百日咳および破傷風ワクチンの接種を3
回受け、生存している乳児の割合。
Polio3－ポリオワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
MCV1－はしかワクチンの初回接種を受け、生存している乳児の割合。
MCV2－国内計画に従ってはしかワクチンの接種を2回受け、生存してい
る乳児の割合。
HepB3－B型肝炎ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
Hib3－インフルエンザb型菌ワクチンの接種を3回受け、生存している乳
児の割合。
ロタ－推奨に従って、ロタウイルスワクチンの接種を最後まで受け、生存
している乳児の割合。
PCV3－肺炎球菌ワクチンの接種を3回受け、生存している乳児の割合。
出生時の保護（PAB）－出生時に破傷風トキソイドによって破傷風から保
護された新生児の割合。
急性呼吸器感染症（ARI）の症状がある子どものケア－肺炎の症状（胸部に
何らかの問題があることで起こる咳、頻呼吸、呼吸困難など）を呈してい
る5歳未満の子どものうち、医療・保健施設またはケア提供者による助言
または治療を求めた子どもの割合。
経口補水塩（ORS）による下痢治療－調査前2週間に下痢をした5歳未満
の子どものうち、経口補水塩（ORS粉末またはORS液体パッケージ）によ
る治療を受けた子どもの割合。

熱がある子どものケア－熱がある5歳未満の子どものうち、医療・保健施
設またはケア提供者による助言または治療を求めた子どもの割合。ただ
し薬を売る行商人、一般店舗、伝統的治療師を除く。国によっては（特にマ
ラリアが流行していない国）、薬局も計算から除外されている。
ITNの中で眠る子ども－5歳未満の子どもで、調査前の夜に殺虫剤処理済
蚊帳（ITN）の中で眠った子どもの割合。
ITNを1張り以上所有する家庭－殺虫剤処理済蚊帳（ITN）を1張り以上所
有する家庭の割合。

データの主な出典
予防接種－国別の予防接種普及率に関するWHOおよびユニセフの推計
値、2024年改訂。最終更新：2025年7月。
急性呼吸器感染症（ARI）の症状がある子どものケア－DHS、MICSおよ
びその他の国別家庭調査。2024年のモデル化データを用いて算出され
た地域別集計値。最終更新：2025年10月。
経口補水塩（ORS）による下痢治療－DHS、MICSおよびその他の国別家
庭調査。2024年のモデル化データを用いて算出された地域別集計値。最
終更新：2025年10月。
熱がある子どものケア－DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。終更
新：2025年10月。
ITNの中で眠る子ども－DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終
更新：2025年10月。
ITNを1張り以上所有する家庭－DHS、MICS、マラリア指標調査（MIS）
およびその他の国別家庭調査。最終更新：2025年10月。

表4 子どもの保健指標
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表5 青少年の保健指標

国・地域

青少年期
死亡率
2023

青少年期の
死亡数
2023

青少年期
死亡率の
年間減少率
2015‒2023

青少年期の
出産率

2017‒2023（R）

18歳までの
出産（%）
2018‒2024
（R）

近代的手法
で家族計画
を実施した
割合（%）
2017‒2023
（R）

リプロダクティ
ブ・ヘルスケア
に関して、十分
な情報を得た上
で自分自身で意
思決定した割合

（%）
2018‒2024
（R）

出産前ケア
（%）

（4回以上の
訪問）

2018‒2024
（R）

専門技術者
が付き添う
出産（%）
2018‒2024
（R） HPV

ワクチンを
接種した
女の子（%）
2024

リスク要因（%）

10～19歳 10～19歳 10～19歳 10～14歳 15～19歳

18歳以前に
出産した
20～24歳の
女性

15～19歳 15～19歳 15～19歳 15～19歳
アルコールの摂取
（15～19歳）

2019

喫煙
（13～15歳）
2018‒2024

身体活動の不足
（11～17歳）
2018‒2024

全体 全体 全体 女 女 女 女 女 女 女 女 男 女 男 女 男 女

アフガニスタン 14 13,673 3.1 18 62 16 21 x - 33 67 - 1 1 - - 89 x 88 x
アルバニア 2 83 4.0 0 10 3 6 47 72 100 43 22 22 - - 66 80
アルジェリア 4 3,142 1.3 0 11 1 57 - 69 97 - 3 2 17 x 3 x 76 x 91 x
アンドラ 2 1 2.8 0 1 - - - - - 82 70 65 - - - -
アンゴラ 17 14,415 2.9 11 x 163 x 38 x 15 x 29 x 58 x 50 x - 34 29 - - - -
アンギラ 3 0 1.7 2 x 34 x - - - - - - - - - - 76 87
アンティグア・
バーブーダ 3 5 4.0 0 33 - - - - - 1 40 35 8 x 7 x 74 x 85 x

アルゼンチン 4 2,942 2.3 0 26 14 76 - 85 97 55 60 56 19 21 80 87
アルメニア 3 130 0.7 0 11 1 x - 56 x 93 x 100 x 31 35 31 - - 77 84
オーストラリア 2 588 0.8 0 7 - - - - - 73 71 67 - - 87 x 91 x
オーストリア 2 181 -0.9 0 4 - - - - 98 31 71 67 25 24 73 85
アゼルバイジャン 4 686 -1.3 0 37 4 13 x - 93 100 - 6 5 - - - -
バハマ 4 25 6.1 0 x 28 x - - - - - 3 35 31 13 13 82 85
バーレーン 3 48 2.2 0 7 - - - - - - 7 5 27 x 10 x 74 x 87 x
バングラデシュ 7 25,246 1.4 0 71 25 72 47 35 71 90 2 1 13 x 2 x 63 x 69 x
バルバドス 3 10 2.8 1 x 48 x 7 x 56 x - - - 43 40 36 17 x 11 x 77 x 87 x
ベラルーシ 2 192 4.9 0 12 3 x - - 99 100 - 58 54 7 10 - -
ベルギー 1 186 2.9 0 4 - - - - - 72 67 63 - - 76 86
ベリーズ 7 52 1.9 1 52 17 x 47 x - 92 x 97 x 62 32 27 17 x 8 x 76 x 84 x
ベナン 17 5,288 1.1 1 77 19 21 12 45 80 - 26 22 7 x 2 x 67 x 78 x
ブータン 9 127 2.4 0 6 15 x 52 x - 66 x 62 92 13 11 31 14 84 x 87 x
ボリビア 6 1,390 2.6 3 x 71 x 20 x 34 x - 81 x 90 x 78 49 45 14 8 85 91
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 2 66 1.7 0 9 - - - - 100 x 9 25 21 28 21 - -

ボツワナ 8 386 1.5 0 48 - - - - - 34 16 13 27 x 21 x 79 83
ブラジル 6 18,986 3.7 2 40 - - - 90 - 79 43 39 - - 78 x 89 x
英領バージン諸島 5 2 1.3 - 27 x - - - - - - - - - - - -
ブルネイ 3 17 0.2 0 9 - - - - - 88 17 14 14 4 84 93
ブルガリア 3 205 0.9 2 37 5 x - - - - 9 53 48 20 33 76 89
ブルキナファソ 10 5,445 2.3 1 93 23 48 6 52 97 99 14 11 - - - -
ブルンジ 15 5,325 2.0 1 x 58 x 13 x 55 34 x 49 x 91 x - 18 15 21 x 17 x - -
カーボベルデ 3 32 2.8 1 50 22 x 68 x 57 - 99 99 37 32 11 10 - -
カンボジア 6 2,111 0.5 0 48 7 53 76 82 98 85 33 28 4 3 90 x 93 x
カメルーン 18 11,792 1.6 2 98 28 24 19 58 67 36 31 26 14 x 6 x - -
カナダ 2 1,033 -0.9 0 5 - - - - - 86 57 53 3 3 69 81
中央アフリカ
共和国 20 2,841 4.8 8 184 43 14 - 45 43 - 21 18 - - - -

チャド 24 10,894 2.0 4 139 44 11 - 34 x 42 - 9 8 11 12 - -
チリ 3 713 -0.1 0 6 - - - - - 87 60 56 - - 84 x 91 x
中国 2 35,804 2.7 - 6 - - - - - - 38 33 - - 80 x 89 x
コロンビア 6 5,108 0.3 2 39 20 x 72 x - 87 x 99 60 26 22 - - 81 x 87 x
コモロ 5 97 3.0 2 x 74 13 8 - 53 94 - 0 0 16 x 8 x - -
コンゴ 7 1,028 3.0 6 x 111 x 26 x 28 x - 76 x 92 x - 34 30 15 12 - -
クック諸島 7 1 1.8 0 31 - - - - - 37 26 23 30 x 14 x 78 x 88 x
コスタリカ 4 278 0.0 1 25 13 78 - 92 98 84 24 20 8 10 76 x 88 x
コートジボワール 14 9,693 2.8 2 96 24 38 10 50 84 61 13 11 14 9 - -
クロアチア 2 96 -1.6 0 7 - - - - - 53 57 52 - - 72 81
キューバ 4 424 -2.1 1 49 10 76 - 76 100 - 34 30 13 10 - -
キプロス 1 18 1.8 0 8 - - - - - 89 51 46 - - 78 89
チェコ 2 203 1.8 0 7 - - - - - 75 65 61 19 24 74 84
朝鮮民主主義
人民共和国 6 1,948 1.3 0 x 1 x - - - - - - 38 33 - - - -

コンゴ民主共和国 24 57,349 2.1 3 x 109 x 25 19 - 46 87 - 25 21 - - - -
デンマーク 1 86 0.7 0 1 - - - - - 81 68 64 - - 76 88
ジブチ 15 336 2.3 0 x 21 x - - - 19 x 83 x - 2 2 18 x 11 x 81 x 89 x
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表5 青少年の保健指標

国・地域

青少年期
死亡率
2023

青少年期の
死亡数
2023

青少年期
死亡率の
年間減少率
2015‒2023

青少年期の
出産率

2017‒2023（R）

18歳までの
出産（%）
2018‒2024
（R）

近代的手法
で家族計画
を実施した
割合（%）
2017‒2023
（R）

リプロダクティ
ブ・ヘルスケア
に関して、十分
な情報を得た上
で自分自身で意
思決定した割合

（%）
2018‒2024
（R）

出産前ケア
（%）

（4回以上の
訪問）

2018‒2024
（R）

専門技術者
が付き添う
出産（%）
2018‒2024
（R） HPV

ワクチンを
接種した
女の子（%）
2024

リスク要因（%）

10～19歳 10～19歳 10～19歳 10～14歳 15～19歳

18歳以前に
出産した
20～24歳の
女性

15～19歳 15～19歳 15～19歳 15～19歳
アルコールの摂取
（15～19歳）

2019

喫煙
（13～15歳）
2018‒2024

身体活動の不足
（11～17歳）
2018‒2024

全体 全体 全体 女 女 女 女 女 女 女 女 男 女 男 女 男 女

ドミニカ 4 4 -0.2 1 x 49 x - - - - - 77 33 29 30 x 20 x 82 x 86 x
ドミニカ共和国 5 1,041 2.8 4 77 20 71 - 90 98 45 36 32 8 x 6 x 85 x 90 x
エクアドル 8 2,594 -3.5 2 50 - 81 - - 99 89 48 44 15 x 11 x 76 88
エジプト 5 12,048 0.7 1 x 37 7 x 64 x - 93 97 - 3 2 18 x 8 x 82 x 93 x
エルサルバドル 6 644 7.1 2 50 18 x 70 x - 87 99 86 22 19 1 1 83 x 90 x
赤道ギニア 16 610 2.4 - 176 x 42 x 20 x - - 70 x - 38 34 25 x 17 x - -
エリトリア 11 914 2.3 1 x 76 x 19 x 6 x - 40 x 30 x 49 6 5 8 x 5 x - -
エストニア 3 38 0.8 0 5 - - - - - 63 67 63 - - 82 88
エスワティニ 16 438 0.1 1 x 87 x 12 70 - 74 96 30 14 12 16 x 9 x - -
エチオピア 10 29,039 3.8 1 72 22 54 36 x 36 55 58 8 7 12 11 - -
フィジー 7 110 -0.1 0 31 4 24 44 79 100 71 15 13 12 x 7 x 78 x 82 x
フィンランド 2 145 -2.1 0 3 - - - - - 62 68 64 19 14 67 81
フランス 1 1,199 0.3 0 4 - - - - - 45 67 63 - - 83 92
ガボン 11 561 2.6 3 100 20 29 25 69 91 x - 32 28 9 x 9 x - -
ガンビア 12 735 2.6 1 65 14 13 13 76 86 15 7 7 18 x 5 x - -
ジョージア 3 156 3.1 0 22 6 27 66 - 100 x 29 42 38 16 11 - -
ドイツ 2 1,238 -0.1 0 6 - - - - - 55 70 66 - - 81 90
ガーナ 11 8,087 2.1 2 63 12 41 32 83 88 - 23 19 9 x 8 x 87 x 88 x
ギリシャ 1 142 3.7 1 7 - - - - - - 58 53 20 21 82 91
グレナダ 5 9 -0.2 1 31 - - - - - 5 38 34 13 x 7 x 82 x 87 x
グアテマラ 7 2,546 3.2 2 58 20 x 50 x - 85 x 70 x 57 19 16 20 x 14 x 80 89
ギニア 18 5,905 2.5 3 128 39 33 16 56 59 - 4 3 31 x 20 x - -
ギニアビサウ 15 764 2.3 2 85 27 24 - 81 62 - 12 10 - - - -
ガイアナ 7 106 2.9 1 65 14 32 - 84 99 71 29 25 19 x 10 x 82 x 86 x
ハイチ 10 2,453 1.9 1 x 55 x 14 x 31 47 x 55 x 37 x - 26 22 20 x 19 x - -
バチカン - - - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 7 1,474 1.2 3 97 22 x 74 - 85 94 72 21 18 10 x 6 x 80 x 88 x
ハンガリー 2 172 1.7 0 17 - - - - - 75 61 56 - - 71 82
アイスランド 1 7 3.2 0 3 - - - - - 89 69 64 - - 75 86
インド 5 133,850 5.0 0 11 8 27 x - 59 90 - 14 11 10 7 72 x 76 x
インドネシア 6 29,315 2.4 0 x 36 x 7 x 82 - 65 x 87 x 79 3 3 39 8 76 75
イラン 7 8,367 0.0 0 23 5 x - - - - - 0 0 13 x 8 x - -
イラク 6 6,207 1.6 2 x 70 x 14 44 - 53 x 97 - 2 2 20 11 80 x 91 x
アイルランド 1 105 1.3 0 3 - - - - - 73 76 73 - - 69 80
イスラエル 2 247 0.8 0 6 - - - - - 58 42 37 - - 84 93
イタリア 1 804 1.3 0 3 - - - - - 51 64 59 19 23 90 95
ジャマイカ 7 291 -0.9 0 35 7 - - 85 x 97 x 7 28 24 16 x 15 x 76 x 77 x
日本 2 1,813 -1.5 0 2 - - - - - 17 58 54 - - - -
ヨルダン 3 740 3.5 0 x 17 5 42 52 87 100 - 2 2 34 x 14 x 81 x 88 x
カザフスタン 4 1,362 1.8 0 17 2 x 64 x - 98 x 99 x - 11 9 - - 64 74
ケニア 8 9,764 3.8 1 46 15 67 - 58 88 36 14 12 13 x 7 x 85 x 89 x
キリバス 12 31 0.5 2 51 8 30 - 66 96 71 12 9 58 41 89 92
コソボ - - 2.1 0 6 2 0 - - - - - - - - - -
クウェート 3 148 3.2 0 0 - - - - - - 0 0 24 x 10 x 79 x 90 x
キルギス 4 560 0.6 0 29 2 29 - 98 100 88 7 6 - - 76 83
ラオス 8 1,213 3.5 3 x 89 18 x 60 - 52 x 56 x 95 40 35 16 x 6 x 78 x 91 x
ラトビア 2 48 3.6 0 9 - - - - - 51 68 64 - - 79 86
レバノン 5 584 -2.7 0 x 17 x - - - - - - 5 4 35 x 28 x 81 x 91 x
レソト 8 389 6.8 1 53 13 60 51 75 90 70 10 8 26 x 22 x 83 88
リベリア 19 2,473 2.7 6 131 34 16 45 77 84 71 23 19 9 x 11 x 87 x 92 x
リビア 16 2,159 -11.3 0 x 11 x - - - - - 28 0 0 11 x 5 x 78 x 89 x
リヒテン
シュタイン - - - 0 1 - - - - - - - - - - - -

リトアニア 2 68 5.0 0 6 - - - - - 59 68 64 14 14 85 90
ルクセンブルク 1 9 -0.3 0 3 - - - - - 79 78 75 - - 79 89
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表5 青少年の保健指標

国・地域

青少年期
死亡率
2023

青少年期の
死亡数
2023

青少年期
死亡率の
年間減少率
2015‒2023

青少年期の
出産率

2017‒2023（R）

18歳までの
出産（%）
2018‒2024
（R）

近代的手法
で家族計画
を実施した
割合（%）
2017‒2023
（R）

リプロダクティ
ブ・ヘルスケア
に関して、十分
な情報を得た上
で自分自身で意
思決定した割合

（%）
2018‒2024
（R）

出産前ケア
（%）

（4回以上の
訪問）

2018‒2024
（R）

専門技術者
が付き添う
出産（%）
2018‒2024
（R） HPV

ワクチンを
接種した
女の子（%）
2024

リスク要因（%）

10～19歳 10～19歳 10～19歳 10～14歳 15～19歳

18歳以前に
出産した
20～24歳の
女性

15～19歳 15～19歳 15～19歳 15～19歳
アルコールの摂取
（15～19歳）

2019

喫煙
（13～15歳）
2018‒2024

身体活動の不足
（11～17歳）
2018‒2024

全体 全体 全体 女 女 女 女 女 女 女 女 男 女 男 女 男 女

マダガスカル 14 9,761 1.2 7 143 34 67 65 57 44 - 14 11 17 7 - -
マラウイ 11 5,926 3.2 2 136 29 69 36 x 50 97 21 14 11 17 x 11 x - -
マレーシア 3 1,585 7.0 0 6 - - - 94 x 98 x 78 6 5 - - 81 x 91 x
モルディブ 3 21 4.7 0 8 1 x 10 45 x 82 x 99 x 55 2 1 48 43 78 x 86 x
マリ 17 10,265 1.1 5 145 37 31 28 51 70 15 6 4 23 x 9 x - -
マルタ 1 6 1.4 0 10 - - - - - 80 68 63 - - 81 90
マーシャル諸島 8 7 1.8 0 x 82 x 21 x 40 x - - 94 x 50 - - 23 20 - -
モーリタニア 9 1,031 0.7 6 90 23 22 20 56 x 70 51 1 0 20 19 83 x 91 x
モーリシャス 4 64 0.5 0 21 - - - - - 92 27 23 23 x 14 x 84 92
メキシコ 6 12,460 -1.0 1 40 21 x 63 - 94 x 99 x 82 28 24 22 x 18 x 79 x 88 x
ミクロネシア連邦 7 15 1.9 1 x 33 x - - - - - 40 13 11 34 25 - -
モナコ 2 0 2.2 - - - - - - - - - - - - - -
モンゴル 6 319 2.3 0 17 7 53 - 90 100 25 38 33 29 12 74 x 83 x
モンテネグロ 3 23 -4.1 0 9 3 - - - - 5 47 41 - - - -
モントセラト 3 0 1.8 0 16 - - - - - - - - - - - -
モロッコ 3 2,223 0.6 0 22 8 x 75 - 45 92 3 2 2 10 4 87 x 92 x
モザンビーク 11 8,657 2.8 7 158 43 30 19 46 75 x 89 11 9 5 x 6 x 83 x 91 x
ミャンマー 6 4,990 1.6 1 x 37 x 5 x 73 x 53 x 47 x 61 x 83 20 17 26 x 4 x 87 x 92 x
ナミビア 9 546 5.0 0 22 15 x 47 x - 58 x 88 x - 12 10 14 x 9 x 81 88
ナウル 4 0 5.1 0 56 13 - - - 91 x 6 16 13 26 x 27 x 84 x 90 x
ネパール 6 3,527 6.1 0 71 15 24 37 75 80 - 12 10 10 x 5 x 82 x 85 x
オランダ 2 305 -0.6 0 2 - - - - - 63 67 63 - - 79 87
ニュージーランド 2 162 1.9 0 11 - - - - - 52 71 67 - - 85 x 93 x
ニカラグア 6 732 2.2 5 71 28 x 87 x - 84 x 88 x - - - - - - -
ニジェール 21 14,114 2.2 3 150 48 x 28 - 35 43 - 3 3 12 x 6 x - -
ナイジェリア 14 74,173 2.3 2 75 21 18 9 41 33 60 11 9 - - - -
ニウエ 7 0 1.9 0 0 - - - - - 99 23 20 23 19 84 93
北マケドニア 2 51 -1.2 0 14 4 - - - 100 x 40 24 20 - - 72 83
ノルウェー 2 114 -0.4 0 1 - - - - - 91 66 61 - - 78 86
オマーン 4 240 0.5 0 5 2 x 17 x - 92 x 99 x - 4 3 9 x 4 x 78 x 90 x
パキスタン 7 40,505 2.3 0 x 41 7 23 11 44 76 - 1 0 9 4 85 x 89 x
パラオ 9 2 1.0 0 37 - - - - - 43 - - 24 25 76 x 82 x
パナマ 5 397 2.7 2 52 - 72 x - 84 x 99 x 54 31 27 10 7 79 90
パプアニュー
ギニア 10 2,051 1.9 1 x 68 x 17 33 37 54 61 - 13 10 40 x 28 x - -

パラグアイ 5 646 1.6 3 x 72 x - 83 x - 92 x 97 x 47 35 31 9 7 79 x 88 x
ペルー 4 2,493 -0.7 1 29 11 74 - 93 x 93 97 55 51 8 6 83 x 87 x
フィリピン 7 14,844 -0.9 1 27 6 46 77 76 89 5 28 23 18 7 87 93
ポーランド 2 990 0.4 0 6 - - - - - 13 62 58 17 17 77 85
ポルトガル 2 184 -1.6 0 6 - - - - - 92 68 64 - - 77 90
カタール 3 71 1.5 0 4 - - - - - 1 11 9 16 9 86 x 91 x
韓国 2 746 -0.4 0 0 - - - - - 69 61 56 6 3 91 x 97 x
モルドバ 4 160 -0.1 0 23 4 x 52 x - 96 x 100 x 42 57 53 - - 79 88
ルーマニア 3 550 3.1 1 31 - - - - - 17 66 62 - - 82 89
ロシア連邦 4 7,142 1.2 0 13 - - - - - - 40 35 12 12 81 x 88 x
ルワンダ 6 1,879 7.8 0 24 6 87 53 44 98 69 17 14 13 x 10 x - -
セント
クリストファー・
ネービス

7 5 2.0 0 x 74 x - - - - - 78 38 33 18 16 79 x 86 x

セントルシア 5 14 -1.5 1 24 - 53 x - - - 71 41 36 14 8 74 83
セント
ビンセント・
グレナディーン

8 13 -0.9 2 38 - - - - - 8 35 31 10 9 80 83

サモア 4 19 1.7 0 55 7 8 - 70 94 64 14 12 23 x 8 x 76 x 80 x
サンマリノ 1 0 3.1 0 x 1 - - - - - 56 - - 12 16 - -
サントメ・
プリンシペ 7 40 3.5 0 86 22 54 - 81 x 98 75 33 29 31 x 23 x - -
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国・地域

青少年期
死亡率
2023

青少年期の
死亡数
2023

青少年期
死亡率の
年間減少率
2015‒2023

青少年期の
出産率

2017‒2023（R）

18歳までの
出産（%）
2018‒2024
（R）

近代的手法
で家族計画
を実施した
割合（%）
2017‒2023
（R）

リプロダクティ
ブ・ヘルスケア
に関して、十分
な情報を得た上
で自分自身で意
思決定した割合

（%）
2018‒2024
（R）

出産前ケア
（%）

（4回以上の
訪問）

2018‒2024
（R）

専門技術者
が付き添う
出産（%）
2018‒2024
（R） HPV

ワクチンを
接種した
女の子（%）
2024

リスク要因（%）

10～19歳 10～19歳 10～19歳 10～14歳 15～19歳

18歳以前に
出産した
20～24歳の
女性

15～19歳 15～19歳 15～19歳 15～19歳
アルコールの摂取
（15～19歳）

2019

喫煙
（13～15歳）
2018‒2024

身体活動の不足
（11～17歳）
2018‒2024

全体 全体 全体 女 女 女 女 女 女 女 女 男 女 男 女 男 女

サウジアラビア 5 2,340 2.5 0 x 8 - - - 86 - - 1 0 11 8 - -
セネガル 10 4,204 2.8 4 67 18 31 3 63 92 51 3 3 12 7 85 x 92 x
セルビア 2 154 -0.2 0 14 3 - - 95 x 98 x 4 51 46 - - 60 78
セーシェル 5 9 0.3 1 49 - - - - - 23 44 39 27 x 16 x 79 x 87 x
シエラレオネ 24 4,691 2.1 4 102 31 34 22 82 90 61 7 5 15 x 10 x 78 x 84 x
シンガポール 2 112 -1.7 0 2 - - - - - 70 49 45 - - 70 x 83 x
スロバキア 2 125 1.7 0 25 - - - - - 24 61 57 - - 77 86
スロベニア 1 31 3.0 0 3 - - - - - 43 61 57 - - 74 85
ソロモン諸島 6 110 1.5 - 49 15 x 13 x - - 88 x 78 13 10 35 18 85 90
ソマリア 26 11,243 1.4 1 116 27 1 - 4 x 31 - 0 0 - - - -
南アフリカ 11 11,386 0.5 1 40 18 x - 46 x 77 x 97 x 79 15 13 28 x 21 x - -
南スーダン 24 7,253 12.6 6 x 158 x 28 x 4 x - 21 x 25 x - - - - - - -
スペイン 1 684 -0.4 0 5 - - - - - 90 68 64 - - 75 88
スリランカ 2 823 5.0 0 x 16 x 3 x 58 x - - 99 x 12 20 17 13 x 3 x 86 91
パレスチナ 35 4,209 -23.6 0 43 6 37 - 96 99 - - - - - - -
スーダン 13 14,886 1.3 2 x 87 x 22 x 19 x - 49 x 77 x - 2 2 15 x 7 x 90 x 91 x
スリナム 6 65 -0.7 2 40 - 28 - 66 99 13 29 25 13 13 78 x 83 x
スウェーデン 2 190 0.9 0 2 - - - - - 87 67 62 16 15 77 87
スイス 2 131 0.3 0 1 - - - - - 70 72 67 - - 83 x 89 x
シリア 7 4,232 12.2 - 54 x 9 x 31 x - - 97 x - 1 0 32 x 17 x 78 88
タジキスタン 3 513 0.7 0 39 1 x 18 6 x 65 99 - 4 3 - - 71 81
タイ 7 6,389 2.0 1 18 7 90 - 81 100 36 33 28 17 8 84 95
東ティモール 18 577 -1.1 0 x 42 x 7 x 22 x 38 x 85 58 x 99 18 15 42 21 86 x 93 x
トーゴ 11 2,369 2.6 3 x 79 x 17 x 25 - 47 x 64 x 36 18 15 6 2 - -
トケラウ - - - - 18 x - - - - - - - - - - 73 x 79 x
トンガ 4 9 2.7 0 x 30 3 - - 90 100 67 12 9 28 x 8 x 81 x 83 x
トリニダード・
トバゴ 6 114 -0.4 1 x 36 x 4 13 - 95 100 16 34 30 17 x 11 x 75 x 85 x

チュニジア 5 833 -0.5 0 4 0 - - 73 100 - 3 2 19 x 5 x 75 x 88 x
トルコ 7 9,306 -8.6 0 12 5 40 - 83 x 99 - 4 3 23 x 12 x 77 x 86 x
トルクメニスタン 5 610 2.1 0 22 1 - 10 96 100 99 7 5 0 x 0 x - -
タークス・
カイコス諸島 3 1 1.3 0 13 12 - - - - - - - - - 77 88

ツバル 6 1 2.1 0 36 5 - - - 100 x 70 12 10 30 14 85 x 89 x
ウガンダ 17 20,222 1.3 1 111 24 - 44 x 59 x 90 95 25 21 12 9 84 x 87 x
ウクライナ 7 2,730 -7.5 0 13 4 x 59 x - 87 x 99 x - 53 49 - - 71 x 83 x
アラブ首長国連邦 3 267 2.9 0 3 - - - - - 46 7 2 18 x 8 x 80 x 89 x
英国 2 1,284 0.7 0 9 - - - - - 75 68 63 - - 80 87
タンザニア 9 14,485 1.7 1 112 25 37 34 48 x 85 94 15 12 7 x 2 x 78 x 86 x
米国 4 16,388 -2.0 0 14 - 82 - - - 52 60 56 - - 64 x 81 x
ウルグアイ 5 217 0.2 0 23 - - - 97 100 x 54 57 52 10 14 81 91
ウズベキスタン 7 3,711 -2.7 0 37 1 17 26 91 100 99 5 4 2 1 - -
バヌアツ 6 37 0.8 - 81 x 10 - 2 75 92 43 13 11 20 x 15 x 88 x 87 x
ベネズエラ 11 5,817 0.8 3 76 24 x - - - - - 22 19 16 12 85 x 93 x
ベトナム 4 6,445 1.8 0 29 8 42 - 55 x 87 x - 36 31 4 2 82 x 91 x
イエメン 10 8,863 1.7 1 x 77 15 23 x - 37 52 x - 0 0 24 x 10 x 83 x 90 x
ザンビア 11 5,413 3.1 3 135 31 63 37 80 84 60 19 16 14 12 89 x 89 x
ジンバブエ 16 6,308 1.5 1 87 24 77 x 48 x 71 89 51 10 8 22 x 16 x 86 86

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 4 111,371 1.8 0 15 - 70 - 73 91 22 32 28 - - - -

ヨーロッパ・
中央アジア 3 37,277 -1.9 0 12 - 64 - 89 100 - 46 42 - - 77 86

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 5 28,582 -2.7 0 18 - - - 89 100 17 25 22 - - - -
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表5 青少年の保健指標

国・地域

青少年期
死亡率
2023

青少年期の
死亡数
2023

青少年期
死亡率の
年間減少率
2015‒2023

青少年期の
出産率

2017‒2023（R）

18歳までの
出産（%）
2018‒2024
（R）

近代的手法
で家族計画
を実施した
割合（%）
2017‒2023
（R）

リプロダクティ
ブ・ヘルスケア
に関して、十分
な情報を得た上
で自分自身で意
思決定した割合

（%）
2018‒2024
（R）

出産前ケア
（%）

（4回以上の
訪問）

2018‒2024
（R）

専門技術者
が付き添う
出産（%）
2018‒2024
（R） HPV

ワクチンを
接種した
女の子（%）
2024

リスク要因（%）

10～19歳 10～19歳 10～19歳 10～14歳 15～19歳

18歳以前に
出産した
20～24歳の
女性

15～19歳 15～19歳 15～19歳 15～19歳
アルコールの摂取
（15～19歳）

2019

喫煙
（13～15歳）
2018‒2024

身体活動の不足
（11～17歳）
2018‒2024

全体 全体 全体 女 女 女 女 女 女 女 女 男 女 男 女 男 女

　西ヨーロッパ 2 8,694 0.6 0 5 - - - - - 59 67 62 - - 78 88
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 6 64,071 1.7 2 51 - 72 - 89 97 69 37 33 - - - -

中東・北アフリカ 6 56,968 1.1 1 35 - 55 - 71 94 2 3 2 - - - -
北アメリカ 4 17,421 -2.0 0 12 - 83 - - - 55 60 56 - - - -
南アジア 6 217,772 4.0 0 26 10 44 - 50 84 9 11 9 9 7 - -
サハラ以南の
アフリカ 14 413,525 2.4 3 93 24 43 - 51 71 - 14 12 - - - -

　東部・南部
　アフリカ 12 179,141 2.9 3 90 25 - - 53 79 49 13 11 - - - -

　西部・中部
　アフリカ 16 234,384 2.2 3 97 24 - 13 49 64 36 15 13 - - - -

後発開発途上国
（LDC） 13 341,443 2.2 3 91 24 54 - 51 77 - 14 12 - - - -

世界 7 918,407 1.9 1 39 14 53 - 58 80 28 23 20 - - - -

注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間のものを
参照している。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算
には含まれていない。2000年以前の年次データからの推計値は表示さ
れていない。
R   データは、列の見出しで指定された期間に入手可能な最新の年を参照
している。

指標の定義
青少年期死亡率－10～ 19歳までの間に死亡する確率で、10歳の青少
年1,000人当たりで表される。
青少年期の死亡数－10～ 19歳までの死亡者数。
青少年期死亡率の年間減少率－AMR=100*（ln（AMRt2/AMRt1）/（t1
－t2））で定義される思春期死亡率の年間減少率（AMR）であり、
t1=2015年、t2=2023年とする。
青少年期の出産率－10～14歳、15～19歳の女の子と女性1,000人当た
りの出産数。
18歳までの出産－20～24歳の女性のうち、18歳までに出産した人の割
合。この指標は、最近の期間（MICSでは2年間、DHSでは5年間）に新生児
を出産した女性を指す。
近代的手法で家族計画を実施した割合－婚姻または事実婚状態にある女
の子および女性（15～19歳）のうち近代的手法で家族計画を実施できて
いる人の割合。
性的関係、避妊具の使用、リプロダクティブ・ヘルスケアに関して、十分な
情報を得た上で自分自身で意思決定した割合－性的関係、避妊具の使用、
リプロダクティブ・ヘルスケアに関して、十分な情報を得た上で自分自身
で意思決定した青年・若い女性（15 ～ 19歳）割合

出産前ケア（4回以上の訪問）－いずれかの医療サービス提供者が少なく
とも4回以上ケアを実施した妊娠中の女の子および女性（15～19歳）の割
合。
専門技能者が付き添う出産－15～19歳の女の子および女性について、医
療技能者（通常は医師、看護師または助産師）が付き添う出産の割合。
HPVワクチンを接種した女の子（％）－国の計画に沿ってヒトパピローマ
ウィルス（HPV）ワクチンの最終接種を受けた女の子の割合。
アルコールの摂取－15～19歳の青少年のうち、過去12カ月間にアル
コール飲料を1回以上飲んだ青少年の割合。
喫煙－13～15歳の青少年のうち、過去1カ月間に紙巻きタバコで喫煙し
たか、または有煙もしくは無煙のタバコ葉使用製品で喫煙した青少年の
割合。
不十分な身体活動－健康のための身体活動に関するWHOの推奨事項を
満たしていない11～17歳の就学児童の割合、すなわち1日の中度から強
度の身体活動が60分未満であることを示す。

データの主な出典
青少年期の死亡率－国連機関の死亡率推計に関するグループ（ユニセフ、
世界保健機関（WHO）、国連経済社会局（DESA）人口部および世界銀行グ
ループ）。最終更新日：2025年3月。
青少年期の死亡数－国連機関の死亡率推計に関するグループ（ユニセフ、
世界保健機関（WHO）、国連経済社会局人口部および世界銀行グループ）。
最終更新日：2025年3月。
青少年期死亡率の年間減少率－国連機関の死亡率推計に関するグループ
（ユニセフ、世界保健機関（WHO）、国連経済社会局人口部および世界銀行
グループ）。最終更新日：2024年3月。
国別の青少年期の出産率－グローバルSDGs指標データベース（2024
年）。最終更新日：2024年9月。

地域別の青少年期の出産率（2023年）－国連人口部『世界人口推計
2024』。最終更新：2024年7月。
18歳までの出産－DHS、MICSおよびその国別家庭調査。最終更新：
2024年10月。
近代的な方法で家族計画を実施した割合（女の子および若い女性15～19
歳）－国連経済社会局人口部（2024）、世界避妊具使用調査（2024）、国連
ニューヨーク、人口保健調査（DHS）、複数指数クラスター調査（MICS）、リ
プロダクティブ・ヘルス調査（RHS）、その他の国別調査および国別保健医
療情報システム（HIS）に基づく。最終更新：2024年7月。
リプロダクティブ・ヘルスケアに関して、十分な情報を得た上で自分自身
で意思決定した割合－DHS、MICSおよびその他の国別家庭調査。最終更
新日：2025年10月
出産前ケア（4回以上の訪問）（女の子および若い女性15～19歳）－DHS、
MICSおよびその他の国別世帯調査。地域集計値は 2024年のモデル化
データを用いて算出。最終更新：2025年10月。
専門技能者が付き添う出産（女の子および若い女性15～19歳）－DHS、
MICSおよびその他の国別世帯調査。地域集計値は 2024年のモデル化
データを用いて算出。最終更新：2025年10月。
HPVワクチンを接種した女の子－WHO ／ユニセフによる国別予防接種
率推計（2024年改訂）。最終更新日：2025年7月。
アルコールの摂取－国際・国内調査に基づくMCAデータポータル。最終
更新日：2025年10月。
喫煙－世界青少年たばこ調査（GYTS）、学校ベースの生徒の健康に関する
グローバル調査（GSHS）、その他の国別調査および国勢調査に基づく 
MCA データポータル。最終更新日：2025年10月。
不十分な身体活動－学校ベースの生徒の健康に関するグローバル調査
（GSHS）、学齢期の子どもの健康行動に関する研究調査（HBSC1)に基づ
くMCAデータポータル。最終更新：2025年10月。

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。



子どもの貧困をなくすために　私たちが共有する使命 61

国・地域

非感染者1,000人当たりのHIV発生件数 人口10万人当たりのエイズ関連死亡数 HIVに感染した子どもの数

0～14歳の
子ども

15～19歳の
青少年

15～19歳の
青少年期の女の子

15～19歳の
青少年期の男の子

0～14歳の
子ども

10～19歳の
青少年

10～19歳の
青少年期の女の子

10～19歳の
青少年期の男の子

0～14歳の
子ども

10～19歳の
青少年

10～19歳の
青少年期の女の子

10～19歳の
青少年期の男の子

アフガニスタン <0.01 0.02 <0.01 0.03 0.18 0.04 0.03 0.05 <500 <500 <100 <200
アルバニア - 0.03 <0.01 0.05 - - - - - - - -
アルジェリア 0.03 0.13 0.13 0.14 0.25 0.12 0.10 0.13 1,100 1,600 750 830
アンドラ - - - - - - - - - - - -
アンゴラ 0.73 0.66 1.22 0.12 22.11 10.41 10.73 10.08 40,000 28,000 17,000 11,000
アンギラ - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ - 0.23 0.29 0.18 - - - - - - - -

アルゼンチン - 0.08 0.06 0.11 - - - - - - - -
アルメニア 0.05 0.06 0.06 0.06 0.63 0.07 0.08 0.07 <100 <100 <100 <100
オーストラリア - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
オーストリア - - - - - - - - - - - -
アゼルバイジャン - 0.02 0.01 0.02 - - - - - - - -
バハマ - 0.24 0.17 0.32 - - - - - - - -
バーレーン - 0.03 0.02 0.04 - - - - - - - -
バングラデシュ - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
バルバドス - 0.65 0.39 0.89 - - - - - - - -
ベラルーシ - - - - - - - - - - - -
ベルギー - - - - - - - - - - - -
ベリーズ - 0.32 0.37 0.27 - - - - - - - -
ベナン 0.17 0.11 0.18 0.04 4.96 3.56 3.54 3.58 5,200 5,000 2,600 2,400
ブータン - 0.05 0.07 0.03 - - - - - - - -
ボリビア 0.05 0.04 0.05 0.03 1.14 0.48 0.48 0.49 700 590 <500 <500
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ - - - - - - - - - - - -

ボツワナ 0.33 2.48 4.35 0.66 7.41 19.22 21.30 17.18 4,200 7,500 4,400 3,100
ブラジル - - - - - - - - - - - -
英領バージン諸島 - - - - - - - - - - - -
ブルネイ - - - - - - - - - - - -
ブルガリア - 0.10 0.05 0.14 - - - - - - - -
ブルキナファソ 0.24 0.16 0.25 0.07 6.09 3.97 3.80 4.13 8,400 7,900 4,300 3,600
ブルンジ 0.21 0.10 0.17 0.02 3.81 2.31 2.24 2.38 4,100 4,900 2,600 2,300
カーボベルデ 0.25 0.13 0.20 0.06 2.27 1.07 1.11 1.03 <100 <100 <100 <100
カンボジア 0.02 0.21 0.10 0.31 0.63 0.71 0.61 0.80 1,300 3,300 1,500 1,900
カメルーン 0.60 0.34 0.53 0.16 15.19 7.18 6.92 7.43 20,000 20,000 11,000 9,200
カナダ - 0.02 0.02 0.02 - - - - - - - -
中央アフリカ
共和国 0.85 0.47 0.71 0.22 23.85 11.16 10.51 11.80 9,100 7,200 3,800 3,300

チャド 0.35 0.28 0.45 0.11 9.15 6.32 6.21 6.44 11,000 9,400 5,200 4,200
チリ 0.03 0.23 0.05 0.41 - - - - - - - -
中国 - - - - - - - - - - - -
コロンビア 0.08 0.15 0.09 0.21 1.93 0.33 0.29 0.37 2,100 2,700 1,100 1,600
コモロ - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
コンゴ 2.09 2.22 4.17 0.32 55.79 16.59 18.38 14.83 12,000 9,000 6,300 2,700
クック諸島 - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 0.08 0.40 0.13 0.66 0.84 0.40 0.29 0.50 <200 <500 <200 <500
コートジボワール 0.23 0.20 0.39 0.02 5.49 6.04 5.50 6.56 17,000 20,000 11,000 9,200
クロアチア - 0.03 <0.01 0.06 - - - - - - - -
キューバ 0.03 0.34 0.18 0.48 0.50 0.36 0.24 0.48 <200 590 <200 <500
キプロス - - - - - - - - - - - -
チェコ - - - - - - - - - - - -
朝鮮民主主義
人民共和国 - - - - - - - - - - - -

コンゴ民主共和国 0.39 0.14 0.22 0.07 7.96 3.50 3.39 3.61 69,000 42,000 22,000 19,000
デンマーク - <0.01 <0.01 0.01 - - - - - - - -
ジブチ 0.40 0.11 0.17 0.06 8.84 11.15 11.70 10.60 550 520 <500 <500
ドミニカ - 0.30 0.21 0.40 - - - - - - - -
ドミニカ共和国 0.31 0.46 0.59 0.33 9.22 2.46 2.58 2.34 3,100 3,100 1,700 1,300
エクアドル 0.06 0.28 0.19 0.37 1.27 0.49 0.48 0.50 1,100 2,000 780 1,200
エジプト 0.02 0.03 0.02 0.03 0.34 0.04 0.04 0.04 940 980 <500 510
エルサルバドル 0.06 0.21 0.15 0.25 1.02 0.32 0.33 0.32 <500 510 <500 <500
赤道ギニア - - - - - - - - - - - -
エリトリア 0.05 0.09 0.14 0.04 0.96 0.46 0.46 0.46 <500 <500 <500 <200
エストニア - 0.07 0.08 0.07 - - - - - - - -

表６ HIV／エイズ疫学に関する指標
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国・地域

非感染者1,000人当たりのHIV発生件数 人口10万人当たりのエイズ関連死亡数 HIVに感染した子どもの数

0～14歳の
子ども

15～19歳の
青少年

15～19歳の
青少年期の女の子

15～19歳の
青少年期の男の子

0～14歳の
子ども

10～19歳の
青少年

10～19歳の
青少年期の女の子

10～19歳の
青少年期の男の子

0～14歳の
子ども

10～19歳の
青少年

10～19歳の
青少年期の女の子

10～19歳の
青少年期の男の子

エスワティニ 1.61 3.69 5.62 1.73 35.03 41.14 42.39 39.85 5,600 8,100 4,400 3,700
エチオピア 0.08 0.10 0.18 0.02 2.64 2.62 2.55 2.70 28,000 34,000 18,000 16,000
フィジー 0.68 0.48 0.73 0.22 12.23 0.26 0.41 0.11 <200 <100 <100 <100
フィンランド - - - - - - - - - - - -
フランス - - - - - - - - - - - -
ガボン 0.96 0.84 1.56 0.12 31.13 12.37 13.07 11.68 2,400 2,300 1,400 870
ガンビア 0.43 0.09 0.15 0.02 11.85 6.32 5.80 6.82 1,600 1,100 590 550
ジョージア - 0.05 0.06 0.04 - - - - - - - -
ドイツ - - - - - - - - - - - -
ガーナ 0.31 0.55 1.01 0.09 11.29 8.75 8.85 8.65 18,000 19,000 12,000 7,300
ギリシャ - 0.09 0.04 0.13 - - - - - - - -
グレナダ - - - - - - - - - - - -
グアテマラ 0.06 0.08 0.05 0.10 0.91 0.23 0.23 0.23 890 1,100 510 630
ギニア 0.48 0.43 0.70 0.17 15.70 7.52 7.39 7.65 11,000 8,200 4,800 3,500
ギニアビサウ 0.71 0.28 0.43 0.13 19.24 11.87 10.81 12.91 2,200 1,900 1,000 920
ガイアナ 0.44 0.23 0.35 0.11 9.76 1.40 1.39 1.42 <500 <500 <200 <100
ハイチ 0.87 0.35 0.54 0.16 14.18 2.29 2.35 2.23 6,800 4,900 2,700 2,200
バチカン - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 0.06 <0.01 <0.01 <0.01 1.64 0.52 0.56 0.49 630 700 <500 <500
ハンガリー - - - - - - - - - - - -
アイスランド - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
インド - - - - - - - - - - - -
インドネシア - 0.14 0.08 0.20 - - - - - - - -
イラン - - - - - - - - - - - -
イラク - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
アイルランド <0.01 0.02 <0.01 0.03 0.03 <0.01 <0.01 0.01 <100 <100 <100 <100
イスラエル - - - - - - - - - - - -
イタリア - 0.04 0.03 0.04 - - - - - - - -
ジャマイカ - 0.54 0.63 0.44 - - - - <500 690 <500 <500
日本 - - - - - - - - - - - -
ヨルダン - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
カザフスタン - - - - - - - - - - - -
ケニア 0.56 0.47 0.84 0.10 11.82 9.30 9.19 9.42 62,000 80,000 44,000 37,000
キリバス - - - - - - - - - - - -
コソボ - - - - - - - - - - - -
クウェート - - - - - - - - - - - -
キルギス 0.05 0.03 0.04 0.02 0.97 0.29 0.30 0.28 <500 <500 <500 <500
ラオス 0.09 0.22 0.15 0.28 2.03 0.55 0.51 0.60 760 800 <500 <500
ラトビア - 0.02 0.03 0.02 - - - - - - - -
レバノン - - - - - - - - - - - -
レソト 1.75 1.91 3.42 0.43 55.11 41.98 42.06 41.91 6,100 10,000 5,400 4,500
リベリア - - - - 12.73 8.36 8.19 8.51 3,700 3,400 1,800 1,600
リビア 0.03 0.07 0.09 0.05 0.51 0.15 0.17 0.13 <200 <500 <200 <100
リヒテン
シュタイン - - - - - - - - - - - -

リトアニア - 0.04 0.03 0.05 - - - - - - - -
ルクセンブルク - 0.03 0.03 0.02 - - - - - - - -
マダガスカル 0.27 0.18 0.26 0.09 5.78 0.90 0.90 0.90 4,800 2,400 1,500 880
マラウイ 0.69 0.64 1.20 0.08 18.58 24.26 23.33 25.20 53,000 67,000 36,000 31,000
マレーシア <0.01 0.03 0.02 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05 <500 <500 <500 <500
モルディブ - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
マリ 0.27 0.29 0.45 0.14 7.22 3.27 3.28 3.25 9,200 7,600 4,400 3,200
マルタ - 0.16 0.08 0.24 - - - - - - - -
マーシャル諸島 - - - - - - - - - - - -
モーリタニア 0.07 0.01 0.02 <0.01 1.84 1.21 1.20 1.22 550 <500 <500 <500
モーリシャス - - - - - - - - - - - -
メキシコ 0.03 0.29 0.13 0.46 0.68 0.21 0.14 0.28 2,600 10,000 2,600 7,500
ミクロネシア連邦 - - - - - - - - - - - -
モナコ - - - - - - - - - - - -
モンゴル - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
モンテネグロ - 0.03 <0.01 0.07 - - - - - - - -
モントセラト - - - - - - - - - - - -
モロッコ - - - - - - - - - - - -

表６ HIV／エイズ疫学に関する指標
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国・地域

非感染者1,000人当たりのHIV発生件数 人口10万人当たりのエイズ関連死亡数 HIVに感染した子どもの数

0～14歳の
子ども

15～19歳の
青少年

15～19歳の
青少年期の女の子

15～19歳の
青少年期の男の子

0～14歳の
子ども

10～19歳の
青少年

10～19歳の
青少年期の女の子

10～19歳の
青少年期の男の子

0～14歳の
子ども

10～19歳の
青少年

10～19歳の
青少年期の女の子

10～19歳の
青少年期の男の子

モザンビーク 2.86 4.60 7.68 1.58 65.31 37.27 39.44 35.11 180,000 160,000 97,000 61,000
ミャンマー 0.22 0.47 0.53 0.42 4.33 1.22 1.37 1.09 8,900 11,000 6,100 5,300
ナミビア 0.97 1.42 2.36 0.49 30.55 30.63 30.75 30.52 7,700 10,000 5,600 4,900
ナウル - - - - - - - - - - - -
ネパール 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.19 0.07 0.07 0.07 1,100 1,100 530 550
オランダ <0.01 0.02 0.01 0.03 0.08 0.02 0.02 0.02 <200 <500 <100 <200
ニュージーランド - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
ニカラグア - - - - - - - - - - - -
ニジェール 0.08 0.01 0.02 <0.01 2.12 0.90 0.75 1.05 3,200 2,100 1,100 1,000
ナイジェリア - 0.13 0.20 0.06 - - - - - - - -
ニウエ - - - - - - - - - - - -
北マケドニア - 0.02 <0.01 0.04 - - - - - - - -
ノルウェー - - - - - - - - - - - -
オマーン - 0.03 0.01 0.04 - - - - - - - -
パキスタン - - - - 1.18 0.11 0.10 0.13 10,000 6,000 2,300 3,800
パラオ - - - - - - - - - - - -
パナマ 0.08 0.79 0.43 1.12 1.28 0.62 0.51 0.73 <500 960 <500 650
パプアニュー
ギニア 2.19 0.68 1.07 0.32 46.98 8.87 8.91 8.83 15,000 7,200 3,900 3,300

パラグアイ 0.09 0.19 0.11 0.25 1.64 0.31 0.29 0.34 <500 <500 <200 <500
ペルー 0.05 0.04 0.04 0.05 0.77 0.24 0.24 0.24 1,600 1,300 640 640
フィリピン 0.04 0.45 0.10 0.79 0.50 0.26 0.09 0.42 1,300 11,000 1,400 10,000
ポーランド - - - - - - - - - - - -
ポルトガル 0.01 0.04 0.03 0.05 0.17 0.03 0.03 0.04 <100 <200 <100 <100
カタール - 0.02 0.01 0.02 - - - - - - - -
韓国 - - - - - - - - - - - -
モルドバ 0.17 0.15 0.16 0.13 3.48 0.81 0.80 0.81 <500 <500 <200 <100
ルーマニア <0.01 0.05 0.03 0.08 0.16 0.05 0.04 0.06 <200 <500 <200 <200
ロシア連邦 - - - - - - - - - - - -
ルワンダ 0.17 0.19 0.34 0.03 3.90 4.73 4.59 4.86 6,500 10,000 5,600 4,800
セント
クリストファー・
ネービス

- 0.57 0.17 0.99 - - - - - - - -

セントルシア - 0.24 0.29 0.18 - - - - - - - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

- 0.24 0.34 0.14 - - - - - - - -

サモア - - - - - - - - - - - -
サンマリノ - - - - - - - - - - - -
サントメ・
プリンシペ - - - - - - - - - - - -

サウジアラビア - 0.04 <0.01 0.08 - - - - - - - -
セネガル 0.10 0.05 0.08 0.03 1.86 1.04 1.00 1.08 2,200 2,200 1,100 1,100
セルビア - 0.03 <0.01 0.06 - - - - - - - -
セーシェル - - - - - - - - - - - -
シエラレオネ 0.55 0.53 0.85 0.21 16.07 8.05 8.17 7.93 6,500 5,800 3,500 2,400
シンガポール - <0.01 <0.01 0.01 - - - - - - - -
スロバキア - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
スロベニア - 0.02 <0.01 0.05 - - - - - - - -
ソロモン諸島 - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
ソマリア 0.03 <0.01 <0.01 <0.01 1.03 0.70 0.66 0.73 860 620 <500 <500
南アフリカ 1.16 7.46 12.92 2.24 8.28 20.53 19.28 21.76 150,000 300,000 190,000 110,000
南スーダン 0.56 0.40 0.62 0.19 14.75 9.72 9.77 9.68 11,000 10,000 5,800 4,700
スペイン - 0.03 <0.01 0.06 - - - - - - - -
スリランカ - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
パレスチナ - - - - - - - - - - - -
スーダン 0.11 0.07 0.09 0.06 2.49 0.51 0.54 0.49 4,000 2,300 1,300 1,000
スリナム 0.32 0.94 0.96 0.91 8.58 2.08 1.94 2.23 <200 <500 <200 <200
スウェーデン - - - - - - - - - - - -
スイス - 0.01 <0.01 0.02 - - - - - - - -
シリア - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
タジキスタン 0.03 0.01 <0.01 0.02 0.60 0.12 0.12 0.11 620 650 <500 <500
タイ 0.01 0.36 0.11 0.60 0.89 1.39 0.62 2.13 1,200 7,500 2,500 5,100
東ティモール - 0.06 0.05 0.06 - - - - - - - -
トーゴ 0.43 0.39 0.72 0.08 10.47 5.62 5.65 5.60 5,500 5,600 3,200 2,400

表６ HIV／エイズ疫学に関する指標
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国・地域

非感染者1,000人当たりのHIV発生件数 人口10万人当たりのエイズ関連死亡数 HIVに感染した子どもの数

0～14歳の
子ども

15～19歳の
青少年

15～19歳の
青少年期の女の子

15～19歳の
青少年期の男の子

0～14歳の
子ども

10～19歳の
青少年

10～19歳の
青少年期の女の子

10～19歳の
青少年期の男の子

0～14歳の
子ども

10～19歳の
青少年

10～19歳の
青少年期の女の子

10～19歳の
青少年期の男の子

トケラウ - - - - - - - - - - - -
トンガ - - - - - - - - - - - -
トリニダード・
トバゴ - - - - - - - - - - - -

チュニジア 0.03 0.11 0.04 0.17 0.66 0.23 0.18 0.28 <200 <500 <100 <500
トルコ - - - - - - - - - - - -
トルクメニスタン - - - - - - - - - - - -
タークス・
カイコス諸島 - - - - - - - - - - - -

ツバル - 0.14 0.13 0.14 - - - - - - - -
ウガンダ 0.56 1.10 2.00 0.20 14.17 8.91 9.19 8.64 71,000 85,000 50,000 35,000
ウクライナ - - - - - - - - - - - -
アラブ首長国連邦 - <0.01 <0.01 0.01 - - - - - - - -
英国 - - - - - - - - - - - -
タンザニア 0.46 0.78 1.38 0.20 11.20 6.03 6.51 5.55 67,000 75,000 44,000 30,000
米国 - - - - - - - - - - - -
ウルグアイ - - - - - - - - - - - -
ウズベキスタン - - - - - - - - - - - -
バヌアツ - <0.01 <0.01 <0.01 - - - - - - - -
ベネズエラ 0.20 0.69 0.38 0.99 3.67 1.33 1.17 1.49 2,900 6,800 2,300 4,500
ベトナム 0.02 0.17 0.06 0.29 0.48 0.23 0.12 0.33 3,500 6,500 1,900 4,600
イエメン 0.03 0.04 0.04 0.05 0.63 0.14 0.13 0.14 910 710 <500 <500
ザンビア 0.93 1.95 3.39 0.51 27.24 18.47 19.65 17.29 60,000 62,000 37,000 26,000
ジンバブエ 1.09 1.02 1.80 0.24 23.58 33.84 33.89 33.79 64,000 77,000 40,000 37,000

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 0.07 0.11 0.06 0.15 1.20 0.30 0.26 0.33 56,000 76,000 29,000 47,000

ヨーロッパ・
中央アジア - - - - - - - - - - - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 0.05 0.10 0.11 0.10 0.82 0.17 0.18 0.17 19,000 18,000 9,500 8,900

　西ヨーロッパ - - - - - - - - - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 0.12 0.23 0.14 0.31 2.16 0.42 0.38 0.45 36,000 52,000 20,000 32,000

中東・北アフリカ 0.01 0.03 0.03 0.04 0.26 0.06 0.05 0.07 5,100 5,800 2,600 3,200
北アメリカ - - - - - - - - - - - -
南アジア 0.02 0.05 0.04 0.06 0.37 0.07 0.07 0.08 69,000 82,000 37,000 45,000
サハラ以南の
アフリカ 0.51 0.73 1.25 0.22 11.94 7.89 7.89 7.89 1,190,000 1,330,000 770,000 550,000

　東部・南部
　アフリカ 0.60 1.27 2.19 0.37 13.52 10.36 10.52 10.21 820,000 1,040,000 610,000 420,000

　西部・中部
　アフリカ 0.42 0.21 0.35 0.08 10.48 5.57 5.40 5.72 370,000 290,000 160,000 130,000

後発開発途上国
（LDC） - - - - - - - - - - - -

世界 0.18 0.23 0.32 0.14 3.77 1.93 1.96 1.91 1,380,000 1,570,000 870,000 700,000

表６ HIV／エイズ疫学に関する指標

注
－ データなし
推計値の端数処理によって、個別値を合算しても合計値と一致しない可
能性がある。

指標の定義
非感染者1,000人当たりのHIV発生件数－HIV感染のリスクがある非感
染者1,000人当たりの新規HIV感染件数の推計値。
人口10万人当たりのエイズ関連死亡数－人口10万人当たりのエイズ関
連死亡数の推計値。
HIVに感染した子どもの数－HIVに感染した子どもの数の推計値。

データの主な出典
非感染者1,000人当たりのHIV発生件数－ 国連合同エイズ計画
（UNAIDS）2025の推計値。最終更新：2025年7月。
人口10万人当たりのエイズ関連死亡数－UNAIDS2025の推計値。最終
更新：2025年7月。
HIVに感染した子どもの数－UNAIDS2025の推計値。最終更新：2025年
7月

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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表７ HIV／エイズ支援策に関する指標

国・地域

母子感染予防の
抗レトロウィルス薬を
投与されている
HIVに感染した妊婦

（％）

乳児の早期
HIV診断（％）

抗レトロウィルス療法を
受けている

HIVに感染した子ども（％）

15～ 19歳の青少年のHIVの包括的な
知識（％）2012‒2023（R）

複数のパートナーがいる15～ 19歳の
青少年のコンドーム使用率（％）

2012‒2023（R）

過去12カ月にHIV検査を受けて結果を
受け取った15～ 19歳の青少年（％）

2012‒2023（R）

子ども0～ 14歳 男 女 男 女 男 女

アフガニスタン 14 3 30 4 1 - - - -
アルバニア - - - 20 35 - - - -
アルジェリア 74 44 >95 - 8 - - - 1
アンドラ - - - - - - - - -
アンゴラ 79 11 24 - - - - - -
アンギラ - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ - - - 55 x 40 x 100 x 54 x - -

アルゼンチン - - - - 30 - - - 9
アルメニア 90 78 74 9 15 - - - -
オーストラリア - - - - - - - - -
オーストリア - - - - - - - - -
アゼルバイジャン - - - 2 x 3 x - - - -
バハマ - - - - - - - - -
バーレーン - - - - - - - - -
バングラデシュ - - - - 11 - - - -
バルバドス - - - - 66 - - - 10
ベラルーシ - - - 53 47 - 100 15 19
ベルギー - - - - - - - - -
ベリーズ - - - 44 40 69 - 7 13
ベナン 90 70 48 14 14 43 38 6 7
ブータン - - - - 22 x - - - 3 x
ボリビア >95 30 60 24 x 20 x - - - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ - - - 41 42 - - 0 0

ボツワナ >95 >95 68 - - - - - -
ブラジル - - - - - - - - -
英領バージン諸島 - - - - - - - - -
ブルネイ - - - - - - - - -
ブルガリア - - - - - - - - -
ブルキナファソ 69 36 31 31 x 29 x - - - -
ブルンジ 65 54 54 50 46 - - - -
カーボベルデ 80 77 67 - - - - - -
カンボジア >95 86 62 42 33 - - - -
カメルーン 59 47 54 33 37 - - - -
カナダ - - - - - - - - -
中央アフリカ
共和国 69 40 38 16 12 50 32 2 12

チャド 77 19 20 26 17 40 39 7 7
チリ - - - - - - - - -
中国 - - - - - - - - -
コロンビア 53 43 29 26 28 - - - -
コモロ - - - 21 18 - - - -
コンゴ 42 5 18 42 26 55 49 4 7
クック諸島 - - - - - - - - -
コスタリカ 42 46 29 - 23 - 49 - 3
コートジボワール 88 65 51 32 24 73 30 8 16
クロアチア - - - - - - - - -
キューバ 89 89 29 46 47 80 75 15 25
キプロス - - - - - - - - -
チェコ - - - - - - - - -
朝鮮民主主義
人民共和国 - - - - - - - - -

コンゴ民主共和国 32 10 30 23 18 35 26 5 6
デンマーク - - - - - - - - -
ジブチ 38 19 12 - - - - - -
ドミニカ - - - 39 x 49 x 74 x 86 x - -
ドミニカ共和国 68 25 15 39 27 - 49 - 34
エクアドル 85 62 35 - - - - - -
エジプト 27 16 52 5 3 - - - -
エルサルバドル 66 65 33 25 25 - 31 - 8
赤道ギニア - - - - - - - - -
エリトリア >95 - 63 32 x 22 x - - - -
エストニア - - - - - - - - -
エスワティニ >95 38 87 44 48 92 x - 30 50
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表７ HIV／エイズ支援策に関する指標

国・地域

母子感染予防の
抗レトロウィルス薬を
投与されている
HIVに感染した妊婦

（％）

乳児の早期
HIV診断（％）

抗レトロウィルス療法を
受けている

HIVに感染した子ども（％）

15～ 19歳の青少年のHIVの包括的な
知識（％）2012‒2023（R）

複数のパートナーがいる15～ 19歳の
青少年のコンドーム使用率（％）

2012‒2023（R）

過去12カ月にHIV検査を受けて結果を
受け取った15～ 19歳の青少年（％）

2012‒2023（R）

子ども0～ 14歳 男 女 男 女 男 女

エチオピア 92 51 41 38 24 - - - -
フィジー 57 58 38 - - - - - -
フィンランド - - - - - - - - -
フランス - - - - - - - - -
ガボン 72 5 21 35 31 - - - -
ガンビア 77 40 42 15 19 41 0 2 4
ジョージア - - - - - - - - 2 x
ドイツ - - - - - - - - -
ガーナ >95 33 36 17 14 50 35 1 7
ギリシャ - - - - - - - - -
グレナダ - - - 67 x 59 x 80 x 92 x - -
グアテマラ 82 46 48 - - - - - -
ギニア 80 50 56 22 17 - 18 - 5
ギニアビサウ 79 25 64 25 11 53 29 1 4
ガイアナ 84 43 25 33 48 83 - 10 16
ハイチ 60 32 46 34 36 - - - -
バチカン - - - - - - - - -
ホンジュラス 42 50 24 13 14 70 39 4 10
ハンガリー - - - - - - - - -
アイスランド - - - - - - - - -
インド - 67 - 26 18 30 35 - -
インドネシア - - - 4 12 - - - -
イラン - - - - - - - - -
イラク - - - - 5 - - - 1
アイルランド >95 >95 >95 - - - - - -
イスラエル - - - - - - - - -
イタリア - - - - - - - - -
ジャマイカ - - 44 34 39 75 56 20 35
日本 - - - - - - - - -
ヨルダン - - - 8 2 - - - -
カザフスタン - - 78 30 x 20 94 x - 14 x 11
ケニア 90 78 76 58 49 - - - -
キリバス - - - 19 31 26 - 4 1
コソボ - - - 18 15 - - 1 0
クウェート - - - - - - - - -
キルギス 90 >95 43 - 17 - - - 11
ラオス 68 21 42 25 23 57 27 1 1
ラトビア - - - - - - - - -
レバノン - - - 22 26 - - - -
レソト 94 63 77 26 28 - - 44 54
リベリア 88 18 25 - - - - - -
リビア 70 44 53 - - - - - -
リヒテン
シュタイン - - - - - - - - -

リトアニア - - - - - - - - -
ルクセンブルク - - - - - - - - -
マダガスカル 30 <1 16 22 25 2 7 1 2
マラウイ >95 89 58 43 38 80 34 27 40
マレーシア >95 94 94 - - - - - -
モルディブ - - - 21 27 - - - -
マリ 46 28 56 14 13 47 26 2 5
マルタ - - - - - - - - -
マーシャル諸島 - - - - - - - - -
モーリタニア 39 10 30 7 5 - - 1 2
モーリシャス - - - - - - - - -
メキシコ - - 65 - 28 - 36 - 7
ミクロネシア連邦 - - - - - - - - -
モナコ - - - - - - - - -
モンゴル - - - 17 18 78 - 5 7
モンテネグロ - - - 35 42 64 - 0 0
モントセラト - - - - - - - - -
モロッコ - - - - - - - - -
モザンビーク 82 68 55 28 28 - - - -



子どもの貧困をなくすために　私たちが共有する使命 67

表７ HIV／エイズ支援策に関する指標

国・地域

母子感染予防の
抗レトロウィルス薬を
投与されている
HIVに感染した妊婦

（％）

乳児の早期
HIV診断（％）

抗レトロウィルス療法を
受けている

HIVに感染した子ども（％）

15～ 19歳の青少年のHIVの包括的な
知識（％）2012‒2023（R）

複数のパートナーがいる15～ 19歳の
青少年のコンドーム使用率（％）

2012‒2023（R）

過去12カ月にHIV検査を受けて結果を
受け取った15～ 19歳の青少年（％）

2012‒2023（R）

子ども0～ 14歳 男 女 男 女 男 女

ミャンマー 54 32 59 14 13 - - - -
ナミビア >95 75 60 61 56 - - 14 28
ナウル - - - - - - - - -
ネパール 65 51 81 23 26 - - 1 2
オランダ - - 79 - - - - - -
ニュージーランド - - - - - - - - -
ニカラグア - - - 20 11 - - - -
ニジェール 63 20 39 - - - - - -
ナイジェリア - - - 29 38 62 43 7 8
ニウエ - - - - - - - - -
北マケドニア - - - - - - - - -
ノルウェー - - - - - - - - -
オマーン - - - - - - - - -
パキスタン 14 20 38 0 1 - - - -
パラオ - - - - - - - - -
パナマ 86 87 68 - - - - - -
パプアニュー
ギニア 28 10 16 21 21 - - - -

パラグアイ 52 19 36 - 25 - 61 - 9
ペルー 91 60 59 - 21 x - - - -
フィリピン 16 8 17 15 x 16 - - - -
ポーランド - - - - - - - - -
ポルトガル - >95 - - - - - - -
カタール - - - 23 10 - - - -
韓国 - - - - - - - - -
モルドバ 79 79 49 26 35 - - 6 10
ルーマニア >95 78 86 - - - - - -
ロシア連邦 - - - - - - - - -
ルワンダ >95 80 70 55 54 - - - -
セント
クリストファー・
ネービス

- - - 55 x 54 x 54 x 50 x - -

セントルシア - - - - 58 - - - 12
セント
ビンセント・
グレナディーン

- - - - - - - - -

サモア - - - - - - - - -
サンマリノ - - - - - - - - -
サントメ・
プリンシペ - - - 28 32 76 63 10 18

サウジアラビア - - - - - - - - -
セネガル 94 >95 65 26 20 - - - -
セルビア - - - 43 x 53 x 63 x - 1 x 1 x
セーシェル - - - - - - - - -
シエラレオネ 93 17 35 22 27 9 12 3 7
シンガポール - - - - - - - - -
スロバキア - - - - - - - - -
スロベニア - - - - - - - - -
ソロモン諸島 - - - - - - - - -
ソマリア 43 3 18 - - - - - -
南アフリカ >95 73 67 - - - - - -
南スーダン 81 36 33 - 8 x - 6 x - 3 x
スペイン - - - - - - - - -
スリランカ - - - - - - - - -
パレスチナ - - - - 3 - - - -
スーダン 5 - 8 10 x 8 - - - 1
スリナム 66 34 21 - 40 x - - - 11 x
スウェーデン - - - - - - - - -
スイス - - - - - - - - -
シリア - - - - - - - - -
タジキスタン 92 90 >95 9 x 4 - - - -
タイ >95 87 83 54 52 - - 0 2
東ティモール - - - 13 6 - - - -
トーゴ 87 >95 69 32 25 34 49 7 15
トケラウ - - - - - - - - -
トンガ - - - 8 4 0 0 1 1
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表７ HIV／エイズ支援策に関する指標

国・地域

母子感染予防の
抗レトロウィルス薬を
投与されている
HIVに感染した妊婦

（％）

乳児の早期
HIV診断（％）

抗レトロウィルス療法を
受けている

HIVに感染した子ども（％）

15～ 19歳の青少年のHIVの包括的な
知識（％）2012‒2023（R）

複数のパートナーがいる15～ 19歳の
青少年のコンドーム使用率（％）

2012‒2023（R）

過去12カ月にHIV検査を受けて結果を
受け取った15～ 19歳の青少年（％）

2012‒2023（R）

子ども0～ 14歳 男 女 男 女 男 女

トリニダード・
トバゴ - - - - 55 x - - - 10 x

チュニジア 32 59 22 12 13 - - - 0
トルコ - - - - - - - - -
トルクメニスタン - - - - 19 - - - 5
タークス・
カイコス諸島 - - - 32 37 24 10 9 26

ツバル - - - - - - - - -
ウガンダ >95 86 73 40 41 - - 19 34
ウクライナ - - - 37 43 90 - 10 7
アラブ首長国連邦 - - - - - - - - -
英国 - - - - - - - - -
タンザニア >95 71 70 32 33 - - 11 24
米国 - - - - - - - - -
ウルグアイ - - - - 36 - 67 - 7
ウズベキスタン - - - - 6 - - - 8
バヌアツ - - - - - - - - -
ベネズエラ - - 29 - - - - - -
ベトナム 85 44 68 47 37 - - 5 1
イエメン 11 2 21 - - - - - -
ザンビア >95 >95 63 39 41 - - 15 29
ジンバブエ 93 91 63 41 41 62 - 26 39

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 49 37 40 - - - - - -

ヨーロッパ・
中央アジア - - - - - - - - -

　東ヨーロッパ・
中央アジア 94 73 78 - - - - - -

　西ヨーロッパ - - - - - - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 58 43 42 - - - - - -

中東・北アフリカ 45 27 64 - - - - - -
北アメリカ - - - - - - - - -
南アジア 79 58 89 - - - - - -
サハラ以南の
アフリカ 86 - 53 - - - - - -

　東部・南部
　アフリカ 93 74 61 - - - - - -

　西部・中部
　アフリカ 56 31 37 - - - - - -

後発開発途上国
（LDC） - - - - - - - - -

世界 84 65 55 - - - - - -

注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間のものを
参照している。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算
には含まれていない。2000年以前の年次データからの推計値は表示さ
れていない。
R   データは、列の見出しで指定された期間に入手可能な最新の年を参照
している。

指標の定義
母子感染予防の抗レトロウィルス薬を投与されているHIVに感染した妊
婦－HIVに感染している妊婦のうち、HIVの母子感染予防（PMTCT）のた
めにレジメン管理に基づく抗レトロウィルス薬（ARV）治療（ネビラピン
単独服用を除く）を受けている妊婦の推計値に対する割合。
乳児の早期HIV診断－生後2カ月以内でHIV感染の危険性があり、HIVウ

イルス検査を受けた乳児の割合。
抗レトロウィルス療法を受けているHIVに感染した子ども－抗レトロ
ウィルス療法（ART）を受けているHIV感染した子どもの割合。
15～19歳の青少年のHIVの包括的な知識－HIVの性感染を予防する2つ
の方法を正しく認識し、健康的に見える人でもHIV陽性である可能性があ
ることを知っており、HIV感染に関する2つの大きなよくある誤解に陥っ
ていない15～19歳の青少年の割合。
複数のパートナーがいる15～19歳の青少年のコンドーム使用率－過去
12カ月で2人以上の性的パートナーがおり、直近の性交でコンドームを
使用したと答えた15～19歳の青少年の割合。
過去12カ月間にHIV検査を受けて結果を受け取った15～19歳の青少年
－過去12カ月間にHIV検査を受け、その結果を受け取った15～19歳の青
少年の割合。

データの主な出典
母子感染予防の抗レトロウィルス薬を投与されているHIVに感染した妊婦

－グローバル・エイズ・モニタリングおよび国連合同エイズ計（UNAIDS）
の2025年推計値。最終更新：2025年7月。
乳児の早期HIV診断－グローバル・エイズ・モニタリングおよびUNAIDS
の2025年推計値。最終更新：2025年7月。
抗レトロウィルス療法を受けているHIVに感染した子ども－グローバル・
エイズ・モニタリングおよびUNAIDSの2025年推計値。最終更新：2025
年7月。
15～19歳の青少年のHIVの包括的な知識－複数指標クラスター調査
（MICS）、人口保健調査（DHS）、エイズ指標調査（AIS）およびその他の家庭
調査を含む、代表的な人口集団を対象とした国別調査（2012～2024年）。
最終更新：2025年6月。
複数のパートナーがいる15～19歳の青少年のコンドーム使用率－MICS、
DHS、AISおよびその他の家庭調査を含む、代表的な人口集団を対象とし
た国別調査（2012～2024年）。最終更新：2025年6月。
過去12カ月間にHIV検査を受けて結果を受け取った15～19歳の青少年
－MICS、DHS、AISおよびその他の家庭調査を含む、代表的な人口集団
を対象とした国別調査（2012～2024年）。最終更新：2025年6月。

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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表８ 栄養指標：出生時、就学前と学齢期の子ども、女性および家庭

国・地域

出生時の体重 就学前の子どもにおける栄養不良（0～ 4歳）
ビタミンA
完全補給率a

（生後6～ 59カ月）
（％）2023（m,vs）

学齢期の子どもにおける
栄養不良（5～ 19歳）

2022
女性における栄養不良

ヨード添加塩を
消費する
世帯割合

2016‒2022（R）低出生体重（％）
2020（m）

出生時の体重
未計測（％）
2015‒2021
（R,m）

発育阻害（％）
2024

消耗症（％）
2017‒2024（R）

過体重（％）
2024 痩身（％） 過体重（％）

18歳以上の
低体重（％）
2022

15 ～ 49歳の
貧血（％）
2023

中度および
重度（m） 重度 中度および

重度（R）
中度および
重度（m）

痩身および
重度の痩身

過体重および
肥満

BMI<18.5kg/
m2

軽度、中度
および重度

アフガニスタン - 14 x 42 1 4 4 99 8 22 7 45 57 x
アルバニア 6 95 7 1 2 17 - 3 23 2 25 65
アルジェリア 7 90 9 1 3 13 - 4 32 4 32 89
アンドラ 9 - - - - - - 3 29 3 16 -
アンゴラ 16 55 x 48 1 x 5 x 5 - 7 13 9 44 82 x
アンギラ - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ 15 - - - - - - 3 45 4 20 -

アルゼンチン 7 94 11 1 2 14 - 2 41 2 24 -
アルメニア 8 99 x 6 2 x 4 x 13 - 4 25 3 19 99
オーストラリア 7 99 3 0 x 0 x 26 - 2 36 2 11 -
オーストリア 6 100 - - - - - 2 29 3 17 -
アゼルバイジャン 11 96 7 1 4 4 - 5 25 3 36 93 x
バハマ 15 - - - - - - 4 50 3 19 -
バーレーン 12 94 5 - 7 x 8 - 5 41 3 38 -
バングラデシュ 23 51 25 2 11 2 99 16 8 11 38 76
バルバドス - - 6 2 x 7 x 13 - 5 42 3 20 37 x
ベラルーシ 5 94 1 1 x 1 3 - 3 22 3 22 -
ベルギー 7 99 3 0 ER 1 ER 5 - 2 21 2 15 -
ベリーズ 12 98 x 12 1 x 2 x 6 - 3 44 2 21 85 x
ベナン 16 60 33 2 8 4 7 6 14 7 50 83
ブータン 11 72 x 18 2 5 8 - 5 18 3 34 98 x
ボリビア 8 93 x 11 1 x 2 x 10 28 1 40 2 25 86
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 5 98 x 8 2 x 2 x 13 - 4 32 3 26 -

ボツワナ 17 49 x 21 3 x 7 x 12 - 10 16 9 31 83 x
ブラジル 9 98 9 1 3 11 - 3 36 3 21 98 x
英領バージン諸島 - - - - - - - - - - - -
ブルネイ 14 100 10 1 x 3 x 10 - 4 42 4 18 -
ブルガリア 11 94 6 2 x 6 x 6 - 4 29 4 26 92 x
ブルキナファソ 18 64 x 20 1 9 3 99 11 7 12 44 89
ブルンジ 15 80 x 55 2 8 2 77 8 8 18 39 89
カーボベルデ - - 5 1 2 8 - 9 13 6 41 92 x
カンボジア 11 91 x 22 2 10 6 - 8 15 12 38 68 x
カメルーン 13 65 27 2 4 14 94 5 17 6 39 91
カナダ 7 97 - - - 11 - 2 28 3 14 -
中央アフリカ
共和国 16 63 39 2 5 2 76 8 15 20 43 76

チャド - 0 32 2 8 3 95 10 11 16 47 65
チリ 7 94 2 - 0 ER,x 9 - 1 58 1 16 -
中国 5 - 5 1 ER,x 2 11 - 4 23 5 16 97
コロンビア 11 82 x 12 0 x 2 x 7 - 2 28 3 22 -
コモロ 23 67 x 17 1 5 4 - 6 14 6 30 82 x
コンゴ 12 90 x 16 3 x 8 x 5 6 7 11 11 47 91 x
クック諸島 10 - - - - - - 1 62 1 24 -
コスタリカ 9 93 11 0 2 8 - 3 34 2 14 -
コートジボワール 18 73 20 2 8 4 85 7 16 7 51 88
クロアチア 5 100 - - - - - 2 27 2 23 -
キューバ 7 100 7 1 2 11 - 6 37 4 22 90
キプロス - - - - - - - 3 33 3 16 -
チェコ 8 100 2 1 x 5 x 7 - 3 17 2 25 -
朝鮮民主主義
人民共和国 - - 17 1 3 3 77 9 21 9 28 38

コンゴ民主共和国 10 73 44 2 7 4 91 7 15 12 40 85
デンマーク 5 100 - - - - - 3 19 3 17 -
ジブチ - 87 x 21 2 12 6 - 7 11 11 32 4 x
ドミニカ - - - - - - - 4 37 3 22 -
ドミニカ共和国 13 97 6 1 2 8 - 5 33 5 22 32 x
エクアドル 11 43 x 18 0 1 5 - 3 34 1 20 -
エジプト - 61 x 13 2 3 11 - 3 42 1 33 93 x
エルサルバドル 10 93 x 9 1 3 9 - 3 29 3 14 -
赤道ギニア - 66 x 17 2 x 3 x 8 8 8 15 3 41 57 x
エリトリア 15 35 x 48 4 x 15 x 3 - 12 11 34 36 86 x
エストニア 4 94 1 0 x 2 x 6 - 2 29 2 25 -
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表８ 栄養指標：出生時、就学前と学齢期の子ども、女性および家庭

国・地域

出生時の体重 就学前の子どもにおける栄養不良（0～ 4歳）
ビタミンA
完全補給率a

（生後6～ 59カ月）
（％）2023（m,vs）

学齢期の子どもにおける
栄養不良（5～ 19歳）

2022
女性における栄養不良

ヨード添加塩を
消費する
世帯割合

2016‒2022（R）低出生体重（％）
2020（m）

出生時の体重
未計測（％）
2015‒2021
（R,m）

発育阻害（％）
2024

消耗症（％）
2017‒2024（R）

過体重（％）
2024 痩身（％） 過体重（％）

18歳以上の
低体重（％）
2022

15 ～ 49歳の
貧血（％）
2023

中度および
重度（m） 重度 中度および

重度（R）
中度および
重度（m）

痩身および
重度の痩身

過体重および
肥満

BMI<18.5kg/
m2

軽度、中度
および重度

エスワティニ 10 91 x 19 1 2 10 - 4 19 3 28 90 x
エチオピア - 14 x 36 1 7 3 77 15 6 21 23 99
フィジー 7 99 7 1 5 7 - 5 31 3 30 -
フィンランド 4 100 2 0 2 5 - 2 31 2 14 -
フランス 7 100 - - - - - 4 17 6 13 -
ガボン 15 91 x 14 1 3 6 0 6 17 6 60 90 x
ガンビア 13 83 14 1 5 3 28 10 13 11 46 67
ジョージア 7 95 5 0 1 4 - 3 27 3 30 98 x
ドイツ 7 100 2 0 x 1 x 3 - 2 25 2 14 -
ガーナ 14 65 16 1 6 2 44 8 17 6 36 73
ギリシャ 11 96 x 2 0 x 2 x 14 - 1 34 2 16 -
グレナダ - - - - - - - 4 38 3 21 -
グアテマラ 14 94 x 45 0 1 4 - 2 23 2 11 88 x
ギニア - 49 27 1 6 4 85 8 13 9 46 53
ギニアビサウ 20 51 28 2 8 4 73 8 13 9 46 33
ガイアナ 17 94 7 2 7 5 - 8 28 7 38 43 x
ハイチ - 34 x 22 1 5 4 - 4 26 10 46 8
バチカン - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 13 90 18 1 2 4 - 3 32 3 19 88
ハンガリー 8 100 - - - - - 3 32 3 24 -
アイスランド 4 99 - - - - - 2 24 3 15 -
インド 27 91 33 8 19 4 - 21 10 15 54 94
インドネシア 10 94 23 2 8 3 - 9 24 7 27 92 x
イラン - - 5 1 4 3 - 10 30 4 26 94 x
イラク 11 71 9 1 3 5 - 4 39 2 27 68
アイルランド 6 98 2 0 x 0 x 11 - 2 26 1 14 -
イスラエル 9 99 - - - - - 3 23 5 15 -
イタリア 7 98 - - - - - 2 27 3 16 -
ジャマイカ 14 96 7 1 3 5 - 3 33 3 22 -
日本 11 - 5 0 ER,x 2 ER,x 2 - 2 16 13 19 -
ヨルダン 19 97 8 0 2 11 - 4 40 3 33 88 x
カザフスタン 5 100 4 1 x 3 x 9 - 5 20 4 31 94 x
ケニア 10 66 x 18 1 5 4 84 8 10 8 32 95
キリバス 9 93 15 1 4 2 - 1 44 1 27 77
コソボ - - - - - - - - - - - -
クウェート 14 94 x 5 1 4 10 - 3 47 1 28 -
キルギス 6 98 11 1 3 10 - 4 12 4 33 99
ラオス 17 67 30 3 11 4 - 7 17 9 29 94
ラトビア 4 100 2 0 2 7 - 2 22 3 21 -
レバノン 13 - 10 1 1 5 - 2 42 3 34 95 x
レソト 14 92 35 0 2 8 - 5 13 4 34 85 x
リベリア 20 30 27 1 3 6 14 6 17 5 43 87
リビア - - 9 1 4 5 - 5 35 4 29 70 x
リヒテン
シュタイン - - - - - - - - - - - -

リトアニア 4 90 2 1 5 5 - 3 21 2 24 -
ルクセンブルク 8 98 - - - - - 2 22 3 15 -
マダガスカル 19 37 38 2 7 2 19 7 7 19 37 68 x
マラウイ 16 94 33 0 2 4 11 3 9 6 32 80
マレーシア 14 - 24 4 11 5 - 8 33 5 31 28 x
モルディブ 14 98 x 14 2 9 3 - 12 32 5 43 97 x
マリ - 36 23 1 5 1 97 10 16 9 57 76
マルタ 7 98 4 0 0 10 - 2 28 2 16 -
マーシャル諸島 - 86 x 30 1 4 5 - 3 37 2 24 -
モーリタニア - 16 22 3 14 2 0 10 22 6 55 25
モーリシャス 19 - 8 - 16 x 5 - 9 30 6 33 -
メキシコ 10 98 x 13 0 1 7 - 2 39 2 13 -
ミクロネシア連邦 - - - - - - - 1 43 2 22 -
モナコ 7 - - - - - - - - - 16 -
モンゴル 5 99 7 1 3 12 - 4 19 3 19 75
モンテネグロ 6 98 8 1 2 9 - 2 27 2 26 -
モントセラト - - - - - - - - - - - -
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表８ 栄養指標：出生時、就学前と学齢期の子ども、女性および家庭

国・地域

出生時の体重 就学前の子どもにおける栄養不良（0～ 4歳）
ビタミンA
完全補給率a

（生後6～ 59カ月）
（％）2023（m,vs）

学齢期の子どもにおける
栄養不良（5～ 19歳）

2022
女性における栄養不良

ヨード添加塩を
消費する
世帯割合

2016‒2022（R）低出生体重（％）
2020（m）

出生時の体重
未計測（％）
2015‒2021
（R,m）

発育阻害（％）
2024

消耗症（％）
2017‒2024（R）

過体重（％）
2024 痩身（％） 過体重（％）

18歳以上の
低体重（％）
2022

15 ～ 49歳の
貧血（％）
2023

中度および
重度（m） 重度 中度および

重度（R）
中度および
重度（m）

痩身および
重度の痩身

過体重および
肥満

BMI<18.5kg/
m2

軽度、中度
および重度

モロッコ 15 97 14 1 2 4 - 4 21 4 30 43 x
モザンビーク 18 51 x 37 1 4 4 90 5 10 9 47 63
ミャンマー 12 45 x 25 1 7 1 - 11 17 12 40 85
ナミビア 16 85 x 16 3 x 7 x 6 58 10 14 11 25 74 x
ナウル - - 16 0 1 8 - 1 57 1 23 -
ネパール 20 78 26 1 7 2 82 11 9 10 33 97
オランダ 6 95 2 0 x 1 x 5 - 1 18 2 17 -
ニュージーランド 6 92 - - - - - 1 40 2 12 -
ニカラグア - - - - - - - - - - - -
ニジェール - 37 48 2 11 3 99 16 10 19 47 59 x
ナイジェリア - 24 34 3 12 2 89 14 10 10 38 94
ニウエ - - - - - - - 1 63 1 24 -
北マケドニア 8 93 4 1 3 12 - 4 27 4 22 -
ノルウェー 4 100 - - - - - 2 23 2 16 -
オマーン 13 - 13 3 9 9 - 6 39 6 34 88 x
パキスタン - 11 34 2 7 2 90 17 19 9 47 80
パラオ 14 - - - - - - 2 48 2 26 -
パナマ 10 91 x 14 0 1 11 - 2 38 2 26 -
パプアニュー
ギニア 19 49 48 6 x 14 x 19 - 2 36 4 29 60 x

パラグアイ 10 98 3 0 x 1 x 15 - 2 35 3 23 92
ペルー 7 97 11 0 1 9 - 1 41 1 21 91
フィリピン 21 84 28 1 5 3 10 10 15 10 12 57
ポーランド 6 95 1 0 1 9 - 3 23 3 23 -
ポルトガル 9 100 3 0 x 1 x 9 - 2 21 2 15 -
カタール 10 94 5 0 2 9 - 6 47 3 24 99 x
韓国 7 92 2 0 0 6 - 2 34 6 16 -
モルドバ 6 99 x 4 1 x 2 x 4 - 3 18 3 29 58 x
ルーマニア 9 - 7 1 x 4 x 5 - 5 23 3 24 -
ロシア連邦 7 100 - 1 x 3 x 10 - 3 20 3 24 -
ルワンダ 9 95 30 0 1 5 - 6 10 7 16 91 x
セント
クリストファー・
ネービス

- - - - - - - 4 43 2 19 -

セントルシア 16 99 x 3 1 x 4 x 7 - 4 37 3 20 75 x
セント
ビンセント・
グレナディーン

- - - - - - - 3 36 4 19 -

サモア - 47 8 1 3 9 - 1 50 1 22 96
サンマリノ 4 100 - - - - - - - - 16 -
サントメ・
プリンシペ 11 97 10 1 4 6 35 5 15 7 40 89

サウジアラビア - - 11 1 4 8 - 9 41 5 18 70 x
セネガル 17 65 17 1 10 2 - 16 9 18 43 65
セルビア 6 91 5 1 3 12 - 2 31 4 25 -
セーシェル 12 - 6 1 x 4 x 11 - 6 34 3 26 -
シエラレオネ 10 65 25 2 6 5 77 3 12 7 45 82
シンガポール 11 - 3 1 x 4 x 4 - 3 36 9 17 -
スロバキア 8 100 - - - - - 4 26 3 25 -
スロベニア 6 97 - - - - - 2 29 3 26 -
ソロモン諸島 13 86 x 30 4 x 9 x 6 - 2 23 2 33 88 x
ソマリア - 8 24 4 x 14 x 3 14 7 11 13 46 7 x
南アフリカ 17 88 x 24 2 4 13 41 3 21 2 31 91
南スーダン - - 30 10 x 23 x 4 79 7 13 19 35 60 x
スペイン 10 - - - - - - 2 31 3 16 -
スリランカ 18 96 x 10 1 9 1 - 17 17 11 21 92
パレスチナ 10 99 8 1 1 9 - 4 31 3 25 96
スーダン - 11 x 35 5 x 16 x 3 9 14 14 15 34 34 x
スリナム 16 84 8 1 6 4 - 5 36 6 22 -
スウェーデン 4 100 - - - - - 2 27 2 17 -
スイス 6 99 - - - - - 2 22 5 17 -
シリア - 48 x 24 6 x 12 x 11 - 5 36 3 31 72
タジキスタン 9 92 13 2 6 5 - 8 9 5 37 91
タイ 10 98 12 3 7 10 - 8 26 6 21 84
東ティモール 18 53 x 45 2 8 1 - 17 4 25 30 84
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表８ 栄養指標：出生時、就学前と学齢期の子ども、女性および家庭

国・地域

出生時の体重 就学前の子どもにおける栄養不良（0～ 4歳）
ビタミンA
完全補給率a

（生後6～ 59カ月）
（％）2023（m,vs）

学齢期の子どもにおける
栄養不良（5～ 19歳）

2022
女性における栄養不良

ヨード添加塩を
消費する
世帯割合

2016‒2022（R）低出生体重（％）
2020（m）

出生時の体重
未計測（％）
2015‒2021
（R,m）

発育阻害（％）
2024

消耗症（％）
2017‒2024（R）

過体重（％）
2024 痩身（％） 過体重（％）

18歳以上の
低体重（％）
2022

15 ～ 49歳の
貧血（％）
2023

中度および
重度（m） 重度 中度および

重度（R）
中度および
重度（m）

痩身および
重度の痩身

過体重および
肥満

BMI<18.5kg/
m2

軽度、中度
および重度

トーゴ 14 70 23 1 6 4 24 5 12 8 42 81
トケラウ - - - - - - - 1 57 1 - -
トンガ - 93 2 0 1 10 - 1 57 0 21 53
トリニダード・
トバゴ 16 90 x 8 2 x 6 x 15 - 9 38 7 22 63 x

チュニジア 8 98 9 1 2 18 - 5 28 3 28 -
トルコ 13 96 6 1 2 8 - 2 33 3 29 85 x
トルクメニスタン 4 99 7 1 4 5 - 5 16 3 35 100 x
タークス・
カイコス諸島 - - 3 0 1 18 - - - - - 70

ツバル - 99 5 1 3 4 - 2 52 1 23 85
ウガンダ - 67 x 24 1 3 4 38 7 12 11 27 91
ウクライナ 6 99 x 12 4 x 8 x 16 - 6 17 2 19 36 x
アラブ首長国連邦 14 - - - - - - 3 45 2 28 -
英国 7 98 4 0 0 8 - 2 30 2 14 -
タンザニア 10 64 x 30 1 3 5 96 8 8 9 39 80
米国 8 98 4 0 ER 0 ER 10 - 1 42 2 15 -
ウルグアイ 8 100 7 0 1 14 - 1 40 2 25 -
ウズベキスタン 6 100 7 1 2 6 - 4 20 2 30 82 x
バヌアツ 13 90 x 31 2 x 5 x 6 - 2 31 3 30 63 x
ベネズエラ 9 92 x 12 - 4 x 7 - 3 36 5 25 -
ベトナム 6 97 19 1 4 11 - 10 18 12 21 61 x
イエメン - 8 x 47 5 17 2 - 15 21 16 36 49 x
ザンビア 11 80 32 2 4 6 99 4 14 8 27 88 x
ジンバブエ 12 88 24 2 5 4 37 6 11 5 28 84

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 9 - 13 1 4 8 - 6 22 7 19 92

ヨーロッパ・
中央アジア 8 98 5 0 1 8 - 3 24 3 21 -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 8 98 6 1 2 8 - 4 23 3 27 -

　西ヨーロッパ 7 99 3 0 1 7 - 2 25 3 16 -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 10 - 12 0 1 9 - 2 36 3 20 -

中東・北アフリカ 13 - 15 2 5 8 - 6 35 4 29 -
北アメリカ 8 98 4 0 0 10 - 1 41 2 15 -
南アジア 25 71 32 5 14 3 83 19 12 14 51 91
サハラ以南の
アフリカ 14 48 32 1 6 4 70 10 11 11 37 87

　東部・南部
　アフリカ 14 - 32 1 5 4 58 9 10 12 32 89

　西部・中部
　アフリカ 13 45 32 2 7 3 83 11 12 10 42 85

後発開発途上国
（LDC） 15 - 34 2 7 3 72 10 12 13 37 82

世界 15 73 23 2 7 5 75 10 20 7 31 90

注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間を参照し
ている。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含
まれていない。2000年以前の年次データからの推計値は表示されてい
ない。
ER 外部再分析
R   データは、列の見出しで指定された期間に入手可能な最新の年を参照
している。
m   ジェンダーによる評価はできない。
vs 「優先」指定された国を指す。全国ビタミンA補給プログラムの優先国
は、5歳未満児死亡率が高い（出生数1,000に対して40人超）か、当該年齢
グループにおけるビタミンA欠乏症が確認されているか、ビタミンA補給
プログラムの実施実績がある国のいずれかまたはすべてを指す。

指標の定義
低出生体重－出生時に2,500グラム未満の乳児の割合。

出生時の体重計測－提供されたデータに出生時の体重が含まれている出
生数の割合。注：（i）家庭調査の推計値には、15～49歳の女性が調査参照
期間（例：直近の2年）に出産した出生のうち、公的な文書（たとえば受診
票）に出生時の体重が記載されている、または聞き取り調査時に回答者が
出生時の体重を記憶していた事例が含まれている。また、出生時の体重が
250グラム未満または5,500グラムを超える事例については、欠損とし
て再計算が行われた可能性がある。（ii）行政機関（たとえば健康管理情報
システム）から提供されたデータに基づく推計値は、国別の当該機関より
提供されたデータを分子とし、国連人口部の『世界人口予測（World 
Population Prospects）2017年版』による年間出生数のデータを分母
として計算が行われたものである。
発育阻害（就学前の子ども）－中度・重度：WHO「子どもの成長と発育の評
価基準」身長年齢比の中央値から、標準偏差がマイナス2を下回る生後0～
59カ月の子どもの割合。
消耗症（就学前の子ども）－中度・重度：WHO「子どもの成長と発育の評価
基準」身長体重比の中央値から、標準偏差がマイナス2を下回る生後0～
59カ月の子どもの割合。
消耗症（就学前の子ども）－重度：WHO「子どもの成長と発育の評価基準」

身長体重比の中央値から標準偏差がマイナス3を下回る生後0～59カ月
の子どもの割合。
過体重（就学前の子ども）－中度・重度：WHO「子どもの成長と発育の評価
基準」身長体重比の中央値から、標準偏差がプラス2を上回る生後0～59
カ月の子どもの割合（重度の過体重を含む）。
ビタミンA完全補給率－ビタミンAの補給を当該暦年におよそ4～6カ月
空けて2回受けた生後6～59カ月の子どもの推計割合。
痩身（学齢期の子ども）－学齢期の子どもおよび青少年に関するWHO成
長評価基準に従って、標準偏差が中央値よりマイナス2を下回るボディマ
ス指数（BMI）となった5～19歳の子どもの割合。
過体重（学齢期の子ども）－学齢期の子どもおよび青少年に関するWHO
成長評価基準に従って、標準偏差が中央値よりプラス1を上回るBMIと
なった5～19歳の子どもの割合。
低体重（18歳以上の女性）－BMIが18.5kg/m2未満となった18歳以上の
女性の割合。
貧血（15～49歳の女性）－15～49歳の女性のうち、非妊婦および授乳中
の女性の場合はヘモグロビン濃度が120g/L未満、妊婦の場合はヘモグロ
ビン濃度が110g/L未満の女性の割合（標高と喫煙で調整）。

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。推計値は最新の人口データおよび地域区分に基づいて算出されており、以前の刊行物で示された数値とは異なる場合がある。
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ヨード添加塩を消費する世帯割合－ヨード（0ppm超）を含む塩を消費す
る世帯の割合。

データの主な出典
低出生体重－ユニセフおよびWHOの推計値計算モデルに基づく。最終更
新：2023年7月。
出生時の体重計測－人口保健調査（DHS）、複数指数クラスター調査
（MICS）、その他の国別家庭調査、報告システム作成定期データ。最終更
新：2022年11月。

発育阻害、過体重（就学前の子ども）－ユニセフ、WHO、世界銀行の推計
値計算モデルに基づく。最終更新：2025年。
発育障害および重度の発育障害（就学前の子ども）－DHS、MICS、および
その他の国別家庭調査。最終更新：2025年。
ビタミンA完全補給率－ユニセフ。最終更新：2025年。
痩身、過体重（学齢期の子ども）および低体重（18歳以上の女性）－NCDリ
スク要因研究コラボレーション（NCDRisC）。1990～2022年の低体重
および肥満の世界的傾向に基づく。2億2200万人の子ども、青少年、おと
なによって構成される人口集団を対象とした3663種類の集団代表的研究
をプール解析したもの。Lancet 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/ 

s0140-6736（23）02750-2.最終更新：2024年9月。
貧血（15～49歳以上の女性）－国際健康観測所（GHO）、WHO。最終更
新：2025年。
ヨード添加塩の消費－DHS、MICS、その他の国別家庭調査、および学校
ベースの調査。最終更新：2024年5月。
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表９ 栄養指標：母乳育児と食生活

国・地域

乳児および幼児（0～ 23カ月）への食事提供 2018‒2024（R）

母乳育児の
早期開始（％）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（％）

離乳食開始
（6～ 8カ月）
（％）

継続的な母乳育児（12～ 23カ月）（％） 食事状況（6～ 23カ月）（％）
最低限の
食事頻度

（6～ 23カ月）

最低食事水準
（6～ 23カ月）

（％）

野菜または
果物の消費ゼロ
（6～ 23カ月）

（％）すべての子ども 最も貧しい20％ 最も裕福な20％
2種以下の
食品群

（深刻な食事の貧困）

3～ 4種の
食品群

（中程度の食事の貧困）

少なくとも5種
の食品群

（最低限の食事の多様性）

アフガニスタン 48 63 57 68 74 66 49 37 15 34 7 61
アルバニア 57 x 37 x 89 x 43 x 38 x 37 x 18 x 29 x 53 x 46 x 27 x 26 x
アルジェリア 33 29 88 37 36 43 17 44 39 46 19 26
アンドラ - - - - - - - - - - - -
アンゴラ 53 33 79 x 67 x 74 x 53 x 30 x 41 x 20 31 x 12 x 36 x
アンギラ - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ - - - - - - - - - - - -

アルゼンチン 58 32 x 97 x 53 53 41 - - - 64 x - -
アルメニア 41 x 45 x 90 x 29 x 32 x 24 x 14 x 49 x 36 x 62 x 22 x 22 x
オーストラリア - - - 20 - - - - - - - -
オーストリア - - - - - - - - - - - -
アゼルバイジャン 14 18 93 28 34 18 8 34 58 74 35 15
バハマ - - - - - - - - - - - -
バーレーン - - - - - - - - - - - -
バングラデシュ 37 53 76 90 91 89 21 41 38 65 30 46
バルバドス 40 x 20 x 90 x 41 x - - - - - 59 x - -
ベラルーシ 24 22 96 17 11 20 1 29 70 93 57 3
ベルギー - - - - - - - - - - - -
ベリーズ 68 x 33 x 79 x 47 x 59 x 37 x 10 x 32 x 58 x 64 x - 30 x
ベナン 25 45 77 69 81 56 36 42 22 32 9 48
ブータン 82 69 93 x 87 86 87 47 x 37 x 16 x 63 x - 61 x
ボリビア 80 56 x 75 50 74 x 53 x 9 17 74 - - 8
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 42 x 18 x 76 x 12 x 17 x 10 x - - - 71 x - -

ボツワナ 53 x 30 x 73 x 15 x - - - - - - - -
ブラジル 62 46 86 44 50 32 8 ER 28 ER 63 ER - - 21
英領バージン諸島 - - - - - - - - - - - -
ブルネイ - - - - - - - - - - - -
ブルガリア - - - - - - - - - - - -
ブルキナファソ 60 51 52 81 87 70 32 49 19 38 11 33
ブルンジ 89 83 85 87 92 x 84 x 18 x 64 x 29 50 18 9 x
カーボベルデ 71 42 98 42 - - - - - - - -
カンボジア 54 50 88 40 58 20 14 38 49 82 42 29
カメルーン 48 39 76 43 65 12 28 53 20 44 11 32
カナダ - - - - - - - - - - - -
中央アフリカ
共和国 63 36 77 73 74 52 19 x 54 x 27 x 11 9 x 22 x

チャド 47 7 79 71 73 64 17 35 49 71 37 28
チリ - - - - - - - - - - - -
中国 29 ER,x 35 ER,x 83 ER,x 22 ER,x - - 10 ER,x 29 ER,x 61 ER,x 72 ER,x 43 ER,x 9 ER,x
コロンビア 69 x 37 x 90 x 42 x 49 x 36 x 7 x 24 x 69 x 60 x 42 x 15 x
コモロ 17 23 82 59 53 60 35 49 16 28 x 5 x 56
コンゴ 25 x 33 x 84 x 32 x 54 x 20 x 35 x 52 x 14 x 29 x 4 x 51 x
クック諸島 - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 53 25 99 46 47 40 3 21 76 76 x - 10
コートジボワール 42 34 45 59 76 40 31 41 28 29 11 41
クロアチア - 24 x - - - - - - - - - -
キューバ 64 41 94 25 35 23 9 33 58 76 x 54 x 22
キプロス - - - - - - - - - - - -
チェコ - - - - - - - - - - - -
朝鮮民主主義
人民共和国 43 x 71 x 78 x - - - - - 47 x - - -

コンゴ民主共和国 53 52 79 71 82 48 29 57 14 24 5 31
デンマーク - - - - - - - - - - - -
ジブチ 52 x 12 x - - - - - - - - - -
ドミニカ - - - - - - - - - - - -
ドミニカ共和国 42 16 90 22 30 14 8 26 66 77 x 42 x 19
エクアドル 49 40 x 94 52 55 51 3 18 80 92 66 10
エジプト 33 40 75 57 58 x 43 x 22 36 42 55 26 35
エルサルバドル 34 45 90 67 x 71 x 57 x 5 x 22 x 55 87 x 65 x 16 x
赤道ギニア - 7 x - 31 x 47 x 34 x - - - - - -
エリトリア 93 x 69 x 44 x 86 x - - - - - - - -
エストニア - - - - - - - - - - - -
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表９ 栄養指標：母乳育児と食生活

国・地域

乳児および幼児（0～ 23カ月）への食事提供 2018‒2024（R）

母乳育児の
早期開始（％）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（％）

離乳食開始
（6～ 8カ月）
（％）

継続的な母乳育児（12～ 23カ月）（％） 食事状況（6～ 23カ月）（％）
最低限の
食事頻度

（6～ 23カ月）

最低食事水準
（6～ 23カ月）

（％）

野菜または
果物の消費ゼロ
（6～ 23カ月）

（％）すべての子ども 最も貧しい20％ 最も裕福な20％
2種以下の
食品群

（深刻な食事の貧困）

3～ 4種の
食品群

（中程度の食事の貧困）

少なくとも5種
の食品群

（最低限の食事の多様性）

エスワティニ 47 54 95 34 27 42 19 52 30 63 19 35
エチオピア 72 59 69 81 69 77 46 41 14 55 11 69
フィジー 63 43 95 46 53 32 8 33 59 69 41 12
フィンランド - - - - - - - - - - - -
フランス - - - - - - - - - - - -
ガボン 70 19 82 17 23 11 27 46 26 40 13 42
ガンビア 36 54 76 74 77 68 33 44 23 51 15 57
ジョージア 33 20 90 25 29 20 8 40 53 65 28 9
ドイツ - - - - - - - - - - - -
ガーナ 58 53 69 67 82 52 21 37 42 49 23 31
ギリシャ - - - - - - - - - - - -
グレナダ - - - - - - - - - - - -
グアテマラ 53 59 49 66 85 x 48 x 9 x 31 x 59 x 82 x 52 x 27 x
ギニア 26 44 59 78 84 57 54 32 11 22 4 63
ギニアビサウ 46 59 64 75 80 55 53 39 8 35 3 69
ガイアナ 46 29 84 52 68 33 20 40 40 61 x 36 x 33
ハイチ 48 40 x 93 56 59 x 43 x 32 x 49 x 19 x 39 x 11 x 55 x
バチカン - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 51 30 92 52 63 37 10 33 57 85 x 55 x 37
ハンガリー - - - - - - - - - - - -
アイスランド - - - - - - - - - - - -
インド 41 64 49 80 87 71 40 36 24 35 11 52
インドネシア 58 51 x 83 65 70 59 14 38 48 71 x 40 x 25
イラン 81 x 47 x 76 x - - - - - 84 x - - -
イラク 32 26 85 35 47 33 14 41 45 74 34 25
アイルランド - - - - - - - - - - - -
イスラエル - - - - - - - - - - - -
イタリア - - - - - - - - - - - -
ジャマイカ 65 x 33 86 43 43 46 9 39 51 61 33 25
日本 - - - - - - - - - - - -
ヨルダン 34 24 81 24 32 19 20 38 42 60 27 33
カザフスタン 83 x 38 x 67 x 41 x 40 x 45 x 12 x 40 x 49 x 73 x 37 x 21 x
ケニア 60 60 87 65 72 58 16 47 37 71 31 25
キリバス 46 64 90 61 70 53 35 56 9 74 8 51
コソボ - - - - - - - - - - - -
クウェート - - - - - - - - - - - -
キルギス 73 44 88 51 53 48 9 25 66 78 51 15
ラオス 45 50 78 37 61 14 22 37 41 69 x 26 x 31
ラトビア - - - - - - - - - - - -
レバノン 59 23 60 27 - - 30 44 26 - - 36
レソト 67 61 88 40 63 26 31 54 15 58 9 38
リベリア 67 55 45 68 73 52 43 49 9 22 3 56
リビア 29 x - - - - - - - - - - -
リヒテン
シュタイン - - - - - - - - - - - -

リトアニア - - - - - - - - - - - -
ルクセンブルク - - - - - - - - - - - -
マダガスカル 66 54 92 73 79 81 24 55 21 69 15 25
マラウイ 60 64 88 83 88 67 26 57 17 37 9 26
マレーシア 64 40 x - 51 - - - - - - - -
モルディブ 67 x 63 x 97 x 73 x 79 x 59 x 6 x 23 x 71 x 68 x 50 x 15 x
マリ 46 40 38 76 79 69 42 41 17 34 9 58
マルタ - - - - - - - - - - - -
マーシャル諸島 61 x 43 x 64 x 36 x 25 x - 29 x 36 x 34 x 50 x 15 x 46 x
モーリタニア 56 41 55 67 74 65 38 42 20 23 8 55
モーリシャス - - - - - - - - - - - -
メキシコ 63 35 88 39 52 x 16 x 9 x 32 x 59 x 75 48 x 18 x
ミクロネシア連邦 - - - - - - - - - - - -
モナコ - - - - - - - - - - - -
モンゴル 72 51 90 64 65 51 10 51 45 66 28 38
モンテネグロ 45 20 95 22 55 20 8 26 66 87 48 6
モントセラト - - - - - - - - - - - -
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表９ 栄養指標：母乳育児と食生活

国・地域

乳児および幼児（0～ 23カ月）への食事提供 2018‒2024（R）

母乳育児の
早期開始（％）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（％）

離乳食開始
（6～ 8カ月）
（％）

継続的な母乳育児（12～ 23カ月）（％） 食事状況（6～ 23カ月）（％）
最低限の
食事頻度

（6～ 23カ月）

最低食事水準
（6～ 23カ月）

（％）

野菜または
果物の消費ゼロ
（6～ 23カ月）

（％）すべての子ども 最も貧しい20％ 最も裕福な20％
2種以下の
食品群

（深刻な食事の貧困）

3～ 4種の
食品群

（中程度の食事の貧困）

少なくとも5種
の食品群

（最低限の食事の多様性）

モロッコ 43 x 35 x 84 x 35 x 45 x 19 x - - - - - -
モザンビーク 77 56 80 68 80 41 31 55 14 26 4 42
ミャンマー 67 x 51 x 75 x 79 x 84 x 66 x 35 x 44 x 21 x 57 x 16 x 56 x
ナミビア 71 x 48 x 80 x 47 x 55 x 27 x 41 x 35 x 25 x 38 x 12 x 52 x
ナウル 70 53 - 60 - - 12 38 50 46 26 35
ネパール 55 56 85 94 96 94 8 44 48 82 43 33
オランダ - - - - - - - - - - - -
ニュージーランド - - - - - - - - - - - -
ニカラグア 54 x 32 x 93 x 53 x 64 x 28 x - - - - - -
ニジェール 71 25 88 79 85 x 71 x 32 54 13 63 11 45
ナイジェリア 36 29 62 58 74 37 44 42 14 40 7 53
ニウエ - - - - - - - - - - - -
北マケドニア 10 28 97 30 37 33 11 35 54 80 43 13
ノルウェー - - - - - - - - - - - -
オマーン 82 x 23 x 95 x - - - - - - - - -
パキスタン 20 48 65 63 67 60 38 47 15 61 13 61
パラオ - - - - - - - - - - - -
パナマ 55 22 x 83 41 x 57 x 18 x - - - 60 x - -
パプアニュー
ギニア 55 x 60 x 79 x 79 x 79 x 64 x 26 x 42 x 32 x 44 x 18 x 13 x

パラグアイ 50 x 30 x 87 x 33 x 41 x 43 x 6 x 42 x 52 x 71 x 38 x 17 x
ペルー 48 70 95 72 69 73 2 13 85 - - 5
フィリピン 54 41 80 57 69 41 18 35 47 74 37 27
ポーランド - - - - - - - - - - - -
ポルトガル - - - - - - - - - - - -
カタール 61 45 79 53 - - 11 25 64 40 x - 14
韓国 - - - - - - - - - - - -
モルドバ 61 x 36 x 75 x 27 x 44 x 22 x 6 x 24 x 70 x 46 x - 10 x
ルーマニア 58 x 16 x - - - - - - - - - -
ロシア連邦 25 x - - - - - - - - - - -
ルワンダ 85 81 81 90 95 81 12 53 34 45 21 16
セント
クリストファー・
ネービス

- - - - - - - - - - - -

セントルシア 50 x 4 x - 29 x - - - - - 43 x - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

- - - - - - - - - - - -

サモア 53 52 83 50 58 36 23 57 20 46 12 25
サンマリノ - - - - - - - - - - - -
サントメ・
プリンシペ 36 63 80 46 51 39 22 45 32 58 x 22 x 32

サウジアラビア - - - - - - - - - - - -
セネガル 38 34 60 73 76 72 32 42 27 23 6 47
セルビア 8 24 96 16 28 18 2 13 86 95 74 2
セーシェル - - - - - - - - - - - -
シエラレオネ 88 51 99 54 67 51 47 29 24 32 9 54
シンガポール - - - - - - - - - - - -
スロバキア - - - - - - - - - - - -
スロベニア - - - - - - - - - - - -
ソロモン諸島 79 x 76 x - 71 x - - - - - - - -
ソマリア 60 34 41 45 61 x 23 x 63 24 13 - - 65
南アフリカ 67 x 32 x 83 x 34 x 47 x 25 x 23 x 37 x 40 x 43 x 19 x 37 x
南スーダン 51 x 45 x 42 x 62 x 67 x 58 x - - - 10 x - -
スペイン - - - - - - - - - - - -
スリランカ 91 81 x 94 x 90 x 90 x 81 x 5 x 17 x 78 x - - 11 x
パレスチナ 41 39 90 29 29 28 13 42 45 71 31 28
スーダン 69 x 55 x 61 x 73 x 72 x 74 x 34 x 42 x 24 x 41 x 14 x 67 x
スリナム 52 9 81 23 27 21 23 48 28 52 16 30
スウェーデン - - - - - - - - - - - -
スイス - - - - - - - - - - - -
シリア 36 29 75 45 x 57 x 42 x 30 ER 38 ER 31 ER - - -
タジキスタン 41 41 56 55 56 53 32 40 28 30 9 56
タイ 29 29 88 24 30 17 10 18 72 79 60 16
東ティモール 47 65 73 49 61 x 44 x 30 30 40 56 26 34
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表９ 栄養指標：母乳育児と食生活

国・地域

乳児および幼児（0～ 23カ月）への食事提供 2018‒2024（R）

母乳育児の
早期開始（％）

完全母乳育児
（6カ月未満）
（％）

離乳食開始
（6～ 8カ月）
（％）

継続的な母乳育児（12～ 23カ月）（％） 食事状況（6～ 23カ月）（％）
最低限の
食事頻度

（6～ 23カ月）

最低食事水準
（6～ 23カ月）

（％）

野菜または
果物の消費ゼロ
（6～ 23カ月）

（％）すべての子ども 最も貧しい20％ 最も裕福な20％
2種以下の
食品群

（深刻な食事の貧困）

3～ 4種の
食品群

（中程度の食事の貧困）

少なくとも5種
の食品群

（最低限の食事の多様性）

トーゴ 48 x 64 x 76 x 80 x 90 x 73 x 31 x 51 x 19 x 61 x 14 x 48 x
トケラウ - - - - - - - - - - - -
トンガ 39 40 91 35 47 16 13 34 54 49 27 10
トリニダード・
トバゴ 48 31 76 42 51 43 15 40 46 73 37 31

チュニジア 34 18 91 38 49 37 10 27 64 73 49 19
トルコ 71 41 85 53 - - - - - - - -
トルクメニスタン 93 57 79 45 49 38 4 27 69 97 64 12
タークス・
カイコス諸島 49 - - 16 - - 22 22 56 68 29 35

ツバル 39 44 97 29 - - 14 57 29 - 18 44
ウガンダ 82 66 x 72 63 77 x 53 x 24 62 10 63 7 54
ウクライナ 66 x 20 x 75 x 31 x 31 x 30 x - - - 55 x - -
アラブ首長国連邦 23 x - - - - - - - - - - -
英国 - - - - - - - - - - - -
タンザニア 70 64 89 72 x 75 x 70 x 22 59 19 33 8 40
米国 - 26 ER - 12 ER - - - - - - - -
ウルグアイ 66 51 98 58 - - 4 17 79 - - 6
ウズベキスタン 40 25 86 65 64 62 11 33 56 69 39 15
バヌアツ 59 76 69 55 56 44 26 49 25 23 9 16
ベネズエラ - 7 x - - - - - - - - - -
ベトナム 24 45 86 44 44 43 9 36 56 77 46 17
イエメン 53 x 10 x 69 x 63 x 73 x 56 x 27 50 23 57 x 15 x 66 x
ザンビア 68 64 94 63 74 51 24 53 22 41 12 30
ジンバブエ 67 42 90 50 61 33 25 58 25 68 11 28

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 51 37 83 39 - - 12 32 56 73 43 16

ヨーロッパ・
中央アジア - - - - - - - - - - - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 54 35 84 53 - - - - - - - -

　西ヨーロッパ - - - - - - - - - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 59 43 86 46 - - - - - - - -

中東・北アフリカ 34 33 80 45 - - 21 41 38 59 28 31
北アメリカ - 26 - 12 - - - - - - - -
南アジア 38 60 56 78 - - 38 39 23 43 14 53
サハラ以南の
アフリカ 56 46 72 67 - - 34 48 19 43 11 45

　東部・南部
　アフリカ 69 57 79 71 - - 31 50 19 51 12 47

　西部・中部
　アフリカ 46 37 67 65 - - 36 46 19 37 9 44

後発開発途上国
（LDC） 59 52 75 74 - - 31 48 21 46 13 46

世界 48 47 70 61 - - 29 40 31 50 18 40

注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間を参照し
ている。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含
まれていない。2000年以前の年次データからの推計値は表示されてい
ない。
ER 外部再分析
R   データが列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次
のものを参照している。

指標の定義
母乳育児の早期開始－過去24カ月間に生まれて、生後1時間以内に母乳
を与えられた子どもの割合。

完全母乳育児（6カ月未満）－調査前日に母乳のみを与えられた生後0～5
カ月の乳児の割合。
継続的な母乳育児（12～23カ月）－調査前日に母乳を与えられた生後12
～23カ月の子どもの割合。
子どもの深刻な食事の貧困（6～ 23カ月）－調査前日に定義された食品グ
ループ8種のうち0～ 2種を与えられた生後6～23カ月の子どもの割合。
子どもの中程度の食事の貧困（6～ 23カ月）－調査前日に定義された食品
グループ8種のうち3～4種を与えられた生後6～23カ月の子どもの割合。
離乳食開始（6～8カ月）－調査前日に固形、半固形または流動食品を与え
られた生後6～8カ月の乳児の割合。
最低限の食事多様性（6～23カ月）－調査前日に定義された食品グループ
8種のうち5種以上を与えられた生後6～23カ月の子どもの割合。
最低限の食事頻度（6～23カ月）－調査前日に固形、半固形または流動食
品（母乳育児を受けていない子どもの場合はミルクも含む）を最低食事頻
度基準を満たす回数以上与えられた生後6～23カ月の子どもの割合。

最低食事水準（6～23カ月）－調査前日に最低食事水準を満たす食事を与
えられた生後6～23カ月の子どもの割合。
野菜または果物の消費ゼロ（6～23カ月）－調査前日に野菜または果物を
まったく消費しなかった生後6～23カ月の子どもの割合。

データの主な出典
乳児および幼児（0～23カ月）への食事提供－DHS、MICSおよびその他
の国別家庭調査。最終更新：2025年。

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。中国の2017年の
データは、地域および世界の推計に含まれている。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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表10 乳幼児期の子どもの発育指標

国・地域

幼児教育への参加率
（％）

2015‒2024（R）

おとなによる学習意欲の早期喚起と
レスポンシブ・ケア（％）（H）

2015‒2024（R）

家庭にある学習教材
（％）

2015‒2024（R） 適切な安全監督を欠く子ども（％）
2015‒2024（R）

発達が順調な子ども（％）
2015‒2024（R）

児童書 玩具
（H）

全体 男 女 最も貧しい
20％

最も裕福な
20％ 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％ 全体 全体 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％ 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％

アフガニスタン 1 1 1 0 3 54 54 54 49 65 1 43 36 35 36 43 25 29 y 28 y 31 y 21 y 45 y
アルバニア 73 73 73 62 88 78 y 75 y 80 y 57 y 88 y 32 x 53 x 7 7 6 9 3 - - - - -
アルジェリア 14 14 15 6 26 61 61 62 48 77 8 49 13 13 12 13 13 77 y 74 y 79 y 70 y 85 y
アンドラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アンゴラ 12 y 13 y 12 y 5 y 25 y - - - - - - - - - - - - - - - - -
アンギラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

アルゼンチン 64 y 63 y 66 y 59 y 84 y 85 y 83 y 88 y 77 y 94 y 48 y 88 y 6 y 6 y 6 y 7 y 3 y 86 y 85 y 87 y 83 y 88 y
アルメニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
オーストラリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
オーストリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アゼルバイジャン 26 26 25 16 27 68 65 71 51 92 20 64 5 5 4 7 3 72 66 78 59 74
バハマ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
バーレーン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
バングラデシュ 19 19 19 15 26 63 63 63 48 79 6 67 11 11 11 17 6 75 y 71 y 78 y 68 y 84 y
バルバドス 90 x 88 x 91 x 90 x,p 97 x,p 97 x,y 97 x,y 97 x,y 100 x,y,p 100 x,y,p 85 x 76 x 1 x 2 x 1 x 0 x 3 x 97 x,y 95 x,y 99 x,y 100 x,y,p 100 x,y,p
ベラルーシ 91 91 91 80 95 97 96 98 92 99 91 81 2 2 2 3 3 87 y 84 y 89 y 82 y 87 y
ベルギー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ベリーズ 55 52 58 29 72 88 y 89 y 86 y 80 y 94 y 44 68 13 15 11 15 11 83 y 80 y 85 y 76 y 91 y
ベナン 13 y 12 y 13 y 4 y 35 y 39 y 39 y 39 y 32 y 56 y 2 y 55 y 29 y 28 y 30 y 36 y 22 y 41 y 38 y 44 y 29 y 56 y
ブータン 10 x 10 x 10 x 3 x 27 x 54 x,y 52 x,y 57 x,y 40 x,y 73 x,y 6 x 52 x 14 x 13 x 15 x 17 x 7 x 72 x,y 68 x,y 75 x,y 67 x,y 80 x,y
ボリビア 21 19 23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 13 x 12 x 14 x 2 x 31 x 95 x,y 95 x,y 96 x,y 87 x,y 100 x,y 56 x 56 x 2 x 2 x 2 x 3 x 1 x 96 x,y 95 x,y 98 x,y 95 x,y 94 x,y

ボツワナ 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ブラジル 92 y - - 88 y 96 y - - - - - - - - - - - - - - - - -
英領バージン諸島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ブルネイ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ブルガリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ブルキナファソ 3 y 2 y 3 y 0 y 12 y 14 x,y 14 x,y 14 x,y 12 x,y 26 x,y - - - - - - - - - - - -
ブルンジ 7 y 7 y 7 y 1 y 31 y 58 y 58 y 59 y 56 y 67 y 0 y 35 y 42 y 42 y 42 y 43 y 30 y 40 y 34 y 46 y 33 y 54 y
カーボベルデ 88 y 87 y 88 y - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
カンボジア 15 x,y 12 x,y 17 x,y 7 x,y 38 x,y 45 x,y 42 x,y 48 x,y 33 x,y 60 x,y 4 x,y 34 x,y 10 x,y 10 x,y 10 x,y 16 x,y 4 x,y 73 x,y 74 x,y 73 x,y 67 x,y 82 x,y
カメルーン 28 x 27 x 29 x 2 x 66 x 44 x,y 45 x,y 44 x,y 50 x,y 52 x,y 4 x 53 x 34 x 34 x 35 x 52 x 23 x 61 x,y 59 x,y 63 x,y 56 x,y 73 x,y
カナダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
中央アフリカ
共和国 6 6 7 2 27 27 28 26 24 39 0 56 49 49 49 50 47 36 y 34 y 39 y 35 y 46 y

チャド 1 1 1 0 4 55 55 55 53 56 1 58 64 64 64 63 63 45 y 43 y 47 y 42 y 48 y
チリ 67 y 67 y 66 y - - 93 y 93 y 94 y 91 y 96 y - 98 y 1 1 1 1 0 86 y 85 y 87 y 85 y 91 y
中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
コロンビア 36 y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
コモロ 31 27 35 17 47 65 64 66 51 84 2 38 30 31 28 35 23 36 y 32 y 41 y 25 y 53 y
コンゴ 36 36 37 7 77 59 y 59 y 58 y 47 y 77 y 3 51 42 42 41 54 30 61 y 57 y 65 y 46 y 72 y
クック諸島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 44 41 47 41 52 76 75 77 66 87 39 82 7 7 7 7 6 86 y 82 y 90 y 79 y 94 y
コートジボワール 4 y 5 y 4 y 1 y 10 y 29 y 29 y 29 y 18 y 61 y 1 45 20 20 19 20 18 39 y 36 y 43 y 30 y 61 y
クロアチア 84 y 83 y 84 y - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
キューバ 50 47 53 - - 90 89 91 - - 42 86 2 2 2 - - 95 y 94 y 95 y - -
キプロス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
チェコ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
朝鮮民主主義
人民共和国 73 73 73 - - 95 94 95 - - 50 59 16 17 16 - - 88 y 86 y 89 y - -

コンゴ民主共和国 5 6 5 1 20 44 44 44 39 58 1 39 47 47 46 53 29 57 y 56 y 57 y 44 y 72 y
デンマーク - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ジブチ 14 x 12 x 16 x - - 37 x,y 38 x,y 35 x,y - - 15 x 24 x 8 x 8 x 8 x - - - - - - -
ドミニカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ドミニカ共和国 48 46 50 33 63 63 61 65 47 82 9 68 8 8 7 9 5 87 y 85 y 89 y 81 y 90 y
エクアドル 54 y 55 y 53 y 46 y 62 y 63 y 61 y 64 y 52 y 78 y 17 y 62 y 2 y 1 y 2 y 2 y 1 y 81 y 78 y 84 y - -
エジプト 48 y 49 y 48 y 40 y 54 y - - - - - - - 4 x 4 x 4 x 7 x 2 x - - - - -
エルサルバドル 20 19 21 - - 75 72 78 - - 17 91 8 8 7 - - 83 y 82 y 83 y - -
赤道ギニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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表10 乳幼児期の子どもの発育指標

国・地域

幼児教育への参加率
（％）

2015‒2024（R）

おとなによる学習意欲の早期喚起と
レスポンシブ・ケア（％）（H）

2015‒2024（R）

家庭にある学習教材
（％）

2015‒2024（R） 適切な安全監督を欠く子ども（％）
2015‒2024（R）

発達が順調な子ども（％）
2015‒2024（R）

児童書 玩具
（H）

全体 男 女 最も貧しい
20％

最も裕福な
20％ 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％ 全体 全体 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％ 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％

エリトリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
エストニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
エスワティニ 9 8 11 4 22 31 28 33 27 43 2 63 14 15 13 18 6 48 43 52 36 58
エチオピア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
フィジー 22 23 20 23 25 97 97 97 95 99 24 75 13 15 12 14 9 83 81 85 79 88
フィンランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
フランス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ガボン 51 y 53 y 49 y 21 y 80 y - - - - - - - - - - - - - - - - -
ガンビア 24 23 25 19 40 16 15 18 11 31 1 49 16 17 16 18 16 67 y 65 y 69 y 63 y 78 y
ジョージア 78 77 79 61 87 78 79 77 68 85 57 66 4 3 5 4 3 90 y 91 y 89 y 88 y 92 y
ドイツ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ガーナ 71 71 70 46 94 34 35 33 20 60 7 50 30 30 30 39 21 68 y 65 y 72 y 55 y 87 y
ギリシャ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
グレナダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
グアテマラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ギニア 9 9 9 3 32 31 y 33 y 30 y 22 y 51 y 0 32 34 36 33 38 36 49 y 48 y 50 y 45 y 51 y
ギニアビサウ 14 12 17 5 54 43 42 44 31 72 1 44 70 71 70 68 73 73 y 72 y 75 y 70 y 75 y
ガイアナ 47 48 45 47 47 90 90 91 81 98 47 75 7 6 7 13 2 87 y 83 y 90 y 76 y 90 y
ハイチ 63 y 63 y 63 y 31 y 84 y 54 y 52 y 57 y 34 y 79 y 8 y 48 y 22 y 23 y 22 y 28 y 15 y 65 y 62 y 69 y 61 y 77 y
バチカン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 14 14 13 15 18 36 35 37 21 60 7 70 6 6 6 8 4 75 y 75 y 74 y 70 y 81 y
ハンガリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アイスランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
インド 49 y 48 y 50 y 40 y 58 y - - - - - - - - - - - - - - - - -
インドネシア 13 - - - - - - - - - - - - - - - - 88 y - - - -
イラン 18 - - - - 70 x,y 69 x,y 70 x,y - - 36 83 y 13 - - - - - - - - -
イラク 2 2 3 1 5 44 44 45 31 53 3 47 10 10 10 12 12 79 y 78 y 80 y 71 y 89 y
アイルランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
イスラエル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
イタリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ジャマイカ 71 70 72 61 75 85 84 87 76 94 44 80 3 3 3 4 3 94 92 96 92 92
日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ヨルダン 13 y 12 y 14 y 5 y 35 y 92 y 92 y 91 y 85 y 99 y 16 y 71 y 16 y 17 y 16 y 16 y 21 y 84 y 82 y 86 y 73 y 88 y
カザフスタン 55 53 58 45 70 86 y 84 y 87 y 83 y 95 y 51 60 5 4 6 8 3 86 y 85 y 86 y 87 y 88 y
ケニア 36 y 35 y 37 y 25 y 42 y - - - - - - - - - - - - 78 y 76 y 80 y 61 y 93 y
キリバス 72 69 75 76 76 77 76 79 71 84 4 60 31 31 30 35 31 80 y 78 y 82 y 70 y 89 y
コソボ 15 17 13 3 43 63 62 65 40 84 27 61 7 7 7 9 4 91 y 90 y 92 y 90 y 95 y
クウェート - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
キルギス 32 32 31 14 54 86 87 86 80 92 21 75 7 7 7 6 7 70 70 71 63 74
ラオス 27 25 29 9 67 26 26 27 11 56 3 56 14 13 14 19 10 59 58 60 46 74
ラトビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
レバノン 62 x 63 x 60 x - - 56 x,y 58 x,y 54 x,y - - 29 x 16 x,y 9 x 8 x 10 x - - - - - - -
レソト 46 45 46 20 83 28 27 29 17 45 3 57 17 17 17 27 9 73 y 68 y 78 y 66 y 77 y
リベリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
リビア 6 x - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
リヒテン
シュタイン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

リトアニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ルクセンブルク - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
マダガスカル 15 15 15 7 42 25 25 26 17 44 2 52 34 33 34 36 25 67 y 65 y 68 y 64 y 81 y
マラウイ 34 31 37 21 55 35 34 37 28 48 1 37 44 45 43 47 33 59 y 56 y 62 y 49 y 74 y
マレーシア 53 52 55 - - 25 y 25 y 24 y - - 56 62 3 3 3 - - - - - - -
モルディブ 78 y 78 y 79 y 69 y 82 y,p 96 y 96 y 97 y 97 y - 59 y 48 y 12 y 10 y 14 y 11 y 22 y 93 y 91 y 95 y 92 y -
マリ 5 6 5 1 21 55 y 55 y 55 y 53 y 65 y 0 52 32 32 32 31 27 62 y 60 y 63 y 54 y 67 y
マルタ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
マーシャル諸島 5 5 5 4 11 72 y 72 y 73 y 71 y 83 y 19 71 9 9 10 10 9 79 y 80 y 78 y 84 y 82 y
モーリタニア 12 12 12 3 30 44 y 46 y 42 y 30 y 65 y 1 33 34 35 34 39 26 60 y 58 y 62 y 52 y 68 y
モーリシャス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
メキシコ 58 61 55 47 60 89 91 86 81 98 39 78 9 8 10 10 7 80 77 82 69 87
ミクロネシア連邦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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表10 乳幼児期の子どもの発育指標

国・地域

幼児教育への参加率
（％）

2015‒2024（R）

おとなによる学習意欲の早期喚起と
レスポンシブ・ケア（％）（H）

2015‒2024（R）

家庭にある学習教材
（％）

2015‒2024（R） 適切な安全監督を欠く子ども（％）
2015‒2024（R）

発達が順調な子ども（％）
2015‒2024（R）

児童書 玩具
（H）

全体 男 女 最も貧しい
20％

最も裕福な
20％ 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％ 全体 全体 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％ 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％

モナコ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モンゴル 83 83 84 55 91 53 52 54 36 66 34 69 16 15 17 18 14 86 83 90 79 87
モンテネグロ 53 51 56 18 65 91 91 91 69 100 58 64 5 4 5 5 2 90 y 90 y 91 y 76 y 92 y
モントセラト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モロッコ 39 x 36 x 41 x 6 x 78 x 36 y 36 y 36 y 26 y 47 y 21 x,y 14 x,y 7 - - - - - - - - -
モザンビーク 2 y 2 y 2 y 0 y 8 y 47 x,y 45 x,y 48 x,y 48 x,y 50 x,y 3 x - 33 x 33 x 32 x - - 38 y 37 y 39 y 24 y 63 y
ミャンマー 23 y 22 y 25 y 11 y 42 y 52 y 51 y 53 y 41 y 73 y 5 y 72 y 13 y 14 y 13 y 21 y 5 y - - - - -
ナミビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ナウル 20 19 21 17 p 16 p 93 88 97 91 p 100 p 14 79 25 26 24 34 6 73 72 73 76 p 73 p
ネパール 62 64 60 52 87 73 74 73 61 91 3 66 25 26 24 40 13 65 y 65 y 66 y 53 y 83 y
オランダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ニュージーランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ニカラグア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ニジェール 3 x 3 x 2 x 0 x 9 x - - - - - - - - - - - - - - - - -
ナイジェリア 38 y 37 y 38 y 11 y 75 y 55 y 56 y 54 y 35 y 86 y 4 y 54 y 44 y 44 y 43 y 47 y 34 y 48 y 47 y 49 y 30 y 77 y
ニウエ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北マケドニア 37 41 32 7 67 88 86 91 70 99 55 62 6 7 5 11 1 82 y 76 y 89 y 67 y 91 y
ノルウェー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
オマーン 29 x 28 x 31 x - - 81 x,y 78 x,y 84 x,y - - 25 x 75 x 45 x 44 x 45 x - - 68 x,y 65 x,y 72 x,y - -
パキスタン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パラオ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パナマ 37 x 38 x 35 x 28 x 67 x 74 x,y 73 x,y 74 x,y 55 x,y 89 x,y 26 x 69 x 3 x 3 x 2 x 6 x 1 x 80 x,y 80 x,y 81 x,y 77 x,y 95 x,y
パプアニュー
ギニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

パラグアイ 31 30 32 10 61 64 y 62 y 65 y 40 y 90 y 23 60 3 2 3 4 2 82 y 80 y 84 y 76 y 91 y
ペルー 65 y 63 y 67 y 65 y 73 y - - - - - - - - - - - - - - - - -
フィリピン 19 y 20 y 18 y 21 y 16 y - - - - - - - - - - - - 77 74 80 66 84
ポーランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ポルトガル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
カタール 84 84 85 - - 97 - - - - 40 x 55 x 12 x 12 x 11 x - - 85 83 87 - -
韓国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モルドバ 71 x 74 x 67 x 50 x 88 x 89 x,y 86 x,y 92 x,y 81 x,y 95 x,y 68 x 68 x 6 x 6 x 6 x 9 x 5 x 84 x,y 83 x,y 84 x,y 75 x,y 87 x,y
ルーマニア 76 y 76 y 77 y - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ロシア連邦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ルワンダ 35 y 33 y 36 y 24 y 64 y 47 y 46 y 49 y 35 y 62 y 2 y 37 y 28 y 31 y 26 y 35 y 13 y 82 y 80 y 85 y 76 y 91 y
セント
クリストファー・
ネービス

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

セントルシア 85 x 87 x 84 x - - 93 x,y 89 x,y 96 x,y - - 68 x 59 x 5 x 5 x 5 x - - 91 x,y 91 x,y 92 x,y - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

サモア 26 23 29 18 36 87 86 88 83 93 9 51 16 18 13 16 16 73 y 70 y 77 y 65 y 75 y
サンマリノ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
サントメ・
プリンシペ 35 36 34 19 57 43 42 44 37 68 6 71 21 21 22 29 17 63 y 59 y 67 y 61 y 76 y

サウジアラビア - - - - - - - - - - - - - - - - - 82 82 82 - -
セネガル 18 y 16 y 20 y 8 y 40 y 20 y 18 y 21 y 15 y 33 y 1 y 29 y 39 y 39 y 38 y 30 y 54 y 67 y 66 y 68 y 59 y 71 y
セルビア 61 58 63 11 80 96 95 97 93 98 78 83 4 3 4 7 2 97 y 96 y 99 y 100 y 97 y
セーシェル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
シエラレオネ 12 11 12 1 41 19 19 19 13 31 2 41 30 30 30 32 25 51 y 48 y 55 y 43 y 72 y
シンガポール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スロバキア 77 y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スロベニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ソロモン諸島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ソマリア 2 x 2 x 2 x 1 x 6 x 79 x,y 80 x,y 79 x,y 76 x,y 85 x,y - - - - - - - - - - - -
南アフリカ 48 y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
南スーダン 6 x 6 x 6 x 2 x 13 x - - - - - - - - - - - - - - - - -
スペイン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スリランカ 53 52 54 - - 72 y 69 y 74 y - - 56 71 5 6 4 - - - - - - -
パレスチナ 34 36 33 26 45 76 75 77 66 87 12 73 14 14 14 17 12 84 y 82 y 86 y 81 y 90 y
スーダン 22 x 22 x 23 x 7 x 59 x - - - - - 2 x 46 x - - - - - - - - - -
スリナム 46 43 49 32 67 66 63 70 46 81 26 65 6 6 6 8 3 77 y 72 y 83 y 65 y 94 y
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表10 乳幼児期の子どもの発育指標

国・地域

幼児教育への参加率
（％）

2015‒2024（R）

おとなによる学習意欲の早期喚起と
レスポンシブ・ケア（％）（H）

2015‒2024（R）

家庭にある学習教材
（％）

2015‒2024（R） 適切な安全監督を欠く子ども（％）
2015‒2024（R）

発達が順調な子ども（％）
2015‒2024（R）

児童書 玩具
（H）

全体 男 女 最も貧しい
20％

最も裕福な
20％ 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％ 全体 全体 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％ 全体 男 女 最も貧しい

20％
最も裕福な
20％

スウェーデン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スイス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
シリア 8 x 8 x 7 x 4 x 18 x 70 x,y 70 x,y 69 x,y 52 x,y 84 x,y 30 x 52 x 17 x 17 x 17 x 22 x 15 x - - - - -
タジキスタン 6 x - - - - 74 x,y 73 x,y 74 x,y 56 x,y 86 x,y 17 x 46 x 13 x 13 x 12 x 15 x 11 x - - - - -
タイ 75 75 74 75 74 88 88 88 78 96 36 85 5 5 5 8 4 80 77 82 76 85
東ティモール 14 y 13 y 16 y 9 y 16 y 81 y 83 y 79 y 72 y 89 y 4 y 40 y 29 y 29 y 30 y 33 y 26 y 53 y 51 y 56 y 34 y 74 y
トーゴ 20 21 20 10 40 19 18 19 16 26 1 38 29 29 29 38 21 52 y 50 y 55 y 48 y 61 y
トケラウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
トンガ 35 30 41 29 37 88 87 89 86 92 24 63 9 10 7 14 6 79 y 79 y 79 y 76 y 82 y
トリニダード・
トバゴ 59 y 62 y 57 y 51 y 74 y 86 y 86 y 87 y 83 y 92 y 65 y 84 y 2 y 1 y 3 y 1 y 2 y 93 y 90 y 96 y 88 y 93 y

チュニジア 47 49 45 17 56 80 79 82 61 89 20 70 13 12 15 17 11 77 74 79 70 76
トルコ 32 32 31 - - 72 70 75 - - 41 76 8 9 7 - - 71 65 78 - -
トルクメニスタン 41 40 42 17 77 90 90 90 89 93 32 75 2 3 2 2 2 95 y 95 y 95 y 90 y 97 y
タークス・
カイコス諸島 93 95 92 - 100 p 87 86 88 57 p 97 55 74 1 1 0 0 0 91 y 94 y 88 y - 96 y,p

ツバル 73 75 70 70 p 79 p 87 87 88 83 91 p 25 66 17 19 14 32 7 69 y 70 y 67 y 65 y,p 76 y,p
ウガンダ 37 y 34 y 39 y 15 y 66 y 53 y 51 y 55 y 38 y 74 y 2 y 50 y 37 y 37 y 37 y 49 y 21 y 65 y 64 y 66 y 56 y 82 y
ウクライナ 52 x 54 x 50 x 30 x 68 x 98 x,y 97 x,y 98 x,y 95 x,y 99 x,y 91 x 52 x 7 x 6 x 7 x 11 x 5 x 89 x,y 89 x,y 89 x,y 88 x,y 91 x,y
アラブ首長国連邦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
英国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
タンザニア - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 y 44 y 51 y 37 y 65 y
米国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ウルグアイ 91 91 91 - - 93 x,y 94 x,y 91 x,y 88 x,y 98 x,y 59 x 75 x 3 x 3 x 3 x 3 x 4 x 87 x,y 89 x,y 84 x,y 79 x,y 97 x,y
ウズベキスタン 46 51 41 29 55 78 78 77 67 88 32 58 12 13 11 15 10 83 79 86 83 86
バヌアツ 39 y 41 y 38 y 33 y 46 y 86 y 85 y 87 y 82 y 94 y 11 y 70 y 29 y 30 y 28 y 37 y 22 y 69 y 68 y 71 y 63 y 77 y
ベネズエラ 66 x,y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ベトナム 81 82 79 73 93 65 64 66 44 84 27 46 7 7 6 13 4 78 77 80 65 89
イエメン 1 y 1 y 1 y 0 y 2 y 33 x,y 34 x,y 32 x,y 16 x,y 57 x,y 10 x 49 x 34 x 36 x 33 x 46 x 22 x - - - - -
ザンビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ジンバブエ 28 28 29 16 53 37 38 37 29 54 3 69 20 21 20 28 12 71 y 68 y 74 y 66 y 77 y

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ヨーロッパ・
中央アジア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 44 46 43 - - 78 77 80 - - 40 68 8 8 7 - - 79 75 83 - -

　西ヨーロッパ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 64 55 54 62 76 - - - - - - - - - - - - - - - - -

中東・北アフリカ 23 24 24 17 29 - - - - - - - - - - - - - - - - -
北アメリカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
南アジア 44 43 44 35 52 - - - - - - - - - - - - - - - - -
サハラ以南の
アフリカ 24 23 23 9 45 45 45 45 34 66 2 48 40 40 40 44 30 54 53 56 42 73

　東部・南部
　アフリカ 27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

　西部・中部
　アフリカ 23 23 23 8 47 46 46 46 34 68 2 48 41 41 41 45 32 52 50 53 39 71

後発開発途上国
（LDC） 15 14 15 8 29 48 48 49 39 63 2 50 33 33 33 38 23 57 55 59 48 70

世界 36 36 36 28 51 - - - - - - - - - - - - - - - - -

注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間を参照し
ている。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含
まれていない。
H   これらの推計値の算出方法およびその変更点の詳細は、表の前に掲載
されている注記を参照。

R   データが列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次
のものを参照している。
p   少数の分母（件数）に基づく（一般的には25～49の重み付け未実施の事
例）。重み付け未実施の事例が25未満の場合、そのデータは表示されない。
y   データが標準的な定義によらないもの。または国内の一部地域のみに
関するもの。対象期間に該当する場合、こうしたデータは地域別および世
界全体の平均値の計算に含まれる。

指標の定義
幼児教育への参加率－幼児教育プログラムに参加する生後36～59カ月
の子どもの割合。
おとなによる学習意欲の早期喚起とレスポンシブ・ケア－生後24～59カ
月の子どもに対し、学習と就学準備を促進するために、過去3日間におと
なが以下のことを4項目以上行った割合：a）子どもに本を読んで聞かせ
る、b）子どもに物語を語って聞かせる、c）子どもに歌を歌って聞かせる、

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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表10 乳幼児期の子どもの発育指標

d）子どもを連れて外出する、e）子どもと遊ぶ、f）物の名前や数え方を教
えるかまたは絵を描いて子どもと時間を過ごす。
家庭にある学習教材：児童書－生後0～59カ月の子どものうち、自宅に子
ども用の児童書が3冊以上ある子どもの割合。
家庭にある学習教材：遊具－生後0～59カ月の子どものうち、自宅に以下
のおもちゃが2個以上ある子どもの割合：家庭内にある物品または屋外に
ある物（棒、石、動物、貝殻、葉っぱなど）、自宅で作ったおもちゃまたは店
で買ったおもちゃ。
適切な安全監督を欠く子ども－生後0～59カ月の子どものうち、過去1週
間に1回以上の頻度で、1時間を超えて1人で置かれたか、または10歳未

満の別の子どもが面倒を見た割合。
発達が順調な子ども－健康、学習、心理社会的福祉において発達が順調な
24～ 59カ月の子どもの割合。

データの主な出典
幼児教育への参加率－人口保健調査（DHS）、複数指数クラスター調査
（MICS）およびその他の国別調査。最終更新：2025年3月。
おとなによる学習意欲の早期喚起とレスポンシブ・ケア－DHS、MICSお
よびその他の国別調査。最終更新：2025年3月。

家庭にある学習教材：児童書－DHS、MICSおよびその他の国別調査。最
終更新：2025年3月。
家庭にある学習教材：遊具－DHS、MICSおよびその他の国別調査。最終
更新：2025年3月。
適切な安全監督を欠く子ども－DHS、MICSおよびその他の国別調査。最
終更新：2025年3月。
発育が順調な子ども－DHS、MICSおよびその他の国別調査。最終更新：
2025年3月。
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表11 教育指標

国・地域

公平なアクセス 修了 基礎的な学習能力（初等教育低学年） 初等教育修了時

非就学率
2000‒2024（R）

修了率
2000‒2024（R）

7～ 14歳の子どもの学習成果
2014‒2023（R）

学習貧困率
2001‒2023（R）

初等教育 前期
中等教育

後期
中等教育 初等教育 前期

中等教育
後期

中等教育

基礎的な計算力 基礎的な読解力

全体 男 女 全体 男 女 全体 男 女

アフガニスタン 53 75 82 73 - - 17 20 13 14 15 13 93 - -
アルバニア 10 3 9 97 97 88 - - - - - - 10 - -
アルジェリア 1 3 16 96 73 49 - - - - - - 68 69 66
アンドラ 4 5 15 - - - - - - - - - - - -
アンゴラ 22 34 52 64 39 20 - - - - - - - - -
アンギラ 2 7 12 - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ 0 1 8 - - - - - - - - - - - -

アルゼンチン 0 1 4 97 77 66 - - - - - - 59 59 49
アルメニア 5 7 11 100 98 90 - - - - - - 27 29 25
オーストラリア 0 0 1 100 99 89 - - - - - - 9 11 7
オーストリア 1 1 7 100 98 86 - - - - - - 15 - -
アゼルバイジャン 4 11 13 98 96 78 73 73 72 67 66 69 38 41 34
バハマ 29 18 25 - - - - - - - - - - - -
バーレーン 6 1 2 - - - - - - - - - 30 38 22
バングラデシュ 8 12 39 90 74 39 28 27 29 49 45 53 51 54 49
バルバドス 18 8 6 99 99 95 - - - - - - - - -
ベラルーシ 4 3 4 100 99 93 72 72 73 82 80 85 - - -
ベルギー 1 1 2 99 91 86 - - - - - - 9 10 7
ベリーズ 10 6 27 - - - - - - - - - 76 80 73
ベナン 17 42 67 70 41 21 17 16 18 14 14 14 56 - -
ブータン 6 13 26 92 87 75 - - - - - - - - -
ボリビア 4 7 20 99 93 76 - - - - - - - - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 4 5 21 100 99 66 - - - - - - - - -

ボツワナ 9 16 33 98 96 64 - - - - - - 51 58 44
ブラジル 1 0 6 93 88 71 - - - - - - 47 - -
英領バージン諸島 15 26 38 - - - - - - - - - - - -
ブルネイ 0 0 22 - - - - - - - - - - - -
ブルガリア 5 6 10 99 94 87 - - - - - - 18 19 17
ブルキナファソ 37 49 64 71 42 16 - - - - - - 74 74 74
ブルンジ 18 45 69 59 32 10 - - - - - - 96 96 96
カーボベルデ 3 6 15 - - - - - - - - - - - -
カンボジア 25 29 47 82 59 25 - - - - - - 90 93 87
カメルーン 9 47 67 78 48 21 - - - - - - 72 73 71
カナダ 3 1 11 100 99 88 - - - - - - 4 5 4
中央アフリカ
共和国 48 54 69 32 17 9 2 2 1 5 5 5 - - -

チャド 27 58 72 35 19 6 7 8 6 4 5 4 94 94 95
チリ 1 1 2 97 97 85 - - - - - - 27 28 27
中国 4 7 15 99 94 88 - - - - - - 18 - -
コロンビア 4 4 9 95 81 67 - - - - - - 51 47 44
コモロ 16 20 30 85 63 35 26 23 28 26 23 28 86 - -
コンゴ 17 36 60 91 62 31 - - - - - - 70 74 66
クック諸島 0 1 16 - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 3 4 6 99 74 56 - - - - - - 34 34 31
コートジボワール 25 36 44 78 41 16 - - - - - - 80 81 79
クロアチア 0 0 6 100 99 98 - - - - - - 4 - -
キューバ 1 5 19 100 96 72 - - - - - - - - -
キプロス 0 0 2 99 95 93 - - - - - - 10 11 9
チェコ 1 1 4 100 96 90 - - - - - - 14 - -
朝鮮民主主義
人民共和国 - - - - - - - - - - - - - - -

コンゴ民主共和国 18 13 27 61 50 23 0 0 1 9 9 9 97 96 97
デンマーク 0 1 7 100 100 76 - - - - - - 5 6 4
ジブチ 41 53 65 89 67 34 - - - - - - - - -
ドミニカ 3 4 10 - - - - - - - - - - - -
ドミニカ共和国 8 11 29 95 90 61 - - - - - - 78 82 79
エクアドル 3 6 24 99 96 76 - - - - - - 66 - -
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国・地域

公平なアクセス 修了 基礎的な学習能力（初等教育低学年） 初等教育修了時

非就学率
2000‒2024（R）

修了率
2000‒2024（R）

7～ 14歳の子どもの学習成果
2014‒2023（R）

学習貧困率
2001‒2023（R）

初等教育 前期
中等教育

後期
中等教育 初等教育 前期

中等教育
後期

中等教育

基礎的な計算力 基礎的な読解力

全体 男 女 全体 男 女 全体 男 女

エジプト 4 9 26 96 88 88 - - - - - - 56 - -
エルサルバドル 15 24 44 93 73 35 - - - - - - 69 72 73
赤道ギニア 62 66 77 74 32 8 - - - - - - - - -
エリトリア 41 38 45 - - - - - - - - - - - -
エストニア 2 2 8 100 97 85 - - - - - - - - -
エスワティニ 7 10 21 81 - - 29 27 31 49 41 57 - - -
エチオピア 19 47 68 63 31 15 - - - - - - 90 - -
フィジー 1 1 14 99 95 93 45 42 47 67 63 72 - - -
フィンランド 2 2 3 100 100 90 - - - - - - 5 6 4
フランス 0 0 2 100 99 87 - - - - - - 7 8 5
ガボン - - - 74 46 22 - - - - - - 31 33 28
ガンビア 18 19 34 74 57 33 8 7 9 12 11 13 - - -
ジョージア 0 0 0 100 99 93 - - - - - - 14 17 10
ドイツ 2 1 11 100 93 82 - - - - - - 15 - -
ガーナ 10 13 35 78 65 45 16 17 14 21 20 22 - - -
ギリシャ 2 3 4 99 96 95 - - - - - - 8 10 5
グレナダ 6 6 5 - - - - - - - - - - - -
グアテマラ 8 35 66 86 57 40 - - - - - - 79 67 68
ギニア 18 46 64 61 42 25 - - - - - - 83 81 84
ギニアビサウ 38 37 51 27 15 11 7 8 7 12 12 13 - - -
ガイアナ 17 26 40 99 91 70 60 54 66 62 57 66 - - -
ハイチ 8 7 18 50 40 20 - - - - - - - - -
バチカン - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 25 42 61 93 70 52 - - - - - - 79 77 73
ハンガリー 3 4 18 99 96 86 - - - - - - 9 11 8
アイスランド 1 1 13 97 99 66 - - - - - - 9 11 7
インド 4 11 39 96 90 64 - - - - - - 56 57 55
インドネシア 3 10 41 99 91 40 - - - - - - 53 55 51
イラン 2 2 13 97 92 74 - - - - - - 42 45 38
イラク 18 16 32 79 49 52 - - - - - - - - -
アイルランド 0 0 0 100 99 95 - - - - - - 2 2 2
イスラエル 3 4 6 100 99 93 - - - - - - 14 - -
イタリア 2 2 5 100 99 87 - - - - - - 5 6 5
ジャマイカ 11 20 23 99 98 96 50 50 50 62 58 67 - - -
日本 0 0 0 100 - - - - - - - - 4 5 3
ヨルダン 2 5 19 98 93 68 - - - - - - 62 67 58
カザフスタン 10 6 10 100 100 99 - - - - - - 10 13 7
ケニア 14 11 18 87 61 37 - - - - - - 79 81 77
キリバス 8 12 20 94 80 21 22 19 24 35 30 41 - - -
コソボ - - - - - - 42 46 39 41 41 41 38 43 33
クウェート - - - - - - - - - - - - 51 58 44
キルギス 2 3 20 99 99 93 57 57 57 69 67 70 64 - -
ラオス 6 28 47 69 51 32 - - - - - - 98 98 97
ラトビア 1 1 1 100 99 87 - - - - - - 8 11 6
レバノン 27 33 53 - - - - - - - - - - - -
レソト 27 30 53 85 39 24 13 11 15 44 34 53 97 - -
リベリア 30 30 31 30 22 14 - - - - - - - - -
リビア - - - - - - - - - - - - - - -
リヒテン
シュタイン 0 1 6 - - - - - - - - - - - -

リトアニア 0 0 1 100 99 92 - - - - - - 3 4 2
ルクセンブルク 1 2 13 99 89 81 - - - - - - 3 4 2
マダガスカル 20 41 68 54 29 14 7 6 8 23 21 26 95 - -
マラウイ 13 25 57 51 27 16 13 12 13 19 17 20 - - -
マレーシア 8 17 52 100 99 62 - - - - - - 42 50 34
モルディブ 3 9 31 99 97 39 - - - - - - - - -
マリ 32 59 77 58 29 12 - - - - - - 90 91 90
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表11 教育指標

国・地域

公平なアクセス 修了 基礎的な学習能力（初等教育低学年） 初等教育修了時

非就学率
2000‒2024（R）

修了率
2000‒2024（R）

7～ 14歳の子どもの学習成果
2014‒2023（R）

学習貧困率
2001‒2023（R）

初等教育 前期
中等教育

後期
中等教育 初等教育 前期

中等教育
後期

中等教育

基礎的な計算力 基礎的な読解力

全体 男 女 全体 男 女 全体 男 女

マルタ 4 2 10 98 98 83 - - - - - - 10 11 9
マーシャル諸島 1 3 12 - - - - - - - - - - - -
モーリタニア 36 35 56 52 42 23 - - - - - - 95 - -
モーリシャス 2 9 23 100 93 60 - - - - - - 40 - -
メキシコ 3 10 30 98 89 59 - - - - - - 48 46 40
ミクロネシア連邦 18 21 32 - - - - - - - - - - - -
モナコ 0 2 6 - - - - - - - - - - - -
モンゴル 4 7 20 100 99 92 46 44 48 63 63 64 39 41 38
モンテネグロ 0 0 1 99 98 89 - - - - - - 16 - -
モントセラト 0 2 7 - - - - - - - - - - - -
モロッコ 1 6 23 84 47 27 - - - - - - 60 66 53
モザンビーク 29 37 52 51 19 8 - - - - - - - - -
ミャンマー 8 13 20 89 56 24 - - - - - - 89 - -
ナミビア 1 2 8 86 55 37 - - - - - - - - -
ナウル 3 11 27 89 90 82 - - - - - - - - -
ネパール 8 6 31 90 81 50 37 38 36 39 38 40 - - -
オランダ 0 0 2 100 89 79 - - - - - - 4 6 3
ニュージーランド 0 1 4 - - - - - - - - - 11 13 9
ニカラグア 10 15 39 77 51 38 - - - - - - 79 75 66
ニジェール 38 69 84 76 37 5 - - - - - - 90 91 100
ナイジェリア 24 25 38 81 74 64 25 25 25 27 25 28 - - -
ニウエ 9 4 8 - - - - - - - - - - - -
北マケドニア 3 7 12 100 98 85 41 47 35 64 58 70 33 37 29
ノルウェー 0 1 5 100 100 81 - - - - - - 4 6 3
オマーン 8 12 27 - - - - - - - - - 41 - -
パキスタン 21 19 39 57 51 26 8 pm 9 pm 7 pm 27 pm 27 pm 26 pm 80 79 80
パラオ 5 9 9 - - - - - - - - - - - -
パナマ 8 15 28 95 78 64 - - - - - - 79 72 66
パプアニュー
ギニア 19 38 56 66 31 15 - - - - - - - - -

パラグアイ 15 17 27 95 81 68 - - - - - - 78 77 73
ペルー 1 2 12 98 93 86 - - - - - - 44 56 53
フィリピン 8 13 26 96 82 73 - - - - - - 91 92 90
ポーランド 0 1 1 100 99 92 - - - - - - 6 6 5
ポルトガル 0 0 0 100 94 82 - - - - - - 8 9 7
カタール 8 6 17 99 97 86 - - - - - - 21 25 17
韓国 0 0 1 100 100 99 - - - - - - 3 3 3
モルドバ 0 0 6 99 96 81 - - - - - - 11 - -
ルーマニア 14 15 27 99 93 81 - - - - - - 18 20 16
ロシア連邦 - - - 100 100 91 - - - - - - 4 - -
ルワンダ 3 10 40 70 34 22 - - - - - - - - -
セント
クリストファー・
ネービス

0 0 1 - - - - - - - - - - - -

セントルシア 2 12 26 100 99 93 - - - - - - - - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

0 1 8 - - - - - - - - - - - -

サモア 3 3 12 98 97 60 23 19 28 52 46 59 - - -
サンマリノ - - - - - - - - - - - - - - -
サントメ・
プリンシペ 4 4 12 91 89 54 36 36 37 38 35 42 - - -

サウジアラビア 3 0 0 - - - - - - - - - 32 40 27
セネガル 32 37 52 62 36 15 - - - - - - 69 72 65
セルビア 0 1 12 100 99 82 - - - - - - 9 10 8
セーシェル 0 1 13 - - - - - - - - - - - -
シエラレオネ 13 18 40 68 46 14 2 2 1 16 17 15 - - -
シンガポール 0 0 0 - - - - - - - - - 3 5 2
スロバキア 2 3 9 100 99 93 - - - - - - 22 24 21
スロベニア 1 1 1 100 99 93 - - - - - - 7 - -
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表11 教育指標

国・地域

公平なアクセス 修了 基礎的な学習能力（初等教育低学年） 初等教育修了時

非就学率
2000‒2024（R）

修了率
2000‒2024（R）

7～ 14歳の子どもの学習成果
2014‒2023（R）

学習貧困率
2001‒2023（R）

初等教育 前期
中等教育

後期
中等教育 初等教育 前期

中等教育
後期

中等教育

基礎的な計算力 基礎的な読解力

全体 男 女 全体 男 女 全体 男 女

ソロモン諸島 11 13 37 - - - - - - - - - - - -
ソマリア - - - 28 23 9 - - - - - - - - -
南アフリカ 7 8 20 98 90 51 - - - - - - 82 87 77
南スーダン 61 55 58 8 14 2 - - - - - - - - -
スペイン 1 3 6 99 95 74 - - - - - - 7 8 7
スリランカ 3 3 13 - - - - - - - - - 15 - -
パレスチナ 9 5 21 100 98 84 47 47 46 53 48 57 - - -
スーダン 44 41 52 77 42 34 - - - - - - - - -
スリナム 19 30 60 87 59 33 25 24 26 47 47 47 - - -
スウェーデン 0 0 1 100 99 89 - - - - - - 5 6 4
スイス 0 1 16 100 99 93 - - - - - - - - -
シリア 29 50 74 98 52 37 - - - - - - - - -
タジキスタン 19 11 21 99 99 79 - - - - - - - - -
タイ 1 2 7 99 92 71 65 64 66 71 68 75 23 26 21
東ティモール 8 8 22 81 66 56 - - - - - - - - -
トーゴ 4 25 52 86 48 22 9 9 9 18 17 18 82 82 81
トケラウ 25 44 55 - - - - - - - - - - - -
トンガ 2 6 23 99 88 87 52 51 54 62 60 65 - - -
トリニダード・
トバゴ 15 17 31 98 96 85 66 62 69 80 77 83 21 25 17

チュニジア 4 8 21 96 - - 28 30 26 66 64 68 66 70 61
トルコ 2 1 3 98 97 71 - - - - - - 19 20 17
トルクメニスタン - - - 100 100 95 70 68 72 82 82 82 - - -
タークス・
カイコス諸島 - - - - - - 63 64 61 78 74 84 - - -

ツバル - - - 98 80 55 39 33 46 55 55 54 - - -
ウガンダ 14 31 73 35 29 17 - - - - - - 82 - -
ウクライナ 2 1 2 100 99 97 - - - - - - 28 29 26
アラブ首長国連邦 1 1 1 - - - - - - - - - 26 31 21
英国 0 1 5 100 100 90 - - - - - - 3 4 3
タンザニア 16 41 80 75 34 11 - - - - - - - - -
米国 5 2 5 100 99 93 - - - - - - 10 10 9
ウルグアイ 1 2 8 98 71 44 - - - - - - 44 46 37
ウズベキスタン 1 1 20 100 99 99 - - - - - - 32 - -
バヌアツ 2 7 36 80 46 11 38 36 40 47 47 47 - - -
ベネズエラ 1 4 19 88 85 45 - - - - - - - - -
ベトナム 1 5 25 98 91 53 74 75 73 83 84 83 18 20 16
イエメン 28 35 58 74 58 39 - - - - - - 95 95 94
ザンビア 11 21 52 70 48 30 - - - - - - 99 - -
ジンバブエ 6 14 45 87 74 8 25 23 27 44 41 48 - - -

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 4 8 21 98 90 74 - - - - - - 32 - -

ヨーロッパ・
中央アジア - - - - - - - - - - - - - - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 4 3 9 99 99 84 - - - - - - 17 - -

　西ヨーロッパ 1 1 5 100 97 86 - - - - - - 8 7 5
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 3 6 19 94 84 64 - - - - - - 52 54 49

中東・北アフリカ 9 12 28 91 74 62 - - - - - - 57 62 55
北アメリカ 4 2 5 100 99 93 - - - - - - 9 10 9
南アジア 9 14 40 88 82 55 - - - - - - 60 61 59
サハラ以南の
アフリカ - - - - - - - - - - - - - - -

　東部・南部
　アフリカ 19 35 51 66 37 23 - - - - - - 87 - -

　西部・中部
　アフリカ 23 34 44 71 54 36 16 16 16 20 19 20 85 86 87
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表11 教育指標

国・地域

公平なアクセス 修了 基礎的な学習能力（初等教育低学年） 初等教育修了時

非就学率
2000‒2024（R）

修了率
2000‒2024（R）

7～ 14歳の子どもの学習成果
2014‒2023（R）

学習貧困率
2001‒2023（R）

初等教育 前期
中等教育

後期
中等教育 初等教育 前期

中等教育
後期

中等教育

基礎的な計算力 基礎的な読解力

全体 男 女 全体 男 女 全体 男 女

後発開発途上国
（LDC） - - - - - - - - - - - - - - -

世界 10 15 31 87 77 59 - - - - - - 49 55 52

注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間を参照し
ている。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含
まれていない。また、2000年以前のデータは表示されていない。
R   データが列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次
のものを参照している。
pm パキスタンの値は、MICS6のデータを州レベルで集計し、各州の人
口に応じて重み付けした。

指標の定義
非就学率（初等教育）－正規の初等教育年齢であり、就学前教育、初等教育
または中等教育に就学していない子どもの数。正規の初等教育年齢の子
どもの総数に対する割合で表される。

非就学率（前期中等教育）－初等教育または中等教育に就学していない、
前期中等教育年齢の子どもの数。正規の前期中等教育年齢の子どもの総
数に対する割合で表される。
非就学率（後期中等教育）－初等教育、中等教育、またはより高度な教育施
設に就学していない、後期中等教育年齢の子どもの数。正規の後期中等教
育年齢の子どもの総数に対する割合で表される。
初等教育修了率－初等教育の最終学年で想定される年齢よりも3～5歳年
齢が高く、初等教育の最終学年を修了した子どもまたは若者の数。
前期中等教育修了率－前期中等教育の最終学年で想定される年齢よりも
3～5歳年齢が高く、前期中等教育の最終学年を修了した子どもまたは若
者の数。
後期中等教育修了率－後期中等教育の最終学年で想定される年齢よりも
3～5歳年齢が高く、後期中等教育の最終学年を修了した子どもまたは若
者の数。
基礎的な学習能力－7～ 14歳の子どものうち、基礎的な読解力と計算力
を持つ子どもの割合。基礎的な読解力は、読解の正確さと読解力を評価す

る。基礎的な算数能力は、数の読み取り、数の識別、足し算、パターン認識
を評価する。
学習貧困率－10歳までに、基本的な文章を読んで理解することができな
い子どもの割合を示す指標である。この指標は、就学と学習の両面を統合
しており、まず、学校に通っている子どものうち、最低限の読解力に達し
ていない者の割合（学校での学力評価に基づく）を算出する。さらに、学校
に通っていない子どもについては、読む力を身につけていないとみなし
て調整を行い、最終的な学習貧困率を算定している。

データの主な出典
就学前未登録率、非就学率－ユネスコ統計研究所（UIS）。最終更新：2024
年9月。
教育修了率－ユネスコ統計局（UIS）。最終更新：2024年9月。
基礎的な学習能力－MICSデータ。最終更新：2024年11月。
学習貧困率－世界銀行データカタログ。最終更新：2024年7月。

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
MICS6に基づく基礎学習スキルに関するデータベースでは、性別、居住地、富裕度、年齢層別に集計している。詳細はこちらを参照<https://data.unicef.org/resources/dataset/learning-and-skills>.
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表12 子どもの保護指標

国・地域

児童労働（％）（H）（R） 児童婚（％）（H）
2015‒2024（R）

出生登録（％）（H）
2014‒2023（R）

女性器切除（％）（H）
2014‒2023（R）

妻に対する
ドメスティック・
バイオレンスの
正当化（％）

2015‒2024（R）

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）（H）
2016‒2024（R）

子どもへの
性暴力（％）（H）

（R）

入所中の
子ども、

留置されている
子ども（H）
2010‒
2024（R）

勾留・拘置
中の子ども
（H）
2021‒
2024（R）実施率 態度

経済活動
2020‒
2024

経済活動
および／
または家事
2010‒
2023

18歳までに結婚 1歳未満 5歳未満
女性
（Fa）

女の子
（Fb）

慣習廃止
を希望
（Fc）

男 女 全体 男 女
男

2012‒
2022

女
2010‒
2022

10万人
当たり

10万人
当たり

男 女 全体 全体 男 女

アフガニスタン 13 19 7 29 52 48 49 47 - - - 71 y 78 y 88 88 87 - 1 y 51 y -
アルバニア 3 x 3 y 1 12 98 98 99 98 - - - 11 5 48 y 49 y 45 y - - 82 5
アルジェリア 2 x 3 - 4 99 100 100 100 - - - - 25 84 85 83 - - - -
アンドラ - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 0
アンゴラ 10 x 19 6 30 12 25 25 25 - - - 24 25 - - - - 5 - -
アンギラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 188 154
アンティグア・
バーブーダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38 6

アルゼンチン 2 x 2 - 16 y 99 y 100 y 100 y 99 y - - - - 4 y 59 y 60 y 58 y - - 72 6
アルメニア 4 x 4 0 5 100 99 99 99 - - - 25 9 69 71 67 - 0 163 0
オーストラリア - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 56 20
オーストリア - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 410 8
アゼルバイジャン 5 5 y x 0 x 15 - 100 y - - - - - 63 x 8 63 65 60 - 0 x 539 4
バハマ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
バーレーン - - - - - 100 100 100 - - - - - - - - - - - -
バングラデシュ 7 8 4 x 51 27 42 43 41 - - - - 13 y 89 89 89 - 4 y 24 -
バルバドス 1 x,y 1 y - 29 x,y 94 x 99 x 99 x 99 x - - - - 5 x 75 x,y 78 x,y 72 x,y - - 161 y 31
ベラルーシ 4 x 4 2 5 - 100 y 100 y 100 y - - - 0 1 57 59 55 - - 278 15
ベルギー - - - 0 y - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 0
ベリーズ 2 x 3 22 y 34 y 90 96 95 96 - - - 8 6 65 67 63 - - 89 y -
ベナン 16 y 20 y 5 y 28 y 90 y 93 y 93 y 92 y 9 0 86 14 y 26 y 88 y 88 y 88 y - 5 - 3
ブータン 2 x,y 4 y - 26 x 100 x 100 x 100 x 100 x - - - - 70 x - - - - - 26 49 y
ボリビア 13 y 14 5 20 - 92 y - - - - - - 34 y - - - - - 131 73 y
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ - - 0 x 4 x 98 x 100 x 100 x 99 x - - - 5 x 1 x 55 x,y 60 x,y 50 x,y - - 323 11

ボツワナ - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 211 -
ブラジル 2 2 - 26 x - 96 - - - - - - - - - - - - 63 y 31 y
英領バージン諸島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 y 0
ブルネイ - - - - - 100 y - - - - - - - - - - - - - -
ブルガリア - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 183 1
ブルキナファソ 18 21 2 51 81 y 85 y 85 y 85 y 56 y 9 y 87 y 28 y 39 y 76 y 78 y 75 y - 2 y 32 4
ブルンジ 54 57 1 19 73 84 84 83 - - - 48 63 90 91 89 0 4 110 3
カーボベルデ - - 2 8 - 91 x - - - - - 6 7 - - - - - 204 16
カンボジア 10 13 3 18 85 92 92 92 - - - 17 33 66 68 65 - 1 114 y 52
カメルーン 33 x 39 3 30 56 62 62 62 1 x - 84 x 34 28 85 x 85 x 85 x 2 7 37 10
カナダ - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 9 y
中央アフリカ
共和国 18 x 27 17 61 41 45 46 44 22 1 69 38 61 90 90 90 - - - -

チャド 31 x 39 8 61 22 26 26 26 34 7 53 54 74 85 85 86 - 2 - -
チリ 4 6 - - - 100 y - - - - - - - 63 y 64 y 61 y - - 135 32
中国 - - 1 y 3 y 85 y 97 y 97 y 97 y - - - - - - - - - - 14 -
コロンビア 1 7 7 23 94 97 97 97 - - - 5 4 - - - 0 2 y 41 52
コモロ 6 9 7 21 92 95 95 95 - - - 22 18 67 69 65 - 3 - 156
コンゴ 11 x 14 6 x 27 94 96 96 96 - - - 45 56 83 x 83 x 82 x - - - -
クック諸島 - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 3 x 4 - 17 - 96 y - - - - - - 3 49 50 49 - - 313 -
コートジボワール 13 13 2 26 95 96 95 96 37 10 79 25 28 75 76 75 - 4 26 10
クロアチア - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 199 y 6
キューバ - - 6 29 99 100 100 100 - - - 1 3 42 43 40 - - 19 -
キプロス - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - - 15
チェコ - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 1,158 4
朝鮮民主主義
人民共和国 4 x 4 0 0 100 x 100 x 100 x 100 x - - - 4 4 59 63 55 - - - -

コンゴ民主共和国 15 15 6 29 38 40 40 40 - - - 52 60 89 90 88 - 13 - 1
デンマーク - - - 1 y - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 554 y 17
ジブチ - - - 7 91 x 92 x 93 x 91 x 90 31 66 - 35 y 72 x,y 73 x,y 71 x,y - - - -
ドミニカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 175 0
ドミニカ共和国 3 x 4 8 x 32 89 92 92 93 - - - 14 x 3 64 65 62 - 1 83 130
エクアドル 3 - - 22 71 y 77 y 77 y 78 y - - - - - 67 y 68 y 67 y - 2 y 28 7
エジプト 9 11 0 x 16 y 98 y 99 y 99 y 99 y 87 14 y 38 - 27 y 83 y 84 y 81 y - - 28 y -
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表12 子どもの保護指標

国・地域

児童労働（％）（H）（R） 児童婚（％）（H）
2015‒2024（R）

出生登録（％）（H）
2014‒2023（R）

女性器切除（％）（H）
2014‒2023（R）

妻に対する
ドメスティック・
バイオレンスの
正当化（％）

2015‒2024（R）

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）（H）
2016‒2024（R）

子どもへの
性暴力（％）（H）

（R）

入所中の
子ども、

留置されている
子ども（H）
2010‒
2024（R）

勾留・拘置
中の子ども
（H）
2021‒
2024（R）実施率 態度

経済活動
2020‒
2024

経済活動
および／
または家事
2010‒
2023

18歳までに結婚 1歳未満 5歳未満
女性
（Fa）

女の子
（Fb）

慣習廃止
を希望
（Fc）

男 女 全体 男 女
男

2012‒
2022

女
2010‒
2022

10万人
当たり

10万人
当たり

男 女 全体 全体 男 女

エルサルバドル 3 7 - 20 96 99 99 99 - - - - 5 55 57 52 - - 32 35 y
赤道ギニア - - 4 x 30 x - 54 x 53 x 54 x - - - 56 x 57 x - - - - - - -
エリトリア - - 2 x 41 x - - - - 83 x 33 x 82 x 60 x 51 x - - - - - 24 -
エストニア - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 368 5
エスワティニ 11 14 0 2 57 66 67 64 - - - 6 15 79 81 78 - 3 y 354 85 y
エチオピア 19 45 y 5 40 2 3 3 3 65 16 79 33 60 - - - - 5 - -
フィジー 16 17 2 4 71 87 87 86 - - - 19 20 81 82 79 - - 40 -
フィンランド - - - 0 y - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - - 1
フランス - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 6
ガボン 5 12 5 13 94 96 96 95 - - - 40 37 81 83 79 - 9 47 -
ガンビア 15 17 0 23 41 59 60 58 73 46 46 50 57 89 90 88 - 5 - -
ジョージア 2 x 2 1 9 98 99 99 99 - - - 0 0 69 71 67 - 16 y 35 y 8
ドイツ - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 433 3
ガーナ 6 20 2 16 61 75 74 75 2 0 94 26 25 94 94 94 - 7 22 2
ギリシャ - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 151 3
グレナダ - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 y 340 73
グアテマラ 12 y 17 y 10 30 89 y 96 y - - - - - 12 14 - - - 1 4 72 15
ギニア 20 x 24 2 47 57 62 62 62 95 39 26 57 65 89 90 89 - - 18 -
ギニアビサウ 30 31 2 26 36 46 47 45 52 30 76 30 34 76 75 76 - - 42 -
ガイアナ 5 6 12 y 32 y 97 98 98 98 - - - 10 12 73 75 70 - - 304 -
ハイチ 22 x,y 36 y 2 15 57 85 84 85 - - - 15 23 83 84 82 - 5 596 7
バチカン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 13 29 10 34 87 97 97 97 - - - 7 7 63 64 61 - 5 170 3
ハンガリー - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 375 28 y
アイスランド - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 0
インド 1 - 3 23 87 89 89 89 - - - 35 35 - - - - 1 81 24
インドネシア 2 - 1 x 16 - 85 y - - 51 55 y 35 y 32 y,p 40 - - - - - 610 3
イラン - - - 17 x - 99 x,y 99 x,y 99 x,y - - - - - - - - - - 34 -
イラク 3 x 5 - 28 98 99 99 99 7 1 94 - 31 81 82 80 - - 3 -
アイルランド - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 51 12
イスラエル - - - 1 y - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - -
イタリア - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - 1 y 4 y - 18
ジャマイカ 3 4 - 27 y 97 99 99 99 - - - 28 x,y 7 76 77 76 - 2 y 242 34
日本 - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 167 0
ヨルダン 1 x 2 0 10 98 100 100 100 - - - 22 y 26 y 75 77 73 - 1 y 15 -
カザフスタン - - 0 x 7 99 100 100 100 - - - 14 x 8 53 x 55 x 50 x - - 162 3
ケニア 4 - 2 y 13 y 74 y 76 y 76 y 76 y 15 y 2 y 94 y 33 y 37 y - - - 3 y 5 y 222 0
キリバス 7 x 17 9 18 85 92 93 90 - - - 63 64 92 92 92 - 6 - -
コソボ 4 5 2 4 97 98 98 98 - - - 15 20 72 74 69 - - 6 y 4
クウェート - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28 -
キルギス 18 20 0 x 9 98 100 99 100 - - - 40 x 10 65 69 61 - - 194 11
ラオス 22 23 10 31 51 y 65 y 65 y 65 y - - - 10 13 62 64 60 - - - -
ラトビア - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 365 11
レバノン - - - 6 y 98 y 99 y 100 y 98 y - - - - 7 y 57 y 60 y 54 y - - - 8
レソト 8 x 14 3 13 73 80 80 80 - - - 26 31 76 77 75 - 4 - -
リベリア 21 28 8 25 64 66 67 65 32 - 64 39 45 85 85 85 - 6 176 -
リビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
リヒテン
シュタイン - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 0

リトアニア - - - 0 y - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 249 3
ルクセンブルク - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 9
マダガスカル 25 37 11 39 69 74 73 75 - - - 37 45 86 87 85 - 7 - 11
マラウイ 24 14 7 38 72 67 68 66 - - - 19 24 82 82 82 - 4 69 -
マレーシア - - - - - 98 y - - - - - - - 67 y 68 y 66 y - - 90 24 y
モルディブ - - 2 2 96 99 99 99 13 1 66 33 y 35 y - - - - 0 165 -
マリ 21 23 2 y 54 y 87 y 87 y 88 y 86 y 89 y 73 y 18 y 50 74 73 x 73 x 73 x - 7 y 8 -
マルタ - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 273 3
マーシャル諸島 - - 12 x 26 x 80 84 85 82 - - - 71 x 47 x - - - - - - -
モーリタニア 3 x 14 1 37 36 45 45 44 64 45 44 13 28 80 x 80 x 80 x - 1 7 11
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表12 子どもの保護指標

国・地域

児童労働（％）（H）（R） 児童婚（％）（H）
2015‒2024（R）

出生登録（％）（H）
2014‒2023（R）

女性器切除（％）（H）
2014‒2023（R）

妻に対する
ドメスティック・
バイオレンスの
正当化（％）

2015‒2024（R）

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）（H）
2016‒2024（R）

子どもへの
性暴力（％）（H）

（R）

入所中の
子ども、

留置されている
子ども（H）
2010‒
2024（R）

勾留・拘置
中の子ども
（H）
2021‒
2024（R）実施率 態度

経済活動
2020‒
2024

経済活動
および／
または家事
2010‒
2023

18歳までに結婚 1歳未満 5歳未満
女性
（Fa）

女の子
（Fb）

慣習廃止
を希望
（Fc）

男 女 全体 男 女
男

2012‒
2022

女
2010‒
2022

10万人
当たり

10万人
当たり

男 女 全体 全体 男 女

モーリシャス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10
メキシコ 4 6 - 18 79 94 94 94 - - - - 6 52 y 56 y 48 y - 13 y 55 5
ミクロネシア連邦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モナコ - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 0
モンゴル 6 12 3 8 98 100 100 100 - - - 2 1 44 47 41 - - 60 5
モンテネグロ 8 x 8 3 6 98 x 99 x 100 x 99 x - - - 14 2 66 66 66 - - 80 8
モントセラト - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 0 0
モロッコ - - - 14 - 97 y 97 y 97 y - - - - 64 x - - - - - 102 y 15
モザンビーク 11 - 13 y 48 y 25 y 31 y 32 y 31 y - - - 21 y 17 y 55 y 57 y 54 y 2 y 3 y 17 y 6 y
ミャンマー 8 x 10 5 16 78 81 82 81 - - - 57 53 77 y 80 y 75 y - 1 2 y -
ナミビア - - 1 x 7 x 65 y 78 y - - - - - 30 x 28 x - - - - 1 91 -
ナウル 1 1 0 18 99 99 98 100 - - - - - 81 79 83 - - - -
ネパール 19 x 22 7 35 51 73 74 72 - - - 24 21 82 83 81 - 4 107 13 y
オランダ - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 20
ニュージーランド - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 91 15
ニカラグア 26 x,y - 19 x 35 x - 85 x - - - - - - 8 x,y - - - - - 103 -
ニジェール 42 43 6 x 76 x - 66 y 67 y 65 y 2 x - 82 x 28 y 30 y 82 x,y 82 x,y 81 x,y - - 17 -
ナイジェリア 28 32 y 2 y 30 y 31 y 40 y 40 y 39 y 15 y 8 y 77 y 27 y 29 y 90 y 90 y 90 y - 5 - -
ニウエ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北マケドニア 2 x 3 - 8 99 100 100 100 - - - - 11 73 76 70 - - 27 6
ノルウェー - - - 0 y - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 1
オマーン - - - 4 x - 100 y 100 y 100 y - - - - 10 x - - - - - 6 y -
パキスタン 7 y 11 y 5 y 18 y 35 y 42 y 43 y 42 y - - - 58 y,p 51 y - - - - 1 y - -
パラオ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パナマ 2 y 2 - 26 x - 97 97 97 - - - 23 y 23 y 45 x 47 x 43 x - 3 71 43
パプアニュー
ギニア - - 4 27 13 13 13 14 - - - 72 69 - - - - 7 - 8

パラグアイ 5 y 18 - 22 55 y 72 y 72 y 71 y - - - - 7 52 55 49 - - 34 6
ペルー 16 15 - 19 - 96 - - - - - - - - - - - - 87 45
フィリピン 1 - 3 x 9 92 94 94 94 - - - - 11 59 61 56 - 2 8 -
ポーランド - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 224 13
ポルトガル - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - - 23
カタール - - 0 y 2 y - 100 y 100 y 100 y - - - 22 x 5 x 38 39 36 - - - 0
韓国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7
モルドバ - - 1 x 12 x 98 x 100 x 99 x 100 x - - - 14 x 13 x 76 x,y 77 x,y 74 x,y - 5 x 93 6
ルーマニア - - - 7 y - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - 237 8
ロシア連邦 - - - 6 - 100 y - - - - - - - - - - - - 100 -
ルワンダ 4 x,y 19 y 0 6 78 86 86 85 - - - 24 53 - - - 3 12 22 y -
セント
クリストファー・
ネービス

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 26

セントルシア 2 x,y 3 y - 24 x,y 78 x 92 x 91 x 93 x - - - - 15 x 68 x,y 71 x,y 64 x,y - - 108 44
セント
ビンセント・
グレナディーン

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 86 15

サモア 7 7 2 7 41 67 67 67 - - - 22 26 91 92 89 - 5 - -
サンマリノ - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - - 0
サントメ・
プリンシペ 7 x 11 3 28 99 99 99 98 - - - 10 17 84 84 82 - 3 x - -

サウジアラビア - - - 3 y 100 y 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - - -
セネガル 9 23 1 30 76 81 81 82 20 13 82 16 19 - - - - 0 117 -
セルビア 9 x 10 1 x 6 100 100 100 100 - - - 6 x,y 2 45 46 43 - - 48 9
セーシェル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 141
シエラレオネ 21 x 25 4 30 93 90 90 91 83 8 34 29 44 87 87 86 0 3 60 3
シンガポール - - - 0 y - 100 y - - - - - - - - - - - - - 27
スロバキア - - - - - 100 100 100 - - - - - - - - - - 442 7
スロベニア - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 108 5
ソロモン諸島 14 x,y 18 y 4 21 - 88 87 89 - - - 60 78 86 x,y 86 x,y 85 x,y - - - -
ソマリア - - - 45 x 3 x 3 x 3 x 3 x 99 y - 19 y - 37 y - - - - - - -
南アフリカ 2 x,y 4 y 1 4 - 89 y - - - - - 14 7 - - - - 1 y 71 1
南スーダン - - - 52 x 34 x 35 x 35 x 36 x - - - - 72 x - - - - - - -
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表12 子どもの保護指標

国・地域

児童労働（％）（H）（R） 児童婚（％）（H）
2015‒2024（R）

出生登録（％）（H）
2014‒2023（R）

女性器切除（％）（H）
2014‒2023（R）

妻に対する
ドメスティック・
バイオレンスの
正当化（％）

2015‒2024（R）

子どもに対する
暴力的なしつけ（%）（H）
2016‒2024（R）

子どもへの
性暴力（％）（H）

（R）

入所中の
子ども、

留置されている
子ども（H）
2010‒
2024（R）

勾留・拘置
中の子ども
（H）
2021‒
2024（R）実施率 態度

経済活動
2020‒
2024

経済活動
および／
または家事
2010‒
2023

18歳までに結婚 1歳未満 5歳未満
女性
（Fa）

女の子
（Fb）

慣習廃止
を希望
（Fc）

男 女 全体 男 女
男

2012‒
2022

女
2010‒
2022

10万人
当たり

10万人
当たり

男 女 全体 全体 男 女

スペイン - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - 4 y - 14
スリランカ 1 x 1 - 10 96 99 99 99 - - - - 22 51 53 48 - - 159 -
パレスチナ 6 7 - 13 97 99 99 99 - - - - 18 90 92 88 4 y 2 y 166 -
スーダン 15 18 - 34 x 62 67 69 66 87 30 53 - 36 x 64 x 65 x 63 x - - 3 -
スリナム 3 x 4 20 y 36 y 98 y 98 y 98 y 99 y - - - 8 6 87 89 86 - - 487 14
スウェーデン - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - 4 y 13 y - 3
スイス - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - - 4
シリア - - - 13 x 89 x 96 x 96 x 96 x - - - - - 89 x,y 90 x,y 88 x,y - - - -
タジキスタン - - - 9 90 96 96 96 - - - - 44 69 70 68 - 0 148 5
タイ - - 6 17 100 100 100 100 - - - 4 2 54 56 51 - - 185 36
東ティモール 4 y 9 1 15 38 60 60 61 - - - 48 69 - - - - 3 256 -
トーゴ 26 27 3 25 79 83 84 82 3 0 95 22 25 92 92 91 - 4 57 3 y
トケラウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
トンガ 26 x 26 3 10 93 98 97 98 - - - 22 31 87 89 84 - 0 - -
トリニダード・
トバゴ 4 y 4 y - 4 y 81 y 96 y 95 y 97 y - - - - 8 x 67 y 70 y 65 y - 25 y 182 9

チュニジア 2 3 0 2 99 100 100 100 - - - 13 5 81 84 78 - - 62 15 y
トルコ 6 6 y - 15 97 y 98 y 98 y 99 y - - - - 6 56 57 54 - - 63 y 22 y
トルクメニスタン 0 x 0 - 6 99 100 100 100 - - - - 46 69 70 67 - - 226 -
タークス・
カイコス諸島 4 6 5 p 23 97 p 99 99 99 - - - 4 p 0 79 81 78 - 1 167 0

ツバル 4 4 2 2 81 87 85 89 - - - 52 37 80 81 78 - 0 - -
ウガンダ 40 41 6 34 26 32 32 32 0 1 x 83 x 53 58 85 85 85 1 5 225 -
ウクライナ 2 x,y 3 y 4 x 9 x 99 x 100 x 100 x 100 x - - - 2 x 2 x 61 x,y 68 x,y 55 x,y - 2 x 680 2
アラブ首長国連邦 - - - - - 100 y 100 y 100 y - - - - - - - - - - - -
英国 - - - 0 - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - 1 y 8 y 66 -
タンザニア 15 25 4 29 57 68 68 67 8 1 98 37 47 - - - - 5 48 -
米国 - - - - - 100 y,v 100 y,v 100 y,v - - - - - - - - - - 78 36
ウルグアイ 4 x 4 - 25 x 99 x 100 x 100 x 100 x - - - - 3 x 55 x,y 58 x,y 51 x,y - - 339 54
ウズベキスタン 18 21 1 x 3 100 100 100 100 - - - - 32 62 64 60 - - 246 -
バヌアツ 27 y 29 y 8 y 21 y 67 y 77 y 76 y 77 y - - - 60 y 51 y 89 y 90 y 88 y - - - -
ベネズエラ - - - - - 81 y - - - - - - - - - - - - 31 -
ベトナム 6 7 2 15 - 99 99 99 - - - 8 8 72 74 70 - - - -
イエメン 8 y 16 y - 30 y 24 y 29 y 30 y 28 y 19 x 15 x 75 x - 49 x 86 y 86 y 85 y - - - -
ザンビア 6 8 3 29 13 14 14 14 - - - 32 47 - - - - 3 65 -
ジンバブエ 26 x 28 2 34 30 49 48 49 - - - 49 54 64 65 63 - 2 - -

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 3 - 1 8 85 93 - - - - - - - - - - - 9 134 10 m

ヨーロッパ・
中央アジア 3 - - 7 99 100 - - - - - - - - - - - 11 215 10

　東ヨーロッパ・
　中央アジア - - - 9 99 99 - - - - - - 15 60 62 58 - 8 179 12

　西ヨーロッパ - - - - 100 100 - - - - - - - - - - - 12 296 9
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 6 - - 21 90 95 - - - - - - 8 - - - - 17 82 26

中東・北アフリカ 6 - - 16 87 89 - - - - - - 26 82 84 81 - - 36 13 m
北アメリカ 0 - - - 100 100 - - - - - - - - - - - 18 - 34
南アジア 3 - 3 26 71 76 - - - - - 40 36 - - - - 9 74 24
サハラ以南の
アフリカ 21 - 4 31 46 52 - - 35 13 75 33 41 85 86 85 - 26 - 4 m

　東部・南部
　アフリカ - - 5 29 41 46 - - 43 - - 32 43 - - - - 24 95 5 m

　西部・中部
　アフリカ - - 3 32 52 57 - - 27 13 73 34 39 88 88 88 - 27 - 4 m

後発開発途上国
（LDC） - - 5 36 43 49 - - - - - 38 43 84 85 83 - - 62 7 m

世界 8 - 3 19 71 77 - - - - - 35 33 - - - - 14 96 15

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間を参照し
ている。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含
まれていない。また、2000年以前のデータは表示されない。
H   これらの推計値の算出方法や変更点に関する詳細な説明については、
表の前に記載されている注記を参照。
R   データが列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次
のものを参照している。
イタリック体のデータは、この表に掲載された同一項目下のその他数値
とは異なり、より古い出典から得られたもの。こうした相違の原因とし
て、直近のデータソースで当該数値が明らかになっていなかったり、各数
値を含むデータベースが異なる日付で更新されている事例などがある。
m   これらの地域推計値は、人口の50％未満しかカバーしていないデー
タに基づいているため、地域全体を代表しているとは言えず、特に慎重に
解釈する必要がある。
p   少数の分母（件数）に基づく（一般的には25～49の重み付け未実施の事
例）。重み付け未実施の事例が25未満の場合、そのデータは表示されない。
v   これらの国の住民登録システムが完全なものでありすべての生存・死
亡に関するデータ（出生を含む）が登録されていることを前提に、100
パーセントを推計値とした。出典：国連経済社会局、国連統計部。最終更
新：2023年4月。
y   データが標準的な定義によらないもの。または国内の一部地域のみに
関するもの。対象期間に該当する場合、こうしたデータは地域別および世
界全体の平均値の計算に含まれる。

指標の定義
児童労働（経済活動）－調査時点で児童労働に従事している5～17歳の子
どもの割合。以下の条件を満たした時、子どもは児童労働に従事している
と見なされる。（a）5～ 11歳：基準週に1時間以上の経済活動を行った
子ども。（b）12～ 14歳：基準週に14時間以上の経済活動を行った子ど

も。（c）15～ 17歳：基準週に43時間以上の経済活動を行った子ども。
児童労働（経済活動および／または家事労働）－児童労働（経済活動）－調
査時点で児童労働に従事している5～17歳の子どもの割合。以下の条件
を満たした時、子どもは児童労働に従事していると見なされる。（a）5
～ 11歳：基準週に1時間以上の経済活動および／または21時間超の無償
の家事労働を行った子ども。（b）12～ 14歳：基準週に14時間以上の経
済活動および／または21時間超の無償の家事労働を行った子ども。（c）
15～ 17歳：基準週に43時間以上の経済活動を行った子ども。
児童労働（世界および地域平均）－5～ 17歳の子どもについて、上記で示
された年齢別の時間基準以上の経済活動および／または危険な産業や職
業に従事している子どもの割合。
児童婚－18歳になる前に最初の結婚をした、または事実婚状態となった
20～24歳の女性の割合。18歳になる前に最初の結婚をした、または事
実婚状態となった20～24歳の男性の割合。
出生登録－調査時点で出生登録されていた5歳未満および1歳未満の子ど
もの割合。この指標の分子（件数）には、聞き取り調査員が実際に確認した
か否かに関わらず、出生証明書があると回答があった子どもが含まれる
ほか出生登録書はないがその母親または養育者が出生登録を行ったと回
答があった子どもが含まれる。
女性器切除（FGM）－（a）女性：FGMを経験した15～49歳の女性の割合、
（b）女子：FGMを経験した0～14歳の女子の割合（母親が報告）、（c）慣習
廃止を希望：FGMについて聞いたことがあり、この慣習を廃止すべきだ
と考える15～49歳の女性の割合。
妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－15～19歳の女子と
男子のうち、以下に示す理由が1つ以上あった場合、夫が自分の妻を殴打
しても正当化されると考える女子と男子の割合。食べ物を焦がすこと、夫
に口答えすること、夫に無断で外出すること、育児を放棄すること、性的
関係を拒否すること。
子どもに対する暴力的なしつけ－過去1カ月で暴力的なしつけ（精神的暴
力、身体への体罰のいずれかまたは両方）を受けた1～14歳の子どもの割合。
子どもへの性暴力－18歳までに性的暴力を受けた18～29歳の女性と男
性の割合。

入所中の子ども、留置されている子ども－10万人当たりの0～ 17歳の子
どもの入所率。入所施設は、「子どもの代替的支援のためのガイドライン」
（パラ29（c）iv）において、以下のように定義されている：緊急支援のため
の安全な場所、緊急事態におけるトランジットセンター、グループホーム
を含む他のすべての短期および長期の居住施設など、家族を基盤としな
い集団環境において支援を提供する施設。
拘留中の子ども－10万人当たりの拘留されている5～ 17歳の子どもの
割合。拘留の定義には、次の3つが含まれる。警察による身柄拘束、裁判前
の拘置、刑罰としての収容。この指標は、司法手続きの中で自由を奪われ
ている“犯罪に関わった子ども”のうち、実際に拘留状態に置かれている子
どもの割合を示している。

データの主な出典
児童労働（経済活動）－人口保健調査（DHS）、複数指数クラスター調査
（MICS）およびその他の国別調査。世界および地域の平均値は、UNICEF
（ユニセフ）とILO（国際労働機関）によるモデル推計である。最終更新：
2025年6月。
児童労働（経済活動および／または家事労働）－人口保健調査（DHS）、複
数指数クラスター調査（MICS）およびその他の国別調査。最終更新：2025
年6月。
児童婚－DHS、MICSおよびその他の国別調査。最終更新：2025年4月。
出生登録－DHS、MICS、その他の国別調査、国勢調査および出生登録シ
ステム。最終更新：2025年5月。
女性器切除－DHS、MICSおよびその他の国別調査。最終更新：2025年3月。
妻に対するドメスティック・バイオレンスの正当化－DHS、MICSおよび
その他の国別調査。最終更新：2025年3月。
子どもに対する暴力的なしつけ－DHS、MICSおよびその他の国別調査。
最終更新：2025年3月。
子どもへの性暴力－DHSおよびその他の国別調査。最終更新：2025年3月。
入所中の子ども、留置されている子ども－行政記録。最終更新：2025年3月。
拘留中の子ども－行政記録。最終更新：2025年6月。

表12 子どもの保護指標
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表13 社会的養護と公平性指標

国・地域

現金給付を
受け取る
新生児を
抱える母親
（％）

2015‒2023
（R）

社会的養護の
対象と

なっている
子どもの割合
2015‒2023
（R）

社会的養護給付／
支援の配分（%）
2015‒2021（R）

世帯所得分布（％）
2015‒2023（R） ジニ係数

2015‒
2023（R）

所得格差の
パルマ指数
2015‒
2023（R）

VMIR
（大多数の
所得比率）
2010‒
2019（R）

国民1人
当たりの
名目GDP
（米ドル）
2015‒
2023（R）

多面的な物質的剥奪にある子ども
2011‒2019（R,CS）

1分野の剥奪 2分野の剥奪 3分野の剥奪
4または
それ以上の
分野の剥奪下位

40％
上位
20％

下位
20％

下位
40％

上位
20％

下位
20％

アフガニスタン 2 0 - - - - - - - - - 353 - - - -
アルバニア 48 25 53 14 32 22 38 8 29 1.1 0.8 8,368 6.9 0.2 0.0 0.0
アルジェリア 20 72 - - - 23 37 9 - - 0.8 5,260 15.1 1.1 0.1 0.0
アンドラ 90 12 - - - - - - - - - 46,545 - - - -
アンゴラ 0 0 - - - 12 56 4 51 3.4 0.6 2,310 28.4 16.6 6.1 1.2
アンギラ 73 - - - - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ 37 - - - - - - - - - - 21,560 - - - -

アルゼンチン 30 88 74 5 45 16 47 5 41 1.9 0.7 13,731 - - - -
アルメニア 61 32 50 29 30 23 37 9 28 1.0 0.7 8,716 3.9 0.1 0.0 0.0
オーストラリア 93 100 - - - 20 42 7 34 1.3 0.7 64,712 - - - -
オーストリア 90 100 - - - 21 38 8 31 1.1 0.8 56,506 - - - -
アゼルバイジャン 29 10 29 33 17 - - - - - 0.8 7,155 - - - -
バハマ 61 1 - - - - - - - - - 34,750 - - - -
バーレーン 18 8 - - - - - - - - - 29,084 - - - -
バングラデシュ 35 45 44 24 24 20 42 9 33 1.3 0.7 2,529 20.6 3.3 0.3 0.0
バルバドス 58 13 - - - - - - - - - 22,673 - - - -
ベラルーシ 100 - 48 17 28 25 35 10 24 0.8 0.8 7,829 - - - -
ベルギー 65 100 - - - 24 36 9 27 0.9 0.8 53,475 - - - -
ベリーズ 15 3 - - - - - - - - 0.5 7,988 14.7 1.6 0.2 0.0
ベナン 3 12 8 65 1 20 42 3 34 1.4 0.6 1,435 42.5 21.3 5.1 0.6
ブータン 6 4 - - - 22 37 7 29 1.0 0.7 3,704 - - - -
ボリビア 39 63 38 23 18 16 47 5 41 1.9 0.6 3,701 - - - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 100 15 37 25 16 20 41 8 - - 0.7 8,426 - - - -

ボツワナ 9 2 22 36 7 11 59 4 53 3.8 0.5 7,250 - - - -
ブラジル 49 66 51 6 22 11 57 3 52 3.6 0.5 10,044 - - - -
英領バージン諸島 8 0 - - - - - - - - - - - - - -
ブルネイ 53 - - - - - - - - - - 33,431 - - - -
ブルガリア 100 61 - - - 17 46 6 39 1.7 0.7 15,798 - - - -
ブルキナファソ 5 9 2 72 0 19 45 8 37 1.6 0.7 874 - - - -
ブルンジ 0 20 - - - 18 45 7 38 1.6 0.7 200 21.2 2.6 0.3 0.0
カーボベルデ 23 42 - - - 15 49 6 42 2.1 0.6 4,322 - - - -
カンボジア 43 7 - - - - - - - - 0.7 1,875 34.1 26.4 10.3 1.1
カメルーン 3 9 - - - 15 48 5 42 2.1 0.6 1,674 22.1 5.1 1.0 0.1
カナダ 97 100 - - - 21 39 7 32 1.2 0.7 53,372 - - - -
中央アフリカ
共和国 0 5 - - - 15 49 - 43 2.2 0.5 445 - - - -

チャド 1 1 - - - 18 45 5 37 1.6 0.6 719 39.2 29.6 10.3 1.4
チリ 40 58 44 9 21 16 50 6 43 2.2 0.6 17,093 - - - -
中国 24 3 - - - 19 44 7 36 1.5 0.7 12,614 - - - -
コロンビア - 34 56 6 27 10 60 4 55 4.2 0.6 6,980 - - - -
コモロ 4 0 - - - 14 50 5 - - 0.6 1,587 21.8 3.7 0.1 0.0
コンゴ - - - - - 12 54 4 - - 0.6 2,509 23.8 5.3 1.3 0.1
クック諸島 - - - - - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 28 44 52 6 25 13 52 4 47 2.7 0.6 16,595 2.6 0.0 0.0 0.0
コートジボワール 12 10 4 74 1 19 43 6 35 1.4 0.7 2,729 32.7 11.4 2.3 0.2
クロアチア 100 46 - - - 22 37 8 29 1.0 0.8 21,460 - - - -
キューバ 43 0 - - - - - - - - - 9,500 - - - -
キプロス 63 100 - - - 21 40 8 31 1.2 0.7 34,701 - - - -
チェコ 100 16 - - - 24 36 10 26 0.9 0.8 30,427 - - - -
朝鮮民主主義
人民共和国 - - - - - - - - - - - - - - - -

コンゴ民主共和国 5 8 - - - 15 51 6 45 2.4 0.6 649 30.2 8.9 1.5 0.2
デンマーク 100 100 - - - 23 38 9 28 1.0 0.8 67,967 - - - -
ジブチ 5 4 - - - 16 48 5 42 2.0 0.7 3,606 - - - -
ドミニカ 30 1 - - - - - - - - - 8,954 - - - -
ドミニカ共和国 23 68 42 12 19 18 44 6 37 1.6 0.6 10,716 12.8 1.3 0.1 0.0
エクアドル 5 29 45 8 19 14 50 5 45 2.4 0.6 6,533 - - - -
エジプト 8 24 - - - 22 41 9 32 1.3 0.7 3,513 11.4 0.6 0.0 0.0
エルサルバドル 11 1 - - - 17 45 6 39 1.7 0.7 5,344 18.8 2.3 0.2 0.0
赤道ギニア 1 1 - - - - - - - - - 7,067 - - - -
エリトリア - 10 - - - - - - - - - - - - - -
エストニア 100 100 - - - 20 40 8 32 1.2 0.7 29,824 - - - -
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表13 社会的養護と公平性指標

国・地域

現金給付を
受け取る
新生児を
抱える母親
（％）

2015‒2023
（R）

社会的養護の
対象と

なっている
子どもの割合
2015‒2023
（R）

社会的養護給付／
支援の配分（%）
2015‒2021（R）

世帯所得分布（％）
2015‒2023（R） ジニ係数

2015‒
2023（R）

所得格差の
パルマ指数
2015‒
2023（R）

VMIR
（大多数の
所得比率）
2010‒
2019（R）

国民1人
当たりの
名目GDP
（米ドル）
2015‒
2023（R）

多面的な物質的剥奪にある子ども
2011‒2019（R,CS）

1分野の剥奪 2分野の剥奪 3分野の剥奪
4または
それ以上の
分野の剥奪下位

40％
上位
20％

下位
20％

下位
40％

上位
20％

下位
20％

エスワティニ 14 16 47 13 23 11 60 4 55 4.1 0.5 3,797 25.1 6.5 1.2 0.1
エチオピア - 5 37 26 17 19 43 7 35 1.5 0.7 1,294 36.2 25.0 10.2 1.7
フィジー 28 11 - - - 21 39 8 31 1.1 0.7 5,868 - - - -
フィンランド 100 100 - - - 23 37 9 28 1.0 0.8 53,756 - - - -
フランス 100 100 - - - 21 39 8 32 1.2 0.7 44,461 - - - -
ガボン - 37 17 33 6 17 44 6 38 1.6 0.7 8,420 17.1 2.3 0.1 0.0
ガンビア 6 11 87 8 4 18 46 7 39 1.7 0.7 844 17.6 1.3 0.0 0.0
ジョージア 27 30 38 23 18 19 41 7 34 1.3 0.7 8,120 - - - -
ドイツ 91 100 - - - 21 40 8 32 1.2 0.8 52,746 - - - -
ガーナ 69 30 - - - 14 49 5 44 2.3 0.6 2,238 36.9 9.8 2.0 0.1
ギリシャ 100 49 - - - 20 40 7 33 1.3 0.7 22,990 - - - -
グレナダ 88 - - - - 15 50 - 44 2.2 - 10,464 - - - -
グアテマラ 8 3 - - - 13 54 5 - - 0.6 5,798 30.2 8.0 1.3 0.1
ギニア 1 6 - - - 22 38 8 30 1.1 0.7 1,664 34.2 9.2 1.9 0.2
ギニアビサウ - - - - - 20 42 - 33 1.3 0.5 914 31.3 6.1 0.4 0.0
ガイアナ 30 - - - - - - - - - 0.6 20,626 11.9 1.8 0.2 0.0
ハイチ 2 4 - - - 16 47 6 - - 0.4 1,693 32.3 10.1 1.4 0.1
バチカン - - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 0 19 29 33 16 12 52 4 48 3.0 0.6 3,247 24.0 7.0 1.3 0.1
ハンガリー 100 100 - - - 22 38 8 29 1.1 0.8 22,147 - - - -
アイスランド 100 75 - - - 24 36 10 26 0.9 0.8 78,811 - - - -
インド 58 52 - - - 20 41 8 33 1.3 0.7 2,485 38.0 19.6 2.6 0.1
インドネシア 29 44 48 12 24 20 45 7 36 1.5 0.7 4,941 - - - -
イラン 20 87 51 14 31 19 42 6 35 1.4 0.7 4,503 - - - -
イラク 6 24 - - - 22 39 9 - - 0.8 5,512 21.5 1.9 0.1 0.0
アイルランド 68 100 - - - 22 39 8 30 1.1 0.7 103,685 - - - -
イスラエル 77 100 - - - 17 43 5 38 1.6 0.7 52,262 - - - -
イタリア 100 100 - - - 19 42 6 35 1.4 0.7 38,373 - - - -
ジャマイカ 5 35 52 2 32 16 46 6 40 1.9 0.6 6,874 - - - -
日本 42 85 - - - 21 41 8 - - 0.8 33,834 - - - -
ヨルダン 10 14 - - - - - - - - 0.7 4,482 - - - -
カザフスタン 51 54 39 20 19 23 39 10 29 1.1 0.8 13,137 - - - -
ケニア 6 3 38 24 20 18 47 6 39 1.7 0.7 1,950 31.3 11.0 3.7 0.5
キリバス - 1 41 18 24 23 37 - 28 1.0 0.7 2,090 37.9 14.0 1.1 0.1
コソボ - - 68 6 51 23 39 9 29 1.1 0.8 5,943 - - - -
クウェート 22 7 - - - - - - - - - 37,533 - - - -
キルギス 36 16 56 12 29 24 36 10 26 0.9 0.8 1,970 11.1 0.6 0.1 0.0
ラオス 8 - - - - 18 46 7 39 1.8 0.7 2,075 28.6 15.6 4.6 0.5
ラトビア 100 100 - - - 19 42 7 34 1.4 0.7 23,184 - - - -
レバノン 2 36 - - - 21 40 8 - - 0.8 3,824 - - - -
レソト - 67 27 35 13 14 50 5 45 2.4 0.5 878 35.3 11.9 0.9 0.0
リベリア - 6 40 16 23 19 43 7 35 1.4 0.7 800 38.2 18.9 5.2 0.6
リビア - 55 - - - - - - - - - 7,330 - - - -
リヒテン
シュタイン 100 100 - - - - - - - - - 187,267 - - - -

リトアニア 93 100 - - - 19 44 7 37 1.6 0.7 27,103 - - - -
ルクセンブルク 100 100 - - - 20 40 7 33 1.3 0.7 128,259 - - - -
マダガスカル 3 21 - - - 16 49 6 - - 0.6 529 33.5 24.5 11.1 2.2
マラウイ 2 33 39 16 19 18 46 6 39 1.7 0.6 673 21.1 3.4 0.3 0.0
マレーシア 47 2 48 12 25 16 47 6 41 1.9 0.7 11,649 - - - -
モルディブ 26 8 44 17 19 22 39 8 29 1.1 0.7 12,667 8.9 0.3 0.0 0.0
マリ 2 16 4 67 0 19 44 - 36 1.5 0.7 897 34.2 7.2 1.0 0.1
マルタ 71 67 - - - 21 40 9 31 1.2 0.8 37,882 - - - -
マーシャル諸島 0 0 25 36 8 19 43 - 36 1.5 - 6,763 - - - -
モーリタニア 0 5 - - - 20 40 8 32 1.2 0.7 2,149 32.5 26.1 5.8 0.3
モーリシャス 34 11 29 27 12 19 45 7 37 1.6 0.7 11,417 - - - -
メキシコ 15 24 40 20 19 15 50 5 44 2.2 0.6 13,926 15.2 1.1 0.0 0.0
ミクロネシア連邦 - 7 - - - 16 46 6 - - 0.7 3,992 - - - -
モナコ - - - - - - - - - - - 240,862 - - - -
モンゴル 100 100 50 13 27 21 40 8 31 1.2 0.7 5,765 23.3 3.9 0.3 0.0
モンテネグロ 100 43 - - - 18 40 5 34 1.3 0.7 12,017 - - - -
モントセラト - - - - - - - - - - - - - - - -
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表13 社会的養護と公平性指標

国・地域

現金給付を
受け取る
新生児を
抱える母親
（％）

2015‒2023
（R）

社会的養護の
対象と

なっている
子どもの割合
2015‒2023
（R）

社会的養護給付／
支援の配分（%）
2015‒2021（R）

世帯所得分布（％）
2015‒2023（R） ジニ係数

2015‒
2023（R）

所得格差の
パルマ指数
2015‒
2023（R）

VMIR
（大多数の
所得比率）
2010‒
2019（R）

国民1人
当たりの
名目GDP
（米ドル）
2015‒
2023（R）

多面的な物質的剥奪にある子ども
2011‒2019（R,CS）

1分野の剥奪 2分野の剥奪 3分野の剥奪
4または
それ以上の
分野の剥奪下位

40％
上位
20％

下位
20％

下位
40％

上位
20％

下位
20％

モロッコ 5 16 - - - 17 47 7 - - 0.7 3,672 - - - -
モザンビーク 0 0 - - - 13 56 4 50 3.2 0.5 608 34.6 19.1 5.1 0.7
ミャンマー 2 2 50 13 33 22 40 9 31 1.2 0.7 1,188 35.4 8.8 1.4 0.1
ナミビア 22 39 35 26 18 9 64 3 59 5.5 0.5 4,743 47.5 13.4 1.1 0.0
ナウル 80 66 - - - 19 43 8 - - - 12,060 - - - -
ネパール 1 28 - - - 22 39 - 30 1.1 0.7 1,324 25.1 5.8 0.7 0.0
オランダ 100 100 - - - 24 35 9 26 0.9 0.8 62,537 - - - -
ニュージーランド 100 80 - - - - - - - - - 48,528 - - - -
ニカラグア 12 1 - - - 14 52 5 - - 0.6 2,530 - - - -
ニジェール - 4 - - - 21 42 8 33 1.3 0.7 618 40.6 34.1 8.6 0.2
ナイジェリア 2 11 40 18 19 19 42 7 35 1.4 0.6 1,621 34.4 12.9 2.6 0.3
ニウエ - - - - - - - - - - - - - - - -
北マケドニア 100 23 - - - 18 39 6 34 1.3 0.7 8,146 - - - -
ノルウェー 100 100 - - - 23 37 9 28 1.0 0.8 87,962 - - - -
オマーン 26 1 - - - - - - - - - 23,295 - - - -
パキスタン 5 5 57 10 32 23 40 9 30 1.1 0.7 1,407 34.9 13.3 4.0 0.2
パラオ 32 - - - - - - - - - - 14,565 - - - -
パナマ 13 77 51 11 25 12 54 4 49 3.0 0.6 18,662 - - - -
パプアニュー
ギニア - 0 - - - - - - - - 0.7 2,994 36.0 14.8 3.3 0.3

パラグアイ 8 21 49 9 22 15 51 5 45 2.4 0.6 6,260 10.8 0.9 0.1 0.0
ペルー 5 14 47 15 24 16 47 5 40 1.9 0.6 7,790 16.5 1.9 0.1 0.0
フィリピン 15 10 59 7 31 17 48 6 41 1.9 0.6 3,726 - - - -
ポーランド 96 100 56 10 31 22 37 8 29 1.0 0.8 22,113 - - - -
ポルトガル 100 92 - - - 20 43 7 35 1.4 0.7 27,275 - - - -
カタール 10 1 - - - 18 42 - 35 1.4 - 87,480 - - - -
韓国 46 35 - - - 20 40 8 33 1.2 0.8 33,121 - - - -
モルドバ 78 23 51 13 30 24 36 10 26 0.9 0.8 6,651 - - - -
ルーマニア 41 100 52 15 32 18 40 5 34 1.3 0.8 18,419 - - - -
ロシア連邦 70 100 34 22 13 19 42 7 35 1.4 0.7 13,817 - - - -
ルワンダ 1 5 - - - 16 51 6 44 2.3 0.6 1,000 22.9 3.1 0.3 0.0
セント
クリストファー・
ネービス

86 5 - - - - - - - - - 22,553 - - - -

セントルシア 39 5 - - - 15 50 3 44 2.3 0.6 13,980 - - - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

32 1 - - - - - - - - - 10,279 - - - -

サモア 20 0 - - - 18 46 7 - - 0.7 4,139 - - - -
サンマリノ 100 - - - - - - - - - - 54,982 - - - -
サントメ・
プリンシペ 4 17 0 98 0 17 48 4 41 2.0 0.8 2,602 43.5 11.3 1.4 0.1

サウジアラビア 14 30 - - - - - - - - - 28,895 - - - -
セネガル 3 27 3 80 1 19 44 6 36 1.5 0.7 1,746 31.3 6.9 0.5 0.0
セルビア 100 33 60 12 40 20 40 5 33 1.3 0.7 11,361 - - - -
セーシェル 74 4 - - - 20 39 7 32 1.2 0.6 17,879 - - - -
シエラレオネ - 1 35 19 15 20 44 8 36 1.5 0.7 433 29.2 10.2 2.0 0.1
シンガポール 63 28 - - - - - - - - - 84,734 - - - -
スロバキア 100 100 - - - 24 33 9 24 0.8 0.8 24,470 - - - -
スロベニア 100 100 - - - 25 35 10 24 0.8 0.8 32,164 - - - -
ソロモン諸島 24 - - - - 18 45 7 - - 0.7 2,203 - - - -
ソマリア - - - - - - - - - - - 644 - - - -
南アフリカ 9 66 - - - 7 68 2 - - 0.4 6,253 15.5 1.6 0.2 0.0
南スーダン - 18 - - - 15 50 - 44 2.3 0.6 1,072 - - - -
スペイン 91 55 - - - 19 40 6 34 1.3 0.7 32,677 - - - -
スリランカ 78 36 56 11 31 19 46 7 38 1.7 0.7 3,828 - - - -
パレスチナ 7 - 30 29 15 19 41 7 34 1.3 0.7 3,368 - - - -
スーダン 3 8 - - - 20 42 8 - - 0.7 2,272 - - - -
スリナム 0 56 - - - 17 46 - 39 1.8 0.5 6,069 13.4 2.1 0.3 0.0
スウェーデン 100 100 - - - 22 38 8 30 1.1 0.8 56,305 - - - -
スイス 100 100 - - - 20 42 8 34 1.3 0.7 99,995 - - - -
シリア - - - - - 23 36 - 27 0.9 0.7 421 - - - -
タジキスタン 10 16 - - - 19 42 7 34 1.4 0.7 1,189 25.9 3.7 0.2 0.0
タイ 39 32 53 8 24 19 43 8 35 1.4 0.7 7,172 8.3 0.3 0.0 0.0
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表13 社会的養護と公平性指標

国・地域

現金給付を
受け取る
新生児を
抱える母親
（％）

2015‒2023
（R）

社会的養護の
対象と

なっている
子どもの割合
2015‒2023
（R）

社会的養護給付／
支援の配分（%）
2015‒2021（R）

世帯所得分布（％）
2015‒2023（R） ジニ係数

2015‒
2023（R）

所得格差の
パルマ指数
2015‒
2023（R）

VMIR
（大多数の
所得比率）
2010‒
2019（R）

国民1人
当たりの
名目GDP
（米ドル）
2015‒
2023（R）

多面的な物質的剥奪にある子ども
2011‒2019（R,CS）

1分野の剥奪 2分野の剥奪 3分野の剥奪
4または
それ以上の
分野の剥奪下位

40％
上位
20％

下位
20％

下位
40％

上位
20％

下位
20％

東ティモール - 38 - - - 23 38 9 - - 0.8 1,649 28.4 8.6 1.5 0.1
トーゴ 2 75 6 62 1 18 45 5 38 1.7 0.6 1,013 43.4 20.1 4.7 0.4
トケラウ - - - - - - - - - - - - - - - -
トンガ 26 0 - - - 23 37 7 27 1.0 0.7 4,682 - - - -
トリニダード・
トバゴ 30 18 - - - - - - - - 0.7 18,333 - - - -

チュニジア 22 29 - - - 20 42 8 34 1.4 0.7 3,895 8.5 0.6 0.0 0.0
トルコ 63 37 64 5 38 15 50 5 44 2.4 0.6 12,986 - - - -
トルクメニスタン 39 15 - - - - - - - - 0.7 9,191 5.4 0.3 0.0 0.0
タークス・
カイコス諸島 61 - - - - - - - - - - 30,438 - - - -

ツバル 0 0 - - - - - - - - 0.7 5,465 - - - -
ウガンダ 7 - 10 79 3 16 50 6 43 - 0.6 1,014 28.3 6.0 0.9 0.1
ウクライナ 100 100 34 22 14 24 36 10 26 0.9 0.8 5,181 - - - -
アラブ首長国連邦 5 0 - - - 23 35 9 26 0.9 - 52,977 - - - -
英国 100 100 - - - 20 40 7 32 1.2 0.7 48,867 - - - -
タンザニア 1 - - - - 17 48 7 41 1.9 0.7 1,211 28.0 8.3 1.7 0.1
米国 - 82 - - - 16 47 5 41 1.9 0.7 81,695 - - - -
ウルグアイ 82 66 64 14 44 16 47 6 41 1.9 0.7 22,565 - - - -
ウズベキスタン 6 51 49 14 30 20 39 7 31 1.1 0.7 2,496 - - - -
バヌアツ - 13 - - - 20 40 - 32 1.2 0.7 3,367 - - - -
ベネズエラ - - - - - - - - - - 0.6 - - - - -
ベトナム 44 1 - - - 19 43 7 36 1.5 0.7 4,347 - - - -
イエメン 1 - - - - 19 45 7 - - 0.7 533 34.6 16.4 4.7 0.3
ザンビア 4 23 9 59 1 11 56 3 52 3.5 0.5 1,369 30.5 7.9 1.1 0.1
ジンバブエ 13 7 61 16 49 15 51 6 50 2.3 0.6 1,592 29.7 9.3 1.6 0.1

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 57 - - - - 18 45 7 - - 0.7 12,928 - - - -

ヨーロッパ・
中央アジア 85 - - - - 20 42 7 - - 0.7 29,483 - - - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 66 - - - - 19 43 7 - - 0.7 - - - - -

　西ヨーロッパ 100 - - - - 20 40 7 - - 0.8 - - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 31 - - - - 13 53 4 - - 0.6 10,682 - - - -

中東・北アフリカ 49 - - - - 20 43 8 - - 0.7 8,562 - - - -
北アメリカ - - - - - 16 46 5 - - 0.7 - - - - -
南アジア 38 - - - - 20 44 8 - - 0.7 2,309 - - - -
サハラ以南の
アフリカ 7 - - - - 16 48 6 - - 0.6 - - - - -

　東部・南部
　アフリカ 9 - - - - 15 51 6 - - 0.6 1,673 - - - -

　西部・中部
　アフリカ 6 - - - - 17 45 6 - - 0.7 1,584 - - - -

後発開発途上国
（LDC） 9 - - - - 18 46 7 - - 0.7 - - - - -

世界 48 - - - - 18 45 7 - - 0.7 13,138 - - - -

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。

注
－ データなし
CS UNICEF Datawarehouseに性別ごとのデータがある。
R   データは列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次
のものを参照している。

指標の定義
現金給付を受け取る新生児を抱える母親（％）－子どもを出産した女性の
うち、出産給付金の対象となる女性の割合：当該年度内に出産した女性
と、現金での出産給付金を受け取った女性との比率（推計値は、国連の世
界人口予測で発表された年齢別出生率、または双子および三つ子の出産
によって修正された出生数分に基づく）。
社会的養護の対象となっている子どもの割合－社会的養護の給付や支援
の対象となっている子どもの割合：子どもまたは家族単位の現金給付を

受け取っている子ども（または子どものいる世帯）と、子ども（または子ど
ものいる世帯）の総数の比率。
社会的養護給付／支援の配分－人口集団全体に行きわたる給付や支援の
総額に対し、第1五分位、下位40％（第1と第2）、第5五分位にそれぞれ配
分される給付や支援の割合。社会的養護の実施には、次のようなものが含
まれる。子どもを中心に支援を必要とする人に対する現金給付を通じた
社会的支援の提供。生産年齢層に属する人に対する給付や支援（出産、身
体障害、職務中の怪我などが生じた者、または失業者）。高齢者に対する年
金給付。
世帯所得分布－収入が最も多い20％（第5分位）の世帯が受け取った収入
の割合、収入が最も少ない40％（第1と第2分位）の世帯が受け取った収入
の割合、収入が最も少ない20％（第1分位）の世帯が受け取った収入の割合。
ジニ係数－ジニ指数は、いずれかの経済環境における個人または世帯の
収入（または消費支出となる場合もある）分布が、完全に平等な分布から
どの程度乖離しているか測定する。ローレンツ曲線は、最も貧しい個人ま
たは世帯を開始点として、所得額の総計に対する累積比と、収入を得た人

数の累積比によって描かれる。ジニ指数は、ローレンツ曲線と現実には存
在しない絶対的平等を表す直線の間の面積を測定し、この直線の下にあ
る最大面積に対する割合として表される。したがって、ジニ指数0は完全
な平等を意味し、同指数100は完全な不平等を意味する。
所得格差のパルマ指数－パルマ指数は、対象となる人口集団の最も裕福
な上位10％の総所得を、最も貧しい下位40％の総所得で割ることで得ら
れる比率と定義される。
国民1人当たりの名目GDP（米ドル）－国民1人当たりの名目GDPは、国内
総生産を年央人口数で割った値である。GDPは、いずれかの経済圏内に
居住する全生産者が生み出した総価値と商品税を合計し、商品の価値に
含まれない補助金を控除した金額である。これは有形・無形資産の減価償
却または天然資源の枯渇および劣化を控除することなく算出される。名
目GDPは米ドルベースで表示される。
VMIR（大多数の所得比率）－大多数の所得比率は、所得ランキングの最初
の80％（大多数）の所得比率を測定するものです。
子どもの貧困プロファイル－子どもたちの多面的な物質的剥奪を評価す
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る指標は、国際比較が可能な指標を得るために、子どもたちの剥奪を評価
する上で、すべての国においてまったく同じ分野、まったく同じ指標、
まったく同じ基準値を使用している（世帯の評価を細分化したものでは
ない）。分野は、教育、健康、住宅、栄養、衛生、水。
1分野の剥奪－子どもたちは、教育、健康、住宅、栄養、衛生、水のうち、1分
野のみにおいて剥奪を経験している。
2分野の剥奪－子どもたちは、教育、健康、住宅、栄養、衛生、水のうち、2分
野のみにおいて剥奪を経験している。
3分野の剥奪－子どもたちは、教育、健康、住宅、栄養、衛生、水のうち、3分
野のみにおいて剥奪を経験している。

データの主な出典
現金給付を受け取る新生児を抱える母親（％）－SDGデータベース。最終
更新：2021年5月。
社会的養護の対象となっている子どもの割合－SDGデータベース。最終
更新：2021年5月。
社会的養護給付／支援の配分－社会的養護の世界地図：レジリエンス（回
復力）と公平性に関する指標。最終更新：2024年5月。
世帯所得分布－世界開発指標（WDI）（世界銀行）。最終更新：2021年2月。
ジニ係数－WDI（世界銀行）。最終更新：2020年5月。
所得格差のパルマ指数－WDIに基づく。最終更新：2020年5月。

国民1人当たりの名目GDP（米ドル）－世界開発指標（WDI）。最終更新：
2021年2月。
VMIR（大多数の所得比率）－WDIに基づくユニセフの推計値。最終更新：
2021年2月。
子どもの貧困プロファイル－DHS、MICS調査に基づくユニセフの推計値。

表13 社会的養護と公平性指標
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表14 WASH（水と衛生）指標

国・地域

家庭
2024

学校
2023

医療／保健施設
2023

最低限の基礎的
飲用水サービス（％）

最低限の基礎的衛生設備
（トイレ）サービス（％）

基礎的な衛生習慣設備
（％）

基礎的な
飲用水サービス（％）

基礎的な衛生設備
（トイレ）サービス（％）

基礎的な衛生習慣設備
（％）

基礎的な
飲用水
サービス
（％）

基礎的な
衛生設備
（トイレ）
サービス
（％）

基礎的な
衛生習慣
設備
（％）

基礎的な
廃棄物
管理

サービス
（％）全体 都市部 農村部 全体 都市部 農村部 全体 都市部 農村部 全体 初等

教育
中等
教育 全体 初等

教育
中等
教育 全体 初等

教育
中等
教育

アフガニスタン 81 97 75 54 73 48 52 60 49 66 58 75 38 26 65 8 5 11 79 3 - 82
アルバニア 95 96 94 99 99 99 - - - 82 74 72 88 80 96 87 77 100 - - - -
アルジェリア 92 95 85 86 88 80 85 88 75 91 94 90 100 100 100 95 98 93 - - - -
アンドラ 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100
アンゴラ 68 82 37 - - - 37 45 19 - - - - - - - - - - - - -
アンギラ - - - - - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
アンティグア・
バーブーダ 99 99 99 100 98 100 - - - 100 99 100 100 100 100 100 99 100 - - - -

アルゼンチン - 100 - - 98 - - - - - - - 83 83 87 78 74 82 - - - -
アルメニア 100 100 100 94 100 82 - - - 97 95 95 89 80 87 98 98 97 98 - - -
オーストラリア 100 100 100 100 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
オーストリア 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
アゼルバイジャン 98 100 95 99 100 98 96 96 96 100 100 100 99 100 100 100 100 100 100 - 100 -
バハマ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
バーレーン 100 - - 100 - - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - 90
バングラデシュ 99 99 99 68 68 68 72 80 66 90 89 100 87 85 99 92 86 81 64 - - 34
バルバドス 99 - - 98 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ベラルーシ 100 100 100 100 100 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ベルギー 100 100 100 99 99 99 - - - 100 100 100 100 - - 100 100 100 - - - -
ベリーズ 95 99 91 84 93 76 - - - - - - - - - - - - - - - -
ベナン 70 76 63 22 32 12 13 16 10 66 55 87 - - 76 49 51 72 - - - -
ブータン 100 100 99 87 84 89 95 93 96 65 - - 88 - - - - - 95 16 73 36
ボリビア 93 99 79 72 79 53 27 29 22 - - - - - - - - - - - - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 96 95 97 - 99 - - - - 100 - - 79 - - 60 - - - - - -

ボツワナ 92 97 78 72 77 58 - - - - - - - - - - - - - - - -
ブラジル 100 100 100 92 96 67 - - - - - - 86 86 87 - - - - - - -
英領バージン諸島 100 - - - - - - - - 97 96 100 92 96 94 96 100 94 - - - -
ブルネイ 100 - - 100 - - - - - - - - 100 100 100 100 100 100 - - - -
ブルガリア 99 100 98 86 87 84 - - - - - - - - - - - - - - - -
ブルキナファソ 50 81 34 32 48 24 26 35 21 63 67 50 48 57 50 50 51 61 74 - - 15
ブルンジ 66 91 61 45 42 45 - - - 46 45 - 45 35 93 17 18 14 - 48 - 77
カーボベルデ 92 95 86 83 86 77 61 72 38 - - 100 93 92 93 86 83 100 - - - -
カンボジア 83 94 79 83 93 80 87 90 86 86 92 93 37 48 52 84 89 88 96 22 77 53
カメルーン 71 82 56 47 62 25 38 44 29 24 24 - 56 39 68 78 82 67 - - - -
カナダ 98 98 98 99 99 99 - - - - - - - - - - - - - - - -
中央アフリカ
共和国 37 48 27 14 25 6 22 35 12 - - - - - - - - - 29 2 - 28

チャド 52 78 44 13 39 5 26 34 24 30 26 46 19 19 - 10 11 11 79 - - -
チリ 99 100 94 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
中国 96 97 94 97 98 95 97 98 95 - - - - - - - - - - - - -
コロンビア 97 100 84 97 99 87 70 78 33 - - - 85 79 81 17 11 22 - - - -
コモロ 85 90 83 57 58 57 35 41 32 - - - - - - - - - - - - -
コンゴ - - - - - - - - - 54 54 - - - - - - - - - - -
クック諸島 100 100 100 99 100 96 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - -
コスタリカ 100 100 100 99 99 98 86 87 83 84 86 76 85 82 96 83 80 91 100 - - -
コートジボワール 77 89 64 40 54 24 22 31 11 52 48 92 - - - - - - 27 - - 14
クロアチア 100 100 100 - - - - - - 96 - - 100 - - 99 - - 98 88 96 87
キューバ 95 96 92 95 95 94 93 95 88 100 100 100 95 95 94 100 100 100 - - - -
キプロス 100 100 100 99 100 99 - - - - - - - - - - - - - - - -
チェコ 99 99 99 99 99 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100
朝鮮民主主義
人民共和国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

コンゴ民主共和国 36 59 14 16 22 11 - - - - - - - - - - - - - - - 0
デンマーク 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ジブチ 80 84 62 - - - 51 61 12 - - - - - - 95 91 98 - - - -
ドミニカ 97 97 97 - - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ドミニカ共和国 97 98 95 90 92 81 49 51 33 - - - 76 76 81 83 80 86 - - - -
エクアドル 92 98 81 91 94 86 92 96 85 77 82 93 73 73 77 51 50 33 - - - -
エジプト 97 99 96 97 100 95 92 90 94 - - 82 100 100 63 100 100 63 83 68 63 -
エルサルバドル 92 95 80 88 91 77 88 88 88 82 80 84 84 84 88 - - - - - - -
赤道ギニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
エリトリア - - - - - - - - - - - - 33 26 46 5 3 8 - - - -
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表14 WASH（水と衛生）指標

国・地域

家庭
2024

学校
2023

医療／保健施設
2023

最低限の基礎的
飲用水サービス（％）

最低限の基礎的衛生設備
（トイレ）サービス（％）

基礎的な衛生習慣設備
（％）

基礎的な
飲用水サービス（％）

基礎的な衛生設備
（トイレ）サービス（％）

基礎的な衛生習慣設備
（％）

基礎的な
飲用水
サービス
（％）

基礎的な
衛生設備
（トイレ）
サービス
（％）

基礎的な
衛生習慣
設備
（％）

基礎的な
廃棄物
管理

サービス
（％）全体 都市部 農村部 全体 都市部 農村部 全体 都市部 農村部 全体 初等

教育
中等
教育 全体 初等

教育
中等
教育 全体 初等

教育
中等
教育

エストニア 100 100 100 99 99 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
エスワティニ 80 98 74 64 48 70 39 48 36 - - - - - - - - - - - - -
エチオピア 56 83 47 10 24 6 6 14 3 29 25 54 - - - 31 19 23 55 39 - 32
フィジー 96 99 91 93 93 93 87 91 80 78 78 87 91 100 96 43 20 97 - - - -
フィンランド 100 100 100 99 99 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
フランス 100 100 100 99 99 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ガボン 89 92 49 57 61 25 48 50 32 66 64 68 - - - 66 66 85 - - - -
ガンビア 87 92 78 48 61 24 13 14 12 - - - 65 86 80 - - - - - - -
ジョージア 97 100 94 91 98 80 - - - - - - - - - - - - 85 14 80 44
ドイツ 100 100 100 99 99 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ガーナ 90 99 76 32 37 23 45 55 31 78 78 79 59 62 65 54 52 52 67 - 57 31
ギリシャ 100 100 100 99 99 98 - - - - - - - - - - - - - - - -
グレナダ - - - 93 - - - - - 100 100 100 100 100 100 99 100 98 - - - -
グアテマラ 93 97 89 71 81 60 - - - - - - 72 72 79 - - - - - - -
ギニア 74 93 62 33 48 23 - - - - 38 - 52 52 - - - - - - - 40
ギニアビサウ 62 73 53 29 43 17 20 25 16 63 - - 37 - - 75 - - 72 9 34 13
ガイアナ 96 95 96 91 93 91 83 78 85 - - - - - - - - - - - - -
ハイチ 73 85 55 29 32 24 - - - - - - - - - - - - 64 - - 6
バチカン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 96 99 90 88 91 83 85 85 84 78 76 70 89 76 78 - - - 55 18 - -
ハンガリー 100 100 100 98 98 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
アイスランド 100 100 100 99 99 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
インド 96 97 95 83 87 81 90 96 86 95 93 90 84 85 85 53 53 53 - - - -
インドネシア 89 95 80 88 90 85 80 82 77 76 75 75 71 64 79 69 70 67 - - - -
イラン 98 99 95 90 93 82 - - - - - - - - - - - - 88 22 93 52
イラク 98 100 95 99 99 98 97 98 97 60 - - 57 - - 66 - - 68 3 49 21
アイルランド 97 97 98 90 88 93 - - - - - - - - - - - - - - - -
イスラエル 100 100 100 100 100 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
イタリア 100 - - 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 - - 73
ジャマイカ 88 90 84 92 90 94 70 71 69 95 93 97 96 94 97 100 100 100 - - - -
日本 99 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - 100 - - -
ヨルダン 99 99 98 96 97 95 - - - 100 100 100 - - - - - - 69 22 59 22
カザフスタン 98 98 98 98 97 99 - - - - - - - - - - - - - - - -
ケニア 66 89 56 41 40 41 58 79 48 - - - - - - - - - 68 15 45 48
キリバス 79 90 64 45 49 39 62 65 59 - - - 66 72 60 87 89 82 71 2 - 17
コソボ 91 95 89 93 99 89 - - - - - - - - - - - - - - - -
クウェート 100 100 - 100 100 - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
キルギス 95 99 92 99 97 100 97 97 97 - - - - - - - - - 40 - - -
ラオス 96 100 93 89 99 82 64 75 57 49 48 51 32 32 - - - - - 4 17 19
ラトビア 99 99 99 93 96 85 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
レバノン 93 - - 99 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
レソト 78 95 71 48 45 49 21 28 18 - - - - - - - - - - - - -
リベリア 79 86 70 23 35 10 3 6 1 55 49 70 - - - 68 64 76 - - - 31
リビア 96 - - 88 - - 96 - - - - - - - - - - - - - - -
リヒテン
シュタイン 100 - - 100 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

リトアニア 100 100 100 96 98 93 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 99 93
ルクセンブルク 100 100 100 98 97 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
マダガスカル 55 78 39 15 22 11 24 35 15 - - - 39 18 57 - - - - - - -
マラウイ 73 86 70 49 48 50 15 28 13 92 93 84 74 79 53 44 42 40 76 - - 42
マレーシア 98 99 95 96 96 96 - - - 95 91 99 100 99 100 100 100 100 100 70 100 100
モルディブ 100 100 100 100 100 100 - - - 99 100 100 - - - - - - - - - -
マリ 86 94 80 48 58 39 - - - - - - 30 30 - - - - 69 10 - 45
マルタ 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 62 100 100
マーシャル諸島 87 86 94 79 82 68 - - - 67 69 64 78 69 88 70 67 73 - - - -
モーリタニア 77 90 59 59 81 27 41 58 17 - - - 31 27 32 - - - - - - 20
モーリシャス 100 100 100 97 98 97 - - - 100 100 100 100 100 100 100 97 100 - - - -
メキシコ 100 100 97 93 94 89 99 99 100 71 71 84 70 70 - 79 77 87 - - - -
ミクロネシア連邦 - - - - - - - - - 86 87 89 79 77 80 82 86 89 39 18 42 35
モナコ 100 100 - 100 100 - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
モンゴル 86 96 64 74 84 53 86 89 81 - - - - - - - - - 88 40 72 84
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表14 WASH（水と衛生）指標

国・地域

家庭
2024

学校
2023

医療／保健施設
2023

最低限の基礎的
飲用水サービス（％）

最低限の基礎的衛生設備
（トイレ）サービス（％）

基礎的な衛生習慣設備
（％）

基礎的な
飲用水サービス（％）

基礎的な衛生設備
（トイレ）サービス（％）

基礎的な衛生習慣設備
（％）

基礎的な
飲用水
サービス
（％）

基礎的な
衛生設備
（トイレ）
サービス
（％）

基礎的な
衛生習慣
設備
（％）

基礎的な
廃棄物
管理

サービス
（％）全体 都市部 農村部 全体 都市部 農村部 全体 都市部 農村部 全体 初等

教育
中等
教育 全体 初等

教育
中等
教育 全体 初等

教育
中等
教育

モンテネグロ 99 99 99 98 100 94 - - - 82 - - 11 - - - - - - - - -
モントセラト 98 - - 89 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
モロッコ 92 98 81 88 96 71 - - - 90 83 97 96 92 96 87 82 93 81 10 37 32
モザンビーク 67 89 52 39 63 23 16 25 10 - - - - - - - - - - - - -
ミャンマー 86 96 81 74 79 72 75 83 71 77 74 82 74 72 71 59 54 62 - - - -
ナミビア 87 96 74 39 50 24 - - - - - - - - - - - - - - - -
ナウル 98 98 - 71 71 - 91 91 - 100 100 100 100 100 100 90 88 93 100 - - -
ネパール 94 92 94 86 83 87 68 77 66 55 50 69 39 34 57 42 37 59 83 21 70 13
オランダ 100 100 100 98 98 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ニュージーランド 100 100 100 100 100 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
ニカラグア - - - - - - - - - 53 - - 29 45 62 - - - 58 - 57 -
ニジェール 53 87 46 16 53 9 22 30 20 - - 32 25 42 - 42 42 42 58 6 40 29
ナイジェリア 82 95 67 48 59 34 31 38 23 36 32 48 43 40 43 24 22 28 55 29 27 5
ニウエ 98 - - 98 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
北マケドニア 98 98 98 99 100 98 100 100 100 - - - - - - - - - 100 100 100 100
ノルウェー 100 100 100 98 98 98 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
オマーン 93 95 76 99 99 99 - - - 100 100 100 99 - - 100 100 100 100 95 100 98
パキスタン 91 93 89 72 83 65 85 92 80 35 47 34 42 42 48 - - - 75 16 55 4
パラオ 100 100 99 99 99 98 - - - 89 84 95 89 84 95 83 84 95 100 0 - -
パナマ 95 98 88 89 97 71 - - - 60 27 41 24 - - 24 - - - - - -
パプアニュー
ギニア 53 84 48 24 49 20 35 64 31 47 46 65 46 46 69 12 11 16 - - - -

パラグアイ 100 100 99 96 96 96 - - - - - - 94 94 90 - - - - - - -
ペルー 96 98 87 79 83 61 - - 72 74 75 68 93 90 92 - - - - - - -
フィリピン 96 98 94 87 87 87 97 96 99 46 46 46 85 82 97 73 75 61 92 75 78 64
ポーランド 90 96 82 99 99 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ポルトガル 99 100 98 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
カタール 100 - - 100 - - 100 - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100
韓国 100 - - 100 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
モルドバ 93 98 89 87 91 84 - - - 94 - - 90 - - 99 100 100 - - - -
ルーマニア 100 100 100 91 98 81 - - - 94 64 85 91 64 87 91 64 87 - - - -
ロシア連邦 97 99 90 92 99 70 - - - - - - - - - - - - - - - -
ルワンダ 61 88 56 81 56 87 18 29 16 54 53 67 70 67 73 - - - 81 11 46 42
セント
クリストファー・
ネービス

- - - - - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -

セントルシア 98 97 98 - - - - - - 100 100 100 100 100 100 99 100 97 - - - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

- - - - - - - - - 99 100 99 99 100 99 99 100 99 - - - -

サモア 99 100 99 97 98 97 72 84 69 100 100 100 100 100 100 78 68 87 100 85 - 90
サンマリノ 100 100 100 100 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 100 100
サントメ・
プリンシペ 78 79 73 49 51 40 58 63 43 - - - 76 70 - - - - - - - -

サウジアラビア 99 99 100 98 98 96 98 99 97 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
セネガル 88 95 81 63 71 54 27 33 21 73 - - 78 80 - 22 25 9 82 - - 25
セルビア 95 95 95 98 100 96 - - - 98 - - 99 - - 85 - - 98 6 86 85
セーシェル 98 - - 100 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
シエラレオネ 68 82 57 25 37 15 19 21 17 39 37 49 49 40 53 22 21 27 57 45 22 66
シンガポール 100 100 - 100 100 - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 -
スロバキア 100 100 100 98 99 96 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
スロベニア 100 - - 98 - - - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ソロモン諸島 72 91 65 35 75 20 - - - 31 34 35 19 16 28 - - - 69 5 23 17
ソマリア 75 84 68 44 54 35 16 22 11 53 53 57 - - - - - - 42 20 43 12
南アフリカ 90 98 73 77 77 79 - - - - - - - - - - - - - - - 71
南スーダン 40 66 32 14 38 8 22 35 18 - - - 37 37 - 18 18 - - - - -
スペイン 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
スリランカ 90 98 88 95 97 95 88 93 86 87 88 89 90 90 94 87 - - 97 33 92 -
パレスチナ 99 98 100 99 100 99 95 95 96 100 100 100 97 99 99 - - - 93 4 87 57
スーダン 65 74 60 66 81 57 11 - - 43 43 - - - - 8 8 - 27 7 17 3
スリナム 98 99 97 90 94 82 - - - - - - - - - - - - - - - -
スウェーデン 100 100 100 99 99 99 - - - 100 100 100 - - - 100 100 100 - - - -
スイス 100 100 100 100 100 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
シリア 94 96 92 96 96 95 85 87 81 85 83 87 87 85 89 - - - 66 15 84 -
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表14 WASH（水と衛生）指標

国・地域

家庭
2024

学校
2023

医療／保健施設
2023

最低限の基礎的
飲用水サービス（％）

最低限の基礎的衛生設備
（トイレ）サービス（％）

基礎的な衛生習慣設備
（％）

基礎的な
飲用水サービス（％）

基礎的な衛生設備
（トイレ）サービス（％）

基礎的な衛生習慣設備
（％）

基礎的な
飲用水
サービス
（％）

基礎的な
衛生設備
（トイレ）
サービス
（％）

基礎的な
衛生習慣
設備
（％）

基礎的な
廃棄物
管理

サービス
（％）全体 都市部 農村部 全体 都市部 農村部 全体 都市部 農村部 全体 初等

教育
中等
教育 全体 初等

教育
中等
教育 全体 初等

教育
中等
教育

タジキスタン 89 95 87 - - - - - - - - - - - - - - - 36 1 12 37
タイ 100 100 100 99 100 99 95 96 93 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
東ティモール 87 98 82 73 80 69 - - - 70 71 68 - - - 66 68 63 - - - -
トーゴ 65 74 58 25 38 14 - - - 65 54 57 17 4 29 17 17 17 - - - -
トケラウ 100 - 100 97 - 97 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 83
トンガ 99 100 99 94 96 93 81 86 80 95 97 94 96 98 94 84 82 85 - - - -
トリニダード・
トバゴ 99 99 99 94 95 93 84 85 83 - - - - - - - - - - - - -

チュニジア 97 98 93 99 98 99 93 95 88 - - 100 - - - - - - 56 3 60 -
トルコ 96 96 95 99 100 97 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 78
トルクメニスタン 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
タークス・
カイコス諸島 99 99 92 93 93 92 95 95 89 99 100 96 99 100 96 99 100 97 - - - -

ツバル 99 98 100 90 89 91 94 93 96 77 78 76 86 80 91 96 100 92 - - - -
ウガンダ 63 80 57 24 33 21 25 37 20 55 44 - 75 61 79 39 35 - 59 9 25 49
ウクライナ 93 91 100 98 98 97 95 99 88 91 90 93 - - - 82 91 97 96 - - 88
アラブ首長国連邦 100 100 100 99 99 100 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
英国 100 100 100 99 99 99 - - - - - - - - - - - - - - - -
タンザニア 65 86 51 37 56 26 17 22 15 - - - 44 31 - 15 15 - - - - 32
米国 100 100 100 100 100 98 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ウルグアイ 100 100 95 99 99 100 - - - 67 67 100 97 97 100 100 100 100 - - - -
ウズベキスタン 97 98 96 97 95 98 82 88 75 70 76 79 80 79 80 92 91 92 - - - -
バヌアツ 87 97 84 48 51 47 48 66 42 - - - - - - - - - 72 9 27 13
ベネズエラ 93 - - 98 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ベトナム 99 99 98 95 98 93 89 95 85 68 70 51 93 95 90 72 79 67 - - - -
イエメン 75 89 66 63 86 47 63 74 56 - - - - - - - - - 47 4 28 37
ザンビア 73 90 58 37 43 32 18 29 9 79 78 - - - - 97 97 98 - - - -
ジンバブエ 67 94 54 35 40 32 43 56 36 70 67 69 94 93 95 77 78 74 - - - 79

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 95 97 91 95 97 91 93 95 90 90 90 88 92 91 94 90 91 88 - - - -

ヨーロッパ・
中央アジア 98 99 96 97 99 94 - - - 96 95 97 97 96 97 97 97 98 - - - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 97 98 94 96 99 89 - - - 92 90 93 94 91 94 94 93 97 86 - - 76

　西ヨーロッパ 99 100 97 99 99 99 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 98 99 91 90 94 75 - - 72 75 76 81 81 80 84 61 60 63 - - - -

中東・北アフリカ 95 98 89 92 96 84 89 92 85 81 85 91 89 94 87 86 90 84 78 37 66 38
北アメリカ 100 100 100 100 100 98 - - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - - -
南アジア 95 97 94 80 85 77 86 93 82 84 83 81 76 75 80 56 54 55 - - - -
サハラ以南の
アフリカ 67 86 53 37 49 27 29 38 22 45 41 57 51 46 62 36 33 38 59 21 34 25

　　東部・南部
　アフリカ 66 86 54 37 50 30 28 38 22 47 44 61 59 51 - 35 31 38 58 24 - 38

　　西部・中部
　アフリカ 69 86 53 36 49 24 30 39 22 43 38 54 43 40 53 37 36 38 60 19 32 12

後発開発途上国
（LDC） 70 85 61 42 51 36 39 49 34 60 55 72 56 50 75 43 37 49 62 19 - 31

世界 91 96 85 82 89 72 80 86 71 77 75 81 78 75 83 67 65 67 - - - -

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。

注
－ データなし

指標の定義
最低限の基礎的飲用水サービスを利用する人の割合－改良された飲料水
源を利用している人口の割合を示す指標であり、水の汲み取りに要する
往復時間（待ち時間を含む）が30分以内であることを条件とする。改良さ
れた飲料水源には、上水道、深井戸（機械掘削の井戸）、保護された浅井戸
（人力掘削の井戸）、保護された湧水（自然湧水を人為的に整備したもの）、
雨水、ならびに容器に詰められた水や給水車による配水などが含まれる。
最低限の基礎的衛生設備（トイレ）サービスを利用する人の割合－近隣世
帯と共有されていない、改良された衛生設備を使用している人の割合（改

良された設備には、下水管システムでの水洗／注水式水洗、浄化槽もしく
は竪穴式便所、換気付きの改良された竪穴式便所、バイオトイレまたは蓋
付き竪穴式便所が含まれる）。
基礎的衛生習慣設備がある人の割合－家庭に水および石鹸がある手洗い
設備が利用できる人の割合。
基礎的飲用水サービスがある学校の割合－調査実施時に改良された水源
からの飲用水が利用できる学校の割合。
基礎的衛生設備（トイレ）サービスがある学校の割合－調査時点で、男女
別で使用可能（利用可能、機能的、専有可能）な、改良された衛生設備が利
用できる学校の割合。
基礎的衛生習慣サービスがある学校の割合－調査時に学校に水および石
鹸がある手洗い設備が利用できる学校の割合。
基礎的飲用水サービスがある医療または保健施設の割合－敷地内で改良

された水源からの水が利用できる医療または保健施設の割合。
最低限の基礎的衛生設備（トイレ）サービスを利用できる医療または保健
施設の割合－少なくとも1つのスタッフ専用トイレ、生理用衛生設備を備
えた少なくとも1つの性別ごとのトイレ、および身体が不自由な人のため
の少なくとも1つのトイレが利用できる、改良された衛生設備がある医療
または保健施設の割合。
基礎的衛生習慣サービスを利用できる医療または保健施設の割合－医療
サービスを受ける場所でかつトイレから5メートル以内に効果的な手洗
いのための衛生習慣設備（水、石鹸、アルコールベースの手指消毒剤のい
ずれかまたはすべてを備える）がある医療または保健施設の割合。
礎的廃棄物管理サービスを利用できる医療または保健施設の割合－廃棄
物が少なくとも3個のごみ容器に安全に分別できることに加えて、鋭利物お
よび感染性廃棄物を安全に処理し処分できる医療または保健施設の割合。
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データの主な出典
家庭の基礎的飲用水、衛生設備（トイレ）および衛生習慣サービス－WHO
とユニセフによる水道、衛生設備（トイレ）および衛生習慣に関する共同
モニタリングプログラム（JMP）。最終更新：2025年5月。

学校の基礎的飲用水、衛生設備（トイレ）および衛生習慣サービス－WHO
とユニセフによる水道、衛生設備（トイレ）および衛生習慣に関する共同
モニタリングプログラム（JMP）。最終更新：2024年5月。

医療／保健施設における基礎的飲用水、衛生設備（トイレ）および衛生習慣
サービス－WHOとユニセフによる水道、衛生設備（トイレ）および衛生習
慣に関する共同モニタリングプログラム（JMP）。最終更新：2024年10月。
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表15 青少年指標

国・地域

青少年の人口
2023 栄養 保護 教育と学習

2014‒2019（R） 就労への移行（％）

10～ 19歳
（1,000人）

人口全体に
対する割合
（％）

痩身
2022

過体重
2022

親密なパー
トナーから
の暴力（％）
2016‒
2024（R）

いじめ（%）
2011‒2023（R） 算数能力習熟度 読解力習熟度

就学、就労、
職業訓練なし（ニート）

2016‒2024

失業
2016‒2024

家の雑務への従事
2015‒2024

全体 全体 全体 全体 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

アフガニスタン 9,761 24 8 23 29 x 42 45 - - - - 20 y 57 y 9 y 9 y 12 21
アルバニア 351 12 3 21 - 21 27 23 29 18 35 16 16 19 21 1 x 3 x
アルジェリア 7,171 16 4 32 - 48 55 18 21 15 28 - - 32 y 38 y 1 1
アンドラ 8 11 3 27 - - - - - - - - - - - - -
アンゴラ 7,909 23 7 12 24 - - - - - - 20 22 23 21 15 19
アンギラ 2 14 - - - 22 30 - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ 13 14 3 44 - 24 x 27 x - - - - 15 16 - - - -

アルゼンチン 7,120 16 2 39 - 20 y 25 y 30 24 42 49 11 y 11 y 24 y 30 y 0 x 1 x
アルメニア 360 13 4 22 0 p 20 15 48 52 - - 14 11 22 37 0 1
オーストラリア 3,133 12 2 36 - - - 74 73 75 83 6 4 16 12 - -
オーストリア 860 10 2 29 - 18 17 77 73 72 78 14 10 12 15 - -
アゼルバイジャン 1,492 15 5 24 12 x 25 27 37 40 24 38 - - 12 y 15 y 0 y 1 y
バハマ 56 14 4 49 - 25 22 - - - - - - 20 26 - -
バーレーン 184 12 5 44 - 36 23 30 32 - - - - 10 x 21 x - -
バングラデシュ 33,930 20 15 9 28 x,y 27 17 - - - - 10 14 12 4 0 4
バルバドス 36 13 5 42 - 15 11 - - - - 26 23 43 29 0 x 0 x
ベラルーシ 964 10 3 19 - - - 71 70 72 82 2 1 31 31 0 0
ベルギー 1,325 11 3 22 - 16 19 75 75 70 79 4 2 27 21 - -
ベリーズ 76 19 3 44 - 30 31 - - - - 26 33 15 34 1 x 3 x
ベナン 3,049 23 7 13 10 y 47 52 - - - - 11 15 3 2 7 y 14 y
ブータン 137 18 5 18 - 31 29 - - - - 10 11 - - 2 x 5 x
ボリビア 2,349 20 1 38 - 24 y 25 y - - - - 5 8 4 3 - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 331 10 4 28 - - - - - 38 55 8 5 46 27 - -

ボツワナ 496 21 11 15 - 53 x 52 x - - - - 26 30 45 74 - -
ブラジル 30,156 14 3 32 - 45 y 35 y 29 24 46 53 12 17 21 28 1 1
英領バージン諸島 5 13 - - - 18 x 17 x - - - - - - - - - -
ブルネイ 65 14 4 42 - 29 27 55 62 51 65 11 12 32 39 - -
ブルガリア 665 10 4 27 - 37 27 45 48 41 54 8 7 - - - -
ブルキナファソ 5,314 24 13 7 7 y - - - - - - 27 34 5 7 21 y 36 y
ブルンジ 3,174 24 9 7 38 - - - - - - 13 11 2 1 21 30
カーボベルデ 95 18 10 12 - - - - - - - - - - - - -
カンボジア 3,224 19 8 13 4 23 22 13 11 6 9 4 6 - - 2 x 6 x
カメルーン 6,198 23 5 17 20 - - - - - - 14 26 4 4 8 x 22 x
カナダ 4,181 11 2 29 - 34 43 79 78 78 86 13 11 20 17 - -
中央アフリカ
共和国 1,360 27 9 14 32 x - - - - - - - - - - 17 23

チャド 4,269 24 11 10 15 x - - - - - - 27 44 3 - 20 40
チリ 2,450 13 1 55 7 y 16 14 28 19 64 68 10 10 25 31 8 x 10 x
中国 165,717 12 4 21 - - - - - - - - - - - - -
コロンビア 7,969 16 2 27 - - - 31 27 46 51 16 24 18 29 1 2
コモロ 178 22 7 13 1 p - - - - - - 17 14 7 - 4 11
コンゴ 1,338 23 9 11 - - - - - - - - - - - 8 9
クック諸島 3 17 1 68 6 x,y 29 32 - - - - - - - - - -
コスタリカ 725 14 3 34 - 18 x 20 x 33 24 52 54 18 17 27 34 1 1
コートジボワール 6,663 22 8 16 15 - - 0 1 - - 12 18 3 3 4 11
クロアチア 402 10 2 25 - 22 22 67 67 71 84 7 6 - - - -
キューバ 1,234 11 7 34 - - - - - - - - - - - - -
キプロス 132 10 3 32 - 18 18 - - 46 67 7 8 - - - -
チェコ 1,078 10 3 14 - 19 21 74 75 74 84 4 4 29 26 - -
朝鮮民主主義
人民共和国 3,354 13 10 20 - - - - - - - - - - - - -

コンゴ民主共和国 22,681 23 7 14 36 x - - - - - - 25 30 - - 7 y 12 y
デンマーク 678 12 3 18 - 15 y 18 y 80 79 77 85 4 4 19 18 - -
ジブチ 231 21 8 10 11 44 x 36 x - - - - 17 24 88 85 - -
ドミニカ 9 13 4 37 - 29 x 26 x - - - - - - - - - -
ドミニカ共和国 1,990 18 5 33 8 y 26 22 8 7 19 30 24 29 13 19 1 2
エクアドル 3,181 18 3 32 10 y - - 34 24 47 52 11 18 7 8 - -
エジプト 21,404 19 3 40 18 y 70 70 25 29 - - 5 15 10 19 2 y 3 y
エルサルバドル 1,149 18 3 27 7 x,y 21 24 12 9 25 31 11 22 7 13 5 13
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表15 青少年指標

国・地域

青少年の人口
2023 栄養 保護 教育と学習

2014‒2019（R） 就労への移行（％）

10～ 19歳
（1,000人）

人口全体に
対する割合
（％）

痩身
2022

過体重
2022

親密なパー
トナーから
の暴力（％）
2016‒
2024（R）

いじめ（%）
2011‒2023（R） 算数能力習熟度 読解力習熟度

就学、就労、
職業訓練なし（ニート）

2016‒2024

失業
2016‒2024

家の雑務への従事
2015‒2024

全体 全体 全体 全体 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

赤道ギニア 352 20 9 14 56 x,p - - - - - - - - - - - -
エリトリア 842 25 14 10 - - - - - - - - - - - - -
エストニア 143 11 2 28 - 29 31 85 85 83 90 8 5 - - - -
エスワティニ 260 22 4 19 28 y 33 31 - - - - 16 23 47 54 4 5
エチオピア 28,870 24 18 5 24 - - - - - - 9 18 3 6 14 21
フィジー 163 18 4 34 47 x,y 33 26 - - - - 8 13 16 32 3 2
フィンランド 614 11 2 31 - 25 23 73 78 72 86 7 5 26 27 - -
フランス 8,139 12 4 16 - 12 15 71 71 69 77 7 5 25 30 - -
ガボン 470 20 6 17 41 - - - - - - - - 27 x 38 x 10 14
ガンビア 604 23 11 12 14 - - - - - - 36 28 7 5 3 17
ジョージア 463 12 3 25 - 18 20 33 34 26 41 17 14 31 32 0 0
ドイツ 7,607 9 2 26 - 21 23 72 69 71 78 6 6 9 8 - -
ガーナ 6,997 22 8 15 25 - - 6 4 - - 22 24 3 3 13 19
ギリシャ 1,089 10 1 32 - 22 23 54 52 56 68 6 6 23 52 - -
グレナダ 17 15 5 37 - 29 x 26 x - - - - 15 16 - - - -
グアテマラ 3,802 22 2 24 9 x 26 20 16 11 30 33 8 33 4 5 - -
ギニア 3,182 23 9 12 - - - - - - - 27 40 - - 11 18
ギニアビサウ 476 23 9 12 - - - - - - - 6 9 - - 4 9
ガイアナ 148 18 8 28 - 40 x 37 x - - - - 39 48 29 45 4 2
ハイチ 2,340 21 4 25 28 - - - - - - 8 x 17 x - - 19 x 13 x
バチカン 0 5 - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 2,135 21 3 31 7 y 13 y 12 y 19 12 28 31 17 y 40 y 9 y 21 y 4 12
ハンガリー 973 10 3 32 - 28 32 67 62 70 78 5 7 32 42 - -
アイスランド 47 13 2 24 - 16 16 65 66 53 68 7 - - - - -
インド 257,361 18 21 10 18 - - - - - - 6 19 14 8 - -
インドネシア 46,387 17 10 22 - 24 19 17 19 21 30 13 14 17 17 - -
イラン 12,434 14 9 31 - - - 29 28 - - 13 23 16 20 - -
イラク 9,544 22 4 40 - 32 22 - - - - 17 38 36 52 1 6
アイルランド 686 14 2 25 - 26 30 81 80 86 92 4 2 - - - -
イスラエル 1,483 17 3 24 - 29 18 63 63 66 75 - - - - - -
イタリア 5,686 10 2 24 - 12 12 65 57 74 83 7 6 32 42 - -
ジャマイカ 450 16 3 35 11 y 26 25 23 29 41 57 18 15 11 20 1 2
日本 11,313 9 3 15 - - - 87 89 83 89 - - 4 3 - -
ヨルダン 2,249 20 3 40 13 47 x 37 x 15 20 12 28 22 19 54 29 0 2
カザフスタン 3,095 16 6 19 - 15 15 50 51 30 43 - - 5 y 9 y - -
ケニア 12,807 24 10 9 25 y 57 x 57 x - - - - 8 13 14 19 - -
キリバス 25 19 1 48 67 p 42 32 - - - - 48 46 23 40 17 19
コソボ 304 17 - - - - - - - - - 26 23 22 34 2 5
クウェート 540 12 3 52 - 36 28 23 19 - - - - - - - -
キルギス 1,214 18 3 12 3 x 34 25 - - - - 8 12 8 4 4 6
ラオス 1,473 20 7 15 14 x,y 15 11 - - - - 18 20 2 2 5 7
ラトビア 193 10 2 19 - 36 43 78 78 72 82 - - - - - -
レバノン 1,056 18 2 42 - 24 12 27 26 28 36 15 20 28 29 - -
レソト 488 22 6 13 31 y - - - - - - 22 30 10 35 11 16
リベリア 1,254 24 7 16 58 43 51 - - - - 37 36 - - 18 21
リビア 1,339 19 5 36 - 40 x 31 x - - - - - - - - - -
リヒテン
シュタイン 4 10 - - - - - - - - - - - - - - -

リトアニア 266 10 3 17 - 47 47 72 72 69 81 11 9 - - - -
ルクセンブルク 67 11 2 21 - 18 23 74 72 66 76 - 8 - - - -
マダガスカル 6,796 23 8 6 19 - - - - - - 22 28 7 5 17 26
マラウイ 5,018 25 4 8 28 43 x 47 x - - - - 10 y 16 y - - 5 12
マレーシア 5,659 17 8 34 - 9 y 8 y 37 45 34 50 - - 15 y 14 y - -
モルディブ 67 13 13 30 4 30 30 - - - - 30 26 29 16 - -
マリ 5,496 25 11 15 21 y - - - - - - 15 34 1 5 2 8
マルタ 45 9 3 26 - 28 28 65 70 57 71 9 9 - - - -
マーシャル諸島 10 24 2 40 27 x,y - - - - - - 36 33 28 31 - -
モーリタニア 1,105 23 11 21 8 48 x 46 x - - - - 29 44 18 23 13 23
モーリシャス 172 13 10 29 - 29 22 50 49 45 61 14 y 15 y 23 y 36 y - -
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表15 青少年指標

国・地域

青少年の人口
2023 栄養 保護 教育と学習

2014‒2019（R） 就労への移行（％）

10～ 19歳
（1,000人）

人口全体に
対する割合
（％）

痩身
2022

過体重
2022

親密なパー
トナーから
の暴力（％）
2016‒
2024（R）

いじめ（%）
2011‒2023（R） 算数能力習熟度 読解力習熟度

就学、就労、
職業訓練なし（ニート）

2016‒2024

失業
2016‒2024

家の雑務への従事
2015‒2024

全体 全体 全体 全体 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

メキシコ 22,450 18 2 40 9 y - - 38 31 51 55 8 17 5 6 2 3
ミクロネシア連邦 24 21 1 46 35 x,y - - - - - - 18 x 23 x - 29 x - -
モナコ 3 8 - - - - - - - - - - - 56 y 42 y - -
モンゴル 541 16 4 17 8 y 29 y 25 y 47 51 30 42 9 6 17 23 14 11
モンテネグロ 76 13 2 24 - - - 40 41 39 56 12 11 23 38 0 0
モントセラト 1 12 - - - 32 x 25 x - - - - - - - - - -
モロッコ 6,353 17 4 22 - 44 32 19 18 16 22 13 x 41 x - - - -
モザンビーク 7,548 24 6 9 18 y 45 46 - - - - 13 18 10 10 - -
ミャンマー 8,926 17 12 15 22 51 49 - - - - 9 y 12 y 6 y 6 y - -
ナミビア 562 20 11 13 52 x,p 48 45 - - - - 17 20 37 39 - -
ナウル 2 21 1 63 - 40 38 - - - - 45 49 21 31 0 2
ネパール 6,062 21 11 9 21 56 45 - - - - 16 30 22 24 7 x 17 x
オランダ 1,991 11 2 17 - 14 14 73 72 61 70 3 2 11 11 - -
ニュージーランド 651 13 1 40 - - - 71 72 75 84 - - 23 21 - -
ニカラグア 1,298 20 - - - - - - - - - 7 x 32 x - - - -
ニジェール 6,046 25 18 9 - - - - - - - 9 21 - - 18 x 25 x
ナイジェリア 51,842 24 16 9 13 - - - - - - 7 12 4 5 17 y 19 y
ニウエ 0 17 1 68 - 35 y 56 y - - - - - - - - - -
北マケドニア 213 11 4 25 - 22 23 32 35 22 32 12 12 42 36 1 1
ノルウェー 646 12 2 23 - 20 17 67 70 66 80 5 4 - - - -
オマーン 589 13 7 39 - 45 39 23 26 - - - - 57 y 26 y - -
パキスタン 53,575 22 18 19 17 y 45 x 35 x - - - - 14 y 46 y 10 y 8 y - -
パラオ 2 13 2 51 8 x,y - - - - - - 11 10 - - - -
パナマ 730 17 2 37 - 18 y 22 y 18 15 38 46 8 y 14 y 17 y 26 y 0 x 1 x
パプアニュー
ギニア 2,086 21 2 41 60 - - - - - - 19 22 - - - -

パラグアイ 1,185 18 2 31 - 19 15 17 12 30 37 11 23 13 21 4 9
ペルー 5,706 17 1 39 18 47 x 48 x 38 30 48 51 21 24 9 10 3 5
フィリピン 22,603 20 11 15 10 42 y 42 y 14 18 18 29 6 6 4 6 - -
ポーランド 3,852 10 3 22 - 30 23 76 78 73 83 6 7 - - - -
ポルトガル 1,030 10 2 19 - 16 17 71 69 73 81 4 3 38 - - -
カタール 222 8 6 48 - 49 35 42 39 44 61 - - 0 y 0 y - -
韓国 4,681 9 2 32 - - - 82 85 81 90 - - 10 6 - -
モルドバ 358 12 3 17 15 x 40 44 45 43 44 59 6 4 - - - -
ルーマニア 2,120 11 5 20 - 30 35 51 51 53 64 11 10 46 53 - -
ロシア連邦 15,707 11 3 16 - 31 35 78 78 73 83 6 6 18 21 - -
ルワンダ 3,112 23 6 10 - - - - - - - 25 25 17 19 0 0
セント
クリストファー・
ネービス

6 13 4 43 - 25 20 - - - - - - - - - -

セントルシア 25 14 4 37 - 24 29 - - - - 31 38 56 31 3 x 1 x
セント
ビンセント・
グレナディーン

15 15 3 36 - 21 y 32 y - - - - - - - - - -

サモア 45 21 1 54 - 43 34 - - - - 20 15 - 37 3 2
サンマリノ 4 10 - - - - - - - - - - - 13 y 20 y - -
サントメ・
プリンシペ 53 24 5 14 28 x - - - - - - 47 y 52 y 9 y 9 y 4 11

サウジアラビア 4,651 15 8 46 - - - 31 29 29 45 - - - - - -
セネガル 4,034 23 18 8 3 - - 8 7 8 9 20 31 2 4 6 23
セルビア 681 10 2 30 - 18 19 58 56 57 70 8 6 31 34 1 2
セーシェル 15 13 6 34 - 45 50 - - - - 21 14 16 - - -
シエラレオネ 1,879 23 4 11 43 60 57 - - - - 24 28 - - 12 20
シンガポール 608 11 3 35 - - - 89 89 86 91 4 1 4 8 - -
スロバキア 550 10 4 24 - 20 21 66 68 59 71 6 4 - - - -
スロベニア 207 10 2 28 - 28 30 74 77 65 83 7 7 - - - -
ソロモン諸島 167 22 2 28 - 64 68 - - - - 5 x 6 x - - 6 9
ソマリア 4,048 23 8 10 - - - - - - - 34 40 40 37 - -
南アフリカ 10,406 17 4 22 12 y - - - - - - 13 15 66 79 1 2
南スーダン 2,880 27 8 12 - - - - - - - - - - - - -
スペイン 4,950 10 2 28 - 10 12 73 72 71 80 5 6 38 y 44 y - -
スリランカ 3,586 16 18 17 - 50 29 - - - - 8 9 26 27 0 0
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表15 青少年指標

国・地域

青少年の人口
2023 栄養 保護 教育と学習

2014‒2019（R） 就労への移行（％）

10～ 19歳
（1,000人）

人口全体に
対する割合
（％）

痩身
2022

過体重
2022

親密なパー
トナーから
の暴力（％）
2016‒
2024（R）

いじめ（%）
2011‒2023（R） 算数能力習熟度 読解力習熟度

就学、就労、
職業訓練なし（ニート）

2016‒2024

失業
2016‒2024

家の雑務への従事
2015‒2024

全体 全体 全体 全体 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

パレスチナ 1,136 22 4 33 - - - 14 17 13 31 18 14 45 y 28 y 1 2
スーダン 11,179 23 17 13 - - - - - - - 31 55 11 - 4 x 8 x
スリナム 110 18 5 35 - 25 25 - - - - 11 11 23 62 1 2
スウェーデン 1,208 12 2 25 - 19 21 72 74 70 82 3 3 40 36 - -
スイス 854 10 2 24 - 14 18 81 80 71 80 4 4 9 11 - -
シリア 5,478 25 5 36 - - - 19 16 - - - - 19 x,y 27 x,y - -
タジキスタン 1,907 19 9 10 6 27 28 - - - - 21 38 - - - -
タイ 8,683 12 8 25 - 26 y 20 y 31 33 28 40 7 7 5 7 - -
東ティモール 313 23 18 4 38 39 25 - - - - 20 18 2 3 4 6
トーゴ 2,002 23 6 11 13 x - - - - - - 8 13 - - 19 31
トケラウ 0 20 1 61 - 39 39 - - - - 97 98 - - - -
トンガ 24 23 0 62 - 46 31 - - - - 16 15 - - 3 0
トリニダード・
トバゴ 188 13 9 39 - 13 18 43 52 48 67 9 10 - - 0 y 0 y

チュニジア 1,777 15 5 29 - 37 x 24 x 27 24 23 33 15 y 10 y 43 y 34 y 2 4
トルコ 12,892 15 2 33 18 x,y 39 33 58 61 65 77 13 20 12 19 1 y 1 y
トルクメニスタン 1,120 16 6 16 - - - - - - - - - - - 0 0
タークス・
カイコス諸島 5 11 - - - - - - - - - - - - - 5 2

ツバル 2 18 2 57 - 40 15 - - - - 23 19 31 34 0 0
ウガンダ 11,576 25 7 10 31 50 x 41 x - - - - 8 13 3 4 7 18
ウクライナ 4,519 10 6 13 2 x 40 41 59 57 54 65 - - - - 2 x 2 x
アラブ首長国連邦 972 10 4 46 - 33 22 58 53 44 60 5 5 14 37 - -
英国 7,932 12 2 30 - 31 35 77 74 77 83 10 9 24 19 - -
タンザニア 14,713 23 9 8 32 25 y 28 y - - - - 8 14 1 2 4 x 7 x
米国 44,302 13 2 43 - 26 x,y 25 x,y 67 65 76 84 8 y 7 y 14 y 11 y - -
ウルグアイ 472 14 2 37 - 18 y 25 y 46 41 56 62 12 11 38 46 1 x 2 x
ウズベキスタン 5,511 16 4 18 - - - 22 17 12 16 - - 22 21 5 9
バヌアツ 63 21 2 34 - 60 46 - - - - 42 43 10 11 6 y 5 y
ベネズエラ 5,400 19 3 36 - - - - - - - 16 25 21 y 24 y - -
ベトナム 14,414 15 11 14 7 y 26 26 73 71 73 81 7 7 7 6 3 4
イエメン 8,261 22 15 18 - 47 33 - - - - 18 x 58 x 25 x 29 x 9 y 28 y
ザンビア 4,717 24 5 13 27 - - 2 3 4 6 20 22 9 7 8 x 9 x
ジンバブエ 3,853 24 6 10 31 - - - - - - 19 27 12 14 4 10

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 304,360 13 6 20 - - - - - - - - - - - - -

　ヨーロッパ・
中央アジア 107,613 12 3 22 - 25 26 - - - - 8 9 21 24 - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 54,745 13 4 21 - 32 32 59 59 55 65 9 13 18 21 - -

　西ヨーロッパ 52,868 11 2 24 - 19 21 72 71 71 80 7 6 24 26 - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 105,003 16 3 35 - 34 29 31 25 45 51 12 19 15 19 2 3

中東・北アフリカ 86,846 18 6 34 - 52 47 25 26 - - 11 21 22 29 3 7
北アメリカ 48,482 13 2 42 - - - 68 66 76 84 8 8 14 12 - -
南アジア 364,478 19 20 12 18 - - - - - - 8 24 13 8 - -
サハラ以南の
アフリカ 278,611 23 11 10 21 - - - - - - 15 21 9 11 12 18

　東部・南部
　アフリカ 141,852 23 10 10 25 - - - - - - 14 21 14 16 11 17

　西部・中部
　アフリカ 136,759 23 12 11 15 - - - - - - 15 22 3 5 13 18

後発開発途上国
（LDC） 250,514 23 11 11 24 - - - - - - 16 24 9 8 9 17

世界 1,299,161 16 10 19 18 - - - - - - 10 18 13 13 - -

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間を参照し
ている。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含
まれていない。2000年以前の年次データは表示されていない。
R   データが列の見出しで指定された最も新しい年次のものを参照してい
る。
p   少数の分母（件数）に基づく（一般的には25～ 49の重み付け未実施の
事例）。重み付け未実施の事例が25未満の場合、そのデータは表示されな
い。
y   データが標準的な定義によらないもの。または国内の一部地域のみに
関するもの。対象期間に該当する場合、こうしたデータは地域別および世
界全体の平均値の計算に含まれる。

指標の定義
痩身－10～19歳の青少年のうち、標準偏差が中央値よりマイナス2を下
回るボディマス指数（BMI）となった青少年の割合。中央値は学齢期の子
どもおよび青少年に関するWHO成長評価基準に従う。

過体重－10～19歳の青少年のうち、標準偏差が中央値よりプラス1を上
回るBMIとなった青少年の割合。中央値は学齢期の子どもおよび青少年
に関するWHO成長評価基準に従う。
親密なパートナーからの暴力－過去にパートナーがいたことがある15～
19歳の女の子のうち、過去12カ月にその時点またはそれ以前の親密な
パートナーから身体的暴力、性的暴力のいずれかまたは両方を受けたこ
とのある女の子の割合。
いじめ－13～15歳の生徒のうち、過去30日に1日以上いじめられたと答
えた生徒の割合。
算数能力習熟度－前期中等教育最終学年の子どもと若者のうち、算数能
力に関して最低限の習熟度に達している子どもと若者の割合。
読解力習熟度－前期中等教育の最終学年の子どもと若者のうち、読解力
に関して最低限の習熟度に達している子どもと若者の割合。
ニート（NEET）－15～19歳の青少年のうち、就学や就労をせず、職業訓
練も行っていない青少年の割合。
失業－15～19歳の青少年のうち、労働力人口に含まれるが、雇用されて
いない青少年の割合。
家の雑務への従事－10～14歳の青少年のうち、調査対象週間に21時間
以上無給で家の雑務を行った青少年の割合。

データの主な出典
青少年の人口－国連経済社会局（DESA）人口部（2024）。世界人口展望
2024。
痩身および過体重－NCDリスク要因研究コラボレーション（NCD－
RisC）。1990～2022年の低体重および肥満における世界的トレンドに
基づく。2億2,200万人の子ども、青少年、おとなによって構成される人
口集団を代表する3,613種類の測定研究をプール解析したもの。Lancet 
2024. DOI: https://doi.org/10.1016/ S0140-6736（23）02750-2.
親密なパートナーからの暴力－DHS、MICSおよびその他の国別調査。最
終更新：2025年3月。
いじめ－学齢期の子どもの健康行動に関する研究調査（HBSC）および教
育施設を中心とした生徒の健康に関するグローバル調査（GSHS）および
その他の国別調査。最終更新：2025年3月。
算数と読解力習熟度－国連統計局。最終更新：2019年4月。
ニート－国際労働機関。最終更新：2025年1月。
失業－国際労働機関。最終更新：2025年6月。
家の雑務への従事－DHS、MICSおよびその他の国別調査。最終更新：
2025年10月

表15 青少年指標
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表16 障がいのある子ども指標

国・地域

障がいのある
子ども（%）
2017‒2023
（R）

栄養
2017‒2023（R）

乳幼児期の子どもの発達
2017‒2023（R）

教育
2017‒2023（R）

保護
2017‒2023（R）

WASH（水と衛生）
2017‒2023（R）

社会的養護と公平性
2017‒2023（R）

中程度・重度の
低体重（%）

中程度・重度の
発育阻害（%）

学習意欲の
早期喚起と

レスポンシブ・ケア（%）

幼児教育の
参加率（%）

一度も学校に
通ったことがない
子ども（%）

基礎的な
学習能力（%）

厳しい
体罰（%）

基本的な
衛生設備（%） 社会的移転（%）

2～
17
歳

2～
4歳

5～
17
歳

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

アフガニスタン 31 y 11 y 35 y 26 y 19 y 57 y 50 y 55 y 53 y 0 1 41 38 8 12 68 y 58 y 38 y 43 y - -
アルバニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アルジェリア 17 3 21 7 2 14 10 46 62 7 15 3 1 - - 23 17 86 86 39 33
アンドラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アンゴラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アンギラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

アルゼンチン 11 4 14 4 3 13 10 85 85 57 65 1 0 - - 12 6 95 95 - -
アルメニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
オーストラリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
オーストリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アゼルバイジャン 10 9 10 1 3 7 7 77 67 23 26 4 0 37 58 8 5 90 93 62 49
バハマ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
バーレーン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
バングラデシュ 7 3 8 33 25 42 30 58 63 13 19 8 2 19 25 42 30 56 63 72 70
バルバドス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ベラルーシ 4 2 5 - - - - 96 p 97 - 91 2 0 60 67 0 0 98 99 76 63
ベルギー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ベリーズ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ベナン 13 y 9 y 14 y 22 y 20 y 41 y 39 y - - 13 13 15 18 8 10 24 y 18 y 19 y 19 y 45 y 44 y
ブータン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ボリビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ボツワナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ブラジル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
英領バージン諸島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ブルネイ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ブルガリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ブルキナファソ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ブルンジ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
カーボベルデ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
カンボジア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
カメルーン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
カナダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
中央アフリカ
共和国 27 15 31 30 23 54 47 34 y 40 y 4 7 13 10 0 1 48 35 8 10 40 36

チャド 24 10 29 36 29 48 42 55 55 1 1 48 41 4 3 35 31 9 10 7 7
チリ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
中国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
コロンビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
コモロ 22 7 25 11 9 18 16 71 65 26 31 3 3 22 18 11 8 55 57 10 10
コンゴ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
クック諸島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 18 7 21 7 3 9 8 71 76 40 44 0 0 - - 5 2 94 96 50 45
コートジボワール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
クロアチア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
キューバ 8 2 12 0 3 38 7 87 90 29 50 0 0 - - 6 1 83 86 - -
キプロス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
チェコ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
朝鮮民主主義
人民共和国 1 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

コンゴ民主共和国 16 7 20 32 25 57 47 33 45 4 5 7 5 0 1 47 42 14 13 - -
デンマーク - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ジブチ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ドミニカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ドミニカ共和国 10 5 11 7 2 11 5 53 64 32 49 3 1 - - 7 4 83 86 - -
エクアドル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
エジプト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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表16 障がいのある子ども指標

国・地域

障がいのある
子ども（%）
2017‒2023
（R）

栄養
2017‒2023（R）

乳幼児期の子どもの発達
2017‒2023（R）

教育
2017‒2023（R）

保護
2017‒2023（R）

WASH（水と衛生）
2017‒2023（R）

社会的養護と公平性
2017‒2023（R）

中程度・重度の
低体重（%）

中程度・重度の
発育阻害（%）

学習意欲の
早期喚起と

レスポンシブ・ケア（%）

幼児教育の
参加率（%）

一度も学校に
通ったことがない
子ども（%）

基礎的な
学習能力（%）

厳しい
体罰（%）

基本的な
衛生設備（%） 社会的移転（%）

2～
17
歳

2～
4歳

5～
17
歳

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

エルサルバドル 11 3 13 - - - - 65 75 16 20 6 1 - - 6 3 71 69 - -
赤道ギニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
エリトリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
エストニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
エスワティニ 13 14 13 6 4 25 21 20 33 8 10 1 0 18 26 7 5 59 62 32 32
エチオピア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
フィジー 9 6 9 6 5 10 8 98 97 15 p 22 4 0 21 43 17 13 85 86 90 91
フィンランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
フランス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ガボン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ガンビア 9 5 10 20 14 31 20 8 17 20 24 18 15 4 5 21 16 41 45 - -
ジョージア 8 2 10 3 p 2 9 p 7 83 p 78 - 78 4 0 - - 13 4 88 93 96 89
ドイツ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ガーナ 19 11 21 8 11 19 20 27 35 72 71 4 3 5 9 24 16 16 16 - -
ギリシャ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
グレナダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
グアテマラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ギニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ギニアビサウ 14 5 16 16 17 37 29 47 43 12 15 17 11 1 4 20 21 12 13 - -
ガイアナ 15 4 18 7 8 15 8 79 91 73 p 46 1 1 41 51 10 6 84 89 74 68
ハイチ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
バチカン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 14 6 16 16 7 31 21 34 36 9 14 4 1 - - 8 4 79 81 - -
ハンガリー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アイスランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
インド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
インドネシア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
イラン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
イラク 19 3 22 11 3 18 10 35 45 3 2 7 3 - - 40 30 90 91 36 29
アイルランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
イスラエル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
イタリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ジャマイカ 6 4 7 - - - - 92 p 85 42 p 72 2 1 17 44 8 4 86 92 89 88
日本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ヨルダン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
カザフスタン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ケニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
キリバス 21 13 23 12 5 27 18 77 77 62 73 2 0 15 14 31 24 38 41 86 84
コソボ 8 4 9 5 p 1 - 4 55 p 64 - 15 3 0 14 24 7 6 88 90 57 y 51 y
クウェート - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
キルギス 7 6 7 6 2 17 15 77 87 29 32 5 1 42 52 2 2 98 98 54 49
ラオス 3 3 3 42 27 50 36 20 26 11 27 15 4 19 32 7 3 75 79 20 23
ラトビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
レバノン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
レソト 8 8 8 9 10 40 34 28 28 52 45 2 0 9 11 12 7 50 49 - -
リベリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
リビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
リヒテン
シュタイン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

リトアニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ルクセンブルク - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
マダガスカル 13 10 14 32 29 49 46 27 25 13 15 13 11 3 6 16 9 9 11 30 30
マラウイ 12 5 14 19 13 43 38 37 35 27 34 2 1 5 7 20 17 42 45 57 56
マレーシア 5 1 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モルディブ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
マリ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
マルタ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
マーシャル諸島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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表16 障がいのある子ども指標

国・地域

障がいのある
子ども（%）
2017‒2023
（R）

栄養
2017‒2023（R）

乳幼児期の子どもの発達
2017‒2023（R）

教育
2017‒2023（R）

保護
2017‒2023（R）

WASH（水と衛生）
2017‒2023（R）

社会的養護と公平性
2017‒2023（R）

中程度・重度の
低体重（%）

中程度・重度の
発育阻害（%）

学習意欲の
早期喚起と

レスポンシブ・ケア（%）

幼児教育の
参加率（%）

一度も学校に
通ったことがない
子ども（%）

基礎的な
学習能力（%）

厳しい
体罰（%）

基本的な
衛生設備（%） 社会的移転（%）

2～
17
歳

2～
4歳

5～
17
歳

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

モーリタニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モーリシャス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
メキシコ 14 4 16 9 3 18 13 72 78 43 p 54 - - - - 13 y 5 y - - - -
ミクロネシア連邦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モナコ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モンゴル 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モンテネグロ 6 1 8 - 2 - 8 - 91 - 53 7 0 - - 5 5 96 94 - -
モントセラト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モロッコ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モザンビーク - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ミャンマー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ナミビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ナウル 2 3 2 - 3 - 19 - 93 - 21 - 2 - 28 - 6 - 73 - 90
ネパール 11 2 13 56 26 51 35 53 74 34 p 62 5 2 23 29 23 21 72 74 47 42
オランダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ニュージーランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ニカラグア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ニジェール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ナイジェリア 14 8 16 - - - - 38 55 27 36 24 16 11 21 43 29 32 36 29 25
ニウエ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北マケドニア 9 2 11 - 1 - 4 - 88 - 37 1 0 22 35 13 7 88 95 61 53
ノルウェー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
オマーン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パキスタン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パラオ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パナマ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パプアニュー
ギニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

パラグアイ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ペルー - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
フィリピン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ポーランド - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ポルトガル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
カタール 3 y 2 y 3 y - - - - 91 p 97 - 84 0 0 - - 12 2 - - 4 y 2 y
韓国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モルドバ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ルーマニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ロシア連邦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ルワンダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
セント
クリストファー・
ネービス

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

セントルシア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

サモア 19 7 23 3 3 13 7 74 88 11 27 1 0 18 22 28 19 95 95 65 67
サンマリノ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
サントメ・
プリンシペ 18 5 20 5 5 11 12 34 43 24 p 35 2 0 16 27 17 14 36 44 9 8

サウジアラビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
セネガル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
セルビア 4 2 5 - 1 - 5 85 p 96 - 61 0 p 0 - - 0 1 99 98 67 54
セーシェル - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
シエラレオネ 20 7 23 13 11 38 30 11 19 10 12 13 12 7 8 30 26 16 15 26 22
シンガポール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スロバキア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スロベニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ソロモン諸島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ソマリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
南アフリカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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表16 障がいのある子ども指標

国・地域

障がいのある
子ども（%）
2017‒2023
（R）

栄養
2017‒2023（R）

乳幼児期の子どもの発達
2017‒2023（R）

教育
2017‒2023（R）

保護
2017‒2023（R）

WASH（水と衛生）
2017‒2023（R）

社会的養護と公平性
2017‒2023（R）

中程度・重度の
低体重（%）

中程度・重度の
発育阻害（%）

学習意欲の
早期喚起と

レスポンシブ・ケア（%）

幼児教育の
参加率（%）

一度も学校に
通ったことがない
子ども（%）

基礎的な
学習能力（%）

厳しい
体罰（%）

基本的な
衛生設備（%） 社会的移転（%）

2～
17
歳

2～
4歳

5～
17
歳

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

障がいの
ある子ども

障がいの
ない子ども

南スーダン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スペイン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スリランカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パレスチナ 12 2 15 5 2 9 8 57 76 22 35 1 0 26 37 24 21 96 97 37 34
スーダン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スリナム 11 5 14 1 7 18 9 53 67 31 p 46 2 1 11 18 13 8 77 84 41 35
スウェーデン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
スイス - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
シリア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
タジキスタン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
タイ 1 y 0 y 1 y - - - - - - - - - - - - - - - - - -
東ティモール - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
トーゴ 19 8 21 20 15 28 27 14 19 14 21 3 3 3 6 30 21 18 16 - -
トケラウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
トンガ 9 7 10 1 1 2 2 86 88 14 p 37 1 0 54 45 30 23 86 89 49 36
トリニダード・
トバゴ 10 y 3 y 11 y - - - - 74 y,p 87 y 61 p 59 1 0 44 64 5 y 2 y 90 y 94 y 48 y 31 y

チュニジア 17 4 19 0 2 10 12 53 81 29 p 48 3 0 21 29 23 12 95 94 23 19
トルコ - - 14 y - - - - - - - - 2 1 - - 5 y 3 y - - 32 y 27 y
トルクメニスタン 2 1 3 0 p 2 - 5 74 p 90 - 41 7 p 0 58 p 66 1 1 98 98 69 64
タークス・
カイコス諸島 6 2 7 - 1 - 0 - 87 - 93 - 0 - 57 24 p 5 95 p 95 9 p 9

ツバル 12 9 13 - 4 - 6 - 88 - 73 - 0 18 p 32 14 5 82 80 52 41
ウガンダ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ウクライナ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アラブ首長国連邦 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
英国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
タンザニア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
米国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ウルグアイ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ウズベキスタン 16 5 18 - - - - 70 78 44 p 46 1 0 - - 8 4 89 91 - -
バヌアツ 10 y 10 y 11 y 13 y 12 y 43 y 29 y 85 y 86 y 41 39 10 2 24 33 35 y 31 y 47 y 49 y - -
ベネズエラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ベトナム 2 2 2 - - - - 51 65 77 p 81 8 0 61 68 4 2 74 86 53 45
イエメン 18 y 6 y 21 y 53 y 42 y 59 y 52 y - - 0 1 12 10 - - - - 51 y 56 y 39 y 34 y
ザンビア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ジンバブエ 9 4 10 13 9 30 25 31 38 19 29 1 0 15 22 12 6 33 35 49 44

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ヨーロッパ・
中央アジア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

　西ヨーロッパ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

中東・北アフリカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北アメリカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
南アジア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
サハラ以南の
アフリカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

　東部・南部
　アフリカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

　西部・中部
　アフリカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

後発開発途上国
（LDC） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

世界 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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表16 障がいのある子ども指標

注
－ データなし
R   データが列の見出しで指定された最も新しい年次のものを参照している。
p   少数の分母（件数）に基づく（一般的には25～49の重み付け未実施の事
例）。重み付け未実施の事例が25未満の場合、そのデータは表示されない。
y   データが標準的な定義によらないもの。または国内の一部地域のみに
関するもの。対象期間に該当する場合、こうしたデータは地域別および世
界全体の平均値の計算に含まれる。

指標の定義
障がいのある子ども－少なくとも1つの機能領域において、1つ以上の困
難がある2～ 17歳の子ども。
中程度・重度の低体重－24～ 59カ月の子どものうち、WHOの「子ども
の成長基準」の年齢別体重の中央値の標準偏差マイナス2未満の子どもの
割合。

中程度・重度の発育阻害－24～ 59カ月の子どものうち、WHO「子ども
の成長基準」の年齢別身長中央値の標準偏差マイナス2未満である子ども
の割合。
学習意欲の早期喚起とレスポンシブ・ケア－生後24～ 59カ月の子ども
に対し、学習意欲を喚起し修学準備を促すために、過去3日間に以下のこ
とを4項目以上行った割合：a）子どもに本を読んで聞かせる、b）子ども
に物語を語って聞かせる、c）子どもに歌を歌って聞かせる、d）子どもを
連れて外出する、e）子どもと遊ぶ、f）物の名前や数え方を教えるかまた
は絵を描いて子どもと時間を過ごす。
幼児教育の参加率－幼児教育プログラムに参加する生後36～ 59カ月の
子どもの割合。
一度も学校に通ったことがない子ども－学校に通ったことのない10～
17歳の子どもの割合。
基礎的な学習能力－7～ 14歳の子どものうち、基礎的な計算能力および
基礎的な読解能力を有する子どもの割合。

厳しい体罰－過去1カ月間に養育者からひどい体罰を受けた経験のある2
～ 14歳の子どもの割合。
基本的な衛生設備－他の世帯と共有せず、自分の住居や自分の庭・敷地内
にある改善された衛生設備のある世帯に住む2～ 17歳の子どもの割合
社会的移転－最近3カ月間に何らかの社会的移転や給付を受けた世帯に
住む2～ 17歳の子どもの割合。

データの主な出典
表中のすべての指標について－MICSおよびその他の国別調査。最終更
新：2025年7月
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表17 女性の経済活動を促す指標

国・地域

社会制度と
ジェンダー
指標（SIGI）
2023

雇用の
ジェンダー
平等に
関する
法制度
2018‒
2022（R）

母親の
育児休暇
給付
2024

父親の
育児休暇
給付
2024

教育修了レベル
（％）

2014‒2023
（R）

労働力化率（％）
2019‒2023（R）

失業率（％）
2019‒2023（R） 携帯電話の

所有（％）
2014‒2023
（R）

金融包摂（％）
2014‒2022
（R）

時間の
使い方（%）
2014‒2023
（R）

後期中等
教育 男 女 男 女

男 女 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 男 女 男 女 男 女

アフガニスタン - - なし あり 20 6 80 69 77 18 10 16 4 11 6 2 26 6 - - 15 5 - -
アルバニア 8.9 80 あり あり 56 46 64 70 68 50 64 53 10 13 12 9 12 11 - - 43 46 - -
アルジェリア - - あり あり 23 25 74 65 68 13 19 17 8 11 10 19 21 20 93 83 57 31 - -
アンドラ - - - - 62 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アンゴラ - - なし あり 30 15 85 73 78 85 68 75 3 26 16 2 28 16 78 80 36 22 - -
アンギラ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ - 60 あり なし - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

アルゼンチン - 60 なし あり - 36 x 69 75 73 49 53 51 7 10 9 9 12 11 89 89 70 74 - -
アルメニア 23.7 90 あり あり 95 95 79 74 76 70 55 61 6 9 8 6 12 9 76 77 59 52 - -
オーストラリア 15.4 100 あり あり 83 81 67 74 72 60 64 63 4 4 4 3 4 4 - - 99 100 11 17
オーストリア 9.8 100 あり あり 87 77 66 67 67 58 56 57 3 7 5 3 6 5 - - 100 100 9 16
アゼルバイジャン 29.8 50 あり なし 93 91 66 72 70 60 65 63 3 5 4 4 7 6 85 83 55 39 - -
バハマ - - なし なし - 82 x 79 83 82 68 71 70 8 11 9 12 14 13 - - - - - -
バーレーン - - なし あり 64 73 84 89 87 44 46 45 0 1 1 4 5 5 100 100 86 75 - -
バングラデシュ 49.3 20 あり なし 38 29 81 82 82 39 31 36 3 4 3 6 9 7 72 55 63 43 - -
バルバドス - 60 なし なし - 25 x 67 70 69 60 63 62 10 10 10 10 10 10 - - - - - -
ベラルーシ - 70 あり なし 96 94 73 75 75 62 66 65 5 4 4 3 3 3 96 98 81 81 - -
ベルギー 7.4 - あり あり 76 74 60 59 59 54 50 51 4 6 6 4 5 5 - - 99 99 10 16
ベリーズ - 40 あり なし 41 46 83 79 81 43 58 50 3 6 4 9 10 10 - - 44 52 - -
ベナン 34.4 - あり あり 11 3 81 73 77 79 69 74 1 3 2 1 3 1 - - 58 40 - -
ブータン - - なし あり 42 42 71 74 72 60 52 57 2 3 2 2 9 4 86 88 39 28 6 15
ボリビア 20.6 80 なし あり 54 48 94 81 85 82 69 73 1 4 3 1 5 3 - - 74 63 - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 27.1 70 あり あり 83 63 64 60 62 41 44 42 12 16 14 19 18 19 - - 89 70 - -

ボツワナ - - なし なし 46 44 78 75 76 63 67 65 13 15 14 20 21 21 - - 64 54 - -
ブラジル 21.6 80 あり あり 52 56 66 74 73 35 55 53 5 7 7 8 10 10 87 89 87 81 5 12
英領バージン諸島 - - - - - 21 x - - - - - - - - - - - - 76 77 - - - -
ブルネイ - - なし なし 69 68 75 71 72 57 53 54 3 7 5 4 6 5 91 99 - - - -
ブルガリア 18.9 100 あり あり 81 68 55 65 62 40 54 50 7 3 4 8 3 4 - - 84 84 - -
ブルキナファソ 25.4 - あり あり 10 3 49 65 54 39 47 42 4 6 5 4 9 6 - - 42 31 - -
ブルンジ - - なし あり 8 4 80 69 79 81 58 78 1 5 1 0 9 1 25 12 7 7 - -
カーボベルデ - 70 なし あり 20 20 61 71 67 40 60 53 9 14 13 8 13 12 73 71 - - - -
カンボジア 21.7 60 なし なし 16 8 88 83 86 77 69 74 0 1 0 0 1 0 72 71 34 33 - -
カメルーン 66.9 50 あり あり 19 10 78 72 74 63 53 58 0 4 2 1 7 4 - - 54 49 5 16
カナダ 17.5 90 あり あり 89 90 66 69 69 57 60 60 9 10 10 8 10 9 - - 100 100 12 16
中央アフリカ
共和国 48.7 - あり あり 8 3 85 68 80 69 55 65 2 8 4 3 9 4 - - 18 10 - -

チャド 45 - あり あり 8 2 82 66 77 68 55 64 1 4 2 1 4 2 - - 25 23 - -
チリ 27.2 80 あり あり 67 66 66 72 71 40 54 52 6 9 9 9 9 9 87 97 88 87 - -
中国 27.1 60 あり あり 34 30 85 70 76 68 56 61 4 6 5 3 5 4 - - 90 87 6 15
コロンビア 23.5 80 あり あり 55 57 80 76 76 40 55 52 4 9 8 11 12 12 75 77 64 56 5 18
コモロ - - あり なし 27 19 64 63 64 48 46 47 3 6 4 4 8 5 - - 40 29 - -
コンゴ - - あり なし 27 14 78 67 71 77 61 68 3 14 9 3 17 10 - - 51 44 - -
クック諸島 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 10.9 80 あり なし 39 42 73 68 70 40 45 44 6 8 7 11 10 10 86 86 76 61 8 22
コートジボワール 17.3 80 あり あり 16 8 85 68 75 69 53 59 0 4 2 1 4 3 66 61 64 37 - -
クロアチア 16.9 100 あり あり 85 75 58 57 58 44 49 47 5 6 6 9 6 7 - - 94 90 - -
キューバ - - - - 55 56 63 68 66 39 42 41 1 2 2 1 2 2 - - - - 12 21
キプロス - 90 あり あり 78 77 67 71 70 55 62 61 6 6 6 6 6 6 99 98 94 93 - -
チェコ 15 90 あり あり 94 88 67 69 68 51 53 52 2 2 2 3 3 3 99 99 96 93 - -
朝鮮民主主義
人民共和国 - - - - 86 74 94 75 88 78 63 74 1 7 3 1 5 2 - - - - - -

コンゴ民主共和国 46.9 - あり あり 36 16 73 54 67 70 40 60 0 6 2 0 4 1 - - 34 20 - -
デンマーク 15.2 90 あり あり 76 77 65 69 68 55 62 60 4 5 5 4 6 5 82 83 100 100 - -
ジブチ - - あり あり 22 10 72 65 69 53 48 51 9 13 11 9 14 11 61 52 - - - -
ドミニカ - - なし なし - 10 x - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ドミニカ共和国 14.8 90 あり あり 39 48 78 77 77 46 54 53 2 4 3 8 8 8 74 75 54 49 6 14
エクアドル 17 80 なし あり 46 45 83 75 77 61 50 53 1 4 3 2 6 4 60 60 71 58 - -
エジプト 54.6 - なし なし 57 47 71 66 69 13 18 15 3 7 5 13 24 19 99 96 31 24 - -
エルサルバドル 19.6 90 あり あり 38 34 81 76 78 40 54 49 2 3 3 3 4 3 81 78 45 29 7 20
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表17 女性の経済活動を促す指標

国・地域

社会制度と
ジェンダー
指標（SIGI）
2023

雇用の
ジェンダー
平等に
関する
法制度
2018‒
2022（R）

母親の
育児休暇
給付
2024

父親の
育児休暇
給付
2024

教育修了レベル
（％）

2014‒2023
（R）

労働力化率（％）
2019‒2023（R）

失業率（％）
2019‒2023（R） 携帯電話の

所有（％）
2014‒2023
（R）

金融包摂（％）
2014‒2022
（R）

時間の
使い方（%）
2014‒2023
（R）

後期中等
教育 男 女 男 女

男 女 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 男 女 男 女 男 女

赤道ギニア - - なし あり - - 64 69 67 52 56 55 6 9 8 6 9 8 - - - - - -
エリトリア - - なし なし - - 92 74 86 76 62 72 4 13 6 4 13 7 - - - - - -
エストニア 13.1 100 あり あり 84 88 69 73 72 60 63 62 5 7 6 6 7 7 - - 99 100 - -
エスワティニ - - なし なし 15 15 47 65 53 41 59 47 36 27 33 36 36 35 - - 62 69 - -
エチオピア 30.8 50 あり あり 6 3 80 76 79 59 53 58 1 8 3 2 14 5 - - 55 39 - -
フィジー - 80 あり あり 26 26 81 72 77 37 39 38 2 5 4 4 6 5 - - - - 5 15
フィンランド 12.1 100 あり あり 80 83 60 65 64 55 60 59 6 8 8 5 7 6 99 98 100 99 11 14
フランス 10.1 90 あり あり 77 72 60 60 60 55 52 53 5 8 7 5 8 7 96 94 98 100 - -
ガボン 32.2 - あり あり - - 59 64 62 12 45 43 12 15 14 27 28 28 - - 71 61 - -
ガンビア 47.7 - あり あり 36 24 51 49 50 51 42 45 4 9 7 2 9 6 - - 38 28 - -
ジョージア 27.6 90 あり なし 94 92 80 67 73 65 48 55 6 20 13 4 16 10 93 91 70 71 4 18
ドイツ 12.4 100 あり あり 83 78 66 67 67 58 56 56 2 4 3 2 3 3 - - 100 100 11 16
ガーナ 38.2 60 なし なし 21 11 69 63 65 65 60 62 1 4 3 2 4 3 - - 74 63 - -
ギリシャ 18.9 100 あり あり 71 67 58 60 60 40 46 45 8 9 8 14 14 14 - - 96 93 7 18
グレナダ - 80 なし なし 47 53 - - - - - - - - - - - - 90 95 - - - -
グアテマラ 25.7 60 なし あり 26 22 91 84 87 48 55 52 1 3 2 2 3 3 67 60 40 34 3 19
ギニア 34 50 あり なし 37 24 64 51 60 67 54 63 3 11 5 2 7 3 86 69 37 24 - -
ギニアビサウ - - なし なし 26 12 81 58 70 73 44 60 1 7 3 0 5 2 - - - - - -
ガイアナ - - なし なし 34 36 69 62 67 40 50 43 12 12 12 17 16 17 - - - - - -
ハイチ 46.4 70 なし なし 15 9 78 67 73 70 58 64 6 17 11 10 23 16 - - 35 30 - -
バチカン - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 26 60 なし なし 32 28 79 73 75 33 45 40 3 6 4 7 9 9 - - 49 29 - -
ハンガリー 15.2 90 あり あり 86 80 69 68 68 53 55 54 5 3 4 5 4 4 - - 90 87 - -
アイスランド - 100 あり あり 80 79 77 80 79 69 71 70 4 4 4 3 3 3 - - 100 100 - -
インド 43 40 あり なし 38 26 78 74 76 39 25 35 4 5 4 3 8 4 - - 78 78 - -
インドネシア 44.6 - なし あり 42 37 86 80 82 57 51 53 2 4 3 2 4 3 73 63 51 52 - -
イラン 62.9 - あり あり 47 43 77 71 72 19 17 18 6 11 10 14 20 18 76 68 95 85 - -
イラク 60 70 あり なし 29 17 66 69 68 8 12 11 12 15 14 20 31 28 73 58 22 15 - -
アイルランド 14.3 90 あり あり 78 81 70 71 71 58 62 60 3 5 4 4 5 4 87 88 100 100 - -
イスラエル 31.6 70 あり なし 85 85 69 65 66 64 58 58 3 4 4 3 4 4 95 94 94 92 - -
イタリア 9.2 100 あり あり 53 53 58 59 59 39 42 42 6 7 7 8 9 9 93 90 97 97 8 20
ジャマイカ 18.4 50 なし なし - - 73 72 72 57 63 61 2 2 2 5 3 4 96 97 75 72 - -
日本 32.9 70 あり あり 86 84 69 73 72 52 54 54 2 3 3 2 3 2 94 93 98 99 4 15
ヨルダン 58.5 40 なし あり 44 41 58 61 61 15 14 14 19 16 16 31 27 27 - - 59 34 - -
カザフスタン 20.9 60 あり なし 98 97 72 78 76 59 65 63 3 5 4 4 6 5 90 90 78 84 6 19
ケニア 32.9 90 なし あり 43 33 70 77 73 63 62 63 3 6 4 3 17 8 48 47 83 75 4 19
キリバス - - なし なし 44 48 59 49 53 39 38 39 4 15 10 8 15 12 - - - - - -
コソボ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
クウェート - - なし なし 27 39 85 89 88 48 50 50 1 1 1 5 7 6 99 98 83 73 - -
キルギス 29.4 40 あり なし 66 64 75 74 75 49 41 44 4 6 6 7 10 9 - - 47 44 - -
ラオス 25.1 - あり あり 28 20 71 70 71 63 60 61 1 2 1 1 1 1 - - 37 38 10 14
ラトビア 12.8 100 あり あり 88 89 65 70 68 54 57 56 8 7 8 6 5 5 - - 96 98 - -
レバノン 57.1 50 なし なし 42 42 68 75 72 22 24 23 3 6 5 7 11 10 - - 25 17 - -
レソト 37.5 - なし なし 7 6 79 72 76 63 58 60 18 23 20 26 30 28 80 83 65 62 - -
リベリア 38.3 90 あり なし 35 17 89 73 80 83 63 72 1 6 4 1 4 2 - - 59 44 - -
リビア - - あり なし - 10 x 62 67 65 32 35 34 13 16 15 23 25 24 - - 71 60 - -
リヒテン
シュタイン - - - - - 63 x - - - - - - - - - - - - - - - - - -

リトアニア 12.3 100 あり あり 92 92 65 71 68 54 62 58 9 6 7 8 5 6 96 96 97 90 - -
ルクセンブルク - 100 あり あり 79 75 62 69 66 57 59 58 4 6 5 6 5 5 - - 99 98 - -
マダガスカル 41 40 あり なし 11 7 83 75 82 71 61 69 2 7 3 2 8 3 - - 27 25 - -
マラウイ 31.5 70 なし あり 18 8 75 70 74 66 51 63 1 2 1 0 5 1 - - 48 38 - -
マレーシア 60.7 40 なし あり 70 69 83 82 82 45 58 56 2 5 3 3 6 4 99 97 89 88 - -
モルディブ - - なし あり 29 28 83 86 85 41 42 42 5 8 6 4 7 5 - - 85 74 - -
マリ 52.8 - あり あり 8 3 81 67 78 44 37 42 1 5 2 1 11 3 - - 46 41 - -
マルタ 19.4 90 あり あり 55 55 74 73 73 55 57 57 2 3 3 3 4 3 - - 98 95 - -
マーシャル諸島 - - なし なし 50 47 60 63 62 25 29 28 6 8 7 5 4 4 - - - - - -
モーリタニア 67.4 - あり あり 9 3 63 63 63 26 30 28 6 12 10 8 15 12 - - 32 16 - -
モーリシャス - 100 あり あり 56 46 67 73 71 43 46 45 3 5 4 7 11 9 85 81 92 89 - -
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表17 女性の経済活動を促す指標

国・地域

社会制度と
ジェンダー
指標（SIGI）
2023

雇用の
ジェンダー
平等に
関する
法制度
2018‒
2022（R）

母親の
育児休暇
給付
2024

父親の
育児休暇
給付
2024

教育修了レベル
（％）

2014‒2023
（R）

労働力化率（％）
2019‒2023（R）

失業率（％）
2019‒2023（R） 携帯電話の

所有（％）
2014‒2023
（R）

金融包摂（％）
2014‒2022
（R）

時間の
使い方（%）
2014‒2023
（R）

後期中等
教育 男 女 男 女

男 女 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 男 女 男 女 男 女

メキシコ 21.9 80 なし あり 39 37 81 75 76 36 49 46 2 3 3 2 3 3 73 70 56 42 11 28
ミクロネシア連邦 - - なし なし 63 59 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モナコ - - - - 92 88 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モンゴル 13.1 80 あり なし 76 82 77 64 69 65 47 53 4 7 6 3 5 4 94 95 98 99 8 19
モンテネグロ 13 80 あり なし 65 55 59 62 61 40 50 46 21 16 17 27 15 18 - - 69 68 - -
モントセラト - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
モロッコ 49.3 70 あり あり - - 83 62 70 26 19 22 6 10 9 8 13 11 97 96 56 33 - -
モザンビーク 19.2 70 なし あり 16 12 83 72 79 86 63 77 1 7 3 1 11 4 37 26 61 39 - -
ミャンマー 47 - あり あり 65 59 79 73 78 46 45 46 1 1 1 2 2 2 68 57 50 46 - -
ナミビア 27.6 70 なし なし 34 32 54 71 63 49 61 56 16 24 21 13 22 19 - - 74 69 - -
ナウル - - - - 30 33 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ネパール 30.6 70 あり あり 16 10 86 75 84 86 64 82 2 7 3 1 10 3 - - 59 50 - -
オランダ 9.5 100 あり あり 76 72 71 73 73 62 64 64 2 3 3 3 4 4 86 82 100 99 - -
ニュージーランド 14 100 あり なし 76 75 80 75 75 70 65 65 3 4 4 4 5 4 - - 98 99 - -
ニカラグア 21.2 70 なし あり - - 91 80 85 37 58 50 2 8 5 5 5 5 - - 31 22 - -
ニジェール 60.1 - あり あり 4 2 92 70 87 80 44 73 0 2 1 0 2 0 77 55 13 10 - -
ナイジェリア 43.9 40 なし なし 72 60 90 82 86 79 79 77 1 4 2 4 7 5 49 32 55 35 - -
ニウエ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北マケドニア 22 80 あり あり 77 64 68 64 65 43 44 44 14 18 17 16 16 16 - - 91 80 - -
ノルウェー 6.7 100 あり あり 80 78 64 71 69 56 65 62 3 4 4 2 4 3 - - 99 100 - -
オマーン - - なし あり 59 72 78 85 84 25 40 36 0 1 1 6 8 7 98 96 - - - -
パキスタン 59.7 50 あり なし 34 20 82 78 81 32 12 25 5 6 5 8 16 9 65 25 28 13 - -
パラオ - - なし なし 85 90 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
パナマ 15.2 80 あり あり 49 53 80 72 74 47 52 50 3 6 5 5 10 9 - - 47 43 - -
パプアニュー
ギニア - 30 なし なし 12 6 52 58 53 50 53 51 2 6 3 1 5 2 - - - - - -

パラグアイ 20.6 100 あり あり 44 47 86 81 83 54 62 59 3 6 5 6 8 7 - - 53 55 4 15
ペルー 18.6 100 あり あり 62 52 92 78 81 83 62 65 1 5 4 6 1 4 86 83 62 53 - -
フィリピン 49.7 100 あり あり 33 36 75 70 73 50 51 50 2 3 2 3 3 3 - - 56 47 - -
ポーランド 18.5 100 あり あり 90 87 68 65 66 52 52 52 3 3 3 3 3 3 - - 96 96 10 18
ポルトガル 9.5 100 あり あり 46 50 61 65 64 50 57 56 5 6 6 6 7 7 97 97 95 90 10 18
カタール 60.1 - なし なし 45 75 92 96 95 53 58 57 0 0 0 0 1 0 100 100 - - 2 8
韓国 19.8 70 あり あり 86 74 77 73 73 60 55 56 2 3 3 2 3 3 98 97 99 99 4 14
モルドバ 11 100 あり あり 76 74 79 61 72 84 54 71 1 4 2 0 3 1 - - 66 63 - -
ルーマニア 15.7 100 あり あり 78 68 61 63 62 35 47 42 8 4 6 9 3 5 98 98 73 66 - -
ロシア連邦 - - あり なし 92 92 67 72 71 50 58 56 4 2 3 5 3 3 99 99 89 90 8 18
ルワンダ 19 90 なし あり 12 12 68 75 70 57 60 58 10 11 10 13 18 14 - - 56 45 - -
セント
クリストファー・
ネービス

- - なし なし - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

セントルシア - - なし なし 39 44 72 79 76 65 71 69 12 15 14 15 18 17 - - - - - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

- - なし なし - - 73 80 77 54 59 57 19 21 20 15 18 17 - - - - - -

サモア - - なし あり 36 43 54 61 56 29 41 31 7 10 7 10 10 10 - - - - - -
サンマリノ - - あり あり 59 58 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
サントメ・
プリンシペ - - あり なし - 32 x 78 71 74 43 40 42 7 11 9 18 23 21 - - - - - -

サウジアラビア 59.2 - なし あり 64 59 76 79 78 22 22 22 2 3 3 24 23 23 100 100 82 63 - -
セネガル 40.3 - あり あり 11 5 70 64 67 38 39 38 1 4 2 2 5 3 - - 62 50 - -
セルビア 14.7 100 あり あり 80 71 67 63 66 52 50 52 7 11 8 7 11 9 95 96 89 90 9 19
セーシェル - 80 あり あり - 44 x - - - - - - - - - - - - - - - - - -
シエラレオネ 47.8 - なし あり 19 7 51 63 58 48 63 58 11 3 5 6 3 4 - - 33 25 - -
シンガポール 45 - あり あり 79 81 76 79 78 60 63 62 2 3 3 2 4 3 99 99 98 97 - -
スロバキア 14.2 90 あり あり 93 87 67 68 67 53 59 56 8 4 6 8 5 6 78 74 97 94 - -
スロベニア 17.6 90 あり あり 89 83 63 64 63 54 54 54 3 4 4 3 4 4 97 98 100 98 - -
ソロモン諸島 - 20 なし なし - - 90 81 86 86 78 82 0 1 1 0 1 1 - - - - - -
ソマリア 51.3 - あり なし 16 4 79 63 74 24 19 22 10 18 16 16 27 24 - - 44 34 - -
南アフリカ 23 - あり あり 43 42 51 66 61 40 40 49 36 28 30 41 32 35 77 80 85 86 - -
南スーダン 38 80 なし あり - 11 x 79 63 74 75 61 71 8 20 11 9 24 13 - - 8 4 - -
スペイン 9 100 あり あり 55 56 59 64 63 49 54 53 10 11 11 15 14 14 97 97 99 97 - -
スリランカ 53.4 - なし なし 63 65 71 68 70 33 33 32 4 4 4 6 7 6 - - 89 89 - -
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表17 女性の経済活動を促す指標

国・地域

社会制度と
ジェンダー
指標（SIGI）
2023

雇用の
ジェンダー
平等に
関する
法制度
2018‒
2022（R）

母親の
育児休暇
給付
2024

父親の
育児休暇
給付
2024

教育修了レベル
（％）

2014‒2023
（R）

労働力化率（％）
2019‒2023（R）

失業率（％）
2019‒2023（R） 携帯電話の

所有（％）
2014‒2023
（R）

金融包摂（％）
2014‒2022
（R）

時間の
使い方（%）
2014‒2023
（R）

後期中等
教育 男 女 男 女

男 女 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 農村部 都市部 全体 男 女 男 女 男 女

パレスチナ 51 30 なし なし 44 49 77 70 71 20 18 19 12 21 20 22 43 40 83 76 41 26 3 20
スーダン 64.6 0 なし なし - 1 x 61 63 62 12 19 14 5 9 6 7 23 14 70 54 20 10 - -
スリナム - 80 あり あり 17 26 x 61 66 64 37 41 39 3 5 4 9 13 11 - - - - - -
スウェーデン 8.8 100 あり あり 83 85 67 72 71 60 66 64 7 8 7 7 8 8 - - 99 100 - -
スイス 9.9 100 あり なし 87 81 74 73 73 64 62 63 2 4 4 3 5 4 98 98 100 99 11 17
シリア - - あり なし - 19 x 78 71 74 15 14 15 4 8 6 17 24 20 - - - - - -
タジキスタン 40 - あり なし 85 76 46 52 50 27 30 29 5 9 8 3 6 5 - - 40 39 - -
タイ 33.9 60 なし なし 40 39 77 76 77 59 62 61 1 1 1 1 1 1 89 88 99 93 - -
東ティモール - - なし あり 45 38 54 49 52 44 34 41 1 3 2 1 3 2 - - - - - -
トーゴ 36.8 - あり あり 20 6 77 68 73 73 64 69 1 3 2 1 4 2 49 39 55 44 - -
トケラウ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
トンガ - - なし なし 67 70 70 71 70 50 52 51 3 3 2 4 4 3 - - - - - -
トリニダード・
トバゴ 25.3 80 あり なし 56 54 68 72 71 48 51 50 3 4 4 3 4 4 - - 88 74 - -

チュニジア 46.5 40 なし あり 34 30 68 63 65 22 29 27 15 12 13 25 19 20 83 77 45 29 - -
トルコ 24 90 あり あり 45 34 68 75 72 33 35 34 10 14 12 14 18 16 98 94 85 63 4 19
トルクメニスタン - - - - 34 25 68 74 72 42 46 44 3 6 5 1 3 2 - - 46 36 - -
タークス・
カイコス諸島 - - - - 75 75 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ツバル - - - - 38 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ウガンダ 27.4 80 なし あり 46 32 86 80 84 78 68 75 2 6 3 2 10 4 - - 67 65 8 15
ウクライナ 16.3 50 あり あり - 71 x 61 64 63 45 49 48 10 9 10 11 10 10 90 91 87 81 - -
アラブ首長国連邦 - 80 なし あり 76 72 90 95 93 51 53 52 1 2 1 5 7 6 100 100 85 87 - -
英国 12 100 あり あり 80 81 65 69 68 55 59 58 3 4 4 2 4 4 - - - - - -
タンザニア 49.6 80 なし あり 6 2 87 80 85 80 68 76 1 4 2 2 9 4 - - 59 46 - -
米国 19.1 80 なし あり 95 95 62 69 68 52 58 57 4 4 4 3 3 3 - - 93 97 10 15
ウルグアイ 19.4 90 あり あり 31 38 79 71 71 56 57 57 2 8 8 6 12 11 82 84 72 76 8 20
ウズベキスタン - 60 あり なし 98 96 73 73 73 40 40 40 4 4 4 7 8 8 84 74 50 39 - -
バヌアツ - - なし なし 21 18 45 57 48 36 44 38 3 7 4 3 7 4 - - - - - -
ベネズエラ 16.5 - あり あり 55 61 75 75 75 42 42 42 4 7 7 6 8 8 - - 89 80 - -
ベトナム 24.5 100 あり あり 46 38 81 70 77 72 62 68 1 3 2 1 2 2 78 77 60 53 - -
イエメン - - なし なし - 8 70 72 71 5 8 6 12 10 12 24 28 25 - - 18 5 - -
ザンビア 31.1 - あり なし 47 30 68 63 65 62 46 54 2 10 6 2 13 6 44 45 52 45 - -
ジンバブエ 19.3 70 あり なし 68 61 75 73 74 67 54 62 5 16 9 4 21 10 46 48 66 54 - -

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 - - - - 38 34 83 72 77 64 56 60 4 5 4 3 4 3 79 73 81 78 - -

ヨーロッパ・
中央アジア - - - - 77 74 65 68 67 49 52 51 5 6 6 6 7 7 95 93 89 85 - -

　東ヨーロッパ・
　中央アジア - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

　西ヨーロッパ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 - - - - 46 46 75 75 75 43 53 52 4 6 6 6 8 8 81 81 71 63 - -

中東・北アフリカ - - - - 47 41 74 70 71 17 19 18 7 9 8 16 22 20 90 84 71 40 - -
北アメリカ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
南アジア - - - - 37 25 79 75 77 39 24 34 4 5 4 4 9 5 68 38 69 65 - -
サハラ以南の
アフリカ - - - - 33 23 78 71 76 65 57 62 4 8 5 5 12 7 56 45 55 42 - -

　東部・南部
　アフリカ - - - - 24 18 76 73 75 61 54 60 6 11 8 7 17 10 56 52 61 51 - -

　西部・中部
　アフリカ - - - - 42 28 80 70 76 69 60 65 1 5 3 2 6 4 55 39 71 34 - -

後発開発途上国
（LDC） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

世界 - - - - 46 40 77 72 75 51 46 49 4 6 5 5 8 6 81 75 73 68 - -

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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表17 女性の経済活動を促す指標

注
－ データなし
x   データが列の見出しで指定されたものと異なる年または期間を参照し
ている。こうしたデータは、地域別および世界全体の平均値の計算には含
まれていない。また、2000年以前のデータは表示されていない。
R   データが列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次
のものを参照している

指標の定義
社会制度とジェンダー指標（SIGI）－社会制度におけるジェンダー差別の
水準を表し、家庭における差別、身体の不可侵性の限定性、生殖および金
銭的リソース利用可能度の少なさ、および自由の制限によって定義され
る。0 = 差別なし; 100 = 絶対的差別.
雇用と経済的利益のジェンダーに関する法制度－雇用と経済的利益の領
域におけるジェンダー平等を促進、実施および監視するための法制度を
導入する政府の取り組みの達成度を0から100パーセントで測定し、
100は最も優れた実施状況となる。

母親の育児休暇給付－国際労働機関の基準に従って、法律で14週間以上
の有給育児休暇が定められているか否か。
父親の育児休暇給付－法律で（任意の期間の）有給育児休暇が定められて
いるか否か。
教育修了レベル－後期中等教育（ISCED3）以上を修了した25歳以上の人
口の割合。
労働力化率－労働市場に対して積極的に関与する対象国の生産年齢人口
の割合で表される。雇用中であるか失業中であるかを問わない。
失業率－労働力に含まれる失業者の割合。
携帯電話の所有－携帯電話を所有する個人の割合。
金融包摂（ファイナンシャル・インクルージョン）－おとな（15歳以上）の
うち、過去12カ月間に（自分でまたは他の人と一緒に）銀行またはそれ以
外の金融機関に口座を作ったか、または携帯電話による金融サービスを
個人で利用していると答えたおとなの割合。
時間の使い方－15歳以上の個人における、無償の家事・介護労働に費やす
時間の割合。

データの主な出典
社会制度とジェンダー平等指標（SIGI）－経済協力開発機構（OECD）。
雇用と経済的利益のジェンダーに関する法制度－国連女性機関（UNWomen）、
世界銀行グループ、OECD開発センター。最終更新：2024年9月。
母親の育児休暇給付－世界銀行「女性・ビジネス・法律」（WBL: Women, 
Business and theLaw）プロジェクト。最終更新：2024年3月。
父親の育児休暇給付－世界銀行「女性・ビジネス・法律」プロジェクト。最
終更新：2024年3月。
教育修了レベル－ユネスコ統計研究所（UIS）。最終更新：2024年9月。
労働力化率－国際労働機関（ILO）。最終更新：2024年6月。
失業率－国際労働機関（ILO）。最終更新：2024年6月。
携帯電話の所有－世界のSDGs指標データベース、2022年版。最終更新：
2024年9月。
金融包摂（ファイナンシャル・インクルージョン）－グローバルSDGs指標
データベース、2022年。最終更新日：2024年9月
時間の使い方－グローバルSDGs指標データベース、2022年。最終更新
日：2024年9月
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表18 移住に関する指標

国・地域

国際移民ストック
2024

受入国別の難民
2024

出身国別の難民
2024

国内避難民（IDPs）
2024

新たな国内避難民
2024

合計

国内人口
に占める
総人口の
割合（％）

合計 18歳未満
人口
1,000人
当たり

1ドル
当たり
のGNI

合計 18歳未満 合計（T） 18歳未満
（Ru）

紛争や
暴力に
よるもの
（％）
（Sd）

災害に
よるもの
（％）
（Sd）

合計（T） 18歳未満
（Ru）

紛争や
暴力に
よるもの
（％）
（Sd）

災害に
よるもの
（％）
（Sd）

アフガニスタン 98,110 <1 20,866 11,700 <1 - 5,766,594 2,810,000 5,457,183 2,700,000 77 23 1,019,926 507,000 0 100
アルバニア 46,377 2 9,381 2,200 3 1 21,874 6,700 - - - - 9 2 0 100
アルジェリア 259,458 <1 183,368 62,000 4 34 8,820 2,100 25 9 0 100 14,986 5,300 0 100
アンドラ 48,408 59 - - - - 7 2 - - - - 5 1 0 100
アンゴラ 676,507 2 25,275 13,000 <1 11 12,558 3,700 75,308 38,300 0 100 84,983 43,300 0 100
アンギラ 5,918 41 - - - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ 30,473 32 - - - - 92 33 - - - - - - - -

アルゼンチン 1,958,039 4 169,025 26,200 4 13 467 150 74 19 0 100 13,859 3,600 0 100
アルメニア 274,645 9 144,379 37,900 49 19 15,943 3,300 4 0 0 100 520 120 0 100
オーストラリア 8,111,404 30 29,511 6,900 1 0 42 6 185 40 0 100 32,175 6,900 0 100
オーストリア 2,327,064 26 284,828 182,000 31 5 39 15 - - - - 4,049 690 0 100
アゼルバイジャン 218,460 2 6,431 1,900 <1 1 153,151 39,300 657,996 172,000 100 0 101 27 0 100
バハマ 67,285 17 10 2 <1 - 1,451 540 30 6 0 100 30 7 0 100
バーレーン 840,202 52 250 52 <1 0 291 80 - - - - - - - -
バングラデシュ 2,906,338 2 1,005,602 513,000 6 357 28,487 7,400 756,743 255,000 77 23 2,404,389 815,000 0 100
バルバドス 35,187 12 5 2 <1 0 417 130 - - - - 400 85 0 100
ベラルーシ 1,054,604 12 43,397 11,700 5 5 17,707 4,500 - - - - 443 87 0 100
ベルギー 2,349,032 20 183,551 28,800 16 3 98 50 - - - - 49 10 0 100
ベリーズ 68,706 16 286 73 <1 0 108 57 8 3 0 100 2,670 860 0 100
ベナン 418,202 3 16,232 7,000 1 11 1,075 270 12,501 6,000 100 0 3,679 1,800 0 100
ブータン 55,705 7 - - - - 7,439 2,100 138 35 0 100 158 41 0 100
ボリビア 183,234 1 19,592 4,400 2 5 613 150 12,070 4,300 0 100 18,034 6,400 0 100
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 34,120 1 495 140 <1 0 26,829 7,000 94,796 15,200 100 0 457 74 0 100

ボツワナ 116,402 5 816 380 <1 0 250 65 - - - - 1,043 400 0 100
ブラジル 1,406,299 <1 721,474 201,000 3 73 5,085 3,200 19,043 4,500 100 0 1,143,264 272,000 2 98
英領バージン諸島 24,520 62 5 3 <1 - - - - - - - - - - -
ブルネイ 119,933 26 - - - - 4 0 - - - - - - - -
ブルガリア 299,100 4 108,747 25,900 16 7 506 98 - - - - 788 140 0 100
ブルキナファソ 739,820 3 39,915 23,700 2 45 150,101 76,500 2,065,358 1,000,000 100 0 383,988 188,000 99 1
ブルンジ 387,101 3 89,075 47,500 6 469 322,468 160,000 92,174 47,700 7 93 60,397 31,400 1 99
カーボベルデ 16,515 3 - - - - 20 6 - - - - - - - -
カンボジア 83,925 <1 23 3 <1 0 11,474 2,300 2,526 890 0 100 10,630 3,800 0 100
カメルーン 642,948 2 427,706 238,000 15 255 109,881 49,500 1,058,405 508,000 97 3 353,979 170,000 26 74
カナダ 8,805,839 22 269,496 52,400 7 5 311 120 1,981 360 0 100 45,241 8,300 0 100
中央アフリカ
共和国 94,556 2 45,108 26,400 8 87 693,498 367,000 469,342 265,000 100 0 113,111 63,900 83 17

チャド 1,269,673 6 1,278,866 697,000 63 1,318 14,635 6,100 1,542,532 812,000 25 75 1,388,376 733,000 5 95
チリ 1,538,324 8 526,170 106,000 27 33 4,821 2,000 8,323 1,700 0 100 12,507 2,600 0 100
中国 1,638,718 <1 261 89 <1 0 153,574 31,900 198,400 38,400 0 100 3,926,415 770,000 0 100
コロンビア 3,063,518 6 2,780,910 951,000 53 395 77,787 24,800 7,264,767 1,780,000 100 0 478,961 118,000 81 19
コモロ 12,449 1 5 3 <1 0 2,331 590 38 17 29 71 1,028 450 1 99
コンゴ 385,589 6 62,052 28,200 10 26 14,118 3,100 - - - - - - - -
クック諸島 4,937 36 - - - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 628,404 12 44,915 5,400 9 3 321 130 58 13 0 100 5,976 1,400 0 100
コートジボワール 2,880,839 9 2,377 820 <1 1 29,461 8,200 - - - - 2,629 1,300 0 100
クロアチア 527,831 14 28,707 6,900 7 1 17,897 5,400 - - - - 7 1 0 100
キューバ 2,144 <1 130 16 <1 - 23,871 3,000 37,171 6,800 0 100 479,648 88,600 0 100
キプロス 202,062 15 45,750 12,600 34 1 14 5 244,944 46,600 100 0 1,472 280 0 100
チェコ 1,025,199 10 391,133 95,500 36 13 1,055 150 5 0 0 100 21,524 4,000 0 100
朝鮮民主主義
人民共和国 50,439 <1 - - - - 285 50 - - - - 13,000 2,900 0 100

コンゴ民主共和国 1,085,090 <1 517,404 288,000 5 808 1,060,090 536,000 6,895,648 3,620,000 90 10 6,083,319 3,200,000 88 12
デンマーク 847,475 14 98,204 25,100 16 1 18 3 - - - - 8 2 0 100
ジブチ 125,996 11 23,987 10,100 21 7 2,064 520 - - - - 430 150 0 100
ドミニカ 8,440 13 - - - - 91 25 - - - - - - - -
ドミニカ共和国 738,667 6 125,361 27,800 11 12 1,083 210 - - - - 3,785 1,200 0 100
エクアドル 747,749 4 462,315 133,000 25 72 5,013 1,600 57,402 16,900 85 15 105,153 31,200 96 4
エジプト 1,139,820 <1 238,014 89,100 2 68 23,750 6,700 - - - - - - - -
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表18 移住に関する指標

国・地域

国際移民ストック
2024

受入国別の難民
2024

出身国別の難民
2024

国内避難民（IDPs）
2024

新たな国内避難民
2024

合計

国内人口
に占める
総人口の
割合（％）

合計 18歳未満
人口
1,000人
当たり

1ドル
当たり
のGNI

合計 18歳未満 合計（T） 18歳未満
（Ru）

紛争や
暴力に
よるもの
（％）
（Sd）

災害に
よるもの
（％）
（Sd）

合計（T） 18歳未満
（Ru）

紛争や
暴力に
よるもの
（％）
（Sd）

災害に
よるもの
（％）
（Sd）

エルサルバドル 43,342 <1 120 33 <1 0 71,768 19,500 35,391 10,600 100 0 44,392 13,400 88 12
赤道ギニア 248,930 13 5 1 <1 0 429 100 - - - - - - - -
エリトリア 12,512 <1 119 66 <1 - 551,309 174,000 - - - - - - - -
エストニア 203,046 15 42,267 55 31 1 122 25 - - - - - - - -
エスワティニ 33,268 3 1,295 400 1 0 153 41 56 22 0 100 417 170 0 100
エチオピア 1,168,455 <1 1,008,826 523,000 8 - 164,445 52,000 3,134,600 1,430,000 76 24 614,380 281,000 63 37
フィジー 14,362 2 15 2 <1 0 250 63 259 84 0 100 763 250 0 100
フィンランド 514,432 9 93,182 14,300 17 2 10 3 - - - - 11 2 0 100
フランス 9,186,757 14 721,771 160,000 11 16 143 67 59 12 0 100 3,976 800 0 100
ガボン 449,746 18 179 40 <1 0 955 260 8 3 0 100 18 8 0 100
ガンビア 236,137 9 3,964 1,500 1 4 8,149 1,800 7,462 3,500 0 100 7,462 3,500 0 100
ジョージア 81,582 2 31,027 7,500 8 4 16,559 3,400 347,754 85,600 86 14 297 73 0 100
ドイツ 16,750,084 20 2,749,266 829,000 33 50 358 120 - - - - 7,001 1,200 0 100
ガーナ 532,286 2 7,479 1,700 <1 3 15,093 4,200 4,937 2,100 64 36 1,813 760 0 100
ギリシャ 1,423,964 14 116,450 32,100 12 5 104 22 - - - - 60,423 9,900 0 100
グレナダ 7,340 6 - - - - 105 36 383 90 0 100 3,060 730 0 100
グアテマラ 92,732 <1 1,306 320 <1 0 36,324 8,300 572,813 214,000 100 0 81,444 30,800 1 99
ギニア 117,416 <1 2,171 540 <1 1 42,114 13,000 5,160 2,400 0 100 5,160 2,500 0 100
ギニアビサウ 15,064 <1 24 10 <1 0 1,900 440 - - - - 1,043 470 0 100
ガイアナ 54,175 7 23,427 7,700 28 1 320 97 - - - - 32 11 0 100
ハイチ 19,581 <1 5 0 <1 0 148,257 25,200 1,041,229 385,000 100 0 893,491 332,000 99 1
バチカン 496 100 - - - - 2 1 - - - - - - - -
ホンジュラス 39,901 <1 202 45 <1 0 100,968 35,700 100,637 36,500 100 0 24,493 8,900 18 82
ハンガリー 689,565 7 72,359 24,800 7 3 1,990 580 - - - - 8 1 0 100
アイスランド 98,818 25 7,879 1,200 20 0 3 1 3,700 800 0 100 387 84 0 100
インド 4,796,255 <1 236,763 73,700 <1 89 39,319 6,700 642,610 190,000 82 18 5,432,904 1,620,000 0 100
インドネシア 445,726 <1 7,799 2,000 <1 2 9,187 3,300 95,521 28,100 60 40 530,533 157,000 3 97
イラン 3,840,654 4 3,489,257 1,800,000 38 749 158,182 40,200 421 110 0 100 26,295 7,000 0 100
イラク 370,980 <1 318,461 130,000 7 53 305,516 94,900 1,201,813 514,000 86 14 68,951 29,600 33 67
アイルランド 1,216,237 23 124,730 31,400 24 2 72 30 - - - - 7 2 0 100
イスラエル 2,091,569 22 1,266 390 <1 0 1,322 400 68,000 21,900 100 0 743 240 100 0
イタリア 6,553,671 11 312,849 53,300 5 8 261 120 - - - - 9,406 1,400 0 100
ジャマイカ 24,007 <1 - - - - 2,557 460 - - - - 1,800 420 0 100
日本 3,409,529 3 29,068 7,500 <1 1 60 14 29,244 4,100 0 100 109,692 15,500 0 100
ヨルダン 5,280,168 46 643,641 306,000 56 145 5,010 1,200 - - - - - - - -
カザフスタン 2,089,797 10 65,833 15,300 3 5 4,129 890 - - - - 120,053 41,200 0 100
ケニア 992,536 2 604,257 310,000 11 286 11,706 4,200 284,886 124,000 35 65 352,512 155,000 11 89
キリバス 3,302 2 - - - - 4 1 - - - - - - - -
コソボ - - - - - - 17,440 2,600 15,582 4,000 100 0 0 0 - -
クウェート 3,323,191 67 488 130 <1 0 3,032 1,100 - - - - - - - -
キルギス 194,816 3 23,678 5,500 3 11 3,401 960 12 4 0 100 4,654 1,800 0 100
ラオス 51,446 <1 - - - - 6,558 800 1,274 460 0 100 3,429 1,200 0 100
ラトビア 220,471 12 49,220 92 26 2 182 43 - - - - 6 1 0 100
レバノン 1,422,583 25 758,642 403,000 131 - 9,531 2,700 984,514 310,000 100 0 1,058,037 335,000 100 0
レソト 15,039 <1 419 140 <1 0 27 8 - - - - - - - -
リベリア 72,423 1 1,167 470 <1 2 5,111 1,300 - - - - 22,059 10,300 0 100
リビア 897,751 12 200,335 80,600 27 32 17,244 5,600 139,305 45,600 77 23 12,986 4,300 3 97
リヒテン
シュタイン 27,669 69 841 82 21 - - - - - - - - - - -

リトアニア 175,194 6 53,561 4,600 19 2 123 33 4 0 0 100 4 1 0 100
ルクセンブルク 344,309 51 10,059 130 15 0 7 1 - - - - - - - -
マダガスカル 38,625 <1 83 31 <1 0 616 130 9,868 4,500 2 98 59,256 27,200 0 100
マラウイ 186,719 <1 35,510 18,900 2 66 577 170 135,728 64,800 1 99 65,710 31,600 1 99
マレーシア 3,806,514 11 138,417 45,000 4 12 1,215 370 100 26 0 100 236,191 62,400 0 100
モルディブ 75,099 14 - - - - 80 23 - - - - 243 57 0 100
マリ 545,323 2 135,533 69,200 6 133 354,087 182,000 378,363 201,000 95 5 160,142 85,200 82 18
マルタ 199,466 37 7,814 1,900 14 0 13 6 - - - - - - - -
マーシャル諸島 3,309 9 - - - - 1 0 35 15 0 100 317 130 0 100
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表18 移住に関する指標

国・地域

国際移民ストック
2024

受入国別の難民
2024

出身国別の難民
2024

国内避難民（IDPs）
2024

新たな国内避難民
2024

合計

国内人口
に占める
総人口の
割合（％）

合計 18歳未満
人口
1,000人
当たり

1ドル
当たり
のGNI

合計 18歳未満 合計（T） 18歳未満
（Ru）

紛争や
暴力に
よるもの
（％）
（Sd）

災害に
よるもの
（％）
（Sd）

合計（T） 18歳未満
（Ru）

紛争や
暴力に
よるもの
（％）
（Sd）

災害に
よるもの
（％）
（Sd）

モーリタニア 195,937 4 155,193 84,300 30 74 38,115 13,800 - - - - 12,500 6,200 0 100
モーリシャス 29,142 2 10 2 <1 0 268 75 39 8 0 100 2,319 430 0 100
メキシコ 1,726,089 1 215,183 57,300 2 17 39,241 10,000 390,250 115,000 100 0 78,281 23,200 33 67
ミクロネシア連邦 2,894 3 - - - - - - - - - - - - - -
モナコ 27,106 70 17 5 <1 - 1 0 - - - - - - - -
モンゴル 22,589 <1 11 1 <1 0 2,506 800 22 9 0 100 894 330 0 100
モンテネグロ 92,237 14 18,670 4,000 29 2 761 150 - - - - - - - -
モントセラト 1,402 32 - - - - - - - - - - - - - -
モロッコ 111,069 <1 7,470 2,700 <1 2 10,625 2,700 256 79 0 100 271 83 0 100
モザンビーク 353,143 1 5,370 1,600 <1 10 121 27 718,154 367,000 81 19 825,547 423,000 29 71
ミャンマー 79,052 <1 - - - - 1,322,513 629,000 3,646,658 1,060,000 97 3 1,757,027 512,000 70 30
ナミビア 116,035 4 5,258 2,600 2 1 659 230 1,399 600 0 100 1,407 600 0 100
ナウル 2,548 21 5 0 <1 0 4 1 - - - - - - - -
ネパール 470,719 2 19,598 5,000 <1 13 7,843 1,300 18,671 6,400 0 100 55,932 19,200 0 100
オランダ 2,956,518 16 263,399 38,300 14 4 138 75 - - - - 63 12 0 100
ニュージーランド 1,467,989 28 2,063 490 <1 0 50 11 26 5 0 100 1,693 370 0 100
ニカラグア 43,757 <1 - - - - 30,024 4,700 89 30 0 100 2,520 870 0 100
ニジェール 449,236 2 369,836 212,000 14 560 44,131 24,700 891,565 477,000 46 54 1,271,862 683,000 8 92
ナイジェリア 1,403,281 <1 96,387 49,600 <1 77 467,619 253,000 3,709,022 1,770,000 91 9 1,539,987 738,000 19 81
ニウエ 588 32 - - - - 4 1 - - - - - - - -
北マケドニア 150,902 8 20,911 5,000 11 3 2,023 520 - - - - 2 0 0 100
ノルウェー 1,012,404 18 123,981 31,000 22 1 24 11 - - - - 592 120 0 100
オマーン 2,283,366 43 294 64 <1 0 126 49 - - - - 1,590 450 0 100
パキスタン 4,175,958 2 1,560,480 785,000 6 1,091 86,291 28,700 224,813 96,900 10 90 172,539 74,600 2 98
パラオ 5,212 29 5 0 <1 - 2 0 - - - - - - - -
パナマ 477,749 11 59,579 9,500 13 3 334 160 - - - - 2,118 630 0 100
パプアニュー
ギニア 31,171 <1 7,732 2,900 <1 3 501 130 107,985 42,500 78 22 42,885 16,900 27 73

パラグアイ 180,837 3 6,071 1,200 <1 1 177 42 141 48 0 100 8,519 2,900 0 100
ペルー 1,837,219 5 1,141,957 364,000 33 152 6,470 1,500 83,441 24,100 93 7 48,742 14,200 0 100
フィリピン 87,212 <1 962 130 <1 0 794 210 1,158,643 388,000 11 89 9,189,393 3,110,000 2 98
ポーランド 1,739,901 5 1,008,871 360,000 26 47 1,533 200 - - - - 43,756 7,900 0 100
ポルトガル 1,127,184 11 68,603 24,100 7 3 112 46 21 3 0 100 704 110 0 100
カタール 2,337,000 77 197 55 <1 0 69 22 - - - - - - - -
韓国 1,811,507 4 4,241 1,100 <1 - 139 23 - - - - 10,522 1,400 0 100
モルドバ 188,207 6 135,941 47,400 45 20 6,245 1,100 6 1 0 100 166 39 0 100
ルーマニア 655,579 3 184,529 52,100 10 10 2,926 830 5 0 0 100 6,574 1,300 0 100
ロシア連邦 7,605,774 5 10,077 3,300 <1 1 96,878 24,600 172,783 35,700 99 1 225,544 46,600 81 19
ルワンダ 513,316 4 114,368 52,200 8 110 249,103 135,000 21,948 9,600 0 100 57,704 25,400 0 100
セント
クリストファー・
ネービス

7,958 17 5 1 <1 0 30 11 - - - - - - - -

セントルシア 8,079 4 5 1 <1 0 163 44 - - - - 27 6 0 100
セント
ビンセント・
グレナディーン

4,820 5 - - - - 190 48 - - - - 1,752 450 0 100

サモア 3,843 2 - - - - 9 2 - - - - - - - -
サンマリノ 5,838 17 - - - - - - - - - - - - - -
サントメ・
プリンシペ 1,955 <1 - - - - 6 1 - - - - - - - -

サウジアラビア 13,683,841 40 448 160 <1 0 2,348 660 - - - - - - - -
セネガル 281,867 2 11,836 4,700 <1 7 12,964 3,300 5,922 2,700 100 0 56,564 25,500 0 100
セルビア 712,550 11 36,068 10,600 5 3 14,003 2,800 194,171 33,500 100 0 1 0 0 100
セーシェル 13,261 10 - - - - 12 6 - - - - - - - -
シエラレオネ 49,997 <1 - - - - 8,049 2,200 - - - - 1,131 510 0 100
シンガポール 2,841,665 49 - - - - 49 17 - - - - - - - -
スロバキア 323,991 6 144,269 47,100 26 6 666 180 - - - - 116 22 0 100
スロベニア 315,122 15 12,524 3,000 6 0 20 1 - - - - 20 4 0 100
ソロモン諸島 2,469 <1 - - - - 43 7 11 4 100 0 11 5 100 0
ソマリア 77,972 <1 19,503 6,600 1 33 894,128 404,000 3,869,345 2,060,000 81 19 472,618 252,000 67 33
南アフリカ 2,631,100 4 71,171 11,100 1 12 1,186 460 7,385 2,300 0 100 36,510 11,300 0 100
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表18 移住に関する指標

国・地域

国際移民ストック
2024

受入国別の難民
2024

出身国別の難民
2024

国内避難民（IDPs）
2024

新たな国内避難民
2024

合計

国内人口
に占める
総人口の
割合（％）

合計 18歳未満
人口
1,000人
当たり

1ドル
当たり
のGNI

合計 18歳未満 合計（T） 18歳未満
（Ru）

紛争や
暴力に
よるもの
（％）
（Sd）

災害に
よるもの
（％）
（Sd）

合計（T） 18歳未満
（Ru）

紛争や
暴力に
よるもの
（％）
（Sd）

災害に
よるもの
（％）
（Sd）

南スーダン 914,001 8 514,794 292,000 43 - 2,290,636 1,310,000 1,359,795 630,000 69 31 692,628 324,000 39 61
スペイン 8,870,527 19 429,333 96,400 9 13 182 72 3,960 630 0 100 13,695 2,200 0 100
スリランカ 40,698 <1 232 85 <1 0 147,042 32,700 5,549 1,500 87 13 83,510 22,300 0 100
パレスチナ 272,481 5 - - - - 43,730 10,500 2,032,011 899,000 100 0 3,216,490 1,430,000 100 0
スーダン 2,397,113 5 793,395 404,000 16 1,102 2,094,395 1,090,000 11,559,970 5,440,000 100 0 3,977,625 1,870,000 95 5
スリナム 51,902 8 24 2 <1 0 54 15 - - - - - - - -
スウェーデン 2,272,158 21 163,029 420 15 3 101 43 - - - - - - - -
スイス 2,773,840 31 196,167 47,400 22 2 9 2 97 18 0 100 1,071 190 0 100
シリア 896,042 4 11,635 4,400 <1 - 5,952,190 2,700,000 7,408,809 2,660,000 100 0 768,126 280,000 100 0
タジキスタン 276,777 3 12,157 3,900 1 7 4,048 1,500 238 100 0 100 1,029 430 0 100
タイ 3,179,399 4 84,421 31,600 1 12 306 69 - - - - 41,026 7,500 0 100
東ティモール 8,303 <1 - - - - 10 4 - - - - 2,065 830 0 100
トーゴ 281,994 3 47,494 26,400 5 47 12,704 3,900 18,429 8,500 100 0 9 4 0 100
トケラウ 1,282 51 - - - - - - - - - - - - - -
トンガ 3,581 3 - - - - 43 10 - - - - 40 17 0 100
トリニダード・
トバゴ 113,478 8 11,250 2,600 7 1 481 160 - - - - 129 28 0 100

チュニジア 63,201 <1 2,955 1,000 <1 1 3,598 820 - - - - - - - -
トルコ 7,083,501 8 2,940,735 1,430,000 34 224 139,637 34,800 538,105 138,000 0 100 8,569 2,200 0 100
トルクメニスタン 193,763 3 3,409 1,200 <1 0 2,591 420 - - - - - - - -
タークス・
カイコス諸島 28,455 61 8 0 <1 - 14 3 - - - - - - - -

ツバル 246 3 - - - - 1 0 - - - - - - - -
ウガンダ 2,057,759 4 1,759,492 965,000 35 1,725 10,399 1,700 22,209 11,200 8 92 100,131 50,800 2 98
ウクライナ 5,064,173 13 2,389 220 <1 0 5,120,036 1,380,000 3,665,165 631,000 100 0 306,802 53,100 100 0
アラブ首長国連邦 8,157,000 74 1,377 380 <1 0 267 84 - - - - 2,070 390 0 100
英国 11,845,479 17 515,677 191,000 7 11 416 160 - - - - 1,474 310 0 100
タンザニア 462,371 <1 176,859 94,900 3 147 1,274 240 75,117 36,900 0 100 91,185 44,900 0 100
米国 52,375,047 15 435,333 97,300 1 5 4,007 3,100 21,737 4,600 0 100 11,000,527 2,340,000 0 100
ウルグアイ 160,064 5 37,273 11,200 11 2 140 44 33 8 0 100 19,695 4,400 0 100
ウズベキスタン 1,154,963 3 8,505 3,400 <1 3 5,171 870 - - - - 360 130 0 100
バヌアツ 3,315 1 - - - - 10 2 2,336 1,000 0 100 3,088 1,400 0 100
ベネズエラ 1,263,304 4 19,333 11,000 <1 - 6,245,535 1,880,000 2,338 730 0 100 2,915 910 0 100
ベトナム 326,418 <1 19 7 <1 0 19,970 4,300 2,568 710 0 100 284,232 78,800 0 100
イエメン 392,997 <1 46,827 15,400 1 - 51,378 13,500 4,795,983 2,270,000 100 0 528,885 251,000 7 93
ザンビア 249,205 1 79,275 32,800 4 63 353 83 131,349 63,300 0 100 169,092 81,900 0 100
ジンバブエ 429,108 3 9,240 4,400 <1 4 8,011 1,300 32,675 15,600 1 99 92,430 44,300 0 100

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 27,624,827 - 304,553 97,700 <1 23 1,529,608 674,000 5,245,793 1,560,000 72 28 16,196,021 4,750,000 9 91

ヨーロッパ・
中央アジア 105,673,245 - 12,127,050 4,010,000 13 409 5,697,578 1,520,000 5,939,407 1,160,000 90 10 846,203 177,000 58 42

　東ヨーロッパ・
　中央アジア 27,999,758 - 3,835,466 1,670,000 9 332 5,689,755 1,520,000 5,686,617 1,110,000 90 10 676,376 147,000 72 28

　西ヨーロッパ 77,673,487 - 8,291,584 2,330,000 16 184 7,823 2,100 252,790 48,100 97 3 169,827 29,300 0 100
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 16,693,098 - 6,365,946 1,920,000 10 628 6,804,372 2,030,000 9,625,691 2,600,000 99 1 3,477,697 961,000 42 58

中東・北アフリカ 47,663,373 - 5,904,925 2,900,000 12 499 6,597,029 2,890,000 16,631,137 6,720,000 99 1 5,699,430 2,340,000 89 11
北アメリカ 61,180,886 - 704,829 150,000 2 9 4,318 3,200 23,718 5,000 0 100 11,045,768 2,350,000 0 100
南アジア 12,618,882 - 2,843,541 1,390,000 1 1,128 6,083,095 2,890,000 7,105,707 3,250,000 75 25 9,169,601 3,060,000 0 100
サハラ以南の
アフリカ 26,423,959 - 8,559,330 4,550,000 7 4,520 9,703,354 4,890,000 38,596,697 19,000,000 86 14 19,168,183 9,610,000 60 40

　東部・南部
　アフリカ 14,009,135 - 5,338,402 2,790,000 8 2,029 6,619,049 3,340,000 21,532,043 10,300,000 87 13 7,759,352 3,700,000 65 35

　西部・中部
　アフリカ 12,414,824 - 3,220,928 1,760,000 5 2,498 3,084,305 1,550,000 17,064,654 8,680,000 84 16 11,408,831 5,910,000 57 43

後発開発途上国 
（LDC） 19,617,506 - 8,364,019 4,450,000 8 4,899 16,386,689 8,060,000 49,218,163 23,300,000 87 13 23,458,904 10,900,000 57 43

世界 304,021,813 4 36,833,559 15,000,000 5 2,498 36,594,261 14,900,000 83,310,426 34,400,000 88 12 65,785,830 23,300,000 30 70

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
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表18 移住に関する指標

注
－ データなし
出身地が「その他」、「不明」、「様々な」、「無国籍」と記載されている難民
は集計に含まれていないため、受入国別の難民の合計値と比較すると世
界全体の合計値は小さくなっている。
地域分類、国分類、全世界の各合計値は、ここに掲載されているよりも多
くの国・地域のデータに基づいている。したがって、各国の値を合計して
も、該当する地域分類、国分類、全世界の合計値とは一致しない。
Ru 18歳未満の推定値は、2番目の有効数字に四捨五入（例：「1 234」は「1 
200」に四捨五入）。
Sd シェアは総転居者数を指す。
T   合計は、紛争、暴力、災害に関連するそれぞれの丸められた数字の合計
で、国内避難民モニタリングセンターが発表している。

指標の定義
国際移民ストック－難民を含む、住んでいる国以外で生まれた人の数。
難民－迫害や、生命、身体的完全性、自由に対する深刻な脅威から逃れる
ために、母国からの脱出を余儀なくされた人。この表の数字は、国連難民
高等弁務官事務所（UNHCR）の保護下にある難民のみを指す。UNRWA
に登録されているパレスチナ難民は、パレスチナ、レバノン、シリア、ヨル
ダンにも存在するが、ここには記載されていない。
国内避難民（IDPs）－強制的に逃亡させられたり、自宅や常居所を離れる
ことを余儀なくされた人で、ある時点で国際的に認められた国境を越え
ていない人。
新たな国内避難民－逃亡を余儀なくされたり、自宅や常居所を離れるこ
とを余儀なくされた人で、一定期間に国際的に認められた国境を越えて
いない人の数。

データの主な出典
国際移民ストック－国際連合経済社会局（DESA）人口局による国際移民
ストック2024（International Migrant Stock 2024）
難民－UNHCR「Global Trends: Forced Displacement in 2025」
国内避難民－国内避難モニタリングセンター（IDMC）,世界国内避難民
データベース（GIDD）,2025.
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表19 経済指標

国・地域

GDP比（%）
での政府歳入
2015‒2023
（R）

政府歳出
2015‒2023（R） 政府開発援助（ODA）

2015‒2023（R）
GDP比（％） 政府予算比（％）

合計 保健 教育 社会的養護 保健 教育 社会的養護 受益国への流入額
（100万米ドル）

受益国GNI比で
みた流入（％）

援助国への流出額
（100万米ドル）

援助国GNI比で
みた流出（％）

アフガニスタン 13.0 21.8 0.7 4.3 1.4 4.1 8.2 6.4 3,960 26.8 - -
アルバニア 19.3 11.1 2.9 2.7 1.9 9.1 9.8 16.9 339 1.7 - -
アルジェリア - 16.9 3.3 6.3 2.3 8.8 13.3 13.5 233 0.1 - -
アンドラ - - 6.2 2.7 - 15.7 7.0 - - - - -
アンゴラ 21.8 6.4 1.7 2.3 0.5 8.8 7.7 7.7 97 0.1 - -
アンギラ - - - - - - - - - - - -
アンティグア・
バーブーダ - - 3.9 3.6 - 15.5 9.8 - 6 0.4 - -

アルゼンチン 10.6 15.8 6.1 4.6 3.3 16.2 12.3 20.6 407 0.1 - -
アルメニア 23.5 14.1 2.2 2.5 1.5 7.6 9.7 10.9 323 1.6 - -
オーストラリア 26.2 21.3 8.0 5.2 - 19.3 13.9 0.0 - - 3,079 0.2
オーストリア 31.7 20.3 9.5 4.8 - 16.9 9.0 0.0 - - 1,836 0.3
アゼルバイジャン 32.4 14.0 1.5 2.9 0.6 4.6 10.8 4.3 47 0.1 - -
バハマ 19.8 13.0 4.0 3.1 - 13.8 11.6 0.0 - - - -
バーレーン 16.0 15.8 2.8 2.0 - 8.7 9.3 0.0 - - - -
バングラデシュ 9.5 5.7 0.4 2.1 0.8 3.1 12.0 13.5 5,743 1.1 - -
バルバドス 29.5 11.8 4.4 5.1 - 12.4 13.6 0.0 - - - -
ベラルーシ 15.5 18.1 4.9 5.2 2.4 13.2 12.8 13.2 12 0.0 - -
ベルギー 23.9 24.2 8.6 6.2 - 15.5 11.3 0.0 - - 2,687 0.4
ベリーズ 23.8 16.1 3.4 5.0 - 13.7 18.9 0.0 21 0.8 - -
ベナン - 9.5 0.3 3.2 0.4 1.6 19.0 4.2 874 4.9 - -
ブータン 20.0 21.0 2.2 8.1 1.0 5.6 17.8 4.6 209 7.1 - -
ボリビア - 19.3 5.9 7.7 1.9 17.1 23.1 9.8 357 0.8 - -
ボスニア・ヘル
ツェゴビナ 29.6 19.9 6.5 - 2.8 16.4 - 14.0 295 1.2 - -

ボツワナ 29.5 28.9 4.8 8.1 3.0 14.6 21.5 10.3 89 0.5 - -
ブラジル 29.6 18.2 4.5 5.8 1.3 10.9 11.6 7.0 602 0.0 - -
英領バージン諸島 - - - 2.9 - - 11.1 - - - - -
ブルネイ - 22.8 2.1 4.4 - 7.1 11.4 0.0 - - - -
ブルガリア 28.8 18.2 5.4 4.3 1.1 12.9 10.6 6.0 - - - -
ブルキナファソ 19.7 20.0 2.7 5.3 1.4 9.8 20.3 7.0 1,447 7.7 - -
ブルンジ 17.6 30.5 2.2 4.8 2.1 7.3 20.6 7.0 600 17.2 - -
カーボベルデ 21.6 20.4 4.7 6.0 - 15.8 15.1 0.0 87 3.6 - -
カンボジア 18.1 8.1 2.0 1.7 0.9 7.0 15.7 11.0 1,686 5.5 - -
カメルーン 13.7 11.3 0.5 2.6 0.0 2.9 13.1 0.3 1,229 2.8 - -
カナダ 14.4 21.2 8.0 4.1 - 19.2 11.1 0.0 - - 9,274 0.3
中央アフリカ
共和国 9.2 8.3 1.3 2.1 2.0 6.4 10.0 24.6 701 27.2 - -

チャド - 4.2 0.9 2.5 - 4.9 16.5 0.0 726 5.7 - -
チリ 26.0 15.1 4.9 4.0 3.5 18.5 19.4 23.4 1 0.0 - -
中国 8.4 16.1 2.9 3.3 1.1 8.9 10.5 6.6 -381 0.0 - -
コロンビア 20.1 14.6 6.5 3.9 3.4 19.0 11.6 23.5 1,942 0.6 - -
コモロ - 9.3 0.9 2.4 0.4 4.7 10.5 4.3 147 11.0 - -
コンゴ 20.1 13.1 1.9 3.0 0.4 8.2 15.7 3.2 739 4.8 - -
クック諸島 - - - - - - - - - - - -
コスタリカ 18.0 14.9 5.3 6.3 - 25.4 20.1 0.0 666 1.0 - -
コートジボワール 12.2 10.3 1.0 3.5 0.2 5.1 12.8 1.5 2,091 2.9 - -
クロアチア 24.9 21.1 6.8 5.2 - 14.0 10.7 0.0 - - - -
キューバ - 32.5 12.6 9.4 - 21.5 17.0 0.0 145 0.5 - -
キプロス 30.0 19.1 8.0 5.5 - 18.4 12.7 0.0 - - - -
チェコ 25.0 20.4 8.2 5.1 0.8 17.6 10.9 3.9 - - 1,051 0.2
朝鮮民主主義
人民共和国 - - - - - - - - 13 - - -

コンゴ民主共和国 14.2 7.9 0.6 3.0 0.7 4.3 18.4 8.6 3,330 5.2 - -
デンマーク 36.3 22.6 8.1 5.9 - 17.8 11.9 0.0 - - 2,764 0.7
ジブチ - 14.5 1.0 3.8 0.3 4.2 14.0 2.0 66 1.6 - -
ドミニカ - 27.4 4.2 4.7 4.1 7.2 7.1 15.1 62 9.8 - -
ドミニカ共和国 15.6 11.3 3.3 3.9 1.3 17.7 22.0 11.6 409 0.3 - -
エクアドル 24.5 13.9 5.3 3.6 1.0 14.8 9.3 7.5 397 0.3 - -
エジプト - 6.8 1.7 3.9 2.9 6.8 12.0 43.1 6,080 1.3 - -
エルサルバドル 24.8 18.0 6.4 4.5 1.4 20.0 12.0 7.5 730 2.4 - -
赤道ギニア 26.8 26.0 0.7 - - 5.4 - 0.0 12 0.1 - -
エリトリア - - 0.9 - - 2.4 - - 57 - - -
エストニア 29.8 20.9 5.7 5.9 2.3 13.8 14.3 10.8 - - 201 0.2
エスワティニ 24.9 17.6 3.7 6.3 - 12.3 16.6 0.0 94 1.9 - -
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表19 経済指標

国・地域

GDP比（%）
での政府歳入
2015‒2023
（R）

政府歳出
2015‒2023（R） 政府開発援助（ODA）

2015‒2023（R）
GDP比（％） 政府予算比（％）

合計 保健 教育 社会的養護 保健 教育 社会的養護 受益国への流入額
（100万米ドル）

受益国GNI比で
みた流入（％）

援助国への流出額
（100万米ドル）

援助国GNI比で
みた流出（％）

エチオピア 5.1 6.3 1.0 3.7 0.7 7.1 23.0 11.0 4,993 3.9 - -
フィジー 19.0 20.6 3.4 6.0 0.7 9.4 14.5 3.6 384 7.6 - -
フィンランド 23.0 25.2 8.4 5.7 - 15.1 10.2 0.0 - - 1,615 0.4
フランス 17.4 23.3 9.3 5.2 - 15.8 8.9 0.0 - - 17,559 0.4
ガボン 14.5 11.6 1.6 2.2 - 9.6 13.6 0.0 146 0.7 - -
ガンビア - 8.8 1.6 2.7 - 7.5 17.5 0.0 285 12.7 - -
ジョージア 26.5 12.7 3.1 3.8 9.3 10.5 12.2 73.1 400 1.6 - -
ドイツ 12.5 21.6 10.2 4.5 - 19.9 9.2 0.0 - - 36,445 0.7
ガーナ 15.6 5.9 2.2 2.9 - 8.2 12.0 0.0 1,077 1.4 - -
ギリシャ 36.3 19.7 5.4 4.1 - 9.4 7.1 0.0 - - 360 0.2
グレナダ - - 2.2 3.9 2.0 7.0 14.4 - -97 -8.2 - -
グアテマラ 13.0 11.6 2.3 3.2 1.3 17.4 19.6 10.9 437 0.5 - -
ギニア - 12.3 0.7 2.0 0.9 4.5 10.0 7.3 526 2.7 - -
ギニアビサウ 12.0 19.0 1.1 - 0.0 4.6 - 0.1 156 8.5 - -
ガイアナ - - 3.3 4.5 - 12.9 16.1 - 205 1.5 - -
ハイチ - 6.2 0.4 1.0 - 3.9 11.2 0.0 895 4.4 - -
バチカン - - - - - - - - - - - -
ホンジュラス 21.7 14.4 3.4 4.4 0.3 12.1 23.2 2.2 817 2.7 - -
ハンガリー 28.3 20.0 5.3 5.0 1.8 11.0 10.4 9.1 - - 371 0.1
アイスランド 31.1 25.7 8.1 7.1 - 16.4 14.9 0.0 - - 94 0.3
インド 13.2 10.5 1.1 4.6 1.4 3.7 14.6 13.6 3,427 0.1 - -
インドネシア 13.4 7.4 2.2 2.4 0.6 12.1 13.9 7.4 607 0.1 - -
イラン - 13.2 3.2 2.7 - 26.1 21.9 0.0 312 0.1 - -
イラク 38.6 17.7 2.6 - 1.3 7.0 - 7.3 1,711 0.5 - -
アイルランド 19.4 12.3 5.2 2.9 - 21.0 12.0 0.0 - - 2,410 0.3
イスラエル 28.1 22.4 5.4 6.5 - 13.2 18.4 0.0 - - - -
イタリア 27.0 18.1 7.1 4.0 - 12.4 7.4 0.0 - - 6,706 0.3
ジャマイカ 29.3 13.6 5.1 5.7 1.5 16.2 16.9 11.1 95 0.6 - -
日本 15.3 21.6 9.2 3.5 - 21.5 7.4 0.0 - - 16,747 0.2
ヨルダン 23.5 15.8 2.6 3.2 1.0 7.9 9.6 6.3 2,058 4.1 - -
カザフスタン 12.3 11.3 2.6 4.2 1.6 11.6 24.1 14.4 70 0.0 - -
ケニア 18.0 12.3 2.2 4.6 0.4 9.3 17.9 3.0 2,733 2.4 - -
キリバス 66.0 - 11.1 16.6 1.3 10.0 15.4 - 95 22.1 - -
コソボ - 12.5 - - 4.6 - - 36.4 395 4 - -
クウェート 38.6 24.8 5.2 - - 9.9 - 0.0 - - - -
キルギス 24.6 16.8 2.9 8.0 2.6 8.6 21.0 15.4 756 6.3 - -
ラオス 13.9 14.0 0.7 1.4 0.1 4.4 9.1 0.6 576 3.8 - -
ラトビア 27.4 19.7 6.3 5.6 1 14.2 12.7 5.2 - - - -
レバノン 6.9 3.6 2.9 1.7 - 16.7 9.9 0.0 1,470 7.0 - -
レソト 37 34.2 4.2 6.7 5.6 8.0 11.3 16.3 153 5.7 - -
リベリア - - 1.1 2.4 - 3.7 12.4 - 495 12.9 - -
リビア - 31.8 - - 2.7 - - 8.5 274 0.5 - -
リヒテン
シュタイン - - - - - - - - - - - -

リトアニア 23.2 17.7 5.3 4.8 0.4 14.0 12.7 2.4 - - 243 0.1
ルクセンブルク 29.7 19.0 4.7 4.7 - 11.0 10.7 0.0 - - 530 1
マダガスカル 10.2 18.7 0.7 3.1 0.2 5.3 14.1 0.8 1,043 6.7 - -
マラウイ 13.4 - 1.4 3.3 - 5.8 15.8 - 1,368 10.5 - -
マレーシア 16.4 12 2.5 3.5 0.6 10.1 20.1 4.7 -6 0.0 - -
モルディブ 24.8 - 7.2 4.6 1.7 18.2 10.9 - 126 2.1 - -
マリ 15.0 17.1 1.3 4.0 0.6 5.0 19.1 3.6 1,233 6.7 - -
マルタ 33.3 17.7 7.1 5.4 - 16.2 12.7 0.0 - - - -
マーシャル諸島 31.4 57.4 5.3 7.0 - 7.9 11.3 0.0 139 47.3 - -
モーリタニア - 18.1 1.6 2.3 2.3 8.3 10.4 12.8 343 3.4 - -
モーリシャス 23.4 14.2 3.1 3.6 3.3 10.2 12.2 22.9 82 0.6 - -
メキシコ 16.9 11 3.0 4.6 1.6 11.0 16.2 14.7 515 0.0 - -
ミクロネシア連邦 29.8 - 1.9 10.5 - 2.6 18.6 - 147 31.5 - -
モナコ - - 3.3 1.4 - 13.6 4.8 - - - - -
モンゴル 23.1 13.3 4.5 4.3 2.2 12.6 10 16.4 297 1.9 - -
モンテネグロ - 18.1 6.5 - 1.8 14.4 - 9.7 106 1.6 - -
モントセラト - - - - - - - - - - - -
モロッコ 26.9 18.7 2.2 5.8 2.0 7.2 23.9 10.6 1,507 1.1 - -
モザンビーク 25.2 16.7 2.6 7.0 1.9 8.2 18.8 11.5 2,624 15.1 - -
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表19 経済指標

国・地域

GDP比（%）
での政府歳入
2015‒2023
（R）

政府歳出
2015‒2023（R） 政府開発援助（ODA）

2015‒2023（R）
GDP比（％） 政府予算比（％）

合計 保健 教育 社会的養護 保健 教育 社会的養護 受益国への流入額
（100万米ドル）

受益国GNI比で
みた流入（％）

援助国への流出額
（100万米ドル）

援助国GNI比で
みた流出（％）

ミャンマー 14.3 - 1.1 2.1 0.0 4.4 9.8 - 1,079 1.6 - -
ナミビア 31.3 21.8 4.5 9.0 2.8 11.2 25.0 12.9 332 2.7 - -
ナウル 138.8 - 11.3 6.2 - 9.1 9.6 - 37 14.1 - -
ネパール 19.9 6.6 1.8 3.6 1.6 6.5 12.8 24.1 1,264 2.9 - -
オランダ 26.7 25.3 7.9 5.1 - 16.9 11.0 0.0 - - 6,450 0.6
ニュージーランド - 21.1 7.7 5.5 - 18.6 13.1 0.0 - - 515 0.2
ニカラグア 21.5 12.2 6.1 4.1 - 20.1 22.7 0.0 1,168 7.8 - -
ニジェール - 17.3 2.1 4.1 0.4 8.7 12.8 2.4 2,107 14.5 - -
ナイジェリア - - 0.5 - - 4.1 - - 4,545 1 - -
ニウエ - - - - - - - - - - - -
北マケドニア 19.0 16.8 4.6 - 1.8 13.0 - 10.5 234 1.7 - -
ノルウェー 56.3 21.9 7.0 4.0 - 17.8 10.1 0.0 - - 5,161 1
オマーン - 22.1 3.8 4.2 - 10.5 14.1 0.0 - - - -
パキスタン - 10.2 0.8 1.7 0.4 4.6 7.8 4.0 1,872 0.5 - -
パラオ 24.0 38.3 7.4 - - 11.1 - 0.0 60 22.7 - -
パナマ 11.2 12.8 5.4 3.9 0.8 21.7 11.9 6.5 146 0.2 - -
パプアニュー
ギニア 15.3 - 1.2 1.9 0.0 5.3 9.2 - 682 2.2 - -

パラグアイ 14.1 12.0 4.5 3.4 1.3 18.0 24.1 10.6 101 0.2 - -
ペルー 18.2 13.7 4.0 3.9 1.2 16.9 17.9 9.0 851 0.4 - -
フィリピン 16.1 14.2 2.1 3.6 0.5 8.0 15.7 3.9 1,841 0.4 - -
ポーランド 22.1 18.6 4.6 4.9 1 10.5 11.2 5.6 - - 3,481 0.1
ポルトガル 28 17.0 7.0 4.6 - 14.7 9.7 0.0 - - 440 0.2
カタール - 12.9 2.5 3.2 - 8.4 9.3 0.0 - - - -
韓国 32.0 18.9 6.0 5.4 - 14.4 14.3 0.0 - - 2,906 0.1
モルドバ 20.0 18.1 5.1 6.1 1.1 14.6 15.8 6.2 933 6.1 - -
ルーマニア 22.5 16.9 4.9 3.3 1.2 12.3 8.1 7.2 - - - -
ロシア連邦 22.1 18.5 5.3 3.7 1.2 15.1 8.9 6.3 - - - -
ルワンダ 18.5 16.6 3.0 4.1 0.7 9.5 12.2 4.2 1,121 8.3 - -
セント
クリストファー・
ネービス

28.5 - 3.5 3.6 - 7.9 6.2 - - - - -

セントルシア 19.4 - 2.6 4.2 - 8.7 16.3 - 36 1.6 - -
セント
ビンセント・
グレナディーン

25.6 - 3.6 5.5 - 9.6 12.9 - 16 1.6 - -

サモア 32.3 18.2 5.1 4.5 0.1 14.7 16.2 0.4 131 15.6 - -
サンマリノ 25.1 18.5 7.0 3.1 - 17.9 7.9 0 - - - -
サントメ・
プリンシペ - - 3.4 5.2 0 13.1 18.3 - 57 9.6 - -

サウジアラビア 30.5 23.3 4.6 - - 14.4 - 0.0 - - - -
セネガル 21.3 14.7 1.1 5.6 0.9 4.4 22.5 5.9 1,522 5.4 - -
セルビア 28.0 15.9 6.3 3.3 1.2 13.4 7.1 7.5 558 0.8 - -
セーシェル 29.4 21.3 4.0 4.7 2.6 10.2 6.7 12.1 0 1.0 - -
シエラレオネ - 8.8 1.9 8.8 1 6.9 29.4 11.1 546 11 - -
シンガポール 16.2 10.2 3.5 2.4 - 20.8 13.1 0.0 - - - -
スロバキア 25.6 20.1 6.2 4.3 1.5 13.6 9.4 7.3 - - 172 0.1
スロベニア 26.0 19.5 6.9 5.7 - 14.0 11.5 0.0 - - 169 0.2
ソロモン諸島 23.1 29.2 3.3 - - 10.5 - 0.0 264 16.0 - -
ソマリア 0.0 7.0 - 0.3 0.2 - 4.2 2.9 1,969 18.7 - -
南アフリカ 28.8 19.7 5.0 6.6 4.6 15.3 18.5 23.4 1,030 0.3 - -
南スーダン - - 0.9 1.5 - 2.1 8.1 - 2,061 15.9 - -
スペイン 17.7 19.9 7.7 4.6 - 15.2 9.2 0.0 - - 4,043 0.2
スリランカ 8.2 6.9 1.9 1.2 0.4 9.5 8.7 6.0 19 0.0 - -
パレスチナ 23.4 20.2 - 5.4 - - - 0.0 2,336 9.4 - -
スーダン 8.8 16.2 0.8 - 0.9 7.9 - 5.7 1,575 3.1 - -
スリナム - - 3.3 3.8 - 10.0 13.9 - 59 1.7 - -
スウェーデン 29.4 25.7 9.7 6.7 - 19.6 13.5 0.0 - - 5,458 1.0
スイス 10.5 11.4 4.3 5.6 - 11.7 14.6 0.0 - - 4,496 0.5
シリア - 10.9 - - - - - 0.0 8,199 113.1 - -
タジキスタン 13.9 10.1 1.9 5.4 0.8 7.0 20.4 7.6 612 4.1 - -
タイ 17.2 16.6 3.6 2.6 1.6 13.5 11.9 9.6 628 0.1 - -
東ティモール 51.5 33.1 7.3 3.0 5.3 7.0 7.5 16.0 233 6.9 - -
トーゴ 15.1 12.6 0.6 3.8 0.1 2.6 14.8 0.9 450 5.2 - -
トケラウ - - - - - - - - - - - -
トンガ 25.1 30.7 3.6 5.6 - 7.3 9.8 0 307 54.7 - -
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表19 経済指標

国・地域

GDP比（%）
での政府歳入
2015‒2023
（R）

政府歳出
2015‒2023（R） 政府開発援助（ODA）

2015‒2023（R）
GDP比（％） 政府予算比（％）

合計 保健 教育 社会的養護 保健 教育 社会的養護 受益国への流入額
（100万米ドル）

受益国GNI比で
みた流入（％）

援助国への流出額
（100万米ドル）

援助国GNI比で
みた流出（％）

トリニダード・
トバゴ - - 3.3 2.9 3.7 11.1 7.9 - - - - -

チュニジア - 20.6 4.1 6.2 0.5 12.4 22.7 2.3 1,290 2.8 - -
トルコ 20.5 13.6 3.6 2.6 1.1 11.5 8.8 8.3 892 0.1 - -
トルクメニスタン - 9.8 0.9 3.8 - 8.7 28.6 0 15 0 - -
タークス・
カイコス諸島 - - - 3.3 - - 14.3 - - - - -

ツバル - - 10.1 - - 8.2 - - 66 79.9 - -
ウガンダ 13.8 9.5 1.1 2.6 0.4 4.9 8.6 4.3 2,147 4.7 - -
ウクライナ 24.7 41.7 4.1 5.9 5.4 10.2 8.5 13.0 29,293 16.9 - -
アラブ首長国連邦 3.0 14.5 3.4 3.9 - 12.9 14.8 0.0 - - - -
英国 36.8 20.7 10.3 5.4 - 22.4 11.2 0.0 - - 15,761 0.7
タンザニア 14.0 8.1 0.9 3.3 0.2 5.1 13.7 1.9 2,729 3.6 - -
米国 13.0 13.9 9.6 5.4 - 21.4 12.7 0.0 - - 60,329 0.2
ウルグアイ 20.4 13.8 6.9 4.4 1.1 22.4 15.4 8.3 1 0.1 - -
ウズベキスタン 18.0 16.1 3.0 5.3 0.8 9.9 21.4 4.7 1,672 1.9 - -
バヌアツ 30.5 20.6 1.2 2.2 - 2.8 5.0 0 129 10.6 - -
ベネズエラ - - 1.4 - - 5.5 16.6 - 272 - - -
ベトナム - 8.9 2.0 2.9 1.6 9.0 15.4 17.4 19 0.0 - -
イエメン - 9.1 0.4 - - 2.2 - 0.0 3,696 38.0 - -
ザンビア 22.0 14.3 2.8 3.6 0.2 9.3 13.9 1.4 1,865 6.7 - -
ジンバブエ 8.1 16.7 0.9 2.1 0.3 5.2 15.7 2.1 789 2.9 - -

地域別等要約
東アジア・
太平洋諸国 13.6 16.7 4.4 3.4 - - 13.7 0.0 9,819 0.0 - -

ヨーロッパ・
中央アジア 23.5 20.2 8.0 5.0 - 16.8 11.1 0.0 9,200 0.1 - -

　東ヨーロッパ・
　
中央アジア

- - - - - - - - - - - -

　西ヨーロッパ - - - - - - - - - - - -
ラテンアメリカ・
カリブ海諸国 22.5 15.1 4.4 3.9 - 13.1 16.0 0.0 11,214 0.2 - -

中東・北アフリカ - 17.5 3.7 3.6 - - 13.3 0.0 32,078 0.7 - -
北アメリカ - - - - - - - - - - - -
南アジア 12.9 9.9 1.1 2.0 - 3.9 10.2 0.0 17,038 0.4 - -
サハラ以南の
アフリカ - - - - - - - - - - - -

　東部・南部
　アフリカ 22.0 14.0 2.9 4.2 - 12.6 14.1 0.0 30,679 3.1 - -

　西部・中部
　アフリカ - - 0.9 2.9 - - 14.2 - 18,802 2.3 - -

後発開発途上国
（LDC） - - - - - - - - - - - -

世界 17.5 16.5 6.5 3.7 - 16.2 12.7 0.0 190,068 0.2 - -

すべての国と地域のリスト（ユニセフ地域分類・同地域小分類、開発途上国分類の詳細）については「地域等の分類」のページ（18ページ）か<https://data.unicef.org/regionalclassifi cations>を参照。
過去に出版された一連の「世界子供白書」とのデータの比較は推奨されない。
政府の歳入・歳出データがジェンダー平等に与える影響を分析することはできるが、提示できるデータポイントが不十分である。

注
－ データなし
R   データが列の見出しで指定された期間内に入手できた最も新しい年次
のものを参照している。

指標の定義
GDP比（％）での政府歳入－政府歳入は、税金や社会保障費に加えて、罰
金、手数料、賃料、不動産収入、および販売収入などその他による現金収入
である。補助金も歳入と見なされるが、ここでは除外している。
政府歳出－一般政府の最終消費支出（旧一般政府消費）には、財貨および
サ－ビス（雇用に対する報酬を含む）の購入に対するすべての政府経常支

出が含まれる。これには、国防および安全保障に対する大半の支出が含ま
れるが、政府資本の一部となる政府の軍事費は含まれない。
GDP比（％）で表される政府歳出－政府総支出に加えて、保健、教育および
社会的養護に対する個別の支出。
政府総予算比（％）で表される政府歳出－保健、教育および社会的養護に
対する個別の支出。
政府開発援助（ODA）－DAC（開発援助委員会）のODA受益国・地域リス
トに掲載された国や地域、および多国間開発機関に対して行われる資金
の流れのうち、次の条件をすべて満たすものとして定義される。
（a） 国および地方政府を含む公的機関、またはそれらの実施機関によって

供与されるものであること。
（b） 開発途上国の経済開発および福祉の促進を主たる目的として、各取引

が管理・実施されていること。

（c） 譲許性を有する（返済条件が緩やかである）こと。
受益国におけるODA－資源の流入として表され、金額（米ドル）および国
民総所得（GNI）に対する割合で示される。
援助国におけるODA－資源の流出として表され、金額（米ドル）および国
民総所得（GNI）に対する割合で示される。

デ－タの主な出典
ODA－経済協力開発機構（OECD）。最終更新：2023年9月。
GDP比（％）での政府歳入－世界開発指標（WDI）。最終更新:2024年5月。
政府歳出－世界開発指標（WDI）。最終更新:2024年4月。





全文（英語）はこちら

すべての子どものために
誰であっても

どこに住んでいても

すべての子どもには

それぞれにふさわしい子ども時代が、

未来が、

公平な機会が、

あるべきです。

だからこそユニセフは

約 190の国と地域で

一人ひとり、すべての子どものために

日々活動を続けています。

最も支援の届きにくい子どもに、

最も助けから遠いところにいる子どもに、

最も疎外されている子どもに、

手を差し伸べるため

ユニセフは最後まで決してあきらめません。
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